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ハンムラピ法典の石柱に刻まれた懊形文字全文の原典

　　　　　その翻訳および解釈の方法について

Comment　traduire　et　comprendre“1e　Droit　ancienヲヲ

　　（i．e．）一L’interpr6tation　du　code　cun6iforme　de

　　　　　　　　　　　Hammurapi一皿
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　法の象徴図像「王笏」（鴇叢讐査詫昌法諺裂p籠綿髭既述）

　まえがき（これ以降第66条まで『法学論集』第47号に掲載）

　ハンムラピ法典石柱原文の読み方
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　ハンムラピ法典前文

　ハンムラピ法典各条文の邦訳と解釈
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　　殺人罪の原告がそれを立証できなかったら死刑となる

　第2条河神の処罰、正義と法（神罰）

　　「魔術を使ったかど」での告発は、神明裁判で決着がはかられる
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　　　第3条　脅迫による偽証罪

　　　　偽証罪の処置、原告が告訴した人の生死に関わる訴訟で立証できな

　　　　い場合は、その証人が死罪となる

　　　第4条　訴訟と同額の賠償、収賄の禁止

　　　　偽証が穀類金銭に関わる場合の措置は判決による

　　　第5条　裁判官の責務

　　　　判決の変更、判事は12倍の賠償額を支払う

　　第II章　窃盗罪、所有権の侵犯、処罰方法（第6条～第13条）

　　　第6条　窃盗と貯物牙保罪

　　　　神殿と宮廷からの窃盗一死罪となる

　　第7条　契約と供託物、準盗財

　　　証人なしの契約と窃盗とみなされる場合は死罪

　　　第8条盗品が神と宮廷の品

　　　盗んだものが神か宮廷のものだと30倍の賠償、ムシュケーヌムのも

　　　　のだと10倍の損害賠償を支払わなければならない

　　第9条　喪失物、証拠裁判

　　　　喪失物を他人の手中に発見した時の措置

　　第10条　賠物の取り戻し（準盗財）

　　　裁判所で売買の立証が可否による罰則の規定

　　第11条　原告の責任、遺失物回復

　　　喪失者が所有していた事実を証人によって立証できない場合には、

　　　紛争を起こした責任者として死罪となる

　　第12条　貯物牙保罪

　　　駐物故売人が死亡した場合に、被告は訴訟費用の5倍を取得できる

　　第13条　証人の確保期聞

　　　証人を確保する期間は6ケ月まで裁判官が指定できる

　第III章誘拐罪と奴隷の法規（第14条～第20条）

　　第14条　幼児誘拐

　　　他人の幼児を誘拐した者は死罪となる

　　第15条　奴隷の逃亡常助罪
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第3条脅迫による偽証罪

偽証罪の処置、原告が告訴した人の生死に関わる訴訟で立証できな

い場合は、その証人が死罪となる

第4条訴訟と同額の賠償、収賄の禁止

偽証が穀類金銭に関わる場合の措置は判決による

第5条裁判官の責務

判決の変更、判事は12倍の賠償額を支払う

第II章窃盗罪、所有権の侵犯、処罰方法(第 6条~第13条)

第6条窃盗と蛙物牙保罪

神殿と宮廷からの窃盗一死罪となる

第7条契約と供託物、準盗財

証人なしの契約と窃盗とみなされる場合は死罪

第8条盗品が神と宮廷の品

盗んだものが神か宮廷のものだと30倍の賠償、ムシュケーヌムのも

のだと10倍の損害賠償を支払わなければならない

第9条喪失物、証拠裁判

喪失物を他人の手中に発見した時の措置

第10条腫物の取り戻し(準盗財)

裁判所で売買の立証が可否による罰則の規定

第11条原告の責任、遺失物回復

喪失者が所有していた事実を証人によって立証できない場合には、

紛争を起こした責任者として死罪となる

第12条蛙物牙保罪

駐物故売人が死亡した場合に、被告は訴訟費用の 5倍を取得できる

第13条証人の確保期間

証人を確保する期間は 6ヶ月まで裁判官が指定できる

第III章誘拐罪と奴隷の法規(第14条~第20条)

第14条幼児誘拐

他人の幼児を誘拐した者は死罪となる

第四条奴隷の逃亡需助罪
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盗んだものが神か宮廷のものだと30倍の賠償、ムシュケーヌムのも

のだと10倍の損害賠償を支払わなければならない

第9条喪失物、証拠裁判

喪失物を他人の手中に発見した時の措置

第10条腫物の取り戻し(準盗財)
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駐物故売人が死亡した場合に、被告は訴訟費用の 5倍を取得できる
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　　宮廷の奴隷を逃亡させたる者は死罪に処せられる

　第16条　逃亡奴隷の保護

　　宮廷から逃亡した奴隷を保護した者も死罪

　第17条　逃亡奴隷の逮捕

　　奴隷の所有者は逃亡奴隷を逮捕してくれた者に2シェケルの報酬を

　　出す

　第18条　奴隷の身元確認

　　逮捕した奴隷は宮殿で身元確認

　第19条　奴隷の隠匿者

　　一度奴隷を隠匿した者は必ず死罪

　第20条　捕獲奴隷の逃亡

　　奴隷を捕獲した者がその奴隷に逃げられたる場合は「神への宣誓」

　　で放免される

第IV章　強盗罪、強奪如何の処置（第21条～第25条）

　第21条　侵入者の殺害、家宅侵入

　　他入の家に侵入した者は殺害される

　第22条　窃盗犯、強盗（追い剥ぎ）

　　人の財物を略奪する目的で強盗一死罪

　第23条　盗難物件の申告

　　盗難された物件を神の前で申告一その地域の行政責任者がその賠償

　　をする

　第24条　強盗殺人への賠償金

　　強盗に殺された者への賠償一1マナの銀

　第25条　火事場泥棒

　　火災の消火に来た者が一そこの家の財物を窃取、その火中に投げ込

　　まれる

第V章兵士階級に関する諸規定（第26条～第41条）

　第26条　憲兵・軍族と按察官の出征

　　憲兵・軍族や按察官が出征を命じられたのに徴兵拒否または傭兵に

　　代理させたら死罪
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宮廷の奴隷を逃亡させたる者は死罪に処せられる

第16条逃亡奴隷の保護

宮廷から逃亡した奴隷を保護した者も死罪

第17条逃亡奴隷の逮捕

奴隷の所有者は逃亡奴隷を逮捕してくれた者に 2シェケルの報酬を

出す

第18条奴隷の身元確認

逮捕した奴隷は宮殿で身元確認

第四条奴隷の隠匿者

一度奴隷を隠匿した者は必ず死罪

第20条捕獲奴隷の逃亡

奴隷を捕獲した者がその奴隷に逃げられたる場合は「神への宣誓」

で放免される

第W章強盗罪、強奪知何の処置(第21条~第25条)

第21条侵入者の殺害、家宅侵入

他人の家に侵入した者は殺害される

第22条窃盗犯、強盗(追い剥ぎ)

人の財物を略奪する目的で強盗一死罪

第23条盗難物件の申告

盗難された物件を神の前で申告ーその地域の行政責任者がその賠償

をする

第24条強盗殺人への賠償金

強盗に殺された者への賠償-1マナの銀

第25条火事場泥棒

火災の消火に来た者がーそこの家の財物を窃取、その火中に投げ込

まれる

第V章兵士階級に関する諸規定(第26条~第41条)

第26条憲兵・軍族と按察官の出征

憲兵・軍族や按察官が出征を命じられたのに徴兵拒否または傭兵に

代理させたら死罪
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宮廷の奴隷を逃亡させたる者は死罪に処せられる
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宮廷から逃亡した奴隷を保護した者も死罪

第17条逃亡奴隷の逮捕

奴隷の所有者は逃亡奴隷を逮捕してくれた者に 2シェケルの報酬を

出す

第18条奴隷の身元確認

逮捕した奴隷は宮殿で身元確認

第四条奴隷の隠匿者

一度奴隷を隠匿した者は必ず死罪

第20条捕獲奴隷の逃亡

奴隷を捕獲した者がその奴隷に逃げられたる場合は「神への宣誓」

で放免される

第W章強盗罪、強奪知何の処置(第21条~第25条)

第21条侵入者の殺害、家宅侵入

他人の家に侵入した者は殺害される

第22条窃盗犯、強盗(追い剥ぎ)

人の財物を略奪する目的で強盗一死罪

第23条盗難物件の申告

盗難された物件を神の前で申告ーその地域の行政責任者がその賠償

をする

第24条強盗殺人への賠償金

強盗に殺された者への賠償-1マナの銀

第25条火事場泥棒

火災の消火に来た者がーそこの家の財物を窃取、その火中に投げ込

まれる

第V章兵士階級に関する諸規定(第26条~第41条)

第26条憲兵・軍族と按察官の出征

憲兵・軍族や按察官が出征を命じられたのに徴兵拒否または傭兵に

代理させたら死罪
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　　　第27条　出征兵士の土地返還

　　　　出征した兵士が捕虜となっている間その土地を使用していた者の返

　　　　還義務

　　　第28条　出征兵士の息子、私領相続

　　　　出征した兵士に、息子がいたら、その田畑の経営を継承できる

　　　第29条　幼少の息子、不動産相続

　　　　まだ息子が幼少の時は、その田畑の3分の1は母に与えられ成人す

　　　　るまで継承

　　　第30条　不動産の取得

　　　　兵士の土地が放置され、他の者が三年の間その田畑を耕やしたら自

　　　　分のものになる

　　　第31条　短期の放置

　　　　放置した期間が一年間ならば、その出征兵士に田畑は戻される

　　　第32条　兵士の身代金

　　　　戦争で捕虜になった兵士が、もとの身分になるには身代金を払って

　　　　身受けしてもらう

　　　第33条　指令官と長官

　　　　軍隊における指令官や長官が国王の命令以外に勝手に徴兵をするこ

　　　　との禁止

　　　第34条　指令官の服務違反

　　　　兵士の虐待禁止、兵士の給与保護

　　　第35条兵士との取引き

　　　　国王から兵士に与えられた家畜の取引

　　　第36条　憲兵・軍族の不動産売買

　　　　公的な役職者に国王から与えられた不動産の売買禁止

　　　第37条　不動産売買の禁止

　　　　公職者の不動産は例え売買されて銀が支払われていても無効で銀は

　　　　没収される

　　　第38条　妻と娘への譲渡禁止

　　　　公職者の不動産は自分の妻や娘に譲渡できず、負債のため売却して
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第27条出征兵士の土地返還

出征した兵士が捕虜となっている閉その土地を使用していた者の返

還義務

第28条 出征兵士の息子、私領相続

出征した兵士に、息子がいたら、その田畑の経営を継承できる

第29条幼少の息子、不動産相続

まだ息子が幼少の時は、その田畑の 3分の 1は母に与えられ成人す

るまで継承

第30条不動産の取得

兵士の土地が放置され、他の者が三年の閉その田畑を耕やしたら自

分のものになる

第31条短期の放置

放置した期間が一年間ならば、その出征兵士に田畑は戻される

第32条兵士の身代金

戦争で捕虜になった兵士が、もとの身分になるには身代金を払って

身受けしてもらう

第33条指令官と長官

軍隊における指令官や長官が国王の命令以外に勝手に徴兵をするこ

との禁止

第34条指令官の服務違反

兵士の虐待禁止、兵士の給与保護

第35条兵士との取引き

国王から兵士に与えられた家畜の取引

第36条憲兵・軍族の不動産売買

公的な役職者に国王から与えられた不動産の売買禁止

第37条不動産売買の禁止

公職者の不動産は例え売買されて銀が支払われていても無効で、銀は

没収される

第38条妻と娘への譲渡禁止

公職者の不動産は自分の妻や娘に譲渡できず、負債のため売却して
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第27条出征兵士の土地返還

出征した兵士が捕虜となっている閉その土地を使用していた者の返

還義務

第28条 出征兵士の息子、私領相続

出征した兵士に、息子がいたら、その田畑の経営を継承できる

第29条幼少の息子、不動産相続

まだ息子が幼少の時は、その田畑の 3分の 1は母に与えられ成人す

るまで継承

第30条不動産の取得

兵士の土地が放置され、他の者が三年の閉その田畑を耕やしたら自

分のものになる

第31条短期の放置

放置した期間が一年間ならば、その出征兵士に田畑は戻される

第32条兵士の身代金

戦争で捕虜になった兵士が、もとの身分になるには身代金を払って

身受けしてもらう

第33条指令官と長官

軍隊における指令官や長官が国王の命令以外に勝手に徴兵をするこ

との禁止

第34条指令官の服務違反

兵士の虐待禁止、兵士の給与保護

第35条兵士との取引き

国王から兵士に与えられた家畜の取引

第36条憲兵・軍族の不動産売買

公的な役職者に国王から与えられた不動産の売買禁止

第37条不動産売買の禁止

公職者の不動産は例え売買されて銀が支払われていても無効で、銀は

没収される

第38条妻と娘への譲渡禁止

公職者の不動産は自分の妻や娘に譲渡できず、負債のため売却して
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　　もし〉けなし〉

　第39条　個人的に購入した不動産

　　自分の妻や娘のために個人的に購入した不動産は売買できること

　第40条　不動産の売買

　　商人や企業家は不動産の売買自由

　第41条　公職者の不動産売買禁止

　　公職者の不動産を売買するのを斡旋したり、担保に入れることの禁

　　止

第VI章　農耕地と灌潮iに関する規定（第42条～第66条）

　第42条　不動産の賃貸借

　　田畑を耕作するために賃貸借した者が収穫できなかった時の賠償

　第43条　田畑賃貸借の責任

　　田畑を賃貸借して耕やさなかった者の回復義務

　第44条　長期の開墾放棄

　　原野を三年間開墾する約束で賃貸借したがそれを放棄した者の責任

　　と損害賠償

　第45条　洪水にあった田畑の損害

　　田畑を農夫に売却した後その田畑が洪水にあったらその損害は農夫

　　の負担

　第46条　田畑売買の契約

　　田畑を売買したがその代金を支払っていなかった場合の収穫の分配

　第47条　田畑の維持管理

　　売買の後、田畑の維持管理を他人にまかせた場合の分配

第48条　債務者の支払猶予

　　洪水にあった田畑を持っていて負債のある者はその年の支払いと利

　　息が猶予される

第49条　商人からの賃借

　　商人より金銭を借りて田畑を入手して穀物やゴマを植えたその収穫

　　は商人のもの

第50条　借財と利息
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もいけない

第39条個人的に購入した不動産

自分の妻や娘のために個人的に購入した不動産は売買できること

第40条不動産の売買

商人や企業家は不動産の売買自由

第41条公職者の不動産売買禁止

公職者の不動産を売買するのを斡旋したり、担保に入れることの禁

止

第百章農耕地と濯j既に関する規定(第42条~第66条)

第42条不動産の賃貸借

田畑を耕作するために賃貸借した者が収穫できなかった時の賠償

第43条田畑賃貸借の責任

田畑を賃貸借して耕やさなかった者の回復義務

第44条長期の開墾放棄

原野を三年間開墾する約束で賃貸借したがそれを放棄した者の責任

と損害賠償

第45条洪水にあった田畑の損害

田畑を農夫に売却した後その田畑が洪水にあったらその損害は農夫

の負担

第46条田畑売買の契約

田畑を売買したがその代金を支払っていなかった場合の収穫の分配

第47条田畑の維持管理

売買の後、田畑の維持管理を他人にまかせた場合の分配

第48条債務者の支払猶予

洪水にあった田畑を持っていて負債のある者はその年の支払いと利

息が猶予される

第49条商人からの賃借

商人より金銭を借りて田畑を入手して穀物やゴマを植えたその収穫

は商人のもの

第50条借財と利息
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もいけない

第39条個人的に購入した不動産
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田畑を耕作するために賃貸借した者が収穫できなかった時の賠償

第43条田畑賃貸借の責任

田畑を賃貸借して耕やさなかった者の回復義務

第44条長期の開墾放棄

原野を三年間開墾する約束で賃貸借したがそれを放棄した者の責任

と損害賠償

第45条洪水にあった田畑の損害

田畑を農夫に売却した後その田畑が洪水にあったらその損害は農夫

の負担

第46条田畑売買の契約

田畑を売買したがその代金を支払っていなかった場合の収穫の分配

第47条田畑の維持管理
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第48条債務者の支払猶予

洪水にあった田畑を持っていて負債のある者はその年の支払いと利

息が猶予される
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　　　上記で、穀物やゴマの収穫高はその借用した銀貨と利息分だけ商人

　　　　のものとなる

　　第51条　法令換算表による返済

　　　返済する銀貨なき時は、借用額と利息分だけ国王の法令換算表の額

　　　面で返済できる

　　第52条　契約の変更不可

　　　　その田畑で穀物もゴマも収穫できなかった時はその契約を変更でき

　　　　ない

　　第53条　堤の修復不全と賠償

　　　土手の堤を堅固にしておかず他人の耕作地に災害を与えたらその穀

　　　物を弁償する

　　第54条　穀物の損害賠償分配

　　　上記で穀物の弁償ができなかった場合に農夫は売り上げ金を互いに

　　　分配できる

　　第55条　灌漸の水門放置

　　　灌概の目的で水門をあけ他人の畑を水で押し流した時の損害賠償

　　第56条　隣の田畑への損害賠償

　　　　自分の水門を開き隣の田畑の供給物に害を与えた場合、10イクー大

　　　麦10グルの賠償

　　第57条　牧畜の責任

　　　他人の田畑に家畜を放し草を食べさせたる牧人の損害賠償前条の倍

　　　額

　　第58条　家畜の暴走

　　　前条で草を食べた家畜が公共の広場などに暴走した場合の牧人の責

　　　任とその目撃

　　第59条　果樹園の樹木伐採

　　　果樹園の所有者がいない時にその樹木を伐採したならば半マナの罰

　　　金

　　第60条　果樹園の植樹

　　　果樹園に植樹した時、五年目からその所有者と園丁師とが平等に分

　　　　　　　　　　　　　　　一923一
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上記で、穀物やゴマの収穫高はその借用した銀貨と利息分だけ商人

のものとなる

第51条法令換算表による返済

返済する銀貨なき時は、借用額と利息分だけ国王の法令換算表の額

面で返済できる

第52条契約の変更不可

その田畑で穀物もゴマも収穫できなかった時はその契約を変更でき

ない

第53条堤の修復不全と賠償

土手の堤を堅固にしておかず他人の耕作地に災害を与えたらその穀

物を弁償する

第54条穀物の損害賠償分配

上記で穀物の弁償ができなかった場合に農夫は売り上げ金を互いに

分配できる

第55条濯減の水門放置

濯j既の目的で水門をあけ他人の畑を水で押し流した時の損害賠償

第56条隣の田畑への損害賠償

自分の水門を聞き隣の田畑の供給物に害を与えた場合、 10イク一大

麦10グルの賠償

第57条牧畜の責任

他人の田畑に家畜を放し草を食べさせたる牧人の損害賠償前条の倍

額

第58条家畜の暴走

前条で草を食べた家畜が公共の広場などに暴走した場合の牧人の責

任とその目撃

第59条果樹園の樹木伐採

果樹園の所有者がいない時にその樹木を伐採したならば半マナの罰

金

第60条果樹園の植樹

果樹園に植樹した時、五年目からその所有者と園丁師とが平等に分
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上記で、穀物やゴマの収穫高はその借用した銀貨と利息分だけ商人

のものとなる

第51条法令換算表による返済

返済する銀貨なき時は、借用額と利息分だけ国王の法令換算表の額

面で返済できる

第52条契約の変更不可

その田畑で穀物もゴマも収穫できなかった時はその契約を変更でき

ない

第53条堤の修復不全と賠償

土手の堤を堅固にしておかず他人の耕作地に災害を与えたらその穀

物を弁償する

第54条穀物の損害賠償分配

上記で穀物の弁償ができなかった場合に農夫は売り上げ金を互いに

分配できる

第55条濯減の水門放置

濯j既の目的で水門をあけ他人の畑を水で押し流した時の損害賠償

第56条隣の田畑への損害賠償

自分の水門を聞き隣の田畑の供給物に害を与えた場合、 10イク一大

麦10グルの賠償

第57条牧畜の責任

他人の田畑に家畜を放し草を食べさせたる牧人の損害賠償前条の倍

額

第58条家畜の暴走

前条で草を食べた家畜が公共の広場などに暴走した場合の牧人の責

任とその目撃

第59条果樹園の樹木伐採

果樹園の所有者がいない時にその樹木を伐採したならば半マナの罰

金

第60条果樹園の植樹

果樹園に植樹した時、五年目からその所有者と園丁師とが平等に分
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　割する

第61条　造園の未完成

　造園を開始したが完成しないまま放置した場合の園丁師の取り分

第62条　畝地の造園

　畝地に造園しようとして植樹しなかった場合、隣の田畑に準じて損

　害賠償

第63条　原野の造園

　田畑が原野に位置するならば田畑の所有者に返却し、10イクーにつ

　き10グルの賠償

第64条　園丁師の取り分

　園の管理者は果樹園の収穫物の3分の2を地主に納め残りの3分の

　1が自分の収入

第65条　園丁師の管理不適切

　園丁師がその管理をきちんとせず収穫高を減らすようなら、隣の果

　樹園の収穫で賠償

第66条　　（訳文の一部分のみ）

（以上は山梨学院大学『法学論集』第47号、2001年3月26日p．98～354に

　既述）

　　第66条から第99条まで石柱の表面が削り取られているから省略、他

　　に発見された粘土板で、家屋や建物のある土地の所有等の規定が盛

　　られていたと考えられている

第皿章　委託者（商人）と受託者の規定（第100条～第107条）

　（ここから第100条～第169条までは『法学論集』第48号に掲載済み）

　第100条　商人（タムカル）への利息

　　（原文が欠如）利息の支払いは日数を計算して商人に返済

　　　　　シヤマルルム
　第101条　受託者の損害賠償

　　商人から依頼を受けた寄託者が派遣された土地で利益を出せなかっ

　　た時の賠償2倍
　　　　　　　　シャマルルム
　第102条　不正の受託者（行商人）

～922一
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割する

第61条造園の未完成

造園を開始したが完成しないまま放置した場合の園丁師の取り分

第62条畝地の造園

畝地に造園しようとして植樹しなかった場合、隣の田畑に準じて損

害賠償

第63条原野の造園

田畑が原野に位置するならば田畑の所有者に返却し、 10イクーにつ

き10グルの賠償

第64条園丁師の取り分

園の管理者は果樹園の収穫物の 3分の 2を地主に納め残りの 3分の

1が自分の収入

第65条園丁師の管理不適切

園丁師がその管理をきちんとせず収穫高を減らすようなら、隣の果

樹園の収穫で賠償

第66条 (訳文の一部分のみ)

(以上は山梨学院大学『法学論集』第47号、 2001年 3月26日p.98"-'354に

既述)

第66条から第99条まで石柱の表面が削り取られているから省略、他

に発見された粘土板で、家屋や建物のある土地の所有等の規定が盛

られていたと考えられている

第四章委託者(商人)と受託者の規定(第100条~第107条)

にこから第100条~第169条までは『法学論集J第48号に掲載済み)

第100条商人(タムカル)への利息

(原文が欠如)利息の支払いは日数を計算して商人に返済
シヤマJレルム

第101条受託者の損害賠償

商人から依頼を受けた寄託者が派遣された土地で利益を出せなかっ

た時の賠償2倍
シヤマルルム

第102条不正の受託者(行商人)
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割する

第61条造園の未完成

造園を開始したが完成しないまま放置した場合の園丁師の取り分

第62条畝地の造園

畝地に造園しようとして植樹しなかった場合、隣の田畑に準じて損

害賠償

第63条原野の造園

田畑が原野に位置するならば田畑の所有者に返却し、 10イクーにつ

き10グルの賠償

第64条園丁師の取り分

園の管理者は果樹園の収穫物の 3分の 2を地主に納め残りの 3分の

1が自分の収入

第65条園丁師の管理不適切

園丁師がその管理をきちんとせず収穫高を減らすようなら、隣の果

樹園の収穫で賠償

第66条 (訳文の一部分のみ)

(以上は山梨学院大学『法学論集』第47号、 2001年 3月26日p.98"-'354に

既述)

第66条から第99条まで石柱の表面が削り取られているから省略、他

に発見された粘土板で、家屋や建物のある土地の所有等の規定が盛

られていたと考えられている

第四章委託者(商人)と受託者の規定(第100条~第107条)

にこから第100条~第169条までは『法学論集J第48号に掲載済み)

第100条商人(タムカル)への利息

(原文が欠如)利息の支払いは日数を計算して商人に返済
シヤマJレルム

第101条受託者の損害賠償

商人から依頼を受けた寄託者が派遣された土地で利益を出せなかっ

た時の賠償2倍
シヤマルルム

第102条不正の受託者(行商人)
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　　　　商人がその寄託者に出資金を渡す時相手の不正をみつけたら出資金

　　　　の返却を求める

　　　　　　　　　　　　　シヤマルルム
　　　第103条　強盗にあった受託者

　　　　寄託者が旅の途中強盗にあったら帰国後神の前で宣誓することで放

　　　　免される

　　　第104条　署名領収書の取引

　　　　商品を預り、財物を取引きしたる者は銀の支払いとともに署名領収

　　　　書を受取る

　　　第105条　契約文書なき取引

　　　　署名領収書なき取引きでは銀貨を受け取れず、ない分の計算に加え

　　　　られない

　　第106条　寄託行為の責任

　　　　貿易・販売契約が寄託者の側の責任で破綻したことを商人が立証し

　　　　た時は3倍の罰金

　　　第107条　商人側（委託者）の責任

　　　　上記の契約で、その破綻が商人側の過失で破綻したことが立証され

　　　　れば6倍の罰金

　第皿章　居酒屋の女将（第108条～第111条）

　　　第108条　酒代金の受取り

　　　　酒代金を銀で受け取ったリゴマかして受け取ったりした居酒屋の女

　　　　将は川に投げ込まれる

　　　第109条　治安維持義務

　　　　居酒屋に犯罪人が群れ集っていた時にそれを取り押えなかったら居

　　　　酒屋の女将は死罪となる

　　第110条　修道女の飲酒禁止、違反者は火刑

　　　　修道女が居酒屋を経営したり酒を飲みに居酒屋に入ったりしたら火

　　　　刑に処せられる

　　第111条　居酒屋での支払い

　　　　ッケで飲んだ客は穀物の収穫時に50シラの穀物を支払う

　第IX章　債権法（債務者、抵当、留置権）（第112条～

　　　　　　　　　　　　　　　一921一
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商人がその寄託者に出資金を渡す時相手の不正をみつけたら出資金

の返却を求める
シヤマルルム

第103条強盗にあった受託者

寄託者が旅の途中強盗にあったら帰国後神の前で宣誓することで放

免される

第104条署名領収書の取引

商品を預り、財物を取引きしたる者は銀の支払いとともに署名領収

書を受取る

第105条契約文書なき取引

署名領収書なき取引きでは銀貨を受け取れず、ない分の計算に加え

られない

第106条寄託行為の責任

貿易・販売契約が寄託者の側の責任で破綻したことを商人が立証し

た時は 3倍の罰金

第107条商人側(委託者)の責任

上記の契約で、その破綻が商人側の過失で破綻したことが立証され

れば6倍の罰金

第四章居酒屋の女将(第108条~第111条)

第108条酒代金の受取り

酒代金を銀で受け取ったりゴマかして受け取ったりした居酒屋の女

将は川に投げ込まれる

第109条治安維持義務

居酒屋に犯罪人が群れ集っていた時にそれを取り押えなかったら居

酒屋の女将は死罪となる

第110条修道女の飲酒禁止、違反者は火刑

修道女が居酒屋を経営したり、酒を飲みに居酒屋に入ったりしたら火

刑に処せられる

第111条居酒屋での支払い

ツケで飲んだ、客は穀物の収穫時に50シラの穀物を支払う

第E章債権法(債務者、抵当、留置権) (第112条~
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商人がその寄託者に出資金を渡す時相手の不正をみつけたら出資金

の返却を求める
シヤマルルム

第103条強盗にあった受託者

寄託者が旅の途中強盗にあったら帰国後神の前で宣誓することで放

免される

第104条署名領収書の取引

商品を預り、財物を取引きしたる者は銀の支払いとともに署名領収

書を受取る

第105条契約文書なき取引

署名領収書なき取引きでは銀貨を受け取れず、ない分の計算に加え

られない

第106条寄託行為の責任

貿易・販売契約が寄託者の側の責任で破綻したことを商人が立証し

た時は 3倍の罰金

第107条商人側(委託者)の責任

上記の契約で、その破綻が商人側の過失で破綻したことが立証され

れば6倍の罰金

第四章居酒屋の女将(第108条~第111条)

第108条酒代金の受取り

酒代金を銀で受け取ったりゴマかして受け取ったりした居酒屋の女

将は川に投げ込まれる

第109条治安維持義務

居酒屋に犯罪人が群れ集っていた時にそれを取り押えなかったら居

酒屋の女将は死罪となる

第110条修道女の飲酒禁止、違反者は火刑

修道女が居酒屋を経営したり、酒を飲みに居酒屋に入ったりしたら火

刑に処せられる

第111条居酒屋での支払い

ツケで飲んだ、客は穀物の収穫時に50シラの穀物を支払う

第E章債権法(債務者、抵当、留置権) (第112条~
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　　　　第119条）

　第112条　物品の横領

　　他人に搬送を依頼されたものが搬送しないで横領してしまった場合

　　に5倍の損害賠償が科せられる

　第113条　債務の取立て

　　債権者は無理に債務者から財物を取りあげた時にはその債権者の地

　　位を失う

　第114条債権なき差し押えに対する罰則

　　実際には債権がないにも関わらず、ある者が他人の家から人質を取

　　ったら1人1／3マナの罰金

　第115条　人質の死亡

　　前条のような場合、差し押えた入質が死亡した場合その人質を差し

　　押える原因となった債権も消滅する

　第116条　虐待による人質死亡

　　差し押えた人質が虐待によって死亡した時は同害報復、奴隷ならば

　　3分の1マナの罰金

　第117条　債務の抵当

　　債務者が自分の妻、息子や娘を債務の抵当として引渡したなら三年

　　間労働力として働かすことができる

　第118条　奴隷の抵当処分

　　上記の抵当として自分の奴隷を提供したならば、それは譲渡・売却

　　事由としては取り戻せない

　第119条　子供を生んだ女奴隷

　　債務者は前条の例外として自分の子供を生んだ女奴隷だけは同額の

　　銀で取り戻せる

第X章　財産権の規定（第120条～第126条）

　第120条　穀類の貯蔵の寄託

　　穀物を信託した者が貯かったことを否定した時それが立証できたら

　　2倍の損害賠償

　第121条　年間貯蔵費

一920一

古代法の翻訳と解釈 III 9 

第119条)

第112条物品の横領

他人に搬送を依頼されたものが搬送しないで横領してしまった場合

に5倍の損害賠償が科せられる

第113条債務の取立て

債権者は無理に債務者から財物を取りあげた時にはその債権者の地

位を失う

第114条債権なき差し押えに対する罰則

実際には債権がないにも関わらず、ある者が他人の家から人質を取

ったら 1人1/3マナの罰金

第115条人質の死亡

前条のような場合、差し押えた人質が死亡した場合その人質を差し

押える原因となった債権も消滅する

第116条虐待による人質死亡

差し押えた人質が虐待によって死亡した時は同害報復、奴隷ならば

3分の lマナの罰金

第117条債務の抵当

債務者が自分の妻、息子や娘を債務の抵当として引渡したなら三年

間労働力として働かすことができる

第118条奴隷の抵当処分

上記の抵当として自分の奴隷を提供したならば、それは譲渡・売却

事由としては取り戻せない

第119条子供を生んだ女奴隷

債務者は前条の例外として自分の子供を生んだ女奴隷だけは同額の

銀で取り戻せる

第X章財産権の規定(第120条~第126条)

第120条穀類の貯蔵の寄託

穀物を信託した者が貯かったことを否定した時それが立証できたら

2倍の損害賠償

第121条年間貯蔵費

古代法の翻訳と解釈 III 9 

第119条)

第112条物品の横領

他人に搬送を依頼されたものが搬送しないで横領してしまった場合

に5倍の損害賠償が科せられる

第113条債務の取立て

債権者は無理に債務者から財物を取りあげた時にはその債権者の地

位を失う

第114条債権なき差し押えに対する罰則

実際には債権がないにも関わらず、ある者が他人の家から人質を取

ったら 1人1/3マナの罰金

第115条人質の死亡

前条のような場合、差し押えた人質が死亡した場合その人質を差し

押える原因となった債権も消滅する

第116条虐待による人質死亡

差し押えた人質が虐待によって死亡した時は同害報復、奴隷ならば

3分の lマナの罰金

第117条債務の抵当

債務者が自分の妻、息子や娘を債務の抵当として引渡したなら三年

間労働力として働かすことができる

第118条奴隷の抵当処分

上記の抵当として自分の奴隷を提供したならば、それは譲渡・売却

事由としては取り戻せない

第119条子供を生んだ女奴隷

債務者は前条の例外として自分の子供を生んだ女奴隷だけは同額の

銀で取り戻せる

第X章財産権の規定(第120条~第126条)

第120条穀類の貯蔵の寄託

穀物を信託した者が貯かったことを否定した時それが立証できたら

2倍の損害賠償

第121条年間貯蔵費
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　　　　穀物の貯蔵を寄託したらその年間貯蔵費は大麦1グルにつき5シラ

　　　　の穀物を支払わなければならない

　　　第122条　貴金属類の寄託方法

　　　　貴金属類等の寄託には粘土板による契約書の作成が必要条件であっ

　　　　た

　　　第123条　訴訟の請求権

　　　　寄託をした証人も契約書もなくその寄託が否認されたる場合、訴訟

　　　　の請求権はない

　　　第124条　寄託の立証責任

　　　　証人を前に寄託したが相手が受託を否認した時には、その立証に成

　　　　功すれば2倍の損害賠償

　　　第125条　受託者の責任

　　　　受託者はその預った品物について盗まれたら完全に賠償するか窃盗

　　　　犯から取り返さなければならない

　　　第126条　虚偽の紛失物に関する告訴

　　　　自分の所有物が紛失していないのに紛失したと虚偽の告訴をした者

　　　　は2倍の損害賠償

　　第XI章　家族法（婚姻と相続、第127条～第152条）

　　　第127条　誹誘・謳告の罪

　　　　他人の妻女や女神官に後ろ指をさしその挙証が出来ない時は額に刻

　　　　印を打たれる

　　　第128条　婚姻契約書の作成

　　　　妻を嬰っても正式に婚姻契約書を作成しなかったならばその婚姻は

　　　　無効となる

　　　第129条　妻女の不貞

　　　　現行犯で妻の不貞が見つかった時男と共に水中に没せられるが亭主

　　　　が助命すれば許される

　　　第130条　乙女の強姦

　　　　婚約はしたが未だ父の家にいる乙女を強姦したる男は死刑、娘は無

　　　　罪放免される

一919一
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穀物の貯蔵を寄託したらその年間貯蔵費は大麦 lグルにつき 5シラ

の穀物を支払わなければならない

第122条貴金属類の寄託方法

貴金属類等の寄託には粘土板による契約書の作成が必要条件であっ

た

第123条訴訟の請求権

寄託をした証人も契約書もなくその寄託が否認されたる場合、訴訟

の請求権はない

第124条寄託の立証責任

証人を前に寄託したが相手が受託を否認した時には、その立証に成

功すれば 2倍の損害賠償

第125条受託者の責任

受託者はその預った品物について盗まれたら完全に賠償するか窃盗

犯から取り返さなければならない

第126条虚偽の紛失物に関する告訴

自分の所有物が紛失していないのに紛失したと虚偽の告訴をした者

は2倍の損害賠償

第 XI章家族法(婚姻と相続、第127条~第152条)

第127条説誘・謹告の罪

他人の妻女や女神宮に後ろ指をさしその挙証が出来ない時は額に刻

印を打たれる

第128条婚姻契約書の作成

妻を要っても正式に婚姻契約書を作成しなかったならばその婚姻は

無効となる

第129条妻女の不員

現行犯で妻の不貞が見つかった時男と共に水中に没せられるが亭主

が助命すれば許される

第130条乙女の強姦

婚約はしたが未だ父の家にいる乙女を強姦したる男は死刑、娘は無

罪放免される
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穀物の貯蔵を寄託したらその年間貯蔵費は大麦 lグルにつき 5シラ

の穀物を支払わなければならない

第122条貴金属類の寄託方法

貴金属類等の寄託には粘土板による契約書の作成が必要条件であっ

た

第123条訴訟の請求権

寄託をした証人も契約書もなくその寄託が否認されたる場合、訴訟

の請求権はない

第124条寄託の立証責任

証人を前に寄託したが相手が受託を否認した時には、その立証に成

功すれば 2倍の損害賠償

第125条受託者の責任

受託者はその預った品物について盗まれたら完全に賠償するか窃盗

犯から取り返さなければならない

第126条虚偽の紛失物に関する告訴

自分の所有物が紛失していないのに紛失したと虚偽の告訴をした者

は2倍の損害賠償

第 XI章家族法(婚姻と相続、第127条~第152条)

第127条説誘・謹告の罪

他人の妻女や女神宮に後ろ指をさしその挙証が出来ない時は額に刻

印を打たれる

第128条婚姻契約書の作成

妻を要っても正式に婚姻契約書を作成しなかったならばその婚姻は

無効となる

第129条妻女の不員

現行犯で妻の不貞が見つかった時男と共に水中に没せられるが亭主

が助命すれば許される

第130条乙女の強姦

婚約はしたが未だ父の家にいる乙女を強姦したる男は死刑、娘は無

罪放免される
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第131条　密通の嫌疑

　妻が夫から密通の疑いをかけられても現行犯でないなら神に宣誓し

　て実家に帰ることができる

第132条　密通の反証

　他人の後ろ指で密通の疑いをかけられた妻女は河神の神明裁判によ

　って反証できた

第133条　留守宅の妻は再婚禁止

　出征した者の家に食料とする蓄えがまだある時は再婚禁止、違反者

　は溺死の処刑

第134条　再婚可能の条件

　出征して捕虜となった者の家に財産がない場合にはその妻女は再婚

　することができる

第135条　再婚の破綻

　前条の場合元の夫が戻ってきた時は妻は元の夫のもとに帰り再婚で

　出来た子供達はその実父のところに

第136条　逃亡夫の妻

　自分から居住地を捨てた夫の妻は誰と再婚しても良く戻ってきた夫

　につれ戻されない

第137条　女神官妻の離婚

　女神官だった妻女を離婚する場合は持参金と不動産の一部を与え子

　供の相続に関わる

　　　　うまづめ
第138条　石女の追い出し離婚

　子供を生まなかった妻女を離婚するには結納額の銀と持参金を払い

　戻す

第139条　持参金なき女の離婚

　婚姻するに際し持参金（結納料）を持ってこなかった妻を離婚する

　には1マナの銀

第140条　ムシュケーヌム階層の離婚

　離婚しようとする妻がムシュケーヌム階層の出身である場合その離

　婚料は3分の1マナの銀

　　　　　　　　　　　　一918一

古代法の翻訳と解釈 III 11 

第131条密通の嫌疑

妻が夫から密通の疑いをかけられでも現行犯でないなら神に宣誓し

て実家に帰ることができる

第132条密通の反証

他人の後ろ指で密通の疑いをかけられた妻女は河神の神明裁判によ

って反証できた

第133条留守宅の妻は再婚禁止

出征した者の家に食料とする蓄えがまだある時は再婚禁止、違反者

は溺死の処刑

第134条再婚可能の条件

出征して捕虜となった者の家に財産がない場合にはその妻女は再婚

することができる

第135条再婚の破綻

前条の場合元の夫が戻ってきた時は妻は元の夫のもとに帰り再婚で

出来た子供達はその実父のところに

第136条逃亡夫の妻

自分から居住地を捨てた夫の妻は誰と再婚しても良く戻ってきた夫

につれ戻されない

第137条女神宮妻の離婚

女神宮だ、った妻女を離婚する場合は持参金と不動産の一部を与え子

供の相続に関わる
うまづめ

第138条石女の追い出し離婚

子供を生まなかった妻女を離婚するには結納額の銀と持参金を払い

戻す

第139条持参金なき女の離婚

婚姻するに際し持参金(結納料)を持ってこなかった妻を離婚する

には 1マナの銀

第140条 ムシュケーヌム階層の離婚

離婚しようとする妻がムシュケーヌム階層の出身である場合その離

婚料は 3分の 1マナの銀

古代法の翻訳と解釈 III 11 

第131条密通の嫌疑

妻が夫から密通の疑いをかけられでも現行犯でないなら神に宣誓し

て実家に帰ることができる

第132条密通の反証

他人の後ろ指で密通の疑いをかけられた妻女は河神の神明裁判によ

って反証できた

第133条留守宅の妻は再婚禁止

出征した者の家に食料とする蓄えがまだある時は再婚禁止、違反者

は溺死の処刑

第134条再婚可能の条件

出征して捕虜となった者の家に財産がない場合にはその妻女は再婚

することができる

第135条再婚の破綻

前条の場合元の夫が戻ってきた時は妻は元の夫のもとに帰り再婚で

出来た子供達はその実父のところに

第136条逃亡夫の妻

自分から居住地を捨てた夫の妻は誰と再婚しても良く戻ってきた夫

につれ戻されない

第137条女神宮妻の離婚

女神宮だ、った妻女を離婚する場合は持参金と不動産の一部を与え子

供の相続に関わる
うまづめ

第138条石女の追い出し離婚

子供を生まなかった妻女を離婚するには結納額の銀と持参金を払い

戻す

第139条持参金なき女の離婚

婚姻するに際し持参金(結納料)を持ってこなかった妻を離婚する

には 1マナの銀

第140条 ムシュケーヌム階層の離婚

離婚しようとする妻がムシュケーヌム階層の出身である場合その離

婚料は 3分の 1マナの銀
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　　第141条　妻の婚姻継承責任

　　　妻が離婚しようと勝手に世帯道具をまとめたら妻を追出すことも奴

　　　隷の如くすることもできる

　　第142条　妻側からの離婚

　　　妻女から離婚を申出たる時その決定は家門会議で夫に欠陥ある場合

　　　持参金を持って実家に帰れる

　　第143条　家門による審判

　　　前条による審判で妻に責任ありと認められた時は水中に投げ込まれ

　　　処罰

　　第144条　妻たる女神官の地位

　　　女神官を妻に婆りその女奴隷が子供を生んだ時はその妻女が同意し

　　　ない妾を囲うことができない

　　第145条　妾を囲える場合

　　　前条で妻の女奴隷に子供が生まれなかったら妾を囲えるが同居した

　　　妾の地位は常に妻の下に置かれる

　　第146条　子を生んだ女奴隷

　　　前2ケ条で女神官の連れてきた女奴隷はその後も妻の下に置かれる

　　　が売り払われることはない

　　第147条　女奴隷の売却

　　　前3ケ条で妻女となった女神宮の女奴隷が子供を生まなかったらそ

　　　の主人は女奴隷を売却できる

　　第148条　病気の妻離別禁止

　　　婆った妻女がラアブム病になって、他に妻女は聚れはするが元の妻

　　　を離別することはできない

　　第149条　妻の同意で離婚可

　　　前条の妻女が自分の方からその家に住むことを欲しないなら持参金

　　　を持って実家に帰る

　　第150条　封印遺言証書

　　　生前のとき自分の妻に粘土板の封印遺言証書が作成されていればそ

　　　の妻女は不動産を自由に処理できる

　　　　　　　　　　　　　　一917一
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第141条妻の婚姻継承責任

妻が離婚しようと勝手に世帯道具をまとめたら妻を追出すことも奴

隷の如くすることもできる

第142条妻側からの離婚

妻女から離婚を申出たる時その決定は家門会議で夫に欠陥ある場合

持参金を持って実家に帰れる

第143条家門による審判

前条による審判で妻に責任ありと認められた時は水中に投げ込まれ

処罰

第144条妻たる女神宮の地位

女神宮を妻に要りその女奴隷が子供を生んだ、時はその妻女が同意し

ない妾を囲うことができない

第145条妾を囲える場合

前条で妻の女奴隷に子供が生まれなかったら妾を囲えるが同居した

妾の地位は常に妻の下に置かれる

第146条子を生んだ女奴隷

前 2ケ条で女神宮の連れてきた女奴隷はその後も妻の下に置かれる

が売り払われることはない

第147条女奴隷の売却

前3ケ条で妻女となった女神宮の女奴隷が子供を生まなかったらそ

の主人は女奴隷を売却できる

第148条病気の妻離別禁止

要った妻女がラアプム病になって、他に妻女は要れはするが元の妻

を離別することはできない

第149条妻の同意で離婚可

前条の妻女が自分の方からその家に住むことを欲しないなら持参金

を持って実家に帰る

第150条封印遺言証書

生前のとき自分の妻に粘土板の封印遺言証書が作成されていればそ

の妻女は不動産を自由に処理できる

12 法学論集 49 (山梨学院大学〕

第141条妻の婚姻継承責任

妻が離婚しようと勝手に世帯道具をまとめたら妻を追出すことも奴
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前 2ケ条で女神宮の連れてきた女奴隷はその後も妻の下に置かれる

が売り払われることはない

第147条女奴隷の売却

前3ケ条で妻女となった女神宮の女奴隷が子供を生まなかったらそ

の主人は女奴隷を売却できる

第148条病気の妻離別禁止

要った妻女がラアプム病になって、他に妻女は要れはするが元の妻

を離別することはできない

第149条妻の同意で離婚可

前条の妻女が自分の方からその家に住むことを欲しないなら持参金

を持って実家に帰る

第150条封印遺言証書

生前のとき自分の妻に粘土板の封印遺言証書が作成されていればそ
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　第151条　妻の債権拘束性なし

　　前条でその妻女が婚前に債権があったとしても封印遺言証書の内容

　　の方が優先する

　第152条　共同の債権は率先支払

　　結婚してから生じた債権は夫婦共同して先に商人に支払いをおこな

　　うこと

第XII章　刑事法（殺人・近親相姦等）（第153条～第158条）

　第153条　夫の殺害

　　他の男のために自分の夫を殺害した妻は杭刺し刑に処せられる

　第154条　姦通罪

　　他人の子女と肉体関係をもちその他人（の男）がこの都市から出て

　　いけと命じたら追放される

　第155条　息子の嫁との相姦

　　息子の嫁に手をつけた息子の父がその嫁と同会している時にみつか

　　ったら水死の刑

　第156条　婚約中の息子の嫁

　　まだ婚約中の息子の嫁に手を出したら1マナの罰金と持参金を返還

　　しなければならない

　第157条　近親相姦

　　母と相姦した者は火刑によってその母親と二人とも焼殺される

　第158条　父の女奴隷との相姦

　　父親の死後その女奴隷のところで自分の子供が生まれたことが判明

　　したら追放される

第XIII章　婚姻法、婚約と結婚（第159条～第184条）

　第159条　婚姻の取消し

　　婚姻の無効及び取消しの場合、結納金等持参したすべてのものを放

　　棄すれば可能

　第160条　婚姻申込みの拒否

　　花嫁の側で結婚の申し込みをしに来た花婿を拒否した場合は結納品

　　の倍を返却する
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　　第161条　中傷による拒否

　　　　中傷によって娘の婚姻を拒否した義父も倍額返済、中傷した者もそ

　　　　の娘を婆れない

　　第162条　結婚の持参金

　　　子供を生んだ後死亡した妻の持参金はその子供達が相続し実家の父

　　　　は請求できない

　　第163条　持参金の返還

　　　　子供を生まずに死んだ妻の持参金は実家の父親が返還請求できる但

　　　　し結納は嫁ぎ先へ

　　第164条　持参金と結納の相殺

　　　　前条で結納を返さない実家の父には持参金と相殺して返却すれば良

　　　　い

　　第165条　長所ある子の優先相続

　　　　ある者が自分の気に入った息子に優先相続させた法的証書はその死

　　　　後も有効となる

　　　第166条　未婚兄弟の保護

　　　　父親死亡後まだ未婚の弟がいる場合はその弟に銀を与え妻を嬰らせ

　　　　る

　　　第167条　母親の持参金で相続

　　　　最初の妻と二人目の妻がともに死亡し子供が残った時その妻の持参

　　　　金に応じて相続される

　　　第168条　相続権の剥奪に関する一般原則

　　　　ある息子だけその相続権を剥奪しようとしてもその正当事由なき場

　　　　合は不可となる

　　　第169条　相続剥奪事由が二つ以上の場合

　　　　前条と同じくその訴訟を起こすには相続権を剥奪する理由が二つ以

　　　　上なければ不可となる

　　（今月掲載分はここから。これ以前は「法学論集』第48号に掲載済み。）

　　　第170条嫡出の認定、女奴隷の生んだ子供、嫡出庶子

　　　　父親の存命中に、女奴隷の生んだ主人の子を自分の子と宣言したな

一915一
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第161条中傷による拒否

中傷によって娘の婚姻を拒否した義父も倍額返済、中傷した者もそ

の娘を要れない

第162条結婚の持参金

子供を生んだ、後死亡した妻の持参金はその子供達が相続し実家の父

は請求できない

第163条持参金の返還

子供を生まずに死んだ妻の持参金は実家の父親が返還請求できる但

し結納は嫁ぎ先へ

第164条持参金と結納の相殺

前条で結納を返さない実家の父には持参金と相殺して返却すれば良

しユ

第165条長所ある子の優先相続

ある者が自分の気に入った息子に優先相続させた法的証書はその死

後も有効となる

第166条未婚兄弟の保護

父親死亡後まだ未婚の弟がいる場合はその弟に銀を与え妻を要らせ

る

第167条母親の持参金で相続

最初の妻と二人目の妻がともに死亡し子供が残った時その妻の持参

金に応じて相続される

第168条相続権の剥奪に関する一般原則

ある息子だけその相続権を剥奪しようとしてもその正当事由なき場

合は不可となる

第169条相続剥奪事由が二つ以上の場合

前条と同じくその訴訟を起こすには相続権を剥奪する理由が二つ以

上なければ不可となる

(今月掲載分はここから。これ以前は『法学論集J第48号に掲載済み。)

第170条嫡出の認定、女奴隷の生んだ子供、嫡出庶子

父親の存命中に、女奴隷の生んだ主人の子を自分の子と宣言したな
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中傷によって娘の婚姻を拒否した義父も倍額返済、中傷した者もそ

の娘を要れない

第162条結婚の持参金

子供を生んだ、後死亡した妻の持参金はその子供達が相続し実家の父

は請求できない

第163条持参金の返還

子供を生まずに死んだ妻の持参金は実家の父親が返還請求できる但

し結納は嫁ぎ先へ

第164条持参金と結納の相殺

前条で結納を返さない実家の父には持参金と相殺して返却すれば良

しユ

第165条長所ある子の優先相続

ある者が自分の気に入った息子に優先相続させた法的証書はその死

後も有効となる

第166条未婚兄弟の保護

父親死亡後まだ未婚の弟がいる場合はその弟に銀を与え妻を要らせ

る

第167条母親の持参金で相続

最初の妻と二人目の妻がともに死亡し子供が残った時その妻の持参

金に応じて相続される

第168条相続権の剥奪に関する一般原則

ある息子だけその相続権を剥奪しようとしてもその正当事由なき場

合は不可となる

第169条相続剥奪事由が二つ以上の場合

前条と同じくその訴訟を起こすには相続権を剥奪する理由が二つ以

上なければ不可となる

(今月掲載分はここから。これ以前は『法学論集J第48号に掲載済み。)

第170条嫡出の認定、女奴隷の生んだ子供、嫡出庶子

父親の存命中に、女奴隷の生んだ主人の子を自分の子と宣言したな
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　らば、その子供の相続は平等となる

第171条　認知しない女奴隷の子供（非嫡出子）と遺産分割

　前条と同じ状況で認知しなかったら、相続はできないが自由の身分

　だけは与えられる、寡婦の生活費と贈与の公正証書

第172条　結納金なき婚姻の家

　前条から続きその男が結納金（贈与）を与えないで本妻をもらった

　時、その妻と子の将来、裁判官による本妻と嫡出子への処断

第173条　再婚と子供の相続

　再婚して子供を生んでから死亡した妻女の持参金は、前の夫と後の

　夫の子供達で、分割されることになる。

第174条　前夫の子供への相続

　前条の再婚した女が後の夫との間に子供がなかったら、前の夫の子

　供達のみ相続が可能となる

第175条　奴隷と自由人女との子

　奴隷がアウィルム階層の女との間に子供をつくったらその奴隷の主

　人はその子供を奴隷としては扱えず、「嫡出子」のように扱わねばな

　らない

第176条　前条の持参金

　前条の奴隷が死亡したならば、結婚後得た財産は、奴隷の主人とそ

　の妻とが二分割して受領する

第177条　幼児ある女の再婚

　幼児のいる女の再婚は、裁判官の決定事項となる、旧夫の幼児の成

　長のため家具類は一切売却禁止とされる

第178条　女（神）官の持参金

　持参金を与えられた女（神）官が、父親の死亡後受け取る不動産の

　措置について、その女（神）官が生存中だけそれを生活費にあてる

　ことができる

第179条　女（神）官の相続優位

　前条と同じ場合で、父親が粘土板にその女（神）官の意志を優先す

　る記載があった不動産の措置は、その娘の死後、生前その娘が遺言
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らば、その子供の相続は平等となる

第171条認知しない女奴隷の子供(非嫡出子)と遺産分割

前条と同じ状況で認知しなかったら、相続はできないが自由の身分

だけは与えられる、寡婦の生活費と贈与の公正証書

第172条結納金なき婚姻の家

前条から続きその男が結納金(贈与)を与えないで本妻をもらった

時、その妻と子の将来、裁判官による本妻と嫡出子への処断

第173条再婚と子供の相続

再婚して子供を生んでから死亡した妻女の持参金は、前の夫と後の
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前条の奴隷が死亡したならば、結婚後得た財産は、奴隷の主人とそ

の妻とが二分割して受領する

第177条幼児ある女の再婚

幼児のいる女の再婚は、裁判官の決定事項となる、旧夫の幼児の成

長のため家具類は一切売却禁止とされる

第178条女(神)官の持参金

持参金を与えられた女(神)官が、父親の死亡後受け取る不動産の

措置について、その女(神)官が生存中だけそれを生活費にあてる

ことができる

第179条女(神)官の相続優位

前条と同じ場合で、父親が粘土板にその女(神)官の意志を優先す

る記載があった不動産の措置は、その娘の死後、生前その娘が遺言
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だけは与えられる、寡婦の生活費と贈与の公正証書

第172条結納金なき婚姻の家

前条から続きその男が結納金(贈与)を与えないで本妻をもらった

時、その妻と子の将来、裁判官による本妻と嫡出子への処断

第173条再婚と子供の相続

再婚して子供を生んでから死亡した妻女の持参金は、前の夫と後の

夫の子供達で、分割されることになる。

第174条前夫の子供への相続

前条の再婚した女が後の夫との聞に子供がなかったら、前の夫の子

供達のみ相続が可能となる

第175条奴隷と自由人女との子

奴隷がアウィノレム階層の女との聞に子供をつくったらその奴隷の主

人はその子供を奴隷としては扱えず、「嫡出子Jのように扱わねばな

らない

第176条前条の持参金

前条の奴隷が死亡したならば、結婚後得た財産は、奴隷の主人とそ

の妻とが二分割して受領する

第177条幼児ある女の再婚

幼児のいる女の再婚は、裁判官の決定事項となる、旧夫の幼児の成

長のため家具類は一切売却禁止とされる

第178条女(神)官の持参金

持参金を与えられた女(神)官が、父親の死亡後受け取る不動産の

措置について、その女(神)官が生存中だけそれを生活費にあてる

ことができる

第179条女(神)官の相続優位

前条と同じ場合で、父親が粘土板にその女(神)官の意志を優先す

る記載があった不動産の措置は、その娘の死後、生前その娘が遺言
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　　　　した者に与えられる

　　第180条　相続の特権なき女（神）官

　　　父親がまだ特別の持参金を与える約束をしていなかった女（神）官

　　　は、他の子供と同じ相続で、その娘の死後、財産は兄弟達の所有と

　　　なる

　　第181条　特別の神への女（神）官

　　　父親がその娘を特別の神へ捧げる女（神）官とした場合には、その

　　　家の財産の1／3を相続することができる

　　第182条　マルドゥク神の女神官

　　　父親がその娘をバビロンの守護神マルドゥクに捧げる女（神）官に

　　　したならば、父親の財産の3分の1を相続でき、死後の遺贈も可と

　　　なる

　　第183条　生前贈与は相続不可

　　　父親が他人の妾となっている自分の娘に、生前贈与たる持参金（嫁

　　　資）を与え改めて夫に嫁がせたならば、父親の死後、その娘の相続

　　　は不可となる

　　第184条　生前贈与のなき妾

　　　前条と同じく他人の妾になった（自分の）娘に、父が存命中、自分

　　　の持参金も与えず、夫にも嫁がせなかったらば、父の死後その兄弟

　　　がそれらの嫁資等を与えなければならない

　第XIV章　養子縁組と家族法（第185条～第191条）

　　第185条　養子縁組

　　　幼い子供の時から自分の名をつけて（自分の家族名を冠して）養子

　　　にし成長させた後は、その子供を返還するよう請求することは出来

　　　なくなる

　　第186条　養子の解消

　　　養子を採用した時に、（その息子が成長して）自分の実の両親を捜

　　　し、そのもとの養子縁組に反対したならば、採用した幼児は実家に

　　　戻される

　　第187条　宮廷関係（従事）者の養子
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古代法の翻訳と解釈　III17

　　宮廷の廷吏や奉公人の子供の養子縁組み手続きは決して解消される

　　ことがないものとする

　第188条　職工人の養子

　　職人が（その職工技術を伝受させるため）子供を養子として、自分

　　の手工芸の技術を修得させたらば、その養子縁組みは解消できない

　第189条　技術未修の養子、養子離縁

　　前条で、その養子とした子供が職工の技術を未修得のままなら、そ

　　の養子縁組みは解消できることとする

　第190条　養家での不遇

　　養子として採用した子供を成長させたが、その養家で他の実子がそ

　　の養子を同等に扱わないようならば、その養子縁組みは解消できる

　第191条　養子の追い出し、養子の取扱い

　　養子をもらってから、その養子縁組みをした家族に実子ができ、養

　　子を追い出そうとしたならば、成人した後に1／3の生前贈与を与えな

　　ければならない

第XV章　特殊な刑法規範（第192条～第195条）

　第192条　宮廷奉公人の養子

　　宮廷の廷臣がもらった養子が、自分の両親に対して親であることを

　　否定するような発言をしたならば、その舌を切り落とされる

　第193条　養子が実家に戻る件

　　前条の廷臣の養子となった者が養親を嫌って、実父の家に戻ってし

　　まったならば、その養子の眼球を割り抜く

　第194条　養子及び乳母の責任と刑罰

　　乳母に預けた子供が死亡し、それを隠すため乳母が他の子供と取替

　　えたならば、その乳母の胸（乳房）を切り裂く

　第195条　傷害罪、息子の暴力

　　息子がその父親を打つならば、その息子の手は切り取られる

第XVI章　傷害罪と反坐法（タリオ規範とその例外）

　　　　　　（第196条～第214条）

　第196条　　「目には目」の同害報復
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　他人の目を潰したら自分の眼も潰される

第197条　　「骨には骨」の同害報復

　他人の骨を折ったら自分の骨も折られる

第198条　ムシュケーヌム（階層）の目と骨

　ムシュケーヌム（階層）の目を潰すか骨を折ったならば銀1マナの

　罰金を科す

第199条　奴隷の目と骨の賠償

　奴隷の目を潰すか骨を折ったら、その奴隷の（購入した）値段の半

　額を銀（貨）で支払えばよい

第200条　「歯には歯」の同害報復

　他人の歯を折ったら自分の歯も折られる

第201条　ムシュケーヌムの歯、殴打の賠償（額）

　ムシュケーヌム（階層）の歯を折ったら銀1／3マナの賠償額を支払う

第202条高位の者に対する頬の殴打

　自分よりも身分の高い人の頬を打ったら、牛の鞭で60回叩かれる

第203条　同身分の頬を殴打

　同じ身分の者の頬を殴打した場合には、1マナの銀（貨）をその賠

　償（費用）として支払わなければならない

第204条　ムシュケーヌム（階層）の頬を殴打

　同じムシュケーヌム（階層）の頬を殴打したる場合には10シェケル

　の銀（貨）を賠償（費用）として支払う

第205条　奴隷が（自由人を）殴打したる時

　奴隷が、アウィルム階層の者を殴打した時には、その奴隷の耳は切

　り落とされる

第206条　殴打による傷害の場合の損害賠償

　他人を殴打して傷害を与えた時には、宣誓した上、その相手の傷の

　治療費を（すべて）支払う

第207条　殴打により死亡した場合の賠償（額）

　前条で相手が死亡した時、銀1／2マナ（5009）の損害賠償を支払う

第208条　ムシュケーヌム（階層）の殺害

一911一

18 法学論集 49 C山梨学院大学〕

他人の目を潰したら自分の眼も潰される

第197条 「骨には骨Jの同害報復

他人の骨を折ったら自分の骨も折られる

第198条 ムシュケーヌム(階層)の目と骨

ムシュケーヌム(階層)の目を潰すか骨を折ったならば銀 1マナの

罰金を科す

第199条奴隷の自と骨の賠償

奴隷の目を潰すか骨を折ったら、その奴隷の(購入した)値段の半

額を銀(貨)で支払えばよい

第200条 「歯には歯Jの同害報復

他人の歯を折ったら自分の歯も折られる

第201条 ムシュケーヌムの歯、殴打の賠償(額)

ムシュケーヌム(階層)の歯を折ったら銀1/3マナの賠償額を支払う

第202条高位の者に対する頬の殴打

自分よりも身分の高い人の頬を打ったら、牛の鞭で60回叩かれる

第203条同身分の頬を殴打

同じ身分の者の頬を殴打した場合には、 1マナの銀(貨)をその賠

償(費用)として支払わなければならない

第204条 ムシュケーヌム(階層)の頬を殴打

同じムシュケーヌム(階層)の頬を殴打したる場合には10シェケル

の銀(貨)を賠償(費用)として支払う

第205条奴隷が(自由人を)殴打したる時

奴隷が、アウイルム階層の者を殴打した時には、その奴隷の耳は切

り落とされる

第206条殴打による傷害の場合の損害賠償

他人を殴打して傷害を与えた時には、宣誓した上、その相手の傷の

治療費を(すべて)支払う

第207条殴打により死亡した場合の賠償(額)

前条で相手が死亡した時、銀1/2マナ (500g) の損害賠償を支払う

第208条ムシュケーヌム(階層)の殺害

18 法学論集 49 C山梨学院大学〕

他人の目を潰したら自分の眼も潰される

第197条 「骨には骨Jの同害報復

他人の骨を折ったら自分の骨も折られる

第198条 ムシュケーヌム(階層)の目と骨

ムシュケーヌム(階層)の目を潰すか骨を折ったならば銀 1マナの

罰金を科す

第199条奴隷の自と骨の賠償

奴隷の目を潰すか骨を折ったら、その奴隷の(購入した)値段の半

額を銀(貨)で支払えばよい

第200条 「歯には歯Jの同害報復

他人の歯を折ったら自分の歯も折られる

第201条 ムシュケーヌムの歯、殴打の賠償(額)

ムシュケーヌム(階層)の歯を折ったら銀1/3マナの賠償額を支払う

第202条高位の者に対する頬の殴打

自分よりも身分の高い人の頬を打ったら、牛の鞭で60回叩かれる

第203条同身分の頬を殴打

同じ身分の者の頬を殴打した場合には、 1マナの銀(貨)をその賠

償(費用)として支払わなければならない

第204条 ムシュケーヌム(階層)の頬を殴打

同じムシュケーヌム(階層)の頬を殴打したる場合には10シェケル

の銀(貨)を賠償(費用)として支払う

第205条奴隷が(自由人を)殴打したる時

奴隷が、アウイルム階層の者を殴打した時には、その奴隷の耳は切

り落とされる

第206条殴打による傷害の場合の損害賠償

他人を殴打して傷害を与えた時には、宣誓した上、その相手の傷の

治療費を(すべて)支払う

第207条殴打により死亡した場合の賠償(額)

前条で相手が死亡した時、銀1/2マナ (500g) の損害賠償を支払う

第208条ムシュケーヌム(階層)の殺害



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古代法の翻訳と解釈　III19

　　前2ケ条と同じ場合で、相手がムシュケーヌム階層なら1／3マナの銀

　　（貨）が損害賠償となる

　第209条　妊娠中の女性を流産、殴打による流産致死の損害賠償

　　額

　　殴打した相手が、妊娠中の女性でそのために流産したら10シェケル

　　の銀（貨）が損害賠償額となる

　第210条　女性を殴打殺人した場合、同害報報

　　殺した相手がアウィルム階層の女性だったら、自分の娘も殺される

　第211条　ムシュケーヌム（階層）の女性を殴打して流産させた

　　場合の損害賠償

　　殴打した女性がムシュケーヌム階層の女性で、その欧打のために流

　　産したならば5シェケルの銀（貨）を賠償費用として支払う

　第212条　ムシュケーヌム（階層）の妊婦を流産致死させた場合

　　の損害賠償

　　前の条文の女性が死亡したら銀（貨）1／2マナの損害賠償を支払う

　第213条　女奴隷の胎児流産

　　殴打されたのが他のアウィルム階層の女奴隷で、その欧打によって

　　胎児が流産したならば、銀（貨）2シェケルの損害賠償（額）を支

　　払わなければならない

　第214条　女奴隷を殴打殺害した損害賠償

　　前条の女奴隷が死亡したらば、銀（貨）1／3マナの損害賠償を支払わ

　　なければならない

第XVII章医師（外科医療〉に関する規定（第215条～第223

　　条）

　第215条　外科と眼科治療

　　外科医が青銅のメスを使い、アウィルム階層の者に外科手術をした

　　ならば銀（貨）10シェケルの治療に対する謝礼を受け取ることがで

　　きる

　第216条　ムシュケーヌム（階層）の患者が外科手術

　　前条の外科手術をおこなった患者が、ムシュケーヌム（階層）の者
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前2ケ条と同じ場合で、相手がムシュケーヌム階層なら1/3マナの銀

(貨)が損害賠償となる

第209条妊娠中の女性を流産、殴打による流産致死の損害賠償

額

殴打した相手が、妊娠中の女性でそのために流産したら10シェケル

の銀(貨)が損害賠償額となる

第210条女性を殴打殺人した場合、問害報報

殺した相手がアウィルム階層の女性だ、ったら、自分の娘も殺される

第211条 ムシュケーヌム(階層)の女性を殴打して流産させた

場合の損害賠償

殴打した女性がムシュケーヌム階層の女性で、その欧打のために流

産したならば5シェケルの銀(貨)を賠償費用として支払う

第212条 ムシュケーヌム(階層)の妊婦を流産致死させた場合

の損害賠償

前の条文の女性が死亡したら銀(貨)1/2マナの損害賠償を支払う

第213条女奴隷の胎児流産

殴打されたのが他のアウィルム階層の女奴隷で、その欧打によって

胎児が流産したならば、銀(貨) 2シェケルの損害賠償(額)を支

払わなければならない

第214条女奴隷を殴打殺害した損害賠償
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前条の外科手術をおこなった患者が、ムシュケーヌム(階層)の者
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　　　　であったならば、その治療費は、5シェケルの銀（貨）とする

　　　第217条　奴隷の患者が外科手術

　　　　前2ケ条と同じ外科手術をした患者が、アウィルム（階層）の奴隷

　　　　なら、その治療費は、2シェケルの銀（貨）とする

　　　第218条　外科手術の失敗、医師の法的責任

　　　　青銅メスによる外科手術で、（医療過誤により）患者を殺害してしま

　　　　ったり、目を潰したりしたら外科医はその（手術した〉手を切り取

　　　　られる

　　　第219条　外科手術で奴隷が死亡した時の損害賠償

　　　　前条と同じ手術で、ムシュケーヌムの奴隷を（医療過誤により）殺

　　　　してしまったら、その奴隷と同程度の奴隷を賠償しなければならな

　　　　い

　　　第220条　手術で奴隷の目が失明

　　　　（前条文3ケ条と同じような条件で）外科手術をおこない、奴隷の

　　　　目が失明したら、その奴隷の購入額の半額を損害賠償として支払わ

　　　　ねばならない

　　　第221条　骨折治療の治療費

　　　　患者がアウィルム階層の場合に、その骨折治療の治療費は銀10シェ

　　　　ケルを支払わねばならない

　　　第222条　ムシュケーヌムの患者、骨折と内臓治療費

　　　　外科医が骨折と内臓の（両方あるいは一方の）治療をした患者が、

　　　　ムシュケーヌム（階層）の人だったら、その治療費は3シェケルで

　　　　ある

　　　第223条　奴隷の治療費

　　　　前条（と同様）の治療をおこなった患者が、アウィルム（階層）所

　　　　有の奴隷ならばその治療費は銀2シェケルとなる

　　　第224条　獣医の治療代

　　　　外科医が、牛や騒馬を（青銅のメスで）切開手術したならば、その

　　　　治療費は、1／6シェケルの銀（片）である

　　　第225条　獣医の手術ミス
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であったならば、その治療費は、 5シェケルの銀(貨)とする

第217条奴隷の患者が外科手術

前2ケ条と同じ外科手術をした患者が、アウイルム(階層)の奴隷

なら、その治療費は、 2シェケルの銀(貨)とする

第218条外科手術の失敗、医師の法的責任

青銅メスによる外科手術で、(医療過誤により)患者を殺害してしま

ったり、目を潰したりしたら外科医はその(手術した)手を切り取

られる

第219条外科手術で奴隷が死亡した時の損害賠償

前条と同じ手術で、ムシュケーヌムの奴隷を(医療過誤により)殺

してしまったら、その奴隷と同程度の奴隷を賠償しなければならな

しユ

第220条手術で奴隷の自が失明

(前条文 3ケ条と同じような条件で)外科手術をおこない、奴隷の

目が失明したら、その奴隷の購入額の半額を損害賠償として支払わ

ねばならない

第221条骨折治療の治療費

患者がアウィルム階層の場合に、その骨折治療の治療費は銀10シェ

ケルを支払わねばならない

第222条 ムシュケーヌムの患者、骨折と内臓治療費

外科医が骨折と内臓の(両方あるいは一方の)治療をした患者が、

ムシュケーヌム(階層)の人だったら、その治療費は 3シェケルで

ある

第223条奴隷の治療費

前条(と同様)の治療をおこなった患者が、アウィルム(階層)所

有の奴隷ならばその治療費は銀2シェケルとなる

第224条獣医の治療代

外科医が、牛や瞳馬を(青銅のメスで)切開手術したならば、その

治療費は、 1/6シェケルの銀(片)である

第225条獣医の手術ミス
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古代法の翻訳と解釈　III21

　　外科医が、牛や騒馬を手術ミスで殺した場合は、その家畜の値段の

　　1／4を家畜の持主に支払う

第XVIII章　烙印官の規定（第226条と第227条）

　第226条　烙印官の責任

　　売買の出来ない奴隷を、その主人の許可をえないで烙印をしたなら

　　ば、売買ができるようなその烙印官の手（指）は切られる

　第227条　虚偽の烙印

　　烙印官を騙して売買の出来ない奴隷に烙印を押させたならば、その

　　者は死刑、烙印官は知らなかった旨を宣誓すれば釈放される

第XIX章　建築家に関する規定（第228条～第233条）

　第228条　建築家への報酬

　　家屋の建造を依頼した者はその家が完成したら建坪1サルあたり2

　　シェケルの建設費を支払わねばならない

　第229条　建物の倒壊

　　依頼された建築家が、手を抜いて家屋が倒壊しその家の主人が死亡

　　したならば、その建築家も死罪とされる

　第230条　倒壊による息子の死

　　前条の建物が倒壊して、屋主の息子が死亡したならば、その建築家

　　の息子も殺されなければならない

　第231条　奴隷の死亡

　　前ニケ条で、その建物を所有している主人の奴隷が死亡したらば、

　　その奴隷と同程度の奴隷を賠償する

　第232条　家具や家財道具の破損

　　同じく家具類が、家の倒壊で破損したならば、同等の家具類の賠償

　　と家屋の再建をしなければならない

　第233条　壁面の損壊

　　建築家は、自己の資金で、その壁面を補修しなければならない

第XX章　船頭・船大工の規定（第234条～第240条）

　第234条　船大工の賃金

　　60グルの船の建造費は2シェケルとする
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古代法の翻訳と解釈 III 21 

外科医が、牛や臆馬を手術ミスで殺した場合は、その家畜の値段の

1/4を家畜の持主に支払う

第 XVIII章熔印宮の規定(第226条と第227条)

第226条熔印官の責任

売買の出来ない奴隷を、その主人の許可をえないで熔印をしたなら

ば、売買ができるようなその熔印官の手(指)は切られる

第227条虚偽の熔印

熔印官をl臨して売買の出来ない奴隷に熔印を押させたならば、その

者は死刑、熔印官は知らなかった旨を宣誓すれば釈放される

第 XIX章建築家に関する規定(第228条~第233条)

第228条建築家への報酬

家屋の建造を依頼した者はその家が完成したら建坪 1サルあたり 2

シェケルの建設費を支払わねばならない

第229条建物の倒壊

依頼された建築家が、手を抜いて家屋が倒壊しその家の主人が死亡

したならば、その建築家も死罪とされる

第230条倒壊による息子の死

前条の建物が倒壊して、屋主の息子が死亡したならば、その建築家

の息子も殺されなければならない

第231条奴隷の死亡

前二ケ条で、その建物を所有している主人の奴隷が死亡したらば、

その奴隷と同程度の奴隷を賠償する

第232条家具や家財道具の破損

同じく家具類が、家の倒壊で破損したならば、同等の家具類の賠償

と家屋の再建をしなければならない

第233条壁面の損壊

建築家は、自己の資金で、その壁面を補修しなければならない

第 XX章船頭・船大工の規定(第234条~第240条)

第234条船大工の賃金

60グルの船の建造費は 2シェケルとする
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熔印官をl臨して売買の出来ない奴隷に熔印を押させたならば、その

者は死刑、熔印官は知らなかった旨を宣誓すれば釈放される

第 XIX章建築家に関する規定(第228条~第233条)

第228条建築家への報酬
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シェケルの建設費を支払わねばならない

第229条建物の倒壊

依頼された建築家が、手を抜いて家屋が倒壊しその家の主人が死亡

したならば、その建築家も死罪とされる
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前二ケ条で、その建物を所有している主人の奴隷が死亡したらば、

その奴隷と同程度の奴隷を賠償する

第232条家具や家財道具の破損

同じく家具類が、家の倒壊で破損したならば、同等の家具類の賠償

と家屋の再建をしなければならない

第233条壁面の損壊

建築家は、自己の資金で、その壁面を補修しなければならない
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60グルの船の建造費は 2シェケルとする
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　　　第235条　船の補修

　　　　船を建造したその年に建造した船が破損したら補修義務を負う

　　　第236条　船の賃貸借料

　　　　船を賃貸借して船頭がその船を沈めたら船を損害賠償しなければな

　　　　らない

　　　第237条　船の荷物損失に対する賠償

　　　　船頭が不注意で船を沈め、積載した荷物を失ったならば、その船と

　　　　荷物を賠償しなければならない

　　　第238条沈没船の引上げ

　　　　船頭が、自分の沈没させた船を引き上げたならば、その船の値段の

　　　　半額を銀（貨）で支払わなければならない

　　　第239条　船頭の年収

　　　　船頭の給料は年に大麦6グルとする

　　　第240条　船の衝突

　　　　河川を上下する船と横断する船が衝突したらば、川を上下する船の

　　　　ほうが横断する船の荷を賠償しなければならない

　　第XXI章　各種賃貸料と管理責任（第241条～第252条）

　　　第241条牛の抵当料

　　　　牛を抵当として取る時に、その値は1／3マナの銀（薄片）

　　　第242条　馬鍬付き牛の賃貸

　　　　馬鍬のついた牛を一年間賃貸するには大麦4グルの賃貸料

　　　第243条　胴繋ぎ牛の賃貸

　　　　胴で繋いだ牛を一年間賃貸するには3グルの賃貸料

　　　第244条　賃貸した家畜の殺害

　　　　野原で賃貸した家畜が、ライオンに殺されたならば、その損害賠償

　　　　は持ち主の側が負担しなければならない

　　　第245条賃貸した牛の殺害

　　　　不注意か打騨のために、賃貸した牛が死んでしまったらば、同じ程

　　　　度の牛を損害賠償しなければならない

　　　第246条　牛の足を折った賠償
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第235条船の補修

船を建造したその年に建造した船が破損したら補修義務を負う

第236条船の賃貸借料

船を賃貸借して船頭がその船を沈めたら船を損害賠償しなければな

らない

第237条船の荷物損失に対する賠償

船頭が不注意で船を沈め、積載した荷物を失ったならば、その船と

荷物を賠償しなければならない

第238条沈没船の引上げ

船頭が、自分の沈没させた船を引き上げたならば、その船の値段の

半額を銀(貨)で支払わなければならない

第239条船頭の年収

船頭の給料は年に大麦6グノレとする

第240条船の衝突

河川を上下する船と横断する船が衝突したらば、川を上下する船の

ほうが横断する船の荷を賠償しなければならない

第 XXI章各種賃貸料と管理責任(第241条~第252条)

第241条牛の抵当料

牛を抵当として取る時に、その値は1/3マナの銀(薄片)

第242条馬鍬付き牛の賃貸

馬鍬のついた牛を一年間賃貸するには大麦4グルの賃貸料

第243条胴繋ぎ牛の賃貸

胴で繋いだ牛を一年間賃貸するには 3グルの賃貸料

第244条賃貸した家畜の殺害

野原で賃貸した家畜が、ライオンに殺されたならば、その損害賠償

は持ち主の側が負担しなければならない

第245条賃貸した牛の殺害

不注意か打構のために、賃貸した牛が死んでしまったらば、同じ程

度の牛を損害賠償しなければならない

第246条牛の足を折った賠償
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第235条船の補修

船を建造したその年に建造した船が破損したら補修義務を負う

第236条船の賃貸借料

船を賃貸借して船頭がその船を沈めたら船を損害賠償しなければな

らない

第237条船の荷物損失に対する賠償

船頭が不注意で船を沈め、積載した荷物を失ったならば、その船と

荷物を賠償しなければならない

第238条沈没船の引上げ

船頭が、自分の沈没させた船を引き上げたならば、その船の値段の

半額を銀(貨)で支払わなければならない

第239条船頭の年収

船頭の給料は年に大麦6グノレとする

第240条船の衝突

河川を上下する船と横断する船が衝突したらば、川を上下する船の

ほうが横断する船の荷を賠償しなければならない

第 XXI章各種賃貸料と管理責任(第241条~第252条)

第241条牛の抵当料

牛を抵当として取る時に、その値は1/3マナの銀(薄片)

第242条馬鍬付き牛の賃貸

馬鍬のついた牛を一年間賃貸するには大麦4グルの賃貸料

第243条胴繋ぎ牛の賃貸

胴で繋いだ牛を一年間賃貸するには 3グルの賃貸料

第244条賃貸した家畜の殺害

野原で賃貸した家畜が、ライオンに殺されたならば、その損害賠償

は持ち主の側が負担しなければならない

第245条賃貸した牛の殺害

不注意か打構のために、賃貸した牛が死んでしまったらば、同じ程

度の牛を損害賠償しなければならない

第246条牛の足を折った賠償
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　　賃貸した牛の足を折ってしまったならば、同程度の牛を賠償しなけ

　　ればならない

　第247条　牛の目を潰した賠償

　　賃貸した牛の目を潰してしまったならば、その牛の価の半分を賠償

　　しなければならない

　第248条　角と尾の賠償

　　賃貸牛の角や尾等を切ってしまったならば、その牛の1／4の価を賠償

　　しなければならない

　第249条　賃貸した牛の自然死

　　賃貸した牛を神が殺したなら（理由のわからない自然死をしたなら

　　ば）誓約の上で放免される

　第250条　牛の角で人殺害

　　牛が歩行中の者を角で殺害したならば、それに対する処罰はないも

　　のとされる

　第251条　突き癖ある牛が人を殺害

　　突き刺す癖がある牛に対して保護措置をしなかったために人が殺さ

　　れたならば、1／2マナの銀（貨）を賠償しなければならない

　第252条　奴隷を殺した時の賠償

　　前条で（そのような牛が）奴隷を突き殺したらば、1／3マナの銀

　　（貨）を損害賠償として支払わなければならない

第XXII章　人の管理責任と盗難（第253条～第277条）

　第253条　管理者の横領

　　田畑の管理を依頼された者が、種子や飼料を横領したならば、その

　　者の指を切り落される

　第254条　穀物食糧の横領

　　前条の者が穀物食糧を横領したならば、それに相応する大麦を賠償

　　すればそれでよい

　第255条　賃借の不誠実

　　前2ケ条で、賃借した牛を他人に重ねて賃借したり、飼料を盗んだ

　　ために田畑に何も生えないようになったならば、収穫時に、10イク
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賃貸した牛の足を折ってしまったならば、同程度の牛を賠償しなけ

ればならない

第247条牛の目を潰した賠償

賃貸した牛の目を潰してしまったならば、その牛の価の半分を賠償

しなければならない

第248条角と尾の賠償

賃貸牛の角や尾等を切ってしまったならば、その牛の1/4の価を賠償

しなければならない

第249条賃貸した牛の自然死

賃貸した牛を神が殺したなら(理由のわからない自然死をしたなら

ば)誓約の上で放免される

第250条牛の角で人殺害

牛が歩行中の者を角で殺害したならば、それに対する処罰はないも

のとされる

第251条突き癖ある牛が人を殺害

突き刺す癖がある牛に対して保護措置をしなかったために人が殺さ

れたならば、 1/2マナの銀(貨)を賠償しなければならない

第252条奴隷を殺した時の賠償

前条で(そのような牛が)奴隷を突き殺したらば、 1/3マナの銀

(貨)を損害賠償として支払わなければならない

第XXII章人の管理責任と盗難(第253条~第277条)

第253条管理者の横領

田畑の管理を依頼された者が、種子や飼料を横領したならば、その

者の指を切り落される

第254条穀物食糧の横領

前条の者が穀物食糧を横領したならば、それに相応する大麦を賠償

すればそれでよい

第255条賃借の不誠実

前 2ケ条で、賃借した牛を他人に重ねて賃借したり、飼料を盗んだ

ために田畑に何も生えないようになったならば、収穫時に、 10イク
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賃貸した牛の足を折ってしまったならば、同程度の牛を賠償しなけ

ればならない

第247条牛の目を潰した賠償

賃貸した牛の目を潰してしまったならば、その牛の価の半分を賠償

しなければならない

第248条角と尾の賠償

賃貸牛の角や尾等を切ってしまったならば、その牛の1/4の価を賠償

しなければならない

第249条賃貸した牛の自然死

賃貸した牛を神が殺したなら(理由のわからない自然死をしたなら

ば)誓約の上で放免される

第250条牛の角で人殺害

牛が歩行中の者を角で殺害したならば、それに対する処罰はないも

のとされる

第251条突き癖ある牛が人を殺害

突き刺す癖がある牛に対して保護措置をしなかったために人が殺さ

れたならば、 1/2マナの銀(貨)を賠償しなければならない

第252条奴隷を殺した時の賠償

前条で(そのような牛が)奴隷を突き殺したらば、 1/3マナの銀

(貨)を損害賠償として支払わなければならない

第XXII章人の管理責任と盗難(第253条~第277条)

第253条管理者の横領

田畑の管理を依頼された者が、種子や飼料を横領したならば、その

者の指を切り落される

第254条穀物食糧の横領

前条の者が穀物食糧を横領したならば、それに相応する大麦を賠償

すればそれでよい

第255条賃借の不誠実

前 2ケ条で、賃借した牛を他人に重ねて賃借したり、飼料を盗んだ

ために田畑に何も生えないようになったならば、収穫時に、 10イク
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　　　　一につき60グルの賠償を支払わねばならない

　　　第256条　賃貸借の賠償不能

　　　　前条の賠償が不能の場合には、その牛の代りに自分が労働しなけれ

　　　　ばならない

　　　第257条　耕作人の雇傭

　　　　耕作人の雇傭費は、1年間に7グルの大麦を支払うことで足りる

　　　第258条　牛飼いの雇傭

　　　　牛飼いの雇傭費は、1年間に6グルの大麦を支払うことで足りる

　　　第259条　鋤の盗難

　　　　野原で鋤を盗んだ一らば、その損害に対する罰金は5シェケルの銀を

　　　　支払わねばならない

　　　第260条　開墾鋤か馬鋤の盗難

　　　　開墾鋤か馬鋤の盗難はその罰金として3シェケル（の銀貨）を支払

　　　　わなければならない

　　　第261条　牧人の雇傭

　　　　牛や羊を飼育する牧人の雇傭費は、1年間128グルの大麦を支払う

　　　第262条　　〔原文欠損〕

　　　　「ある者が、牛や羊を……に」だけが記載されている

　　　第263条　牛や羊の損失

　　　　渡された牛や羊の損失は同程度の賠償

　　　第264条　牧人の損失負担

　　　　手当を渡されて預かった牛や羊の生産率を減少させたならば、その

　　　　減少分の負担をなさねばならない

　　　第265条　牧人の盗み

　　　　飼育のために渡された牛や羊を、牧人が銀のために売却したばらば、

　　　　その10倍に至るまでの賠償を支払わねばならない

　　　第266条　牧人の責任解除

　　　　家畜の自然死と野獣による殺害の場は、牧人が神の前で宣誓し、そ

　　　　の責任を免かれることができる

　　　第267条　牧人の責任事項
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ーにつき60グルの賠償を支払わねばならない

第256条賃貸借の賠償不能

前条の賠償が不能の場合には、その牛の代りに自分が労働しなけれ

ばならない

第257条耕作人の雇傭

耕作人の雇傭費は、 1年間に 7グルの大麦を支払うことで足りる

第258条牛飼いの雇傭

牛飼いの雇傭費は、 1年間に 6グルの大麦を支払うことで足りる

第259条 鋤の盗難

野原で鋤を盗んだjうば、その損害に対する罰金は 5シェケルの銀を

支払わねばならない

第260条開墾鋤か馬鋤の盗難

開墾鋤か馬鋤の盗難はその罰金として 3シェケル(の銀貨)を支払

わなければならない

第261条牧人の雇傭

牛や羊を飼育する牧人の雇傭費は、 1年間128グノレの大麦を支払う

第262条 〔原文欠損〕

「ある者が、牛や羊を……に」だけが記載されている

第263条牛や羊の損失

渡された牛や羊の損失は同程度の賠償

第264条牧人の損失負担

手当を渡されて預かった牛や羊の生産率を減少させたならば、その

減少分の負担をなさねばならない

第265条牧 人の盗み

飼育のために渡された牛や羊を、牧人が銀のために売却したばらば、

その10倍に至るまでの賠償を支払わねばならない

第266条牧人の責任解除

家畜の自然死と野獣による殺害の場は、牧人が神の前で宣誓し、そ

の責任を免かれることができる

第267条牧人の責任事項

-905-

24 法学論集 49 C山梨学院大学〕

ーにつき60グルの賠償を支払わねばならない

第256条賃貸借の賠償不能

前条の賠償が不能の場合には、その牛の代りに自分が労働しなけれ

ばならない

第257条耕作人の雇傭

耕作人の雇傭費は、 1年間に 7グルの大麦を支払うことで足りる

第258条牛飼いの雇傭

牛飼いの雇傭費は、 1年間に 6グルの大麦を支払うことで足りる

第259条 鋤の盗難

野原で鋤を盗んだjうば、その損害に対する罰金は 5シェケルの銀を

支払わねばならない

第260条開墾鋤か馬鋤の盗難

開墾鋤か馬鋤の盗難はその罰金として 3シェケル(の銀貨)を支払

わなければならない

第261条牧人の雇傭

牛や羊を飼育する牧人の雇傭費は、 1年間128グノレの大麦を支払う

第262条 〔原文欠損〕

「ある者が、牛や羊を……に」だけが記載されている

第263条牛や羊の損失

渡された牛や羊の損失は同程度の賠償

第264条牧人の損失負担

手当を渡されて預かった牛や羊の生産率を減少させたならば、その

減少分の負担をなさねばならない

第265条牧 人の盗み

飼育のために渡された牛や羊を、牧人が銀のために売却したばらば、

その10倍に至るまでの賠償を支払わねばならない

第266条牧人の責任解除

家畜の自然死と野獣による殺害の場は、牧人が神の前で宣誓し、そ

の責任を免かれることができる

第267条牧人の責任事項
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　牧人の不注意で、牛や羊が倒れたならば、それらを回復させてから、

　その持ち主に渡さなければならない

第268条　牛の脱穀用賃貸

　脱穀のため牛を賃貸したならば、20シラの大麦を支払うべきものと

　される

第269条　ロバの賃貸

　前条でロバを賃貸したならば、その賃料は大麦10シラとされる

第270条　子羊の賃貸

　前2ケ条で子羊の賃貸は、その賃料として大麦1シラを支払うこと

　とする

第271条　運搬人の賃貸

　荷車の牛やそれを運ぶ者を賃貸借したならば、その賃貸借料は、1

　日180シラの大麦とされる

第272条　荷車の賃借料

　自分で動かすことのできる荷車を賃借したならば、その賃貸料とし

　て40シラの大麦を支払う

第273条　目雇い労務者の賃銀

　日雇い労働者の賃金は、季節により異り、5月までは6シェの銀

　（薄片）、6月からは5シェの銀（薄片）が支払われる

第274条　各職人の給料

　〔模形原文が各部分欠損しているが〕各職人の給料は、だいたい1

　日4シェ～5シェの銀（薄片）がその労働賃金として支払われる

第275条　　〔原文欠落〕

　前条と同じく但しかなり安い1日3シェの職業が記されていたと思

　われる

第276条　河川の上下船賃借

　河川を上下する船を賃借する時は、1日につき2．5シェの銀（貨）が

　その賃借料として支払われる

第277条　60グル船の賃借

　60グルの容積をもつ船を賃借する場合は、1日につき1／6シェケルの
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牧人の不注意で、牛や羊が倒れたならば、それらを回復させてから、

その持ち主に渡さなければならない

第268条牛の脱穀用賃貸

脱穀のため牛を賃貸したならば、 20シラの大麦を支払うべきものと

される

第269条口バの賃貸

前条で、ロパを賃貸したならば、その賃料は大麦10シラとされる

第270条子羊の賃貸

前 2ケ条で子羊の賃貸は、その賃料として大麦 1シラを支払うこと

とする

第271条運搬入の賃貸

荷車の牛やそれを運ぶ、者を賃貸借したならば、その賃貸借料は、 1

日180シラの大麦とされる

第272条荷車の賃借料

自分で動かすことのできる荷車を賃借したならば、その賃貸料とし

て40シラの大麦を支払う

第273条 日雇い労務者の賃銀

日雇い労働者の賃金は、季節により異り、 5月までは 6シェの銀

(薄片)、 6月からは 5シェの銀(薄片)が支払われる

第274条各職人の給料

〔模形原文が各部分欠損しているが〕各職人の給料は、だいたい 1

日4シェ"-'5シェの銀(薄片)がその労働賃金として支払われる

第275条 〔原文欠落〕

前条と同じく但しかなり安い 1日3シェの職業が記されていたと思

われる

第276条河川の上下船賃借

河川を上下する船を賃借する時は、 1日につき2.5シェの銀(貨)が

その賃借料として支払われる

第277条 60グル船の賃借

60グJレの容積をもっ船を賃借する場合は、 1日につき1/6シェケルの
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牧人の不注意で、牛や羊が倒れたならば、それらを回復させてから、

その持ち主に渡さなければならない

第268条牛の脱穀用賃貸

脱穀のため牛を賃貸したならば、 20シラの大麦を支払うべきものと

される

第269条口バの賃貸

前条で、ロパを賃貸したならば、その賃料は大麦10シラとされる

第270条子羊の賃貸

前 2ケ条で子羊の賃貸は、その賃料として大麦 1シラを支払うこと

とする

第271条運搬入の賃貸

荷車の牛やそれを運ぶ、者を賃貸借したならば、その賃貸借料は、 1

日180シラの大麦とされる

第272条荷車の賃借料

自分で動かすことのできる荷車を賃借したならば、その賃貸料とし

て40シラの大麦を支払う

第273条 日雇い労務者の賃銀

日雇い労働者の賃金は、季節により異り、 5月までは 6シェの銀

(薄片)、 6月からは 5シェの銀(薄片)が支払われる

第274条各職人の給料

〔模形原文が各部分欠損しているが〕各職人の給料は、だいたい 1

日4シェ"-'5シェの銀(薄片)がその労働賃金として支払われる
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60グJレの容積をもっ船を賃借する場合は、 1日につき1/6シェケルの
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　　　銀（貨）がその賃借料として支払われる

　第XXIII章　奴隷に関する法規範（第278条～第282条）

　　第278条　病気の奴隷購入

　　　奴隷を購入して、1ケ月以内にベンヌ病が発病したならば、その奴

　　　隷を売った者に戻し、支払った銀を取りかえすことができる

　　第279条　奴隷の所有権

　　　奴隷を購入したが、その所有権を取り戻すように要請されたならば、

　　　売り主はそれを認める必要があるものとされる

　　第280条　外国での奴隷購入

　　　外国で購入した奴隷を、そのもとの主人がバビロニア人だと確認し

　　　たならば、その奴隷は解放されることになる

　　第281条　奴隷の地位確認

　　　前条の外国で購入した奴隷が、他国の者であると判明したならば、

　　　神前で支払った金額を告げ、奴隷を取り戻すことができる

　　第282条　奴隷の身分否定

　　　奴隷がその主人に向って「貴方は自分の主人ではない」と言ったり

　　　　したならば、その身分を確認した上で、その奴隷の耳を切り落とす

　　　　ことができる

　　ハンムラピ法典後文

　　あとがき
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第170条（原文・逐語訳）

Su皿一ma　 a一實i一豆u皿　 hi－ir－ta　 ＄腫

もし　　人が（おり）配偶者が　彼の

⑩

m盃r6　　U2－1i－ZU凪　U3　　a皿a－ZU

子を　生み、　　　　彼の奴隷も

a皿a－zu　　　a皿tu　Su

皿ar6“2－li－zu皿a－bu－u皿

子を生み（しかも）父は

uli－zu皿　二　uldu　…皇u皿

　　　　　　　　　穏
i－Ra　　bu－u1－ti　　Su　　a－na　　mar6

中に　存命　　彼の　に　　子達

Sa　a皿tu皿

所の女奴隷が

　u1－du　　Su皿　　　皿arO－u2－a　iq－ta－bi　　　　　　　　　　　　　　皿arO－ua　　　皿aro　ia

　生んだ彼に「私の子である」といい

　it－ti皿ar6hHr－ti皿im－t註一nuきu－n阻一ti　　血a血0敗える

　と共に子達　嫁の　　数えていた時は彼らを

wa－ar－ka　　a－bu－um　　a－na　　s　i－i凪一t正皿

　後は　　　父が　　　に　　運命

　it－ta－al－ku　　i－na　nig2－ga　bit　a－ba

　　従った　　　を　財産　家の　父の

　　　　　　　　　　舗

　皿ar6　hi－ir－tim　u3皿ar6a皿tim　　　　　　　　du珊一騰＞ablu

　子達　嫁の　　　と　子達は女奴隷の

　mHt－ka－rHS　i－zu－uz－z“du皿u一嘘皿aru皿hHr－ti皿

　平等に　　　　分割するが　相続人たる子は　　嫁の

　　　　　　　　　　　・・　　　　　　旨＝　　く副
　i－na　　zi－it－tim　　i－na－za－ak　　皿a　　i－1i－qi2

　カ・ら　分け前　（まず）選んで、　　取る

　　　　　　　　　　　　　　一902一
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第170条(原、文・逐語訳)

i怜幹担ft手傘軍司10位〉ゆ司直i
Sum-ma a-曹i-lum hi-ir-ta Su 

もし 人が(おり)配偶者が彼の

崎断-<<<時議時国貯留かミく岡!
aきre uz-li-zum U3 ama-zu ama-zu amtu su 

子を生み、 彼の奴隷も

!院予-<<<昨袋持関肝争仲一間!
mare uz-li-zum a-bu-um uli四 zum uldu Su血

子を生み(しかも)父は

除婦争秒。呼伺幅rr秋除野《ゆ砂利
i-na bu-ul-ti Su a-na mare Sa amtum 

中4こ存命 彼のに 子違所の女奴隷が

r~院~I~千台《時三 lf 区一主め手陣~

生んだ彼に「私の子である J といい

開切手〈除手々~t>匙〉ゆt::>l齢栴ゆ干号留砂利
it-ti mare hi-ir-tim im-ta-nu Su-nu“ ti manu歎える

と共に子達嫁の 数えていた時は絞らを

solf-<l刷昨ゴT干》←叩!冊。←併舵~
wa-ar-ka a-bu-um a-n在 Si-im-tim

後は 父が に運命

隣ゴ制砂千四附くJlT岸信〉惇三rT子同|
it-ta-al-ku i-na nig2-ga bit a-ba 

従った を 財産家の父の

dumu-u色>ablu 

子達嫁の と 子 達 は 女 奴 隷 の

権樹啄h府医ヨ11惇工闘終刊閤11院副院ひい~
mi-it-ha-ri-iS i-zu-uz-zu dumu-uS marum hi-ir-tim 

平等に 分割するが栂続人たる子は 媛の

院時府総輪以国昨ゆ干干帰宅ヨ!院主工務開。i
i-na zi-it-tim i-na-za-ak ma i-li-qiz 

から 分け前 {まず)選んで、 取る
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　第170条（試訳）

　ある者が（すでに）配偶者（妻女）がいて（さらにその女が）自分の子

供を生んでいて、（さらにまた別に囲っている）自分の（女）奴隷もまた

子供を生んでいた。そしてその者は、父親の存命中に女奴隷が生んだ子供

達も「自分の子供である」と宣言して、配偶者の子供たちと同様に女奴隷

の子供達もまた（同等に）数えていた（自分の本妻の子供と同様に扱って

いた）時には、父親（家父長権者）が運命に従った（死亡した）後は、父

親の家の財産を本妻の子供達と女奴隷の子供達が平等に分割することがで

きるが、本妻の（法定）相続人たる子供は、その分割において優先して

（自分の分割を）取ることができる。

　第170条の解釈

　アウィルム階層の男が、妻をもらって子供もいるのに、その上さらに女

奴隷にも子供を生ませていた場合に、その男が自分の父親（家父長権者）

の生きている間に女奴隷の生んだ子供を自分の本妻の子供と全く同じよう

に扱い、しかも女奴隷の生んだ子供達について「自分の子供である」と宣

言して、その家族すべてがその女奴隷の生んだ子供を同等に扱っていたよ

うな場合に、その男の父親が死亡した時に、その家の財産の相続に関して

は女奴隷の生んだ子供等も本妻の子供と同等の相続権を有する、という相

続法上の一般原則を定めたのが、このハンムラピ法典の第170条である。

そして本妻の子供には、その相続財産を分割する時に際して、単に優先順

位が与えられているにすぎない。

　この手続きには、そのアウィルム階層の男が（多分、家父長権を暗黙の

中に有していると推察される）父親の存命中に法的に有効な「自分の子供

である」というある種の公的な宣言をしておかなければならない。この手

続きが具体的にどのようになされたのかはわからないが、この手続きを経

　　　　　　　　　　　　　　　一901一
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第170条(試訳)

ある者が(すでに)配偶者(妻女)がいて(さらにその女が)自分の子

供を生んでいて、(さらにまた別に囲っている)自分の(女)奴隷もまた

子供を生んでいた。そしてその者は、父親の存命中に女奴隷が生んだ、子供

達も「自分の子供であるjと宣言して、配偶者の子供たちと同様に女奴隷
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ることによって、女奴隷の生んだ子供達は、ほぼ自由人であるアウィルム

階層の地位に近い状況に置くことができたものと思われる。この条文に関

する原田慶吉氏の訳文は「もし人〔ありて〕、彼の配偶者が子供を彼に産

み、彼の女奴も子供を彼に産みたるに、父が彼の存命中に、女奴が彼に産

みたる子供に向いて、『〔お前達は〕私の子供である』と言い、配偶者の子

供に彼等を算入したるときは、父が運命に赴きたる後は、父の家の財産の

中より、配偶者の子供と女奴の子供は平等に分割し、相続人たる配偶者の

子は、分前の中より〔先ず〕選択して取る。」〔10c．cit．，p．326〕となって

いる。この条文は文章面こそ長いが、古代バビロニアにおいて奴隷女に生

ませた子供（但し、自分の子供と宣言していれば）も、相続において正妻

の子供と同等の権利を有すること、を一般的な原則として規定したもので

あることが、直ちに理解できる。この第170条に関する中田一郎氏の翻訳

も「もし人の正妻が彼に息子たちを生み、そして彼の女奴隷も彼に息子た

ちを生み、父（その人）が、生存中に、その女奴隷が彼に生んだ息子たち

に、『（お前たちは）私の息子である』と言い、彼らを正妻の息子たちと同

等とみなしたなら、父親が死亡したあと、正妻の息子たちと女奴隷の息子

たちは父の家の財産を平等に分けなければならないが、正妻の息子である

嫡出子112）が（自分の）取り分をまず選び取ることができる。」〔10c．cit．，p．

47－p．48〕というようにほぼ同一の内容となっている。そしてこの嫡出子

の右上にある112の脚註において〔qq．v．〕、112）YテキストではIBILA

hi－ir－tim（「正」妻の嫡出子）となっている、と指摘しているが、このY

テキストとは中田氏の著書の末でクレイ（A．Clay）氏の著述で“Miscel－

1aneous　Inscriptions　in　the　Yale　Babylonian　Collection”，yOS1，New

Haven，1915，No．34／／XXXIV46－54，XXV38－64，XXXIV48－59（OB）の

ことであるとしている。勿論これは相続に関してだけ言えることであっ

て、このことから古代バビロニアにおいてある種の「平等に対する権利」
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子は、分前の中より〔先ず〕選択して取る。J(lOC. cit.， p. 326J となって

いる。この条文は文章面こそ長いが、古代パビロニアにおいて奴隷女に生

ませた子供(但し、自分の子供と宣言していれば)も、相続において正妻

の子供と同等の権利を有すること、を一般的な原則として規定したもので

あることが、直ちに理解できる。この第170条に関する中田一郎氏の翻訳

も「もし人の正妻が彼に息子たちを生み、そして彼の女奴隷も彼に息子た

ちを生み、父(その人)が、生存中に、その女奴隷が彼に生んだ息子たち

に、 Hお前たちは)私の息子であるJと言い、彼らを正妻の息子たちと同

等とみなしたなら、父親が死亡したあと、正妻の息子たちと女奴隷の息子

たちは父の家の財産を平等に分けなければならないが、正妻の息子である

嫡出子11

47一下p.48幻〕というようにほぽ同一の内容となつている O そしてこの嫡出子

の右上にある112の脚註において (qq.v.)、112)Yテキストでは IBILA

hi-ir-tim (，正」妻の嫡出子)となっている、と指摘しているが、このY

テキストとは中田氏の著書の末でクレイ (A.Clay)氏の著述で“Miscel且

laneous Inscriptions in the Yale Babylonian CollectionぺYOS1， New 

Haven， 1915， N o. 34// XXXIV 46-54， XXV 38-64， XXXIV 48-59 (OB)の

ことであるとしている。勿論これは相続に関してだけ言えることであっ

て、このことから古代ノてピロニアにおいである種の「平等に対する権利」
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なるものがすでに成立していたということは、こうした事例からだけでは

あり得ない、とみなすべきであろう。

第171条（原文・逐語訳）

　u3　　　言眼皿一皿a　a－bu－u皿　　i－na

そしてもし　　父が　　中に

bu－u1－ti　　Su

存命　　彼の

a¶a皿ar6言a　a皿tum　u1－du＄um

に対し子達所の女奴隷が生んだ彼に

mar〔建一u－a　　　　　la　　iq－ta－bi

r我が子である」と言わなかった時は

冊a－ar－ka　a－b“一um　a一取aゑi－i皿一ti皿

後は　　　父が　　　に　　運命

it－ta－a1－ku　i－na

従った　　　　を

　　　　　　　　　　笥
nig2－gabita－ba　皿ar6a皿ti組

　財産　家の父の　子達には女奴隷の

it－ti　巴ar6

と共に　子達

　　◇》
hi－ir－tim　u2－uli－zu－uz－zu

配偶者の　決して分割しないが、

an噂du－ra－ar　a皿ti阻u3皿ar6甑

自由が　　　女奴隷と　　子達に彼女の

笥

is－ta－ak－ka－aB　mare　hi－ir－tim

定められ・　　　子達は　配偶者の

a－na皿ar6a験ti皿a－na　wa－ar－du－ti餓

に　子達　女奴隷の　へ　（元の）奴緑身分
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なるものがすでに成立していたということは、こうした事例からだけでは

あり得ない、とみなすべきであろう o
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貯留め炉転~みは百i齢制い砂雨宮
Us sum-ma a-bu-um i-na bu-ul-ti su 

そしてもし 父が 中に存命 彼の

附断ゆ脈。は敢闘

に対し子達所の女奴隷が生んだ彼に

酷際司-i<<開~Tf昭且Zゆ市tt>1
maru-u-a la iq-ta-bi 

『我が子である J と言わなかった時は

降ーキ府惇ゴT干ゆ←咽情φ守士長粁ゆc>l
wa-ar-ka a-bu-um a-na Si-im-tim 

後は 父が に 運命

|陣ゴゆ奇形〉干目¥1闘争らゆ!閤7問)司
a-al-ku i-na nig2-ga bit a-ba mare amti阻

従った を 財産家の父の子達には女奴隷の

i障がや余県側。b ゆt::::>tl際静岡相同i
it-ti mare hi-ir-tim u2-ul i-zu-uz-zu 

と共に 子達 配偶者の 決して分割しないが

際3問問手肝ヨ1~宇宙除幸《診司l
an-du-ra-ar amti阻 U3 mare 主a

自由が 女奴隷と 子達に彼女の

首憶幹事野陣ゴ隣そ1陰口付。偉〉ゆ良司
is-ta-ak-ka-an mare hi-ir-ti阻

定められ、 子違は 配偶 者 の

肝~除手側令剥|秤ゆ手φ相関舵~

に子達女奴隷 の へ 〈 元 の ) 奴 隷 身 分
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u2－ul　　i－ra－ag－gu一皿u

決して　請求しない（戻せない）

80

扇一ir－tu皿Se－rHq－ta　きa　u3

配偶者は　　持参金　　彼女の　と

nu一（lu－na－a皿

　結納金を

　　田耳
sa　　mu－za　　　　id－di－nu　　si－i皿

所の彼女の夫が与え、　彼女に

衝

　i－na　dub－bH皿iき一tu－ru雪Hm

の中で　粘土板　　記した　彼女に
Hi－q1皿a
取っておき、Sataru書く

　i唱na　Su－ba－at　mu－ti5a　u＄一5a－ab

　に　　住まい　夫の　彼女の　留まって、

　／a－di　ba－al－ta－at　Hk－ka－aI

　間は　　生存する　　食費に当てるが

akalu食べる

a喝na　kaspim　u2－ul　i－na－ad－di－in

のため銀　決して　売らない

wa－ar－ka－za　　Sa　　　　mare　　sa　　冊a

　（死）後は　彼女の子達彼女の（のものである）

　第171条（試訳）

　（前の第170条の内容と重複した状況において）父が未だ存命中に、自

分の女奴隷が生んだ子供達に対して「自分の子供である」と宣言しなかっ

た時、父親が運命に従った（死亡した）後は、父親の家の財産を、女奴隷

の子供達には自分の正妻（配偶者）の子供達とともに（平等に）分割する

ことはできないが、その女奴隷と子供達には「自由の身分」（an・du－ra－

ar）が与えられ、妻の子供達は女奴隷の子供達に対してもとの奴隷の身分

　　　　　　　　　　　　　　一898一
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際紛靖与野陥週
uz-ul i-ra-ag-gu-mu 

決して 請求しない(戻せない)

同 1~1iii:>庵三ヨ閣制区め干ゆ引時恒ヤ広当時亭i
hi-ir-tum se-ri-iq-ta sa us nu-du-na-am 

配偶者は 持参金 彼女のと 結納金を

ゆ干庶王将111司歪P手話相
sa mu-za id-di-nu si-im 

所の彼女の夫が与え、 彼女に

舗は判明院〉師弓慢ヨ議室f;fl子。判!住3S珍イ~1t=ll

の中で粘土板 記した彼女に 取っておき、 sataru書〈

IETφ、盲目民ヨ11怪持制広悶悶

に 住まい夫の彼女の留まって、

ぷ肝苓長T惨事同時ヨ~議日母弓i
akalu食べる

聞は 生存する 食費に当てるが

\11ゆる口問闘争出く隣室f，手議~

のため銀 決して 売らない

I~ーや雨降二三晋Is I削除手《制~
曹a-ar-ka-za Sa mare sa 阻a

(死)後は 彼女の子逮彼女の〈のものである)

第171条(試訳)

(前の第170条の内容と重複した状況において)父が未だ存命中に、自

分の女奴隷が生んだ子供達に対して「自分の子供である」と宣言しなかっ

た時、父親が運命に従った(死亡した)後は、父親の家の財産を、女奴隷

の子供達には自分の正妻(配偶者)の子供達とともに(平等に)分割する

ことはできないが、その女奴隷と子供達には「自由の身分JCan-du-ra-

ar)が与えられ、妻の子供達は女奴隷の子供達に対してもとの奴隷の身分
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へ戻ることを請求することはできないものとする。

　妻（配偶者）は自分の持参金と自分の夫が彼女に与えた結納金を、正式

な文書として記した粘土板の中に記入しておき、自分の夫の住居に留って

食費として充当して支払いにあてるが、銀のため（債権その他の支払いの

ため）それを支払いにあてることはできない。彼女の死後その財産は自分

の生んだ子供達だけのものとなる。

　第171条の解釈

　前の第170条と同じく、アウィルム階層の男が妻女と女奴隷との間にと

もに子供をもうけていたが、その男の父親（家父長権者）の存命中に、そ

の女奴隷の子供達を自分の子供であると明言（決った宣言手続きを）しな

かった場合、その父親が死んだ時には父の財産を女奴隷の子供に、本妻の

子供と同じように財産分与してやることはできない。しかしながらその女

奴隷と子供達にはan－du－ra－ar（自由人）の身分すなわちアウィルム階層

と同じような身分が保証され、本妻とその本妻の子供達からはもう奴隷の

身分として扱われることはない。すなわち古代バビロニア社会において、

この子供達はアウィルム階層の身分を獲得したもの、とみなされたのであ

る。

　それにともなって、その本妻がそのアウィルム階層の男と結婚する際に

その家に持ってきた持参金とその男が妻女をえる為に支払った結納金は、

きちんと（今日でいう公正証書なみの粘土板に懊形文字で書かれ封印され

た文書によって記録され）、今後の相続の際に女奴隷の子供達や他の者に

渡らぬよう安全に管理することができ、夫の家の負債等の支払い（銀）の

ためにその金を使わなくとも良い、と定めたのがこの第171条であると思

われる。この条文に関する原田慶吉氏の訳文は「また、もし父が彼の存命

中に、女奴が産みたる子供に向いて、『〔お前達は〕私の子供である』と言

　　　　　　　　　　　　　一897一
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と同じような身分が保証され、本妻とその本妻の子供達からはもう奴隷の

身分として扱われることはない。すなわち古代バビロニア社会において、

この子供達はアウィルム階層の身分を獲得したもの、とみなされたのであ

る。

それにともなって、その本妻がそのアウィルム階層の男と結婚する際に

その家に持ってきた持参金とその男が妻女をえる為に支払った結納金は、

きちんと(今日でいう公正証書なみの粘土板に模形文字で書かれ封印され

た文書によって記録され)、今後の相続の際に女奴隷の子供達や他の者に

渡らぬよう安全に管理することができ、夫の家の負債等の支払い(銀)の

ためにその金を使わなくとも良い、と定めたのがこの第171条であると思

われる O この条文に関する原田慶吉氏の訳文は「また、もし父が彼の存命

中に、女奴が産みたる子供に向いて、 Hお前達は〕私の子供である』と言
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わざりしときは、父が運命に赴きたる後は、父の家の財産の中より、女奴

の子供は、配偶者の子供と共に決して分割することなし。〔その代り〕女

奴と彼の女の子供の解放が行われ、配偶者の子供は、女奴の子供に対し

て、奴隷身分へ決して請求することなく、配偶者は彼の女の嫁資と、彼の

女の夫が彼の女に与え、証書の中に彼の女に記したる贈物とを取りて、彼

の女の夫の住居の中に止宿し、生存せる間は用益するも、銀のために決し

て与うる（売却する）ことなし。彼の女の遺産は彼の女の子供のものな

り。」〔10c．cit．，p。326〕となっており、それに対して中田一郎氏は模形文

字原典のアッカド語第1行から第10行目までをひとつの文章として区切

り、次の第11行目から第17行目をアッカド語文章としては別のものとして

「171b」として、こつに分離して翻訳しておられる。

　それでは中田一郎氏の第1行目から第10行目までの翻訳は「そして、も

しその父親が生存中にその女奴隷が彼に生んだ息子たちに、『（お前たち

は）私の息子である』と言わなかったなら、父親が死亡したあと、女奴隷

の息子たちは正妻の息子たちと父の家の財産を分けることはできない。

（そのかわり）その女奴隷と彼女の息子たちは自由の身とされなければな

らない。正妻の息子たちは、女奴隷の息子たちに対して奴隷身分に留まる

よう主張することはできない。」〔ioc．cit．，p．48〕となっており、更にそれ

に続く模形文字第11行目から第17行目までの翻訳については以下の如く

「§171b正妻は、自分の持参財と彼女の夫が彼女に与え彼女のために文

書に記した贈物（ヌドゥンヌム）を取り、自分の夫の住居に住み、生きて

いる間（それらによって）食することができるが、（それらを）売ること

はできない。彼女の遺産は彼女の息子たちの物である。」〔ibid．，〕と続け

た形で翻訳しておられる。その理由は中田氏の脚註にあるように、おそら

く新たに発見されたクレイ（A。Clay）氏のテキスト（中田氏はYテキス

トと呼んでいる）である‘盟鋭611魏θo鷹1％s67ゆ渉づoηs初！h6　挽16
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(そのかわり)その女奴隷と彼女の息子たちは自由の身とされなければな

らない。正妻の息子たちは、女奴隷の息子たちに対して奴隷身分に留まる

よう主張することはできない。J(Ioc. cit.， p. 48) となっており、更にそれ

に続く模形文字第11行目から第17行目までの翻訳については以下の如く

ISl71 b正妻は、自分の持参財と彼女の夫が彼女に与え彼女のために文
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はできない。彼女の遺産は彼女の息子たちの物である。J(ibid.，)と続け

た形で翻訳しておられる。その理由は中田氏の脚註にあるように、おそら

く新たに発見されたクレイ (A.Clay)氏のテキスト(中田氏はYテキス

トと呼んでいる)である“'Miscellaneous Inscriptions in the Yale 
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　34　法学論集　49〔山梨学院大学〕

β励ッlo痂研ColJ召6あoガう（γOS1，New　Haven，1915，No．34／／XXXIV46－

54，XXV38－64，XXXIV48－59（OB））を参考にして、二つに分けて翻訳し

たものであろう（中田氏はそれについて何の説明もしていない）が、勿論

イランのスーサで発見された石柱にはこのような条文の分離がされている

わけではなく、最初に説明したように条文自体もそれがわかるように何ら

かの記号が打ってあるわけではない。

　従って中田氏のようなアッカド語学者が、アッカド語の文章としてこの

第10行目の終りで区切れると判断なさることは、広い意昧の解釈として当

然のことと思われる。またその一方で、この条文を含む第159条から次ぎ

の第172条に至る条文の規定を「婚約とその解消」とみてホルスト・クレ

ンゲルHorst　Klenge1氏は、それらの条文を以下のように連続して解釈

しておられる。「……婚姻は花嫁の父親が婿の支払う花嫁料を受け取った

ことから始まったからである。もしもそのあとで婿が突如婚約を取り消し

たならば、かれは花嫁料を放棄しなくてはならなかった。しかも婚約に際

して花嫁の家に持ち込んだすべてのものをも（159条）。しかしもしもその

婚姻を実現させたくないのが花嫁の父親であるときには、かれは受け取っ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（37）
たものを2倍にして返済しなくてはならなかった（160条）。婚姻を結ぶに

あたってはなるほど『妻を買う』ということはなかったが、しかし結婚は

重要な商行為であった。妻は夫の家に入ったが、そうすることによって夫

の家では生計費が多くかかる。花嫁が自分の父からもらってきて自分の死

後には子供たちのものとなる持参金は（162条）、かの女の生存中はかの女

自身を財政的に保護するはずのものであった（171、172条）。その上夫は

妻に贈り物をすることもあって、夫の死後にその用益権を公使できた

（171条後半）。

　古バビロニア時代にはとりわけ重要になった相続法に関係するものとし

て、法規集にはさらにいくつかの規定があった。父親が廃嫡を言い渡すこ

　　　　　　　　　　　　　一895一
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とが許されたのは、長男が父親に対して二度も重罪を犯したことを実証で

きたときのみ）であり、それには裁判所の裁決が必要であった（168、169

条）。

　女奴隷が生んだ子供を父親は実子、したがって相続人として必ずしも認

知する必要はなかった。如何に扱うかはここでは父親の気持次第であっ

た。しかし、もちろんかれらを自分の子供として見徹さないときには、子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
供たちとその母親とは父の死後解放されることになっていた。［また夫に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
先立たれた正妻の立場については次のような規定があった。］「第一夫人は

かの女の持参金および夫がかの女に与えて文書にかの女の物と書き記した

婚姻の贈り物とを保持し、夫の家に住み続ける。かの女が生きている限り

はその用益が許されるが、それを売り払ってはならない。かの女の死後は

かの女の子供らに所属する」（171条）。」〔江上波夫氏と五味亨氏の共訳

『古代バビロニアの歴史』（株）山川出版社10c．cit．，p．2171．5－p．2181．4

但し、以上のアンダー・ラインは筆者による〕と記述し、特に第171条の

ところはG8〉とG9〉のニケ所に亘って注釈をつけ、その注の（38）と（39）は、〔qq．

v．〕〔38〕170条に述べられるように、女奴隷の生んだ子を正妻の子と平等

に扱うときには、すべての子たちは遺産を平等に分割する。ただし、正妻

の長子のみは長子の優先権を行使できる。もしも女奴隷の子たちを実子と

して認めないときには、遺産相続に与らないことはいうまでもない。〔39〕

むしろ夫と同じ社会的身分の妻。」〔10c．cit．，p．253〕のように解釈してお

られるのであるが、現代的な理解からみた解釈であることは否めない。

　なおパリのルーヴル博物館に安置されているフランスの考古学者がイラ

ンのスーサで発掘したハンムラピ法典の石柱に関しては、この第171条の

第14行目末u蕊a－ab（留まって）のところで、その石柱裏面に刻さ徽模

形文字原文は、丁度上から数えて第12欄（第12段目、第12コラム）が終了

し、次のa－di　ba－a1・ta－at（生存する間は……）から下の第13欄でその右
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古代法の翻訳と解釈 III 35 

とが許されたのは、長男が父親に対して二度も重罪を犯したことを実証で

きたときのみ)であり、それには裁判所の裁決が必要であった (168、169

条)。

女奴隷が生んだ子供を父親は実子、したがって相続人として必ずしも認

知する必要はなかった。如何に扱うかはここでは父親の気持次第であっ

た。しかし、もちろんかれらを自分の子供として見倣さないときには、子

供たちとその母親とは父の死後解放されることになっていた。[また夫に

先立たれた正妻の立場については次のような規定があった。]r第一夫人は

かの女の持参金および夫がかの女に与えて文書にかの女の物と書き記した

婚姻の贈り物とを保持し、夫の家に住み続けるo かの女が生きている限り

はその用益が許されるが、それを売り払ってはならない。かの女の死後は

かの女の子供らに所属するJ(171条)oJ(江上波夫氏と五味亨氏の共訳

『古代ノてビロニアの歴史j(株)山川出版社 loc.cit.， p. 217 1. 5-p. 218 1. 4 

但し、以上のアンダー・ラインは筆者による〕と記述し、特に第171条の

ところはωと側の二ケ所に亘って注釈をつけ、その注のωと(39)は、 (qq.

v.J (38J 170条に述べられるように、女奴隷の生んだ子を正妻の子と平等

に扱うときには、すべての子たちは遺産を平等に分割する。ただし、正妻

の長子のみは長子の優先権を行使できる。もしも女奴隷の子たちを実子と

して認めないときには、遺産相続に与らないことはいうまでもない。 (39J

むしろ夫と同じ社会的身分の妻。J(1oc. cit.， p. 253Jのように解釈してお

られるのであるが、現代的な理解からみた解釈であることは否めない。

なおパリのルーヴル博物館に安置されているフランスの考古学者がイラ

ンのスーサで発掘したハンムラピ法典の石柱に関しては、この第171条の

第14行目末us-sa-ab(留まって)のところで、その石柱裏面に刻され4こ模

形文字原文は、丁度上から数えて第12欄(第12段目、第12コラム)が終了

し、次の a-diba-al-ta-at (生存する聞は…・・・)から下の第13欄でその右

-894-

古代法の翻訳と解釈 III 35 
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端から始まるところに移って、上下にそして次の行からは左へと読み進め

てゆくことになる。

第172条（原文・逐語訳）

S皿m一皿a　　皿u－za　　Ωu－du－un－na囎am

もし　　彼女の夫が　結納（贈り物）を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！O
la　id－dHsきi－i皿Se－rHq－ta5au2－Sa－1a一皿U

ない時は与え　彼女に　持参金を　　　回復して、

＄i－im　ma　i－nanig2－gablt　mローti　Sa

彼女に　　中から財産の家の夫の彼女の

　　　　　　　　　　　　　　　　　魏
Si－it－ta皿ki－ma　ab互im　i言一te－en　　　　ablrap1皿くdu皿u〔mi2

　分け前を　ように相続人の一人の

路

i－li－qi2　瓢m一皿a皿ar6Sa

取る　　　　もし　　子達が彼女の

a5－Su皿　卜na　bitim　Su－zi－im

ために　から　　家　　追い出そうと

asO　i銭かける、追い出す

　　　　　　　　　　　　粁秤　　・・

眼2＿za＿ah－ha一皿u　忌圭　da－a－a一“u　wa－ar－ka－zα　　　　zaha歴u企てる

企てたなら彼女に　裁判官は　　その背後の

i－par－ra－su　ma　mare　ar－nam　H皿一mi－du　　parasu罰査する

調査して、　　　　子達に　罰を　　謀す　　　　e短du既る、手嬬ぶ

　　←　　・
sinniSutum　si－i　i－na

　女は　　　この　から

bit　　皿u－ti　　Sa

家　夫の　彼女の

　　　一893一
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ない時は与え 彼女に 持参金を 回復して、

事ご長ト~堅持1Ùl~量当時当町時伶引

彼女に 中から財産の家の夫の彼女の

はg餌ゴロH~~除工よ耳障ヨゆ司ト思
si-it-tam ki-ma ablim isωte-en ablu aplu < dumu-miz 

分け前を ように相続人の一人の

日I~議~{~H砂降日院予併以i
i-li-qiz Sum-ma 園通r吾 きa

取る もし 子違が彼女の

lト~回φfiF芸人買県議長ト十
asu 1sかける、追い出す

ためにから 家 追い出そうと

間監拝ゆ忍湿芸科医ゴ7干Tf ~20国~肝~惇ゴ秤{

企てたなら彼女に 裁判官は その背後の

IË仁L問団日lI~ト《守府属寝起除妥砕を撃さ院耳}
i-par-ra-su ma mare ar-nam i-im-mi-du par亙su調査する

調査して、 子逮に罰を 課す emedu .せる、手を結ぶ

i少←宇一日斗除縛嗣副手φ引
sinnisutulB主i-i i-na bit mu-ti Sa 

女は このから 家夫の彼女の
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U2－UI　　UZ－zi

決して去らないでよいが

　UZ－ZU　〈　a3豆

注意i－ZU－ZU〈zaZU分叡する

8皿一m　siBn誌utu皿　垣一i　a－na胃a－si－h

もし　　　女が　　　この　立ち去ろうと

　　　　　　　30
pa－ni　　忌a　　i言一ta－ka－a皿　　nu－du－un－na－a皿

公然と　　決めた時は　　　結納を

　　田耳．．婚財
Sa　　　　mu－za　　id一（ii－nu　　si－i凪　　a－na

所の彼女の夫が与えた彼女にに

皿ar6　Sa

子達彼女の

・　　　　　　　冊
i－iz－zi－ib　　…＝e－ri－iq－ta皿　　きa　bit

放棄し　　　持参金を　　　の　家

a－bi馳　　ezδbu放棄する、去る、交付する

父の　彼女の

i－1i－qi一瓜a　　mu－ut　　l　i－ib－bl　　Sa

持つて、　　夫が　　意中の　彼女の

i－ih－ha－az－zi

　姿る

⑩

　第172条（試訳）

　（前の第171条において、自分の女奴隷の子供を（自分の）子供と正式

に認めなかった男が、本妻を嫁にもらう時に結納金も与えていなかった場

合）、（つまり）婿である妻の夫が贈物（ヌドゥンヌム、結納金）を与えて

いなかったような場合は、彼女に（結婚する時に持ってきた）持参金を返

し、その上彼女の夫の家の財産の中から、相続人の一人として財産分与な

るものを受け取ることができる。仮にその子供達が、彼女のために家から

追放しようと企てたならば、裁判官はその背後の事情を調査して、子供達

に処罰を下すことができる。

　　　　　　　　　　　　　　一892一
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憐奨t;締ま肝雪期
u2-u1 uz-zi uz-zu < a$U 

決して去らないでよいが 注意 i-zu伊 zu< zazu分領する

砂bとかや惇ヰIlf時尋問.~
，sum-lIa sinni主utum si-i a-na 曹a-$i-im

もし 女 が この 立ち去ろうと

I~Þ::制調|陸吟司建主配炉問!嗣同協|

公然と 決めた時は 結納を

ゆ<r怪-{干干|陣J{}~そ話相肝~昨側関i

所の彼女の夫が与えた彼女にに 子達彼女の

ぉ!詐;:::::r併殺刷機阿惇-L悶|開閉H砂州

放棄し 持参金を の 家 父 の 彼 女 の

I~緩診司令日!降王口紗植田陣S>~奇i
i-li-qi-ma mu-ut li-ib-bi Sa 

持って、 夫が 意中の彼女の

岨|陰惨1弦癒〉肝議題
i-ih-ha-az-zi 

要る

第172条(試訳)

(前の第17l条において、自分の女奴隷の子供を(自分の)子供と正式
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追放しようと企てたならば、裁判官はその背後の事情を調査して、子供達

に処罰を下すことができるo
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　妻女は、彼女の夫の家から絶対に退去しなくてもよいが、もし女が自分

（の意思）で公式に立ち去ろうと決心した時は、彼女の夫が彼女に与えた

ヌドゥンヌム（贈物、結納金）を彼女の子供達に残し、彼女の（彼女が実

家から持ってきた）持参金だけをもって（その最初の婚）家を出ることが

でき、彼女の意中の男（再婚しようと思った相手）がその女を婆ることが

できる。

　第172条の解釈

　アッカド語の文章が、第170条よりずっと続いているので、現代の法条

文の区切りからこれを第170条、第171条、第172条と分けたV．シャイユ

（シュイユV．Schei1シェイルとも言われる）の方法と分類に疑問が残る

が、一応従来の条文を基礎に解釈を試みていきたいと思う。

　前の第171条で、女奴隷の件は片ずき、第171条の賀i－ir－tumから配偶者

（本妻）の今後の処置とその身分の決定が始まると思われるので、この第

172条のsinni§utumは本妻を意味するものと解釈できる。

　その場合、本妻（配偶者の一人で子供を生んだ女と考えられる）は、そ

の夫が、夫の父親が存命中に女奴隷の生んだ子供に自分がその父であるこ

とを宣告しなかったならば、本妻自身のほうも夫の父親の死後に子供達を

その結婚した家に残して、出てゆくこともできるし、そのまま子供達とそ

の家にずっと居住することもできるのだと解釈すべきであろう。

　古代バビロニア社会の財産権と相続に関する思考法は、近現代の社会と

かなり異なっており、むしろ江戸時代の武士社会における「家」制度に近

いと考えたほうがよさそうである。すなわち女は全く社会の中で相続につ

いて意味をもたず、夫もその父親が生きている限りその父親の意見を無視

することはできない。しかしながら妾腹に出来た子供に対して父親が生き

ている間に堂々と「自分の息子である」と宣言した場合は、その子供は相

　　　　　　　　　　　　　一891一
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いと考えたほうがよさそうである。すなわち女は全く社会の中で相続につ

いて意味をもたず、夫もその父親が生きている限りその父親の意見を無視

することはできない。しかしながら妾腹に出来た子供に対して父親が生き

ている聞に堂々と「自分の息子である」と宣言した場合は、その子供は相
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続権とともに、このバビロニア社会のアウィルム階層の中に入れることが

できるのである。

　日本の封建制度や武家社会の相続に全く知識を持っていなかった欧米の

学者、J．クリーマ（J．Klima）氏やハンスJ．ベツカー（Hans　J，Boecker

氏などがこの条文について論じてはいるが、どうも正確な認識がなされて

いないようである。この第172条に対する原田慶吉氏の翻訳は「もし彼の

女の夫が贈物を彼の女に与えざりしときは、〔子供等は〕彼の女の嫁資を

彼の女に完済し、しかして〔彼の女は〕彼の女の夫の財産の中より、一入

の相続人に相応する分前を取る。もし彼の女の子供が、家より立ち去らし

めんがため、彼の女を罵り勝ちなるときは、裁判官（複数）はその背後に

ひそむ事情を審査して、子供に罰を科す。その女は彼の女の夫の家より、

決して立ち去ることなし。もしその女が立ち去らんと企てたるときは、彼

の女の夫が彼の女に与えたる贈物を、彼の女の子供に渡し、彼の女の父の

家よりの嫁資は、〔自ら〕取りて、彼の女の心中の夫が彼の女を嬰る。」

〔10c．cit．，p．326－p．327〕となっており、原田氏がこの第172条の第1行目

と第12行目に出てくるnu－du－un－na－am（対格形、主格はnu－du－un－nuと

なるのでアッカド語の片仮名としてはヌドゥンヌム、贈物、結納）を贈物

と訳したところを、中田一郎氏は同一の言葉で、その後に丸括弧をつけ

（ヌドゥンヌム）として、以下の如く翻訳しておられる。「もし彼女の夫

が彼女に贈物（ヌドゥンヌム）を与えていなかったなら、彼らは彼女に彼

女の持参財を元通りにして返し、（彼女は）彼女の夫の家の財産から嫡出

子1人分の取り分を取ることができる。もし彼女の息子たちが、彼女にっ

らく当たり家を出ていくことを余儀なくしようとするなら、裁判官たちは

彼女のケースを審査し、息子たちに罰を科さなければならない。その女性

は彼女の夫の家を出る必要はない。もしその女性が家を出る決意をしたな

ら、彼女の夫がこの女性に与えた贈物（ヌドゥンヌム）は彼女の息子たち
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続権とともに、このバピロニア社会のアウイルム階層の中に入れることが

できるのである。

日本の封建制度や武家社会の相続に全く知識を持っていなかった欧米の

学者、J.クリーマ(J.Klima)氏やハンスJ.べッカー (HansJ. Boecker 

氏などがこの条文について論じてはいるが、どうも正確な認識がなされて

いないようである。この第172条に対する原因慶吉氏の翻訳は「もし彼の

女の夫が贈物を彼の女に与えざりしときは、〔子供等は〕彼の女の嫁資を

彼の女に完済し、しかして〔彼の女は〕彼の女の夫の財産の中より、一人

の相続人に相応する分前を取る。もし彼の女の子供が、家より立ち去らし

めんがため、彼の女を罵り勝ちなるときは、裁判官(複数)はその背後に

ひそむ事情を審査して、子供に罰を科す。その女は彼の女の夫の家より、

決して立ち去ることなし。もしその女が立ち去らんと企てたるときは、彼

の女の夫が彼の女に与えたる贈物を、彼の女の子供に渡し、彼の女の父の

家よりの嫁資は、〔自ら〕取りて、彼の女の心中の夫が彼の女を要る。J

Ooc. cit.， p. 326-p. 327Jとなっており、原田氏がこの第172条の第 1行目

と第12行自に出てくる nu-du-un-na却 n(対格形、主格は nu・du-un-nuと

なるのでアッカド語の片仮名としてはヌドゥンヌム、贈物、結納)を贈物

と訳したところを、中国一郎氏は同一の言葉で、その後に丸括弧をつけ
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が彼女に贈物(ヌドゥンヌム)を与えていなかったなら、彼らは彼女に彼

女の持参財を元通りにして返し、(彼女は)彼女の夫の家の財産から嫡出
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らく当たり家を出ていくことを余儀なくしようとするなら、裁判官たちは
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ら、彼女の夫がこの女性に与えた贈物(ヌドゥンヌム)は彼女の息子たち
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に残し、彼女の父の家からの持参財は持って行くことができる。そして彼

女の意にかなった夫が彼女を嬰ることができる。」〔10c．cit．，p．48－p．49〕

そして、このヌドゥンヌムという単語の解釈を、その巻末「注解」で以下

のように「夫からの贈物（ヌドゥンヌム）」と説明〔qq。v．〕している。

　「夫からの贈物は、おそらく子供の誕生に際して妻に贈られたもので、

妻が寡婦になった際の生活補償を目的とした贈物であろう。108）§150で言及

されている夫が贈った耕地、果樹園、家あるいは動産と§171b－172に言及

されている夫からの贈物（ヌドゥンヌム）が同じ性格の贈物かどうかにつ

いて議論があるが、仮にドライバー一マイルズやウエストブルックの言う

ように、109）同じ性格の贈物すなわちヌドゥンヌムだとすれば、その所有権

は夫の死後実質的に妻に移り、ヌドゥンヌムとして彼女に与えられた土地

の経営を亡父と彼女の間に生まれたお気に入りの子供に委ねることができ

た。110）この贈物は、離婚された場合でも、妻に非がなければ、子供の養育

義務を負う妻に与えられるべきものであった（§137参照）。」

　と記述し、更にその脚註に

　108）P．Koschaker，ノ～∂S（忽E，pp．164f．l　R．Westbrook，0β躍L，p．96．

　109）G．R．Driver－J．C．Miles，飢1，p．2681R．Westbrook，OB躍L，pp．

95－96．110）G．R．DriverJ．C．Milesは、彼女の生存中ヌドゥンヌムと

して与えられた土地の経営を自分の寵愛する子供に委ねるの意味にとる

（BH，p．2691泓II，p．59）。しかし、Westbrookは、妻がヌドゥンヌ

ムを夫と彼女の間に生まれたお気に入りの子供に相続させることができた

と考えている（OBML．p。98）。」〔10c．cit．，p．129－p．130〕を追加されてお

られる。

　このようにさまざまな解釈がなされているが、その実情は、その古代バ

ビロニアの当時どのように法実務がおこなわれていたか、実際にその現場

にいて実際のバビロニアにおける慣習と法文化をかなり詳細に見てみなけ
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に残し、彼女の父の家からの持参財は持って行くことができるo そして彼

女の意にかなった夫が彼女を要ることができる。J(Ioc. cit.， p. 48-p. 49J 

そして、このヌドゥンヌムという単語の解釈を、その巻末「注解」で以下

のように「夫からの贈物(ヌドゥンヌム)Jと説明 (qq.v.Jしているo

「夫からの贈物は、おそらく子供の誕生に際して妻に贈られたもので、

妻が寡婦になった際の生活補償を目的とした贈物であろう。l附Sl50で言及

されている夫が贈った耕地、果樹園、家あるいは動産とSl71b-l72に言及

されている夫からの贈物(ヌドゥンヌム)が同じ性格の贈物かどうかにつ

いて議論があるが、仮にドライパ一一マイルズやウエストブルックの言う

ように、1附同じ性格の贈物すなわちヌドゥンヌムだとすれば、その所有権

は夫の死後実質的に妻に移り、ヌドゥンヌムとして彼女に与えられた土地

の経営を亡父と彼女の間に生まれたお気に入りの子供に委ねることができ

た。110)この贈物は、離婚された場合でも、妻に非がなければ、子供の養育

義務を負う妻に与えられるべきものであった(Sl37参照)oJ

と記述し、更にその脚註に

108) P. Koschaker， RvSGgH， pp.164f.; R. Westbrook， OBML， p. 96. 

109) G.R. Driver-J. C. Miles， BL 1， p. 268; R. Westbrook， OBML， pp. 

95-96. 110) G.R. Driver-J. C. Milesは、彼女の生存中ヌドゥンヌムと

して与えられた土地の経営を自分の寵愛する子供に委ねるの意味にとる

(BL 1， p. 269; BL II， p. 59)。しかし、 Westbrookは、妻がヌドゥンヌ

ムを夫と彼女の聞に生まれたお気に入りの子供に相続させることができた

と考えている (OBML，p. 98) 0 J (Ioc. cit.， p. 129-p. 130 Jを追加されてお

られる。

このようにさまざまな解釈がなされているが、その実情は、その古代ノf

ビロニアの当時どのように法実務がおこなわれていたか、実際にその現場

にいて実際のバビロニアにおける慣習と法文化をかなり詳細に見てみなけ
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れば、良くわからないところが多すぎるのである。

　第173条（原文・逐語訳）

　　薗m甲皿a　sinniSutu皿きi－i　a一きar五一ru－bu　erδbu橘

　　もし　　女が　　　この　　所で　　入った

　a一【1a　　mu－ti　　Sa　　wa－ar－ki－i孤　　皿ar6　　it－ta－la－a（1

　に　　夫　彼女の　後の　　　　子を　　生んだ

　　　　　　　　　鼎一網
　wa－ar－ka　sinniき皿tu皿　　言i－i　　i皿一tu－ut　　　　　　　　　　　matu　死ぬ

　後に　　　女の　　　この　　死んだ　　　　注意顧tu国土

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mutu夫
　Se－ri－iq－tam　　Sa　　mare　　　mah－ru－tu皿

　持参金は　　彼女の子達が　前（夫）

　　　　　　　　　　50
　u3　　胃a－ar－ku－tu皿　　i－zu－uz－zu

　と　後（夫）の　分割する

　第173条（試訳）

　（第170条～第172条に次いで）この女が（新しい夫の家に）入ったとこ

ろで、その家で後の夫の子供を生んでからこの女が死亡したる場合（にお

いては）、彼女の（実家からもち出した）持参金は、前の夫と後の夫の子

供達によって、分割される（等分の形で相続する）ものとする。

　第173条の解釈

　前条までに古代バビロニア社会の相続が主として述べられてきたが、財

　　　　　　　　　　　　　　一888一
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れば、良くわからないところが多すぎるのである。

第173条(原文・逐語訳)

|衿Üit>~持ヰ凶庁穂町民全〉トー{
sum-ma sinniきutum きi-i a-sar i-ru-bu er・ebu 入る

もし 女が この 所で 入った

Ilf>4貯時〈ゆ司11手一変堅苦~~千1ß関紙間以暗闇i
a-na mu-ti sa 冒a-ar-ki-im mare it-ta-la-ad 

に 夫彼女の 後の 子を 生んだ

榊府醇司令子主主制←議問問
m亙tu死ぬ

後に 女の この 死んだ 注意 matu国土

静岡惇よ例制!陰口司氏博己主企図
mutu夫

持参金は 彼女の子達が前(夫)

|帽子羽府自宅~掴 l住町 1詩情剛
U3 wa-ar-ku-tum i-zu-uz-zu 

と 後(夫)の 分割する

第173条(試訳)
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いては)、彼女の(実家からもち出した)持参金は、前の夫と後の夫の子

供達によって、分割される(等分の形で相続する)ものとする。

第173条の解釈

前条までに古代パビロニア社会の相続が主として述べられてきたが、財
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産権に関して古代のバビロニア社会では、かなり女子の相続権というかそ

の妻となる女子が実家より持ち出した「持参金」に対する保護と子供達へ

の明確な相続権の規定が詳細な形で定められていたことが、この第173条

によって明らかになる。

　この点に関して、日本の封建社会、特に江戸時代の女子に対する財産権

よりもかなりはっきりした婚姻前の実家から持ち出した財産は、その後ず

っとその妻女が維持できるという原則が貫徹されているのである。原田慶

吉氏はこの第173条を「もしその女が、立ち入りたる所にて、彼の女の後

の夫に子供を産み、その後その女死亡したるときは、彼の女の嫁資は前と

後の子供（前夫と後夫の子供）が分割す。」〔10c．cit．，p．327〕のように翻

訳し、そのはるか後で中田一郎氏もこの同じ条文を「もしその女性が、

（家に）入った（嫁入った）ところで彼女ののちの夫に息子たちを生んだ
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て「稼資」という単語で訳しておられる。

　ローマ法での「稼資」は、一般的には婚女の家長が設定するところの相

伝嫁資dos　profectiaだけであり、その後東ローマのユスティニアヌス帝

によって外来嫁資dos　adventiciaも設定されるようになった（船田享二

氏著『ローマ法』第四巻、私法第三分冊、家族・相続、岩波書店刊p．80

～p．104）が、その用語は後にフランス法でr6gime　dota1、ドイツ法で

Dotalsystemという形で設定され、一般的に言えることは「妻が夫に嫁

資たる“dos”を設けて夫の婚姻費用負担を分担する夫婦財産制度とを言
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うのである。もともとローマの自由婚で、夫の婚姻費用単独負担と徹底し

た夫婦別産制との調和をはかるものとして行われていたものが、近代大陸

法に継受されたもので、ドイツ民法はこの制度を除外し、日本の民法では

全く規定されなかったものである（比較法學會編『贈與の研究』有斐閣、

昭和33年刊参照、特に山田晟氏著の「ドイツ法」p．99～p．140と鈴木ハツ

ヨ氏著「フランス法」p．141～p．163を重点的に参照のこと）、中田一郎氏

はこれを持参「財」として、古代バビロニア独特の制度だと勝手に認識し

て、注解の中で以下の如く〔qq．v．〕使用された。

　持参財（シェリクトゥム）

　結婚した花嫁に属する財産は、もともと父から贈られ、104）花嫁が妻とし

て花婿の家、あるいは、花婿と花嫁がまだ若過ぎる場合は、義理の娘とし

て義理の父の家に、持参した物、すなわち持参財（シェリクトゥム働雍

h魏窺）と、夫から花嫁への贈物（ヌドゥンヌムκ躍観η伽）からなる。

場合によっては、花婿が花嫁の父に贈ったテルハトゥムが持参財に加えら

れたこともあった。持参財には衣類、装身具、油、『台所用品』、家具、奴

隷、家畜などいろいろのものが含まれえたが、現存の婚姻契約書などから

見るかぎり、現金は含まれない。105）

　ところで、ハンムラビ『法典』で持参財を意味するシェリクトゥムとい

う名詞は、ハンムラビ『法典』以外では、贈物一般を指し、持参財を意味

する用語はむしろヌドゥンヌム朋4観η伽という名詞であるということ

に注意しておきたい。

　持参財は、テルハトゥムが持参財の一部に含まれている場合はその部分

を除き、妻が生きているかぎり彼女の『取る』べき物として残り、彼女に

子供たちといえども彼女の生存中はそれに対する権利を主張することがで

きなかった（§§171b、172、176）。106）

　持参財は、花嫁が花婿の家に入るときに持参し、花婿あるいは花婿の父
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親の手に管理が委ねられたが、持参財の所有権は、妻の生存中は、あくま

でも妻が有していてた。もし妻が子供なしに死亡した場合は、もともと実

の父から与えられた部分は、実の父の家に返されるべきもので、夫あるい

は義理の父が持参財に対する所有権を主張することはできなかった。（§

163。ただし§141のような場合は例外）。もし彼女に子供がいた場合は、彼

女の子供が持参財を相続することができた（§§162、173、174。ただし女

性がウグバブトゥム、ナディートゥム修道女あるいはセクレートゥム女官

などの場合［§§178－1821を除く）。夫が先に死亡した場合は、彼女の持

参財は夫の遺産からはっきりと区別された（§§171b、176）。107）」

　同じくこの項目の脚註として

　104）母あるいは兄弟から彼女に持参財が贈られることもあった。これ

はもともと父の財産であったが、父が死亡したため母あるいは兄弟から贈

られることになったものであろう。105）R．Westbook，OB躍L，pp．89－

95．106）エシュヌンナ「法典」§18も同じ問題にかかわるが、その解釈

にっいては、R．Westbrook，OB躍L，pp．91f．を参照。107）シェリクト

ゥムについては、G．R．Driber－J．C．Miles，BL　I，pp．271－275をも参照。」

〔10c．cit．，p．128－p．129ただし、アンダーラインは筆者〕と説明されてい

る。はたして中田氏の言うシェリクトゥムが、実際にはどのようなもので

あったか、今のところ比較法的な考察によってもこれ以上明らかには出来

ないが、たしかに解釈上の参考にはなるであろう。

第174条（原文・逐語訳）

言u皿一ma　　a－na　　皿u－ti　　Sa　　wa－ar－ki－i皿
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晒ゆ可暗粛marO　la　it－ta－1a－ad

　子がないなら生まれ

Se－ri－iq－ta皿　　Sa　　　　皿ar6　　ha－wi－ri　　Sa　　皿a

　持参金は　　彼女の子達が婿（前夫）の

i－1正一qu2一ロ2

取る

　第174条（試訳）

　（前の第173条から続く内容で、ここに規定した「女」は、第170条で最

初に述べたアウィルム階層の男が妻女と奴隷の女に子供を生ませたが、女

奴隷の子供を父の存命中に自分の子と認知しなかった男の妻で、第173条

に述べたように義父の死後、婚家を出て他の男のところに行った女であ

る）彼女が後の夫との間に子供が生まれなかったならば、（その女が最初

実家から出る時に持ち出した）彼女の持参金は、彼女の前の夫の息子達が

これを受け取ることができるものとする。

　第174条の解釈

　この第174条には敢えて書かれてはいないが、当然のこととして前の第

173条と同じ女のことであり、後の夫との子供が生まれないまま、すでに

死亡した女と考えられる。

　古代バビロニア法では、この条文の解釈からもわかるように、娘を嫁に

やる時その実家から持ち出した持参金は、その嫁に出た娘個人に持たせた

ものではなく、そこから生まれてくる子供達に継承させるべく持たせたも

の、と考えたほうがよいように思われる。これについては第173条の解釈

のところで述べたフランス法のr6gime　dota1（嫁資）について、とりわ

　　　　　　　　　　　　　　一884一
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院議ゆ干回開同
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取る

第174条(試訳)

(前の第173条から続く内容で、ここに規定した「女」は、第170条で最

初に述べたアウィルム階層の男が妻女と奴隷の女に子供を生ませたが、女

奴隷の子供を父の存命中に自分の子と認知しなかった男の妻で、第173条

に述べたように義父の死後、婚家を出て他の男のところに行った女であ

る)彼女が後の夫との間に子供が生まれなかったならば、(その女が最初

実家から出る時に持ち出した)彼女の持参金は、彼女の前の夫の息子達が

これを受け取ることができるものとする。

第174条の解釈

この第174条には敢えて書かれてはいないが、当然のこととして前の第

173条と同じ女のことであり、後の夫との子供が生まれないまま、すでに

死亡した女と考えられる。

古代ノfビロニア法では、この条文の解釈からもわかるように、娘を嫁に

やる時その実家から持ち出した持参金は、その嫁に出た娘個人に持たせた

ものではなく、そこから生まれてくる子供達に継承させるべく持たせたも

の、と考えたほうがよいように思われるo これについては第173条の解釈

のところで述べたフランス法の話gimedotal (嫁資)について、とりわ
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(前の第173条から続く内容で、ここに規定した「女」は、第170条で最

初に述べたアウィルム階層の男が妻女と奴隷の女に子供を生ませたが、女

奴隷の子供を父の存命中に自分の子と認知しなかった男の妻で、第173条

に述べたように義父の死後、婚家を出て他の男のところに行った女であ

る)彼女が後の夫との間に子供が生まれなかったならば、(その女が最初

実家から出る時に持ち出した)彼女の持参金は、彼女の前の夫の息子達が

これを受け取ることができるものとする。

第174条の解釈

この第174条には敢えて書かれてはいないが、当然のこととして前の第

173条と同じ女のことであり、後の夫との子供が生まれないまま、すでに

死亡した女と考えられる。

古代ノfビロニア法では、この条文の解釈からもわかるように、娘を嫁に

やる時その実家から持ち出した持参金は、その嫁に出た娘個人に持たせた

ものではなく、そこから生まれてくる子供達に継承させるべく持たせたも

の、と考えたほうがよいように思われるo これについては第173条の解釈

のところで述べたフランス法の話gimedotal (嫁資)について、とりわ
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け比較法學會編『贈與の研究』との比較考察が良く理解できるのでないか

と思われる。この第174条を原田慶吉氏は「もし彼の女の後の夫に、子供

を産まざりしときは、彼の女の嫁資は正しく彼の女の前配偶者の子供が取

る。」〔loc．cit．，p．327〕と翻訳し、さらに後にこの条文を訳した中田一郎

氏も「もし彼女が彼女ののちの夫に息子を生まなかったなら、彼女の持参

財は彼女の（先の）夫116）の息子たちが取ることができる。」〔10c．cit．，p．

49〕というように原田氏と同様に解釈しておられる。そしてその脚註とし

て〔qq．v．〕116）「法典」碑ではDUMU．MES　ha－wi－ri一蕊a－ma（彼女の先

の夫の息子たちが）となっているが、Yテキストでは〔DUMU．MES〕

mah一〈ru一〉丘一tum（最初の〔息子たち〕）となっている。hawirumの特別

な用法については、§135の注を参照〔10c．cit．，p．49欄下の脚注〕なおY

テキストとは、第170条と第171条の解釈のところで触れたクレイ（A．

Clay）氏の著作である。また、これを解釈するには、やはり前の第173条

のところで触れた「稼資」の制度と古代バビロニアのシェリクトゥム（持

参財）という制度との比較法的考察が、biens　dotaux（持参財）以外の妻

の財産は夫の自由にならないという現代フランスの「夫婦財産制」などを

理解するのに、必要なのではないかと思われる。

第175条（原文・逐語訳）

Su皿一皿a　　lu　　響ara（1　6kallim　　u3　1u　　胃ara（1

もし　　奴隷であれ宮殿の　　奴隷であれ

m雄一en－kak皿arat　a－wi－1i皿　i－hu－uz皿a

ムシュケーヌの娘を　入の　　嬰って（娘が）
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け比較法翠曾編『贈輿の研究』との比較考察が良く理解できるのでないか

と思われる。この第174条を原因慶吉氏は「もし彼の女の後の夫に、子供

を産まざりしときは、彼の女の嫁資は正しく彼の女の前配偶者の子供が取

る。J(loc. cit.， p. 327)と翻訳し、さらに後にこの条文を訳した中田一郎

氏も「もし彼女が彼女ののちの夫に息子を生まなかったなら、彼女の持参

財は彼女の(先の)夫116)の息子たちが取ることができる。J(loc. cit.， p. 

49)というように原田氏と同様に解釈しておられる。そしてその脚註とし

て (qq.v.J 116) I法典」碑では DUMU.MES ha-wi-ri・sa-ma 彼女の先

の夫の息子たちが)となっているが、 Yテキストでは (DUMU. MESJ 

mah-くru・>u-tum(最初の〔息子たちJ)となっている o ha羽rirumの特別

な用法については、 H35の注を参照(loc.cit.， p. 49欄下の脚注〕なおY

テキストとは、第170条と第171条の解釈のところで触れたクレイ (A.

Clay)氏の著作である O また、これを解釈するには、やはり前の第173条

のところで触れた「稼資」の制度と古代ノてビロニアのシェリクトゥム(持

参財)という制度との比較法的考察が、 biensdotaux (持参財)以外の妻

の財産は夫の自由にならないという現代フランスの「夫婦財産制」などを

理解するのに、必要なのではないかと思われる。

第175条(原文・逐語訳)

~~百ゆ何言吾司時箇箇ゆ司

もし 奴隷であれ宮殿の 奴隷であれ

|ト干ート痘t:>l個|障が干子手やー1Ia-s羽線開~

ムシュケーヌの娘を 人の 要って(娘が)
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け比較法翠曾編『贈輿の研究』との比較考察が良く理解できるのでないか

と思われる。この第174条を原因慶吉氏は「もし彼の女の後の夫に、子供

を産まざりしときは、彼の女の嫁資は正しく彼の女の前配偶者の子供が取

る。J(loc. cit.， p. 327)と翻訳し、さらに後にこの条文を訳した中田一郎

氏も「もし彼女が彼女ののちの夫に息子を生まなかったなら、彼女の持参

財は彼女の(先の)夫116)の息子たちが取ることができる。J(loc. cit.， p. 

49)というように原田氏と同様に解釈しておられる。そしてその脚註とし

て (qq.v.J 116) I法典」碑では DUMU.MES ha-wi-ri・sa-ma 彼女の先

の夫の息子たちが)となっているが、 Yテキストでは (DUMU. MESJ 

mah-くru・>u-tum(最初の〔息子たちJ)となっている o ha羽rirumの特別

な用法については、 H35の注を参照(loc.cit.， p. 49欄下の脚注〕なおY

テキストとは、第170条と第171条の解釈のところで触れたクレイ (A.

Clay)氏の著作である O また、これを解釈するには、やはり前の第173条

のところで触れた「稼資」の制度と古代ノてビロニアのシェリクトゥム(持

参財)という制度との比較法的考察が、 biensdotaux (持参財)以外の妻

の財産は夫の自由にならないという現代フランスの「夫婦財産制」などを

理解するのに、必要なのではないかと思われる。

第175条(原文・逐語訳)

~~百ゆ何言吾司時箇箇ゆ司

もし 奴隷であれ宮殿の 奴隷であれ

|ト干ート痘t:>l個|障が干子手やー1Ia-s羽線開~

ムシュケーヌの娘を 人の 要って(娘が)
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凪ar6　　it－ta－la－ad　　　　be－el　　wardi皿

子を　　生んだときは主は　奴課の

a－na　　皿are　　　　marat　　a－w　i－I　im

　に対して子娘の　人の

邸

lK｝評一柵団
a『na胃a－ar－du－tim　u2－ul1－ra－ag－gu一服

へ　　奴隷身分　　　決して　請求しない

　第175条（試訳）

　宮廷の奴隷またはムシュケーヌム階層の奴隷（の男）が、アウィルム階

層の娘を嬰ってその娘に子供が生まれた場合、奴隷の主人はアウィルム階

層の娘の子供に対しては奴隷の身分たることを請求してはならないものと

する。

　第175条の解釈

　ハンムラピ法典は、一般的に当時のバビロニア社会における自由人「ア

ウィルム階層」を中心にその法典が形成されている。したがって、今まで

「ある者」とか女等と特別の階層などをつけて記載してこなかった場合そ

れはすべてアウィルム階層に属していた（それは原典を見れば甑m－ma　a－

wi－1umから始まっているから、当然のこととして理解できることであろ

う）。

　この第175条のように、「宮廷の奴隷又はムシュケーヌム階層の奴隷

　…」という文章が出てくると、それではアウィルム階層とムシュケーヌ

ム階層ではどちらが上位になるか、という問題が起ってくる。

　従来多くのアッシリア学者が解釈しているところでは、アウィルムが通

常の自由市民でムシュケーヌムはアウィルムの下位に位置する階層とみら

　　　　　　　　　　　　　　一882一
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伊く予手-<f府民主7ゆt:::>l輪開恥細i
a-na wa-ar-du-tim u2-ul i-ra-ag-gu-um 

ヘ 奴隷身分 決して譲求しない

第175条(試訳)

宮廷の奴隷またはムシュケーヌム階層の奴隷(の男)が、アウィルム階

層の娘を要ってその娘に子供が生まれた場合、奴隷の主人はアウィルム階

層の娘の子供に対しては奴隷の身分たることを請求しではならないものと

する O

第175条の解釈

ハンムラピ法典は、一般的に当時のバピロニア社会における自由人「ア

ウィルム階層jを中心にその法典が形成されている。したがって、今まで

「ある者Jとか女等と特別の階層などをつけて記載してこなかった場合そ

れはすべてアウィルム階層に属していた(それは原典を見ればsum-maa-

wi-lumから始まっているから、当然のこととして理解できることであろ

う)0

この第175条のように、「宮廷の奴隷又はムシュケーヌム階層の奴隷

….Jという文章が出てくると、それではアウイルム階層とムシュケーヌ

ム階層ではどちらが上位になるか、という問題が起ってくる。

従来多くのアッシリア学者が解釈しているところでは、アウィノレムが通

常の自由市民でムシュケーヌムはアウイルムの下位に位置する階層とみら
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に対して子娘の 人の
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ヘ 奴隷身分 決して譲求しない

第175条(試訳)

宮廷の奴隷またはムシュケーヌム階層の奴隷(の男)が、アウィルム階

層の娘を要ってその娘に子供が生まれた場合、奴隷の主人はアウィルム階

層の娘の子供に対しては奴隷の身分たることを請求しではならないものと

する O

第175条の解釈

ハンムラピ法典は、一般的に当時のバピロニア社会における自由人「ア

ウィルム階層jを中心にその法典が形成されている。したがって、今まで

「ある者Jとか女等と特別の階層などをつけて記載してこなかった場合そ

れはすべてアウィルム階層に属していた(それは原典を見ればsum-maa-

wi-lumから始まっているから、当然のこととして理解できることであろ

う)0

この第175条のように、「宮廷の奴隷又はムシュケーヌム階層の奴隷

….Jという文章が出てくると、それではアウイルム階層とムシュケーヌ

ム階層ではどちらが上位になるか、という問題が起ってくる。

従来多くのアッシリア学者が解釈しているところでは、アウィノレムが通

常の自由市民でムシュケーヌムはアウイルムの下位に位置する階層とみら



　48法学論集　49〔山梨学院大学〕

れていた。しかしながら、そうするとこの第175条では、アウィルムより

も下位にあるムシュケーヌムが所有している奴隷でも自分の主人よりも上

位にいるアウィルム階層の娘と結婚できることになり、いくら古代法の解

釈でも三段階のヒエラルヒー構造をそのまま判断した場合かなり無理が生

じてくることになる。

　従ってムシュケーヌムとは、「宮廷で国王に仕え、宮廷の仕事をおこな

う社会的身分」につけられた名称だと限定的に考えたほうがよいのではな

いか、と思われる。本書では一応「ムシュケーヌム階層」と階層の字を附

加しておいたが、アウィルムと対置できる社会的階層とは言い難い。

　ハンムラピ王は、このムシュケーヌムの宮廷における地位を重視し、こ

のハンムラピ法典の中に多数の条文を採り入れた、と考えられている。こ

の第175条に関する原田慶吉氏の訳文は「もし宮廷の奴隷にせよ、あるい

はまたムシュケーヌム（8条参照）の奴隷にせよ、『人の娘』を嬰りて、

〔同女が〕子供を産みたるときは、奴隷の主は『人の娘』の子供に対し

て、奴隷身分へ決して請求することなし。」〔loc．cit．，p．327〕となってい

た。そして、同じく原田氏のこの条文の〔註〕は（60行）『人の娘』とは

『人の息』と同様、完全自由女なることを示す。」〔ibid．，〕という見解を

示していた。中田一郎氏もこと翻訳に関しては原田氏とほぼ同様の訳をお

こなっているが、その注解のところで他に見つかった粘土板ではこの第

175条の「ムシュケーヌムの奴隷」が「アウィルムの奴隷」となっている

ものがあると指摘している。中田氏の注解はすでに紹介したがその訳文と

注解の必要箇所だけを以下に掲げておくことにする。まず中田一郎氏の翻

訳は「もし王宮の奴隷であれムシュケーヌムの奴隷であれ、アヴィールム

の娘を婆り、息子たちを生んだなら、奴隷の所有者はアヴィールムの娘の

息子たちに対して奴隷身分に留まるよう主張することはできない。」〔10c．

cit．，p．49〕となっており、同様にその注解の最初の部分は〔qq．v．〕

　　　　　　　　　　　　　一881一
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れていた。しかしながら、そうするとこの第175条では、アウィルムより

も下位にあるムシュケーヌムが所有している奴隷でも自分の主人よりも上

位にいるアウイルム階層の娘と結婚できることになり、いくら古代法の解

釈でも三段階のヒエラルヒー構造をそのまま判断した場合かなり無理が生

じてくることになる。

従ってムシュケーヌムとは、「宮廷で国王に仕え、宮廷の仕事をおこな

う社会的身分」につけられた名称だと限定的に考えたほうがよいのではな

いか、と思われる。本書では一応「ムシュケーヌム階層」と階層の字を附

加しておいたが、アウィルムと対置できる社会的階層とは言い難い。

ハンムラピ王は、このムシュケーヌムの宮廷における地位を重視し、こ

のハンムラピ法典の中に多数の条文を採り入れた、と考えられている。こ

の第175条に関する原田慶吉氏の訳文は「もし宮廷の奴隷にせよ、あるい

はまたムシュケーヌム(8条参照)の奴隷にせよ、『人の娘』を要りて、

(同女が〕子供を産みたるときは、奴隷の主は『人の娘jの子供に対し

て、奴隷身分へ決して請求することなし。JOoc. cit.， p. 327J となってい

た。そして、同じく原田氏のこの条文の〔註〕は (60行)r人の娘jとは

『人の息』と同様、完全自由女なることを示す。JCibid.，)という見解を

示していた。中田一郎氏もこと翻訳に関しては原田氏とほぼ同様の訳をお

こなっているが、その注解のところで他に見つかった粘土板ではこの第

175条の「ムシュケーヌムの奴隷」が「アウィルムの奴隷」となっている

ものがあると指摘しているo 中田氏の注解はすでに紹介したがその訳文と

注解の必要箇所だけを以下に掲げておくことにする O まず中田一郎氏の翻

訳は「もし王宮の奴隷であれムシュケーヌムの奴隷であれ、アヴィールム

の娘を要り、息子たちを生んだなら、奴隷の所有者はアヴィールムの娘の

息子たちに対して奴隷身分に留まるよう主張することはできない。JOoc. 

cit.， p.49J となっており、同様にその注解の最初の部分は (qq.v.J 
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れていた。しかしながら、そうするとこの第175条では、アウィルムより

も下位にあるムシュケーヌムが所有している奴隷でも自分の主人よりも上

位にいるアウイルム階層の娘と結婚できることになり、いくら古代法の解

釈でも三段階のヒエラルヒー構造をそのまま判断した場合かなり無理が生

じてくることになる。

従ってムシュケーヌムとは、「宮廷で国王に仕え、宮廷の仕事をおこな

う社会的身分」につけられた名称だと限定的に考えたほうがよいのではな

いか、と思われる。本書では一応「ムシュケーヌム階層」と階層の字を附

加しておいたが、アウィルムと対置できる社会的階層とは言い難い。

ハンムラピ王は、このムシュケーヌムの宮廷における地位を重視し、こ

のハンムラピ法典の中に多数の条文を採り入れた、と考えられている。こ

の第175条に関する原田慶吉氏の訳文は「もし宮廷の奴隷にせよ、あるい

はまたムシュケーヌム(8条参照)の奴隷にせよ、『人の娘』を要りて、

(同女が〕子供を産みたるときは、奴隷の主は『人の娘jの子供に対し

て、奴隷身分へ決して請求することなし。JOoc. cit.， p. 327J となってい

た。そして、同じく原田氏のこの条文の〔註〕は (60行)r人の娘jとは

『人の息』と同様、完全自由女なることを示す。JCibid.，)という見解を

示していた。中田一郎氏もこと翻訳に関しては原田氏とほぼ同様の訳をお

こなっているが、その注解のところで他に見つかった粘土板ではこの第

175条の「ムシュケーヌムの奴隷」が「アウィルムの奴隷」となっている

ものがあると指摘しているo 中田氏の注解はすでに紹介したがその訳文と

注解の必要箇所だけを以下に掲げておくことにする O まず中田一郎氏の翻

訳は「もし王宮の奴隷であれムシュケーヌムの奴隷であれ、アヴィールム

の娘を要り、息子たちを生んだなら、奴隷の所有者はアヴィールムの娘の

息子たちに対して奴隷身分に留まるよう主張することはできない。JOoc. 

cit.， p.49J となっており、同様にその注解の最初の部分は (qq.v.J 

-881-



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古代法の翻訳と解釈　m　49

　「ムシュケーヌムについて

　ムシュケーヌム（窺傭舷欄窺）という言葉の初出は、ハンムラビより

少なくとも500年以上前のファラ文書ということなので、ムシュケーヌム

は早くから存在したことになるが、その実態はよくわかっていない。言及

例が多いのは、古バビロニア時代で、特にエシュヌンナ『法典』とハンム

ラビ『法典』に比較的多くの言及例が見られる。ムシュケーヌムについて

のこれまでの議論の多くも、これら両『法典』のムシュケーヌムの意昧を

めぐって行われてきた。

　ムシュケーヌムについての見解は、エシュヌンナ『法典』とハンムラビ

『法典』に出てくるムシュケーヌムの語に1つの意味以外認めないかある

いは認めるかによって、大きく分れる。ハンムラビ『法典』では、ムシュ

ケーヌムが15のパラグラフに出てくるが、これらを第1グループ（§§8、

15、16、h、175および176［ただしVテキストでは『ムシュケーヌムの奴

隷』ではなく『アヴィールムの奴隷』なっている］）と第2グループ（§§

140、198、201、204、208、211、216、219、222）に分ける事ができる。

第2グループのパラグラフでは、ムシュケーヌムはアヴィールム

（卿乞1％〃z）と（そして§§196－199、209－214では奴隷に対しても）はっき

り対比されている。」〔loc．cit．，p．83－p．84〕

　中田氏がこの注解でVテキストと書いているのは、「ラングドンS．Lan－

gdon氏の著述“研～渉0726α1僻グノ～6惚乞o％s7セ％虹”班31，MUnchen，1914，

No．22，P1．II－III（Ni．2358）（See　also　J．J．Finkelstein，」配且63，1969，PP．

11ff．）／／XXXI30－59，65－68，XXXII22－54，XXX皿4－42，XXXIII71－

XXXIV27，51－83，XXXV72－XXXVI33，XXXVI62－XXXVII4，XXXVII

30－61，XXXWl92－XXXVm24（OB　or　MB）」のことであり、中田氏はこの

第175条の翻訳では、このようにして発見された他の粘土板文書から見た

訳文を挿入してはいないが、他の条文の翻訳では粘土板文書のほうを重視
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していることもあり、正確にはハンムラピ法典の石柱原文から翻訳したこ

とにならない箇所もかなり多いのである。

第176条（原文・逐語訳）

腿3　Su皿一皿a　　　warad　　Okall　i皿　　u3　1u　　　wara（1

もし　奴隷　　　 宮殿の又は　奴隷が

ma5－e駐一kak　　marat　　a－w　i－l　i風　　i－hu一廷z　ma

ムシュケーヌの娘を人の　　　聚る場合

i－nu一皿a　　i－hu－zIユ　　si　　　　ga－du－um

　時姿る彼女をと共に

　Se－ri－iq－tim　　菖a　　blt　　a－bi　　言a，

　持参金　　　　の　家　　父の彼女の（彼女が）

a一1！a　　b五t　　算arad　　6ka11重皿　　u3　1u　　　Ψara（i

に　　家奴隷の　宮殿　　又は　　奴隷の

maS－en－kak　i－ru－ub皿a　i忌一tu　in¶e－i皿一du

ムシュケーヌの入って、後結ばれたe蛇d遅置く、手を繋ぐ

bitam卜Pほ忌u　bi一糞a－a皿まr一舘一u2

家を　建て、　　　財産を　　得て

　　　　　畢　　　　　肩
鷲a－aいka－nu－um　ma　lu冊rad6ka11im

その後　　　　　　奴謙であれ宮殿の

u31u　胃arad　maS－en－kak　a－na＄H皿一ti皿

　奴隷であれ　ムシュケーヌのに　　運命　　（彼が）
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していることもあり、正確にはハンムラピ法典の石柱原文から翻訳したこ

とにならない箇所もかなり多いのである。

第176条(原文・逐語訳)

停留妙幹>-Wゆ苛!事三手昏---1明暗闇制
U3 Su阻-ma warad ekall im U3 lu warad 

もし 奴隷 宮 殿 の 又 は 奴隷が

ヰト車修>j l除手一T千幸-<f==II~呼.;r ~ÞfJ" 'n:ゴ|
maき-en-ka玩 marat a-wi-lim i-hu-uz ma 

ムシュケーヌの娘を人の 要る場合

|院号'Æ::T住府間不-il~ 民主T ば百|
i-nu-ma i-hu-zu si ga-du-um 

時 要る彼女をと共に

官~領府民工ゆC>- Il桝!胃T干ゆ制i
Se-ri-iq明 ti盟主a bit a-bi Sa 

持参金 の家 父の彼女の(彼女が)

肝ゆ!潤桝!静岳同苗降附
a-‘na bit warad ekallim U3 lu warad 

4こ 家奴隷の宮殿 又は 奴隷の

ヰト痘Þ-U~~療に ~I慌鮪総料招河!

ムシュケーヌの入って、 後 結ばれた e厄 du置く、手を.ぞ

1帯当E仁鈴←昌l砂制令長直臨

家を 建て、 財産を 得て

降φ悶悶号明日1百ゆず!扉三子岳J

その後 奴隷であれ宮殿の

ぉ明内jppp?士列車皿
奴隷であれムシュケーヌのに 運命 (彼が)
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　　　　　　　　　　　　　π昏一

it－ta－1a－ak　　marat　　a－wi－lim

従ったならば娘は　人の

　　　　　　　　　　go
きe－ri－iq－taきa　i－1i－qi2

持参金を　彼女の　　取り

U3　皿i－i皿一皿a　Sa　m砥一za　u3

　　物は　　所の彼女の夫と

si－i

彼女が

／　i＄一tu　　in一ロe－im－du

　のち　　結ばれた

ir一…皇u－u2

得た

a¶a　si－ni　瓢　i－ZU－UZ－ZU　皿a

　　に　二っ　　　　分割して、

　mi－i3－la皿be－e1冊dim　i－1i－qi2

　半分は　　主が　　奴隷の　取り、

mi一嬉一h皿　marat　a¶i－1im

半分は　　娘が　　人の

脚ま蟹ゆぐ捌
a－na吸ar6＄a　Hi－qi2

のために子彼女の取る

Su皿一皿a，　marat　a－wi－1im

もし　　　娘が　　人の

Se－ri－iq－ta皿

持参金を

1a　i－Su　旧i一加一ma

持たぬなら物を

Sa　　　皿u－za　　u3

所の彼女の夫と

si－i

彼女が

iき一t瓢　　iI1－ne－i皿一du　　　ir一きu－u2

のち　　結ばれた　　　得た

a－na　　きi－ni一きu

に　　　二つ

一878一
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IJ蛮::r~ &ir@峰-il~トT干ト←4
it-ta-la-ak marat a-wi-lim 

従ったならば娘は 人の

!羽明証主ゆ砂剤師I~~平〈多|
きe-n-lq-ta きa i -1 i -q i 2 

持参金を彼女の 取り

時野~減ト~Iゆれ到芥符符闘
U3 ml-lm-ma Sa mu-za U3 Sl-l 

物は 所の彼女の夫と彼女が

si|匪ヨ~閣議b桝緋同l~占聞嗣

のち 結ばれた 得た

怖く予や-t-眉11除問ミ超円問日!
a-na Sl-nl Su l-ZU-UZ-ZU ma 

に二つ 分割して、

51~間関K 悶ゆ<nl~~~~

半分は 主が 奴隷の取り、

略奪E匡国民主要i昨今関-~
mi-iS-1am marat a-曹 i-1 im 

半分は 娘が 人の

ITf防除手《ゆ司忌=議わ手ミt).¥
a-na mare 主a i-li-qi2 

のために子彼女の 取 る

ゆ~~墜判得手-H~集制民主同
Sum-ma marat a-wi-1im Se-ri-iq-tam 

もし 娘が 人の 持参金を

昭住二国tl~駅ト~ゆ砲郎平留守出
la i-Su mi-im-ma sa mu-za U3 Si-i 

持たぬなら物を 所 の 彼 女 の 夫 と 彼女が

陣ヨ 3震:~議b民同議肝除茸ll~\o宮間同n肝• .KJ<f--t-国!

のち 結ばれた 得た に 二つ

-878-

古代法の翻訳と解釈 III 51 

IJ蛮::r~ &ir@峰-il~トT干ト←4
it-ta-la-ak marat a-wi-lim 

従ったならば娘は 人の

!羽明証主ゆ砂剤師I~~平〈多|
きe-n-lq-ta きa i -1 i -q i 2 

持参金を彼女の 取り

時野~減ト~Iゆれ到芥符符闘
U3 ml-lm-ma Sa mu-za U3 Sl-l 

物は 所の彼女の夫と彼女が

si|匪ヨ~閣議b桝緋同l~占聞嗣

のち 結ばれた 得た

怖く予や-t-眉11除問ミ超円問日!
a-na Sl-nl Su l-ZU-UZ-ZU ma 

に二つ 分割して、

51~間関K 悶ゆ<nl~~~~

半分は 主が 奴隷の取り、

略奪E匡国民主要i昨今関-~
mi-iS-1am marat a-曹 i-1 im 

半分は 娘が 人の

ITf防除手《ゆ司忌=議わ手ミt).¥
a-na mare 主a i-li-qi2 

のために子彼女の 取 る

ゆ~~墜判得手-H~集制民主同
Sum-ma marat a-wi-1im Se-ri-iq-tam 

もし 娘が 人の 持参金を

昭住二国tl~駅ト~ゆ砲郎平留守出
la i-Su mi-im-ma sa mu-za U3 Si-i 

持たぬなら物を 所 の 彼 女 の 夫 と 彼女が

陣ヨ 3震:~議b民同議肝除茸ll~\o宮間同n肝• .KJ<f--t-国!

のち 結ばれた 得た に 二つ

-878-



52　法学論集　49〔山梨学院大学〕

i－ZU－UZ－zu　　ma

　分割して、
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のために子彼女の取る

　第176条（試訳〉

　宮廷の奴隷もしくはムシュケーヌムの奴隷が、アウィルム階層の娘を姿

る場合には、彼女を姿る時に、彼女の実家からの持参金とともに宮廷の奴

隷もしくはムシュケーヌムの奴隷の家庭に入って結ばれたる後に、家屋を

建立し財産を獲得したる後になって宮廷の奴隷またはムシュケーヌムの奴

隷が運命に従った（死亡した）ならば、アウィルム階層の娘は自分の持参

金を取り戻し、彼女の夫と彼女が結ばれた後に獲得したところのものは二

つに分割して、半分は奴隷の主人が取り、（残りの）半分はアウィルム階

層の娘が彼女の子供のために取ることができる。

　アウィルム階層の娘が、持参金を持たなかったならば、彼女の夫と彼女

が結ばれた後に獲得したるものを二っに分割して、半分は奴隷の主人が取

り、（残りの）半分はアウィルム階層の娘が彼女の子供のために取ること

ができる。

　第176条の解釈

　その解釈もここに試みた直前の試訳とほぼ同様の内容となるが、ここで

言えることはアウィルム階層の娘は例え奴隷と結婚してもその階層の地位

を厳然と維持してゆくことができ、自分の実家から持ち出した持参金には
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が結ぼれた後に獲得したるものを二つに分割して、半分は奴隷の主人が取

り、(残りの)半分はアウイルム階層の娘が彼女の子供のために取ること

ができる D
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その解釈もここに試みた直前の試訳とほぼ向様の内容となるが、ここで
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手がつけられず、その結婚した相手の奴隷が死亡した後でも、その奴隷の

主人はアウィルム階層の娘にそれをそっくり戻してやらねばならないこと

を意味している。

　但し、奴隷と結婚した後、二人が獲得した財産はそれを二分割してその

半分を奴隷の主人に渡さなければならない、という規定である。

　すなわち奴隷との結婚は、アウィルム階層の娘に「その身分上の変更を

きたさない」という原則が古代バビロニア社会で形成されていたことを意

味するのが、この第176条の条文なのであると考えられる。原田慶吉氏も

それからかなり後に翻訳した中田一郎氏も、最初にシャイユ（シュイユ

V．Scheilシェイルとも書かれる）の分類したこの第176条をアッカド語の

文章から二つに分けて、原田氏は（イ）と（ロ）に中田氏は（a）（ただ

しaは省略してある）と（b）に二分して翻訳作業をしておられる。あま

りにもこの第176条とシャイユが考えた文章は長いので、各単語の解釈を

するより先ず両氏の翻訳を見てみることにしよう。原田氏の訳は「176

イ　またもし宮廷の奴隷、あるいはまたムシュケーヌム（8条参照）の奴

隷が、「人の娘」（175条参照）を婆り、彼の女を婁りしそのとき、〔彼の女

が〕彼の女の父の家よりの嫁資と共に、宮廷の奴隷あるいはまたムシュケ

ーヌムの奴隷の家に立ち入りて、〔彼等が〕婚姻したる後、〔彼等が〕家を

建て、動産を取得し、その後に宮廷の奴隷にせよ、あるいはまたムシュケ

ーヌムの奴隷にせよ、彼が運命に赴きたるときは、『人の娘』は彼の女の

嫁資を取り、かつ彼の女の夫と彼の女が婚姻したる後に取得したるもの

を、二個の部分に分割して、半は奴隷の主が取り、半は『人の娘』が彼の

女の子供のために取る。〔10c．cit。，p．327〕、176　ロ　もし『人の娘』（175

条参照）が嫁資を有せざるときは、彼の女の夫と彼の女が婚姻したる後に

取得したるものを、二個の部分に分割して、半は奴隷の主が取り、半は

『人の娘』が彼の女の子供のために取る。」〔loc．cit．，p。327－p．328〕とな

　　　　　　　　　　　　　一876一
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子がつけられず、その結婚した相手の奴隷が死亡した後でも、その奴隷の
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但し、奴隷と結婚した後、二人が獲得した財産はそれを二分割してその
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きたさない」という原則が古代パビロニア社会で形成されていたことを意

味するのが、この第176条の条文なのであると考えられる o 原田慶吉氏も

それからかなり後に翻訳した中国一郎氏も、最初にシャイユ(シュイユ

V. Scheilシェイルとも書かれる)の分類したこの第176条をアッカド語の

文章から二つに分けて、原田氏は(イ)と(ロ)に中田氏は(a) (ただ

しaは省略してある)と (b) に二分して翻訳作業をしておられるo あま

りにもこの第176条とシャイユが考えた文章は長いので、各単語の解釈を

するより先ず両氏の翻訳を見てみることにしよう。原田氏の訳は 1176

イ またもし宮廷の奴隷、あるいはまたムシュケーヌム (8条参照)の奴

隷が、「人の娘J(175条参照)を要り、彼の女を繋りしそのとき、〔彼の女

が〕彼の女の父の家よりの嫁資と共に、宮廷の奴隷あるいはまたムシュケ

ーヌムの奴隷の家に立ち入りて、〔彼等が〕婚姻したる後、〔彼等が〕家を

建て、動産を取得し、その後に宮廷の奴隷にせよ、あるいはまたムシュケ

ーヌムの奴隷にせよ、彼が運命に赴きたるときは、『人の娘Jは彼の女の

嫁資を取り、かっ彼の女の夫と彼の女が婚姻したる後に取得したるもの

を、二個の部分に分割して、半は奴隷の主が取り、半は『人の娘』が彼の

女の子供のために取る。(Ioc.cit.， p. 327J、176 ロ もし『人の娘j(175 

条参照)が嫁資を有せざるときは、彼の女の夫と彼の女が婚姻したる後に

取得したるものを、二個の部分に分割して、半は奴隷の主が取り、半は

『人の娘』が彼の女の子供のために取る。J(Ioc. cit.， p. 327 -p. 328 Jとな
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嫁資を取り、かっ彼の女の夫と彼の女が婚姻したる後に取得したるもの
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っており、また同様に中田一郎氏の翻訳は「§176　もし王宮の奴隷であれ

ムシュケーヌムの奴隷であれ、アヴィールムの娘を聚り、彼が彼女を婆っ

たとき、彼女が彼女の父の家の持参財とともに王宮の奴隷あるいはムシュ

ケーヌムの奴隷118）の家に入り、そして彼らが一緒になったあと、家を建

て動産を得、そののち王宮の奴隷あるいはムシュケーヌムの奴隷が死亡し

たなら、アヴィールムの娘は彼女の持参財を取ることはできるが、119）彼女

の夫と彼女が一緒になったのちに得たものは何であれ、2つに分け、半分

を奴隷の所有者が取り、（もう）半分をアヴィールムの娘が彼女の息子た

ちのために取ることができる。〔10c．cit．，p．49－p．50〕、　§176b　もしア

ヴィールムの娘が持参財を有しないなら、彼女の夫と彼女自身が、一緒に

なったのちに得たものは何であれ、2つに分け、半分は奴隷の所有者が取

り、（もう）半分はアヴィールムの娘が彼女の息子たちのために取ること

ができる。」〔10c．cit．，p．50〕となっており、その下に2つの脚註〔qq．

v〕が以下の如く掲載されている。

　118）　Vテキストでは、露SAG．IRα一z綴1初（あるいはアヴィールムの奴隷）とな

　っている。119）Vテキストには、6－16一％％一％雛〃zα乞・16・g6（そのうえ取ることがで

　きるが）とあるが、6－」6兜跡％吻一解α（そのうえ）は、その意味からすると、ここ

　（XXX　VI90）よりもむしろこのパラグラフの最後の「（もう）半分をアヴィール

　ムの娘が彼女の息子たちのために取ることができる」にかかるべきもの。J．」．Fin－

　kelstein，R～463，p。19を参照。〔ibid．，〕

　この中田氏の引用するVテキストについては、この条文の直前の第175

条の解釈でも記述したラングドン（S。Langdon）氏の“研蓉607卿1僻4

彪1ゆo％s　Tε脇”のことであるが、おそらくこのVテキストのほうが石柱

に刻まれた襖形文字よりも後の時代に作られた粘土板であって、ムシュケ

ーヌム階層そのものがアウィルム階層の中に丁度ローマの市民階級のよう

に転化していったものではないか、と思われる。さらにこの条文はこれら

両氏のように、イとロ、あるいはAとBに分けて翻訳することが一般的に
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54 法学論集 。〔山梨学院大学〕

っており、また同様に中国一郎氏の翻訳は iH76 もし王宮の奴隷であれ
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っている。 119) Vテキストには、 e-le-nu-um-mα i-le-qe(そのうえ取ることがで

きるが)とあるが、 e-le-nu-um-mα(そのうえ)は、その意味からすると、ここ

(XXX VI 90) よりもむしろこのパラグラフの最後の i(もう)半分をアヴィール

ムの娘が彼女の息子たちのために取ることができる」にかかるべきもの。J.J. Fin-

kelstein， RA 63， p. 19を参照。Cibid.，J

この中田氏の引用するVテキストについては、この条文の直前の第175

条の解釈でも記述したラングドン cs.Langdon)氏の“Historicαfαnd

Rel留めusTexts"のことであるが、おそらくこのVテキストのほうが石柱

に刻まれた模形文字よりも後の時代に作られた粘土板であって、ムシュケ

ーヌム階層そのものがアウィルム階層の中に丁度ローマの市民階級のよう

に転化していったものではないか、と思われるo さらにこの条文はこれら

両氏のように、イとロ、あるいはAとBに分けて翻訳することが一般的に
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おこなわれているが、筆者の試訳のようにすれば別にわざわざ二つに分離

して訳することはないのではないか、と考えられる。

　この第176条の長いアッカド語の文章の前半の第19行目で、石柱裏面の

上から懊形文字の段落としては第13欄が終了し、次の第20行目からは懊形

文字の縦書き段落は第14欄に入り、その右側から縦に左側へと漢文のよう

に読んでゆくことになる。

第177条（原文・逐語訳）

言砥m－ma

もし

nu噸u唱u＄a頗r6Sa3i－ih－hi一斑

寡婦が　　所の子が彼女の　幼い nu一皿U－SU　〉　almattu　寡郷

a－na

に

bit皿　 菖a－ni－im　e－ri－bi－im

家第二の　入る事を

pa－ni　　＄a　　is－ta－ka－an

公然と　　　　試みても

　　　　　　　　30
ba－1u皿　da－a－a－ni　u2－ul　Hr－ru－ub

なくしては裁判官（の同意）決して　入れない

i－nu一皿a　a－na　b五tim

時は　　　に　家

Sa－ni－i皿　i－ir－ru－bu

第二の　　入る

　　π秤　　・
da－a－a－nu胃a－ar－ka－at

裁判官は　　背後を

bit　皿u－ti　言a

家の　夫の　彼女の

膚頗

1準
pa－ni－i皿

　以前の

卜par－ra唱U皿a

調査して、　（その繕果で）
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i衿幹回奇怪瑚H制偉昨《惨事11同百回参。出
主um-ma nu-mu-su sa mare sa ~í-ih-hi-ru 

もし 寡婦が 所の子が彼女の幼い nu-mu-su > almattu寡鱒

笥肝~嗣制金網i回削除主〉納ーi
a-na bitm きa-ni-im e-ri-bi-im 

に 家第二 の 入る事を

|時二þ>ゆ干11涯~ゆ手陣ご干併話3
pa-ni Sa iS-ta-ka-an 

公然と 試みても

i関経長問菅Tft い|棒奨t偉b丘駅
ba-Ium da-a-a-ni u2-ul i-ir-ru-ub 

な く し て は 裁 判官(の同意)決して 入 れ な い

l民主号同]11干矧同制b新 11民主位〉企ゅー{

時は に家 第二の 入る

区ゴTflf 171~ I手守岡障::f陪ヨJIT房三事嵯王時e関!

裁判官は 背後を 家の夫の彼女の

i 昨二陸竺型自l~にそ時間正ゴ!
pa-nl-lm l-par-ra-su ma 

以前の 調査して、 (その結果で)
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b亘ta皿Sa皿題一ti舘　pa¶i－i皿

家を　　の　夫　　彼女の以前の

a－na　　皿u－t三　　Sa　　wa－ar－ki－i皿

に　　夫　　彼女の　後の

u3sinniSti皿Su－a－ti　i－pa－ak－ki一αu皿a

　と　　女に　　この　　　任せて、

paqa（IU　任す、支配する

、　　　　　　　目　　　耳マ＞
dup－pa－a皿u2一きe－iz－zi－bu言u－nu－ti

粘土板を　　交付せしめる　　彼らに　（そして）

b夏ta皿　レna－sa－rU　U33i－ih－hi－ru－tim

家を　　守リ　　　　　幼い子を

　　　　　　　　　50
u2－ra申ab－bu－u2u2－ni－a－t正皿a－na　kaspim　　unOtu家具

成長させ　　　　　家具類は　　のために銀

u2－ul　　i－na－a（i－di－nu

　　して　あることはない

Sa－a－a一皿a－nu－U皿　Sa　　U2－nu－ut　　　　皿arO　　　nu一皿U－SU

　買い主は　　所の　家具を　　子達の　寡婦の

8a－am一皿u　i－na　kaspi　Su　i－te－eHi　　e10上がる、没収される

　買う　　　　を　銀　　彼の　　没収され

nig2－gaa－na　be－1i蓉u　i－ta－ar

財産は　に　　主　その　　返る

第177条（試訳）

まだ自分の幼い子供がいる未亡人になった妻女が、第二の家（再婚しよ

　　　　　　　　　　　　　　一873一

56 法学論集 49 C山梨学院大学〕

l閑ゆ慌時制岨「惇=T-俳1
bitam sa mu-ti 孟a pa-ni-im 

家を の失 彼女の以前の

肝時経王将〈削除奇相《長関子i
a-na mu-ti sa wa-ar-ki-im 

に 夫 彼女の後の

停留ト占7干帰国G厩茸時穿苓院奪回i
U3 sinnistim su-a-ti i-pa-ak-ki-du ma paqadu 任す、支配する

と 女に この 任せて、

451同耳障=酬間関同将ゆ勺百号帰ー司

粘土板を 交付せしめる 彼らに (そして)

If同比K開企i持留期勝榊TI
bitam i-na司 ~a-ru U3 $i-ih-hi-ru-tim 

家を 守り 幼い子を

明 智子JFmrmrl門f?家?
成長させ 家具類は のために銀

慨。住帰国~φ1
uz-ul i-na-ad-di -nu 

決して 売ることはない

断lflf日号咽1I~嵐長争悶ぉI~f<<(，争妊澗i
Sa-a-a-ma-nu-um sa U2-nu-ut mare nu-mu-su 

買い主は 所の家具を 子達の寡婦の

l~問時b嵯JJ\位同&口昌\I~ゆ手間築制l

買う を銀 彼の没収され

臨時明。~伺|曲ほとわ手術同i

財産はに 主 そ の 返る

第177条(試訳)

まだ自分の幼い子供がいる未亡人になった妻女が、第二の家(再婚しょ
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うとする男の家）に公然と入る（結婚するかあるいは同居する）ことを試

みたとしても、裁判官の同意なくしては絶対に再婚する（入籍する）こと

はできないこととする。

　裁判官は、彼女が第二の家に入る時、彼女のもとの夫の家の背後の事情

を調査して、その結果次第では彼女の前の夫の家を彼女の後の夫となる男

とその未亡人となった女とに任せて、彼等に（公式文書としての）粘土板

を交付せしめることができる。

　そして（旧夫の）家を守護し、その幼い子供を成長させ、その家の家具

類は金銭のために決して売却してはならない（ことと定めることができ

る）。

　未亡人の子供達の家具類を購入した買い主はその金銀を没収され、家具

類の財産（動産）はその（もとの）持ち主に戻ることができる。

　第177条の解釈

　アウィルム階層の妻女でまだ幼い子供がいるうちに、その亭主（主人）

が死亡して未亡人となってしまった場合、その女（寡婦）は再婚しようと

してもそのまま無条件で再婚できるわけではなく、古代バビロニアの社会

においてその再婚の許可は裁判官がこれを決定することができる。

　そしてその裁判官は、必ずその幼い子供と旧夫の家を維持させることを

条件として（懊形文字文書の粘土板にその旧家の維持を守らせる条件）特

に再婚する場合にその新しい夫と未亡人となった寡婦（妻女）が（これか

ら新しい家で再婚した後も）守らなければならない義務等を明記し、それ

を記録しておくことができる。

　またその旧夫の家から家具類等を売却してはならず、その幼い子供が成

長するまで、一度未亡人となった女とその新しい夫はその（旧）家を維持

していかなければならないこと、を定めたのがこの第177条の条文である

　　　　　　　　　　　　　一872一
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類は金銭のために決して売却してはならない(ことと定めることができ

る)。

未亡人の子供達の家具類を購入した買い主はその金銀を没収され、家具

類の財産(動産)はその(もとの)持ち主に戻ることができる D

第177条の解釈

アウィルム階層の妻女でまだ幼い子供がいるうちに、その亭主(主人)

が死亡して未亡人となってしまった場合、その女(寡婦)は再婚しようと

してもそのまま無条件で再婚できるわけではなく、古代ノてビロニアの社会

においてその再婚の許可は裁判官がこれを決定することができる。

そしてその裁判官は、必ずその幼い子供と旧夫の家を維持させることを
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ら新しい家で再婚した後も)守らなければならない義務等を明記し、それ

を記録しておくことができる。

またその旧夫の家から家具類等を売却してはならず、その幼い子供が成

長するまで、一度未亡人となった女とその新しい夫はその([日)家を維持

していかなければならないこと、を定めたのがこの第177条の条文である
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と思われる。この条文の翻訳に関して、先ず原田慶吉氏の訳文は「もしそ

の子供未だ年少なる寡婦が、他人の家に立ち入らんと企てたるときは、裁

判官（複数）〔の同意〕なくして、決して立ち入ることなし。他人の家に

立ち入るにあたりては、裁判官（複数）は彼の女の前の夫の家の背後にひ

そむ事情を審査し、しかる後彼の女の前の夫の家を、彼の女の後の夫と彼

の女に託して、証書を彼等をして作成せしむ。〔彼等は〕家を護り、かつ

幼少〔の子供〕を成長せしめ、家具類は銀のために決して与うる（売却す

る）ことなし。寡婦の子供の家具を買う買主は、彼の銀を失い、物はその

主に還る。」〔10c．cit．，p．328〕であり、そのかなり後になって訳した中田

一郎氏の文章は「もし幼い息子たちがいる寡婦が別の人の家に入る事を決

意しても、裁判官たちの許可なしに入ることはできない。別の人の家に入

ろうとするときは、裁判官たちが彼女の先の夫の家の事情を審査し、彼女

の先の夫の家を彼女ののちの夫およびその女性に委ね、文書を彼らのため

に作成しなければならない。彼ら（この女性とそののちの夫）は、（主を

失った）家を守り、幼子たちを養育しなければならない。彼らは家財道具

を売却してはならない。寡婦の息子たちの家財道具を買った買手は彼の

（支払った）銀を失い、その財産（家財道具）をその所有者に返さなけれ

ばならない。」〔10c．cit．，p．50－p．51〕となっているQ

　古代バビロニアにおいて、アウィルム階層の幼い子供がいた場合に、そ

れらを育てなければならない寡婦は、先ず裁判官の許可を得なければ再婚

して他の男のところにゆくことは許されず、裁判官はこのようなアウィル

ム階層の家庭における言わば民事上のことに至るまでかなりの決定権をも

っていたと思われるのである。このように全ゆる情況を総合的に考慮した

としても、古代ローマの「法務官praetor」の制度などよりも身分の上で

はかなり低いとみられている古代バビロニアの「裁判官da－a－a－num」で

はあるが、そのバビロニア社会の担い手に関する今日で言うところの言は

　　　　　　　　　　　　　一871一

58 法学論集 49 (山梨学院大学〕

と思われる。この条文の翻訳に関して、先ず原田慶吉氏の訳文は「もしそ

の子供未だ年少なる寡婦が、他人の家に立ち入らんと企てたるときは、裁

判官(複数) (の同意〕なくして、決して立ち入ることなし。他人の家に

立ち入るにあたりでは、裁判官(複数)は彼の女の前の夫の家の背後にひ

そむ事情を審査し、しかる後彼の女の前の夫の家を、彼の女の後の夫と彼

の女に託して、証書を彼等をして作成せしむ。〔彼等は〕家を護り、かっ

幼少〔の子供〕を成長せしめ、家具類は銀のために決して与うる(売却す

る)ことなし。寡婦の子供の家具を買う買主は、彼の銀を失い、物はその

主に還る。JOoc. cit.， p.328)であり、そのかなり後になって訳した中田

一郎氏の文章は「もし幼い息子たちがいる寡婦が別の人の家に入る事を決

意しでも、裁判官たちの許可なしに入ることはできない。別の人の家に入

ろうとするときは、裁判官たちが彼女の先の夫の家の事情を審査し、彼女

の先の夫の家を彼女ののちの夫およびその女性に委ね、文書を彼らのため

に作成しなければならない。彼ら(この女性とそののちの夫)は、(主を

失った)家を守り、幼子たちを養育しなければならない。彼らは家財道具

を売却してはならない。寡婦の息子たちの家財道具を買った買手は彼の

(支払った)銀を失い、その財産(家財道具)をその所有者に返さなけれ

ばならない。JOoc. cit.， p. 50-p. 51) となっている。

古代パビロニアにおいて、アウィルム階層の幼い子供がいた場合に、そ

れらを育てなければならない寡婦は、先ず裁判官の許可を得なければ再婚

して他の男のところにゆくことは許されず、裁判官はこのようなアウィル

ム階層の家庭における言わば民事上のことに至るまでかなりの決定権をも

っていたと思われるのである。このように全ゆる情況を総合的に考慮した

としても、古代ローマの「法務官 praetorJの制度などよりも身分の上で

はかなり低いとみられている古代パビロニアの「裁判官 da-a-a-numJで

はあるが、そのパビロニア社会の担い手に関する今日で言うところの言は
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ば民事法上の権限はかなりのものだったようで、その父親に死なれた幼児

の身代は（粘土板の文書などによって確保され）、家具等（動産）の売却

なども原則的に禁止されていたと思われるのである。

　これらは、とどのつまり古代バビロニア社会における広義のセム系民族

が有する「家督」の維持に、その法体系の主眼が置かれていたからだとみ

るべきであろうが、それらの検証はユダヤ法の律法（トーラー）や後のタ

ルムードそしてイスラーム法などとの比較考察を抜きにしては、深く理解

できないであろう。

第178条（原文・逐語訳〉

Su皿一皿a　nin－an　lukur　u2－1u　sinniSut服zHk－ru－u皿

もし　エントゥ　ナディトゥ又は　女　　誓願の（がいたとして）

65

＄a　　　a－bU　　　　Sa　　＄e－ri－iq－ta皿i言一ru－qu2　si－i皿　　zikru　名、　誓い

所の　父が彼女の持参金を　　与え　　　彼女に

綱、匪繍『（1up－pa－a皿　　is－tu－ru　　きi－i皿

粘土板を　書いた彼女に

Saraqu与える

雪a㌻aru　書く

　i－na　　dup－pi－i皿　　Sa　　iS－tu－ru　　si－i皿

には（その）粘土板　所の書いた彼女に

・・「季二飛岬
胃a－ar－ka－za　　e－ma　　e－1i　　Sa　　　　ta－bu　　na－da－nam

「彼女の死後人だけにとって彼女に喜ぶ　与える」とは

Ia　　　　　iき一tur　　Si－im　　皿a　　皿a－1a　　li－ib－bi　　Sa

れてないし、書か（彼女に）　関して　意向に　彼女の
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1>>Wì>-~閥解そ令子持暫齢帯熱区主主乞咽i

もし エントウ ナデイトゥ又は女 誓願の(がいたとして)

ゆ平T子舎かーゆ干11務用J民よ悶田健三草色白手掛←1

所の父が彼女の 持 参 金 を 与え 彼女に

惟町昨=ゆl陸ヨ議問出子頃件{
dup-pa-am iS-tu-ru si-im 

粘土板を 書いた彼女仁

I~同〈耳目貫障な〉駒刑ltt>司医ヨ総書品子制干i
dup-pi-im Sa iS-tu-ru 主i-im

には(その)粘土板 所の書いた彼女に

Saraqu与える

Sataru 11:く

明{事二や帯4厩=茸存Ilm'Jtゴ野羽φ干め<fJ1JB:ゴ持同φEゴ噂豪語

「彼女の死後人だけにとって彼女に喜ぶ 与える』とは

l弔問ゆや樹子祉剖長ヨ買熟静岡ゆ制!

れてないし、書か(彼女に) 関して 意向に 彼女の
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篇

　h距言a一証zisi

　ない（何も〉見っけさせ（無視する）場合は

maSU　発見させる

冊a－ar－ka

のち

a－bu一賦皿a－na　si－im－ti皿　it－ta－a1－ku

父が　　 に　　運命　　 従った

eqi正　　Sa　　u3　　kira　　　　言a　　　　ah－hU　　Sa

畑　彼女のと果樹園を彼女の兄弟は彼女の

i－1i一（lu2　ma　　ki一皿a　　e一皿u－uq　　zi－it－ti

取上げてから、応じて　値に　分け前の

Sa

彼女の

　　　　　　　　　　　　　　　　あ
言e－ba　i3－bau3sig2－bai－na－ad乙di－nusim

大麦給与油の給与や羊毛給与を　与えて、　彼女に

ma

1i－ib－ba　　Sa　　u2一‡a－ab－b“

心を彼女の　　満足させる（のがよい）

きum一舩ah－hu　Sa　ki一皿a　e－mu－uq

　もし　兄弟が彼女の応じて　値に

9。l

zi－it－ti　言a　言e－ba　i3－ba　u3言ig2－ba

　分け前の彼女の　大麦給与油の給与や羊毛給与も

　正a　　it－ta－a（1－nu　　si－i田　　皿a．

　なかったら与え

蝕
　／1Hb－ba　sa　la　u‡一重i－ib－bu

　　　心を彼女のないから満足させ

　eqi　l　　Sa　　u3　　kira　　Sa　　a－na　　ir－ri－si－im

（彼女は）畑や　果樹園を　　に　　耕作人

　　　　　　　　　　　　　　一869一

erζ…言U耕作する
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有用問手桝ゆ欄利
la uz-Sa-am-zi Si masu発見させる

ない(何も)見つけさせ(無視する)場合は

怪判菅間If除咽lllf時壬-除を~I障ゴゆ平司列目i
wa-ar-ka a-bu-u皿 a-naSi-im-tim it-ta-al-ku 

のち 父が に 運命 従った

問ゆ符菌同議百例制|ゆ汗ミ{ゆ{]

畑 彼女のと果樹園を彼女の兄弟は彼女の

~一議詮壬堕_'t!=牙!ゆと荘垂直走事?>ll肝努ø.J1吋ー〈ゆ<fl
i-li-qu2 ma ki-ma e-mu-uq zi-it-ti 主a

取上げてから、応じて 値に 分け前の 彼女の

|議問主〉問手留民間i範側関野朔日

大麦給与泊の給与や羊毛給与を 与えて、 佐女に

紗<fJtmtT閉め引瞳弓間関冷←|

心を彼女の 満足させる(のがよい)

怜~険恒例野日野丑主盟主ゴ
きU田-ma ah司 hu きa ki-ma e-mu-uq 

もし 兄弟 が 彼 女 の 応 じ て 値 に

旬開岡持伶引開雲間b照関車問

分け前の彼女の 大麦給与泊の給与や羊毛給与も

!噌陣了ゆ年民I~や断正当
la it-ta-ad-nu si-im ma 

なかったら与え

&線ゆ司副回問診<lIltiii問。副首ぬドi

心を彼女のないから満足させ

肝~的m;璽悶肝ゆb岬持駒ト{

(彼女は)畑や果樹園を に 耕作人
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5　　　　　　鱒．
　Sa　e－li　Sa　ta－b砥　i－na－ad－dHnia

　所のとって彼女に喜ばしい　与えて、

ir－ri－za　it－ta－na－aき一si　si

彼女の耕作人が引き取り　彼女を

iri－za＝重riSSa

naS面運ぷ、持ち上げる

eqla皿kira皿u3皿i－i皿一ma　Sa　a－bu　Sa

畑や　果樹園や　　物は　　所の　父が彼女の

　　　　　　　　　　　　　　　園》閏
id－di－nuきi－i皿a－diba－a1－ta－at　i3－ka1

与えた彼女に　間　生存する　　食用になる（のであって）

　　　　　　　15
a一獄a　kasp油u2－ul　i－na－aα一di－in

のために銀　　決して　売られることはないし

Sa－ni－a－am　u2－ul題2－up－pa－a1

他人に　　決して　　支払われない

ab－1u－za　　Sa　　ah一血i　言a　　皿a

彼女の相続分は兄弟の物彼女の（である）

apa1U支払う、戻す

ablu－za＝ab1面tiSa

　第178条（試訳）

　父親が持参金を与え、そのことを粘土板に記したエントゥム（ウグバブ

トゥム）やナディトゥムの女神官またはセクレートゥム女（娘）官がいた

として、その記した粘土板（の懊形文字文面）に「彼女の死んだ後、彼女

が気に入っていた者だけに与えるものである……」と記述してなく、また

（その文面に）彼女の意向に関する何等特定された記述が見い出せなかっ

た場合において、その父親が運命に従った（死亡した）後において、彼女

の兄弟が彼女の田畑と果樹園を（仮にそれを）取りあげてから、彼女の相

続分の値に応じて、大麦、油、羊毛などの供給分を支払い、彼女に満足感

　　　　　　　　　　　　　　一868一
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s!???対百円a守口野開砂日
所のとって彼女に 喜ばしい 与えて、

住〉堕flff腿IJFT干時←不平づ
iri-za iris Sa 

彼女の耕作人が引き取り彼女を naSu i'I~、持ち上げる

肝{tt::ごT義国10I相置金開←bヨ11柄 Y干たを三時>4l

畑や果樹園や 物は 所の父が彼女の

fþj~や卵子|肝。悶場守口民ヨ住〉昨=手|

与えた彼女に 間生存する 食用になる(のであって)

怖く争点る悶白煙紗陰湿国側降

のために銀 決して 売られることはないし

ゆ司fi::::>Tf_~I陣奨悦藤愛型空開i
Sa-nl-a-am uz-ul uz-up-pa-al apalu支払う、戻す

他人に 決して 支払われない

RFT閉hF伐断固 ablu-za abluti Sa 

彼女の相続分は兄第の物彼女の(である)

第178条(試訳)

父親が持参金を与え、そのことを粘土板に記したエントゥム(ウグパブ、

トゥム)やナディトゥムの女神官またはセクレートゥム女(娘)官がいた

として、その記した粘土板(の模形文字文面)に「彼女の死んだ後、彼女

が気に入っていた者だけに与えるものである……」と記述してなく、また

(その文面に)彼女の意向に関する何等特定された記述が見い出せなかっ

た場合において、その父親が運命に従った(死亡した)後において、彼女

の兄弟が彼女の田畑と果樹園を(仮にそれを)取りあげてから、彼女の相

続分の値に応じて、大麦、油、羊毛などの供給分を支払い、彼女に満足感
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父親が持参金を与え、そのことを粘土板に記したエントゥム(ウグパブ、

トゥム)やナディトゥムの女神官またはセクレートゥム女(娘)官がいた

として、その記した粘土板(の模形文字文面)に「彼女の死んだ後、彼女

が気に入っていた者だけに与えるものである……」と記述してなく、また

(その文面に)彼女の意向に関する何等特定された記述が見い出せなかっ

た場合において、その父親が運命に従った(死亡した)後において、彼女
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を与えることができる。

　仮に、彼女の兄弟が、その相続分の値に応じて、彼女に大麦、油、羊毛

などの供給分を彼女に与えず、彼女に満足感を与えなかったならば、彼女

はその田畑や果樹園を彼女の気に入った耕作人に与えて、その耕作人が彼

女を引き取り、彼女の父親が彼女に与えるたる田畑や果樹園などのもの

は、彼女がまだ生存している間はその活計となる食物用となるべきであっ

て、金銭のために決して売却されることはないし、他人に決して支払われ

たりせず、そして（将来は）彼女の相続分が彼女の兄弟のものとなること

とする。

　第178条の解釈

　長い文章であるが、冒頭に出てくるエントゥム（ウグバブトゥム）とナ

ディトゥム（語尾の一ウムはアッカド語の主格形）は、ともに古代におけ

る女神官の名称で、すでに第110条などで登場してきたように原則として

修道院などに住みかなり清浄な生活を送っていたと思われるから、アウィ

ルム階層の父親は、自分の気に入った娘をこの女神官につけ、相続などで

も特に優遇していたと考えられる。そして、そのような自分の気に入った

娘に、生前贈与などをおこなう場合、当時の言はば公正証書にあたる懊形

文字の粘土板にどのような形で贈与をおこなうかを記述しておく必要があ

ったわけであるが、その粘土板に前の試訳で試みたような娘の死後、その

特定の娘が気に入った人物にそれらのものを与えても良いという記述がな

かった場合、第一に彼女の兄弟による管理と相続供給分の娘への支払いが

示され、それで娘が気に入らない時は自分で耕作人を選択して管理させら

れるが、娘の死後はその財産は兄弟が相続できる、と規定したのがこの第

178条の条文である。

　この古代バビロニア時代に先立つシュメール時代から、女の神官は一定
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の古代社会で特殊な階層を構成していたようで、ウル第一王朝時代の遺跡

から神殿の装飾図や懊形文字によって女祭司（女神官）などが王の近親者

などから選ばれることになっていて、それ以降その体制の上流階級の娘が

神殿の階位における顕職に就くことによって、その一族の社会的地位もあ

がるようになった伝統は、そのままバビロニア社会にも受け継がれていっ

たものと考えられる（qq．v．P．R．S．Moorey“Ur　bf　the　Chaldees7”，

Herbert　Press　Ltd．，London，1982，邦訳『カルデア人のウル』森岡妙子氏

訳、みすず書房p．166～p．168参照）

　そしてこのウルの土地から『旧約聖書・創世記』のアブラハムの生地が

決定されてくるようなので、アッカド語によって書かれた女神官の官名と

地位も、かなり重要な意義を歴史的に有していることがわかるであろう。

この第178条に関する原田慶吉氏の翻訳は「もしエントゥム、ナディート

ゥム（両者110条参照）あるいはまたヂクルム（zikmm）〔ありて〕、彼の

女の父が嫁資を彼の女に贈与し、証書を彼の女に書きたるも、彼の女に書

きたる証書の中には、彼の女の遺産を、彼の女にとりて意に副いたるとこ

ろにて与うることは、彼の女に記さずして、彼の女の心中にあるあらゆる

ことを〔なすことを〕、彼の女に許さざりしときは、父が運命に赴きたる

後は、彼の女の原と彼の女の園は、彼の女の兄弟が取るも、彼の女の分前

額に相応する食料、聖油および衣服は、彼の女に与えて、彼の女の心を満

足せしむ。もし彼の女の兄弟が、彼の女の分前額に相応する食料、聖油お

よび衣服を彼の女に与えずして、彼の女の心を満足せしめざりしときは、

〔彼の女は〕彼の女の原および彼の女の園を、彼の女にとりて意に副いた

る耕作人に与えて、彼の女の耕作人が彼の女を引き取る。原、園および彼

の女の父が彼の女に与えたるものは、〔彼の女が〕生存する問は用益する

も、銀のために決して与うる（売却する）ことなく、〔これを〕他人に決

して弁済の資に宛つることなし。彼の女の相続分は正しく彼の女の兄弟の
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ゥム(両者110条参照)あるいはまたヂクルム (zikrum) Cありて〕、彼の

女の父が嫁資を彼の女に贈与し、証書を彼の女に書きたるも、彼の女に書

きたる証書の中には、彼の女の遺産を、彼の女にとりて意に副いたるとこ

ろにて与うることは、彼の女に記さずして、彼の女の心中にあるあらゆる

ことを〔なすことを〕、彼の女に許さざりしときは、父が運命に赴きたる
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額に相応する食料、聖油および衣服は、彼の女に与えて、彼の女の心を満

足せしむ。もし彼の女の兄弟が、彼の女の分前額に相応する食料、聖油お

よび衣服を彼の女に与えずして、彼の女の心を満足せしめざりしときは、

〔彼の女は〕彼の女の原および彼の女の園を、彼の女にとりて意に副いた

る耕作人に与えて、彼の女の耕作人が彼の女を引き取る。原、園および彼

の女の父が彼の女に与えたるものは、〔彼の女が〕生存する聞は用益する

も、銀のために決して与うる(売却する)ことなく、(これを〕他人に決

して弁済の資に宛つることなし。彼の女の相続分は正しく彼の女の兄弟の
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ものなり。」〔10c．cit．，p．328〕となっており、この第178条の模形文字原文

の最初の行末尾にあるzi－ik－ru－umについて、原田氏の時代はその〔註〕

として〔qq．v．〕以下のように（62行）zikrum「結婚も出産もできない尼

僧。発音的には「男」と同一。去勢せられた男女（おとこおんな）の

意？」〔ibid．〕と解釈されていたようであるが、その後アッカド語学者に

よって「セクレートゥム（女）官」という、前二者と同じようにな更にど

ちらかと言えばこれら二つの女神官よりも低いものと解釈されるようにな

り、さらにその後、アッカド語をそのまま使用した中田一郎氏の次のよう

な翻訳文となって「もしウグバブトゥム、ナディートゥム修道女あるいは

セクレートゥム女官で、彼女の父が彼女に持参財を贈り、彼女のために文

書を作成したが、彼女のために作成した文書のなかで、彼女の遺産を誰で

あれ彼女の意にかなう人に与えることができるとは書かず、彼女に完全な

（持参財の）処分権を与えていなかったなら、父親が死亡したあと、彼女

の耕地と果樹園は彼女の兄弟たちが取ることができるが、彼らは彼女の取

り分に相当する大麦、油および衣料を彼女に（定期的に）与え、彼女を満

足させなければならない。もし彼女の兄弟たちが彼女の取り分に相当する

大麦、油および衣料を彼女に与えず、彼女を満足させなかったなら、彼女

は彼女の耕地、および果樹園を彼女の意にかなう小作人に賃貸し、彼女の

小作人が彼女（の扶養義務）を負い続けなければならない。彼女は耕地、

果樹園、その他彼女の父親が彼女に与えた物すべてを、彼女の生きている

間保有することができるが、売却することはできないし、他の人を相続人

と定めることもできない。王20）彼女の相続分は彼女の兄弟たちの物である。」

〔10c．cit．，p．51〕という記述がなされ、その脚註として中田氏は以下

〔qq．v．〕のように、120）B．Landsberger，F。Delitzsch（以上W．

Eilers，Z万6G6s6彪6ss彪1θ，p．43，n．2による）、z4枷，p．57a，E．Szlechter，

Co〆6陽p．141およびA．Finet，L6604a　p．104，R．Borger，TU4T　I／1，p．
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り分に相当する大麦、油および衣料を彼女に(定期的に)与え、彼女を満

足させなければならない。もし彼女の兄弟たちが彼女の取り分に相当する

大麦、油および衣料を彼女に与えず、彼女を満足させなかったなら、彼女

は彼女の耕地、および果樹園を彼女の意にかなう小作人に賃貸し、彼女の

小作人が彼女(の扶養義務)を負い続けなければならない。彼女は耕地、

果樹園、その他彼女の父親が彼女に与えた物すべてを、彼女の生きている

間保有することができるが、売却することはできないし、他の人を相続人

と定めることもできない。120)彼女の相続分は彼女の兄弟たちの物である。」

(loc. cit.， p. 51]という記述がなされ、その脚註として中田氏は以下

(qq. v.Jのように、 120) B. Landsberger， F. Delitzsch (以上w.

Ei1ers， Die Gesetzesstele， p. 43， n. 2による)、 AHw，p.57a， E. Szlechter， 

Codex， p. 141および A.Finet， Le code， p. 104， R. Borger， TUAT 1/1， p. 
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65等にしたがって、吻卿伽郷を4㈱（嫡出子）からできた動詞で、

「～を相続人とする」を意味すると考えておく。ただし、吻％1襯を

apalumのD－stemで、「（債務の）支払をする」を意味すると考え、「（持

参財で）他人の（債務の）支払をすることはできない」などの意味に理解

する訳者も多い（W．Eilers，」0客606ε6伽s吻1己P．431G．R．DriverC．J、

Miles，BL　II，pp．71＆2421R．Haase，R66hおs翻卿1観g6鋸．p．461M．T，

Roth，加ωColl6漉o職p。117等）。」〔ibid。，〕と解説し、さらにこれらの

女神官たちについて、その注解〔qq．両を以の如く巻末に記している。

　「ウグバブトゥム、セクレートゥム、カディシュトゥム、およびクルマ

シートゥム

　ナディートゥムと似た女性たちのグループで、ハンムラビ『法典』で言

及されているものにウグバブトゥム、セクレートゥム、カディシュトゥ

ム、およびクルマシートゥムと呼ばれる女性たちがいる。ウグバブトゥ

ム、ナディートゥムおよびセクレートゥムと呼ばれる女性たちが一緒に言

及される場合（§§178－179）は、この順序になっており、この順序がこれ

らの女性たちの相対的地位または社会的身分を表していたものと思われる

が、もしわれわれの§110の読み方が正しければ、ウグバブトゥムとナディ

ートゥムの地位はさほど変らなかったのかもしれない。

　§110および§127から判断するかぎりウグバブトゥムやナディートゥム

は、シッパルにおけるように修道院に住んでいなくとも、品位を保って生

活することが期待されており、それだけにまたこのような女性に対して根

拠無く後ろ指を差すことは許されないことであった。また、§181ではカデ

ィシュトゥムおよびクルマシートゥムが「神前に捧げられた」女性として

言及されているほか、§§178－182に彼女たちの持参財に言及されているこ

とから、これらの女性たちも、ナディートゥムと同様、特定の神に捧げら

れた女性たちであったと考えられる。119）

　　　　　　　　　　　　　　一864一
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参財で)他人の(債務の)支払をすることはできない」などの意味に理解

する訳者も多い (w.Ei1ers， Die Gesetzesstele， p. 43; G.R. Driver-C. ]. 

Miles， BL II， pp. 71 & 242; R. Haase， Rechtssammlungen， p. 46 ; M.T. 

Roth， Law Collections， p. 117等)0 J (ibid.，]と解説し、さらにこれらの
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ム、およびクルマシートゥムと呼ばれる女性たちがいる。ウグパブトゥ

ム、ナディートゥムおよびセクレートゥムと呼ばれる女性たちが一緒に言

及される場合 (99178-179)は、この順序になっており、この順序がこれ

らの女性たちの相対的地位または社会的身分を表していたものと思われる

が、もしわれわれの9110の読み方が正しければ、ウグパブトゥムとナディ

ートゥムの地位はさほど変らなかったのかもしれない。

9110および9127から判断するーかぎりウグパブトゥムやナディートゥム

は、シッパルにおけるように修道院に住んでいなくとも、品位を保って生

活することが期待されており、それだけにまたこのような女性に対して根

拠無く後ろ指を差すことは許されないことであった。また、 9181ではカデ

ィシュトゥムおよびクルマシートゥムが「神前に捧げられた」女性として

言及されているほか、 99178-182に彼女たちの持参財に言及されているこ

とから、これらの女性たちも、ナディートゥムと同様、特定の神に捧げら

れた女性たちであったと考えられる。 119)
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　ハンムラビ「法典」に言及されているセクレートゥムも§§179－180から

判断してウグバブトゥムやナディートゥムと同じような立場の女性ではな

かったかと思われるが、確かなことは不明である。120）」〔10c．cit．，p．133〕

とし、更にその脚註〔qq．幻で、119）R．Harris，。4％6」6％！S吻礁砂．

313－332　120）R．Harris，∠4％6」6曜S吻鶴PP．314f．なお、解説として

は古いが、G．R．DriverJ．C．Miles，BL　I，pp．358－383をも参照。」〔ibid．，〕

という英文資料をあげておられる。

　この第178条の懊形文字の文頭に出てくるnin－anエントゥ（中田氏の呼

び方ではアッカド語でウグバブトゥム）は、すでに第110条の冒頭にも出

てくるが、その正確な社会的地位は今日に至るまで不明なままである。

　なおこの長い懊形文字原文の第178条は、その第15行目末きi－im　maでハ

ンムラピ法典石柱原文を刻した裏面の上から第14欄が左端（裏面から見て

左側面のほうに入っている）で終了し、次の1i－ib－ba§a（彼女の心を

一）から始まる第16行目以下のアッカド語文章は、そのすぐ下の第15欄

（第15段目、第15コラム、石柱裏面の襖形文字を刻した上端のところから

約1mの下部）の右端から左へ読み進めて、この第178条はその第15欄の

右から約19行目まで続いて終了することになる。従って次の第179条が、

上から数えて第15欄の（右端から数えて）第20行目から始まることにな

る。

第179条（原文・逐語訳）

伽一manin－an1伽r　u2－1u　sinn蜘ti　zHk－ru－u皿

もしエントゥ　ナディトゥ又は女　　誓願の　（がいて）
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ハンムラビ「法典Jに言及されているセクレートゥムも H179-180から

判断してウグパプトゥムやナディートゥムと同じような立場の女性ではな

かったかと思われるが、確かなことは不明である。 120)J OOC. cit.， p. 133) 

とし、更にその脚註 [qq.v.)で、 119) R. Harris， Ancient Sippaηpp. 

313-332. 120) R. Harris， Ancient Sipραηpp.314f.なお、解説として

は古いが、 G.R.Driver-]. C. Miles， BL 1， pp. 358-383をも参照。J(ibid.，) 
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この第178条の模形文字の文頭に出てくる nin-anエントゥ(中田氏の呼

び方ではアッカド語でウグパブトゥム)は、すでに第110条の冒頭にも出

てくるが、その正確な社会的地位は今日に至るまで不明なままである O

なおこの長い模形文字原文の第178条は、その第15行目末副主nmaでハ

ンムラピ法典石柱原文を刻した裏面の上から第14欄が左端(裏面から見て

左側面のほうに入っている)で終了し、次の li-ib-basa (彼女の心を

・…)から始まる第16行目以下のアッカド語文章は、そのすぐ下の第15欄

(第15段目、第15コラム、石柱裏面の模形文字を刻した上端のところから

約 1mの下部)の右端から左へ読み進めて、この第178条はその第15欄の

右から約19行目まで続いて終了することになる。従って次の第179条が、

上から数えて第15欄の(右端から数えて)第20行目から始まることにな

る。

第179条(原文・逐語訳)

æ~ゆ回目時日開百ドご再議瓦孟&咽1

もしエントウ ナデイトゥ又は女 誓願の (がいて)
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Sa　a－bu　Sa5e－rHq－ta皿i忌一ru一砥u25i－im

所の　父が彼女の持参金を　　与え　　　彼女に

ku一駿u－ka臓　　　i言一tu－ru　　5i－i皿

記録を　　　書いた彼女に

i－na　⑳一pH皿忌a　is－t娘一ru忌H皿

には（その）粘土板所の書いた彼女に

　　　　　　　　　の　
鴨一ar｝ka－3a　e一田a　e－li　Sa‡a－bu　na－da－na皿

「彼女の死後人だけにとって彼女に喜ぶ　与える」と

i鳶一t砥r豊H皿皿aaa一正a　u－ib－bi　Sa　us－ta皿一ziミi

書かれ、　（彼女に）　関して　意向に彼女の　許した場合

鉤

　貿a噛ar嘱kaa－b旺一旺皿a－na豊i－i阻一ti凪it－ta－al－ku

　のちは　父が　　 に　　運命　　従った

胃a－ar－ka甲za　e一皿a　e－1i　Sa㌻a－bu　i－na－aα一di－in

　彼女の死後人だけにとって彼女に喜ぶ　与えるのであって

兄弟は彼女の決して　請求できない彼女に

　第179条（試訳〉

　（直前の第178条と同じような状’況で、粘土板の文面にはっきりした記

述がある場合に）父親が持参金を与え、そのことを粘土板に記したエント

ゥム（ウグバブトゥム）やナディトゥムの女神官またはそうした女神官に

させるべく誓願手続きをしているセクレートゥム女（神）官がいたとし

て、その記した粘土板（の懊形文字文面）に「彼女の死んだ後、彼女が気

　　　　　　　　　　　　　　一862一

古代法の翻訳と解釈 III 67 

断肢を?附圏直肝<1';1[主耳障主位肝掛司
Sa a-bu Sa Se-ri-iq-tam 色-rU-qU2 si-illl 

所の父が彼女 の 持 参 金 を 与え 彼女に

笥阻む竪11接調奇怪薪司
ku-nu-kall 主-tu-ru 主i-im 

記録を 書 いた盤女に

駒場担捗〉原作u商圏網野新オ
i時 na dup-pi-im Sa 主ーtu-ru 色i-im 

には(その}粘土板所の書いた彼女に

怪物時ゴ札!野日野総抑制孟ゴ>>--ll国主主側

『 彼女の死後人だけにとって彼女に喜ぶ 与える J と

陸勝手掛戸同日明給制除制時訂貯肝奇襲宇一|

書かれ、 (彼女に) 関して 意向に彼女の 許した場合

お降網開降咽llIf時そ陛~II可制堅壬亙l
冒a引 ar-ka a-bu-um a-na 呈i-im-tim it-ta-al-ku 

のちは 文が に 運命 従った

彼女の死後人だげにとって彼女に喜ぶ 与えるのであって

l事W ゆ平I1昨 φ 民主間滞告が丘まゴ

兄弟は彼女の決して 請求できない彼女に

第179条(試訳)

(直前の第178条と同じような状況で、粘土板の文面にはっきりした記

述がある場合に)父親が持参金を与え、そのことを粘土板に記したエント

ゥム(ウグパブトゥム)やナディトゥムの女神宮またはそうした女神宮に

させるべく誓願手続きをしているセクレートゥム女(神)官がいたとし

て、その記した粘土板(の模形文字文面)に「彼女の死んだ後、彼女が気
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『 彼女の死後人だけにとって彼女に喜ぶ 与える J と
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l事W ゆ平I1昨 φ 民主間滞告が丘まゴ

兄弟は彼女の決して 請求できない彼女に

第179条(試訳)

(直前の第178条と同じような状況で、粘土板の文面にはっきりした記

述がある場合に)父親が持参金を与え、そのことを粘土板に記したエント

ゥム(ウグパブトゥム)やナディトゥムの女神宮またはそうした女神宮に

させるべく誓願手続きをしているセクレートゥム女(神)官がいたとし

て、その記した粘土板(の模形文字文面)に「彼女の死んだ後、彼女が気
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に入っていた者だけに与えるものである……」と記述され、彼女の意向に

関して（それを父親が）許していた場合、父親が運命に従った（死亡し

た）後に、（更にまた）彼女が死んでしまった後に（直前の第178条に記載

されていた田畑や果樹園などはその彼女の意向どうりに）生前彼女が気に

入っていた者に与えられるのであって、彼女の兄弟は（それらの不動産類

を）決して彼女（とその継続者）に請求できないものとする。

　第179条の解釈

　邦訳の冒頭に括弧で記入したように、ここに規定された内容は前の第

178条と同じような状況下で起った事例である（また文章も直前の第178条

から続いていると思われる）から、この第179条には前条と同じように田

畑や果樹園などの不動産の記入がなされていないものの、ここで規定した

ことは前の第178条に記された生前贈与の田畑や果樹園などと同じような

不動産であることは明白である。

　父親が生前に、エントゥム（ウグバブトゥム）やナディートゥムとなっ

た（その地位を得た）娘などに生前贈与をおこない、「その贈与したるも

のは娘の気に入った者に贈与してもよい」という文面が、今日の公正証書

にあたるような懊形文字粘土板に書かれてあったならば、彼女の死後それ

らの不動産類はその娘の生前意思のままに贈与され、彼女の兄弟は彼女に

それを引き渡すよう請求できない、ということを規定したのがこの第179

条である、と思われる。

　その原田慶吉氏の翻訳は「もしエントゥム、ナディトゥムあるいはまた

ヂクルム（178条参照）ありて〕、彼の女の父が嫁資を彼の女に贈与し、捺

印証書を彼の女に書き、彼の女に書きたる証書の中に、彼の女の遺産を彼

の女にとりて意に副いたる所にて与うることを、彼の女に記して、彼の女

の心中にあることを〔なすことを〕彼の女に許したるときは、父が運命に

　　　　　　　　　　　　　一861一
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赴きたる後は、〔彼の女は〕彼の女の遺産を、彼の女にとりて意に副いた

る所にて与え、彼の女の兄弟は決して彼の女に取戻を請求することなし。」

〔10c．cit．，p．328－p．329〕となっており、これらの女神官の名称を一部変

更した中田一郎氏の訳文も同様に「もしウグバブトゥム、ナディートゥム

修道女あるいはセクレートゥム女官で、彼女の父親が彼女に持参財を贈

り、彼女のために捺印証書を作成し、彼女のために作成した文書のなか

で、彼女の遺産を誰であれ彼女の意にかなう人に与えることができると書

き、彼女に完全な（持参財の）処分権を与えたなら、父親が死亡したあ

と、彼女は彼女の遺産を彼女の意にかなう者に与えることができる。彼女

の兄弟たちは、彼女に（遺産の）返還を要求することはできない。122）」

〔loc．cit．，p．51－p．52〕となっており、なお中田氏はその下の脚註〔qq．

v．〕において、「122）　これは§178から判断して彼女が生きている問のこ

とで、彼女の死後、彼女の持参財は彼女の兄弟たちの所有に戻るものと思

われる。G．R．Driver－J。C．Miles，BL　I，p。376．〔ibid．，〕と解釈しているよ

うであるが、いくらその名称を変えてみたところで、そのような女神官た

ちの性格と地位またその社会ではたしてきた役割りが正確に解釈できない

以上、従来定着してきた訳語を変えてみたところであまり意義はないよう

に思われる。なお原田氏の文章で、「ありて」の前に鉤括弧が脱落してい

ると思われる（あるいは「ありて」の後の括弧が誤植か）。

　いずれにせよ、これらを深く理解するにはローマ法の「稼資」と「贈

与」そしてそれがキリスト教を受容した後のヨーロッパで、如何なる発展

を遂げたかを比較考察するほうが、これらの条文をより良く考察し解釈で

きるのではないかと思う次第である。

一860一

古代法の翻訳と解釈 III 69 

赴きたる後は、〔彼の女は〕彼の女の遺産を、彼の女にとりて意に副いた

る所にて与え、彼の女の兄弟は決して彼の女に取戻を請求することなし。J

(loc. cit.， p. 328-p. 329) となっており、これらの女神官の名称を一部変

更した中田一郎氏の訳文も同様に「もしウグパプトゥム、ナディートゥム

修道女あるいはセクレートゥム女官で、彼女の父親が彼女に持参財を贈

り、彼女のために捺印証書を作成し、彼女のために作成した文書のなか

で、彼女の遺産を誰であれ彼女の意にかなう人に与えることができると書

き、彼女に完全な(持参財の)処分権を与えたなら、父親が死亡したあ

と、彼女は彼女の遺産を彼女の意にかなう者に与えることができるo 彼女

の兄弟たちは、彼女に(遺産の)返還を要求することはできない。 122)J 

(loc. cit.， p. 51-p. 52) となっており、なお中田氏はその下の脚註 (qq.

v.)において、 D22) これはむ78から判断して彼女が生きている間のこ

とで、彼女の死後、彼女の持参財は彼女の兄弟たちの所有に戻るものと思

われる。 G.R.Driver-J. C. Miles， BL 1， p.376. (ibid.，)と解釈しているよ

うであるが、いくらその名称を変えてみたところで、そのような女神宮た

ちの性格と地位またその社会ではたしてきた役割りが正確に解釈できない

以上、従来定着してきた訳語を変えてみたところであまり意義はないよう

に思われる。なお原田氏の文章で、「ありて」の前に鈎括弧が脱落してい

ると思われる(あるいは「ありて」の後の括弧が誤植か)。

いずれにせよ、これらを深く理解するにはローマ法の「稼資」と「贈

与」そしてそれがキリスト教を受容した後のヨーロッパで、如何なる発展

を遂げたかを比較考察するほうが、これらの条文をより良く考察し解釈で

きるのではないかと思う次第である。

-860-

古代法の翻訳と解釈 III 69 

赴きたる後は、〔彼の女は〕彼の女の遺産を、彼の女にとりて意に副いた

る所にて与え、彼の女の兄弟は決して彼の女に取戻を請求することなし。J

(loc. cit.， p. 328-p. 329) となっており、これらの女神官の名称を一部変

更した中田一郎氏の訳文も同様に「もしウグパプトゥム、ナディートゥム

修道女あるいはセクレートゥム女官で、彼女の父親が彼女に持参財を贈

り、彼女のために捺印証書を作成し、彼女のために作成した文書のなか

で、彼女の遺産を誰であれ彼女の意にかなう人に与えることができると書

き、彼女に完全な(持参財の)処分権を与えたなら、父親が死亡したあ

と、彼女は彼女の遺産を彼女の意にかなう者に与えることができるo 彼女

の兄弟たちは、彼女に(遺産の)返還を要求することはできない。 122)J 

(loc. cit.， p. 51-p. 52) となっており、なお中田氏はその下の脚註 (qq.

v.)において、 D22) これはむ78から判断して彼女が生きている間のこ

とで、彼女の死後、彼女の持参財は彼女の兄弟たちの所有に戻るものと思

われる。 G.R.Driver-J. C. Miles， BL 1， p.376. (ibid.，)と解釈しているよ

うであるが、いくらその名称を変えてみたところで、そのような女神宮た

ちの性格と地位またその社会ではたしてきた役割りが正確に解釈できない

以上、従来定着してきた訳語を変えてみたところであまり意義はないよう

に思われる。なお原田氏の文章で、「ありて」の前に鈎括弧が脱落してい

ると思われる(あるいは「ありて」の後の括弧が誤植か)。

いずれにせよ、これらを深く理解するにはローマ法の「稼資」と「贈

与」そしてそれがキリスト教を受容した後のヨーロッパで、如何なる発展

を遂げたかを比較考察するほうが、これらの条文をより良く考察し解釈で

きるのではないかと思う次第である。

-860-



70法学論集　49〔山梨学院大学〕

第180条（原文・逐語訳）

Su皿咽a　a－bu－u皿a－Ra蘭rti　Su

もし　父が　　　に　　娘　彼の

　誓約中のナディトゥや　　　女　　　誓願の　（である）

一塵魎r　e2－gi4－a〉ka11atu
Se－ri－i¢一ta皿　1a　i＄｛ru］一uq言三一五m

　鯵金を．、．なかった場合与え彼女に

　　　．　　．訟一陣蘭圃
wa“ar嗜ka　a－bu一砥皿a－na言i－im－tim　it－ta－a1－ku

のち　　　父が　　　に　　運命　　　従った

i一1とa　Ωig2－gab互t　a－ba

より　財産　家の　父の

繭曜観日瀬園＄i－it－ta田　　ki一皿a　　ab－1i皿　　i豊一te－ea

分け前を　応じた　相続人に　一人の

。　　　　　　　婚
　卜za－az皿a　a－di　ba－al－ta－at

　分割して、　間は　　生存する

i－ik－ka－al　　貿a－ar－ka－za　　…3a　　ah－hi　　Sa　　ma

食用に供し　彼女の死後は　　兄弟の彼女の（ものである）

　第180条（試訳）

　父親が、自分の娘に尼僧院中のナディトゥム女神官やセクレートゥム女

（神）官としての持参金を与えなかった場合、その父親が運命に従った

（死亡した）後に、（その娘達は）父の家の財産から一人の（法定）相続

人分に応じた配当分（の財産）を分割してもらい、（その相続分を）活計

（個人的な生活の用益）に供し、（そして後に〉彼女が死亡したる場合は
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第180条(原文・逐語訳)

ゆ炉日ftト咽怜く夢除今一占

もし 父が に 娘彼の

伍併ー惇司郎遷回同釘宮令ー評議伝ええ主回i

誓約中のナデイトゥや 女 誓願の (である)

i議肝主[~よ悶圏宣言腔壬朝刊 日4--a > kalla tu 

持参金を なかった場合与え 彼女に

時雨勝記師団仰や蜘似阿開制国

のち 父が に 運命 従った

I~侃砂情T干悶
i-na nig2-ga bit a-ba 

より財産家の父の

関阿尽李 副l関手閣制ト嵐
~i-it-tam ki-ma ab-lim 主-te-en

分け前を 応じた 相続人に 一人の

~I陰こ干子顕þ-正当i情。悶験運ヨ闘
i-za-az ma a-di ba-al-ta-at 

分割して、 聞は 生存する

院辞お軒旬開|キ朝間嗣干干|妙手ゅは〉断~

食用に供し 彼女の死後は 兄弟の彼女の(ものである)

第180条(試訳)

父親が、自分の娘に尼僧院中のナディトゥム女神宮やセクレートゥム女

(神)宮としての持参金を与えなかった場合、その父親が運命に従った

(死亡した)後に、(その娘達は)父の家の財産から一人の(法定)相続

人分に応じた配当分(の財産)を分割してもらい、(その相続分を)活計

(個人的な生活の用益)に供し、(そして後に)彼女が死亡したる場合は

-859-

70 法学論集 49 (山梨学院大学〕

第180条(原文・逐語訳)

ゆ炉日ftト咽怜く夢除今一占

もし 父が に 娘彼の

伍併ー惇司郎遷回同釘宮令ー評議伝ええ主回i

誓約中のナデイトゥや 女 誓願の (である)

i議肝主[~よ悶圏宣言腔壬朝刊 日4--a > kalla tu 

持参金を なかった場合与え 彼女に

時雨勝記師団仰や蜘似阿開制国

のち 父が に 運命 従った

I~侃砂情T干悶
i-na nig2-ga bit a-ba 

より財産家の父の

関阿尽李 副l関手閣制ト嵐
~i-it-tam ki-ma ab-lim 主-te-en

分け前を 応じた 相続人に 一人の

~I陰こ干子顕þ-正当i情。悶験運ヨ闘
i-za-az ma a-di ba-al-ta-at 

分割して、 聞は 生存する

院辞お軒旬開|キ朝間嗣干干|妙手ゅは〉断~

食用に供し 彼女の死後は 兄弟の彼女の(ものである)

第180条(試訳)

父親が、自分の娘に尼僧院中のナディトゥム女神宮やセクレートゥム女

(神)宮としての持参金を与えなかった場合、その父親が運命に従った

(死亡した)後に、(その娘達は)父の家の財産から一人の(法定)相続

人分に応じた配当分(の財産)を分割してもらい、(その相続分を)活計

(個人的な生活の用益)に供し、(そして後に)彼女が死亡したる場合は

-859-



古代法の翻訳と解釈　皿　71

彼女の兄弟のもの（所有）となる。

　第180条の解釈

　この第180条は、先に解釈した第178条の内容とその規定する対象がほぼ

近く、第178条では持参金を与えたが模形文字の粘土板文書に「彼女の気

に入った者に遺贈して良い」とは書いていなかったもので、こちらの第

180条のほうは、まだ持参金を与えていなかったひとつの例なのである。

ただこちらの第180条のほうは冒頭の襖形文字文章2行目にあるKallatim

やzi－ik・ru－umをどのように解釈するかであるが、これは多分娘の父親

が、第178条に記載された女（神）官になるよう働きかけている途中のこ

とであろう、と思われる。

　いずれにせよ、そうした娘たちは父親の死後（法定）相続できる一人分

の配当にあたる分量を活計（生活していく食料などの諸経費）として死ぬ

まで受けとることができるが、第178条のほうが法律の条文上きちんとし

た地位に立つことができるのだろう、と解釈することができるのではない

か。

　この第180条に関する原田慶吉氏の訳文は「もし父が彼の娘なる尼僧院

のナディートゥム、あるいはまたヂクルム（178条参照）に、嫁賓を【彼

の女に】贈与せざりしときは、父が運命に赴きたる後は、〔彼の女は〕父

の家の財産の中より、一人の相続人に相応する分前を分割〔取得〕して、

生存する間は用益す。彼の女の遺産は正しく彼の女の兄弟のものなり。」

〔10c．cit．，p．329〕となっており、そのかなり後で翻訳した中田一郎氏の

翻訳についても「もし父親が自分の娘で尼僧院のナディートゥム修道女あ

るいはセクレートゥム女官である者に持参財を贈らなかったなら、父親が

死亡したあと、彼女は父の家の財産から1人の嫡出子のように（彼女の）

取り分を受け取ることができ、生きている間（それを）保有することがで

　　　　　　　　　　　　　一858一
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きる。彼女の遺産は彼女の兄弟たちの物である。」〔10c．cit．，p．52）のよう

な文章となっている。この撰形文字原文第6行目にあるab－1imを中田氏

は第165条から一貫して「嫡出子」としているが、これは原田氏が40年前

に訳した「相続人」のほうが、特にこの第180条においては、a1－1imの意

味としてはあっているように見受けられる。原田慶吉氏は、この第180条

にあたる襖形文字原文の第3行目冒頭にある蓉e－ri－iq－tamを「嫁賓」と翻

訳しているが、次の第181条では第2行目末の同じ単語を「嫁資」として

いるので、多分印刷上の校正ミスであろうと思われる。

第181条（原文・逐語訳）

　　GO
　Sum－ma　　a－bu－u皿　　正ukur　nu－gig　　　u3　1u　nu－par

　もし　　父がナディトウをカディシュトゥやクルマシトゥの

qadi鳶tu＜nu－gig
　a－na　　ili皿　　iS一言i　皿a　　se－ri－iq－tam　　　　　　　　　　　　ku1孤aSitu　〈　nu－bar

　に　　神　　捧げたが、持参金を

面　　．、　　　．　　　　　　　　　na駆鮒る・運ぶ
　1a　　iS－ru－uq－Si－i皿　wa－ar－ka　a－bu－um　　　　注意　i－Si一皿u　く　Samu　決する

　なかった時与え　　　のちは　　父が　　　　　　is－5＆一皿u〈samu買う

　a－naきトim－t三皿　it－ta－al－k旺　i－nanig2－gabita－ba

　に　　運命　　　　従った　　　から　財産　家の　父の

⑳

　igi　3　gai　ab1奪ti　　　　sa　　i－za－az　m＆　　a－d三　　ba－a1－ta－at

　　1／3を　相続分の彼女の分割して　間の　生存の

　　　　　　　　　　　　　　　　　覧
Hk－ka－al　冊一ar－ka－za言a　a駄虫i　Sa　ma

食用にあてるが彼女の（死）後は　兄弟の（ものである）

　　　　　　　　　　　　　一857一
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sum-ma a-bu-um lukur nu-gig U3 lu nu-par 

もし 父がナディトゥをカディシュトゥやクルマシトウの

a-na ilim き-sima Seゐ ri-iq-tam

に 神 捧げたが、持参金を

qadiきtu < nu-gig 

kulma色ituく nu-bar

民間間企惨キ新i降相聞監岨 叫包縛仇運ぶ

.叩ru-uq-Si-im wa-ar-ka a-bu-um 注意 i-si-muく Samu決する

なかった時与え のちは 父が is-sa-mu< Sam¥1買う

怖く持腕時b幡町制予干間|防偲ゆ!開干悶

に 運命 従った から財産家の父の

明開TJm旬開制I~if 擁?-~ゴi肝0間羽目闘i
igi 3 gal abluti きa I-za-az ma a-di ba-al-ta-at 

1/3を 相続分の彼女の分割して 聞の生存 の

I~民主博ゴ弔布陣--<f用ミ『陣ゴ干干|完勝干潟!>Òゆ平Eゴi
i-ik-ka-al 曹a-ar-ka-za 主a ah-hi sa ma 

食用にあてるが彼女の(死)後は 兄第の(ものである)
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　第181条（試訳〉

　父親が、そのナディトゥム女神官（となった娘）あるいはカディシュト

ゥム女（神）官やクリマシトゥム女（神）官を神の前に捧げた（神官とし

ての地位と立場に就かせた）が、持参金を与えなかったような場合に、父

が運命に従った（死亡した）後は、父親の家の財産から彼女の相続分の3

分の1を（分割してもらい）彼女が生きている間それを活計としてあてる

ことができるが、彼女の死んだ後は彼女の兄弟たちのもの（所有）とな

る。

　第181条の解釈

　第178条や第180条と共通する内容であるが、この181条の冒頭にあるカ

ディシュトムやクリマシトゥムという女（神）官あるいは神々の性格がは

っきりとは具体的にわからないので、正確な解釈ができないのが残念であ

る。これらの神々につかえる女神官として上位に立つと考えられるナディ

トゥムとするため自分の娘を女神官にしたような父親がいた場合に、その

父親の死後、この第181条の懊形文字をそのまま解釈する限り、「娘の相続

分の3分の1」が彼女の活計（食用）としてあてられる相続分として確保

できるというのである。この額面が直前の第180条にある「一人の相続分」

と比較してその当時として多いかどうかは正確には分からない。

　カディシュトゥムやクリマシトゥムという神に奉仕する人格がどの程度

当時のバビロニア社会においてその地位と重要さを増していたか、がその

正確な理解にっながると思われるが、当時の神の概念を完全に理解できる

ほど、まだ資料が見つかってはいないのである。この第181条に関する原

田慶吉氏の翻訳は「もし父が61ナディートゥム（110条参照）、クワディシ

ュトゥム（qadi§tum）、62あるいはまたゼルマシートゥム（zema蓉itum）を

神に奉納したるに、嫁資を彼の女に贈与せざりしときは、父が運命に赴き

　　　　　　　　　　　　　一856一
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第181条(試訳)
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っきりとは具体的にわからないので、正確な解釈ができないのが残念であ

るo これらの神々につかえる女神官として上位に立っと考えられるナディ

トゥムとするため自分の娘を女神官にしたような父親がいた場合に、その

父親の死後、この第181条の模形文字をそのまま解釈する限り、「娘の相続

分の 3分の 1Jが彼女の活計(食用)としてあてられる相続分として確保

できるというのである O この額面が直前の第180条にある「一人の相続分j

と比較してその当時として多いかどうかは正確には分からない。

カディシュトゥムやクリマシトゥムという神に奉仕する人格がどの程度

当時のパピロニア社会においてその地位と重要さを増していたか、がその

正確な理解につながると思われるが、当時の神の概念を完全に理解できる

ほど、まだ資料が見つかつてはいないのである D この第181条に関する原

田慶吉氏の翻訳は「もし父が61ナディートゥム(110条参照)、クヮディシ

ュトゥム (qadistum)、62あるいはまたゼルマシートゥム (zemasitum) を

神に奉納したるに、嫁資を彼の女に贈与せざりしときは、父が運命に赴き
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たる後は、〔彼の女は〕父の家の財産の中より、彼の女の相続分の三分の

一を分割〔取得〕して、生存する間は用益す。彼の女の遺産は正しく彼の

女の兄弟のものなり。」〔10c．cit．，p．329〕となっており、その直後に原田

氏は〔註〕として〔qq．v．〕（61～62行）qadi§tum神脾ならん。zerm語

itum『胤を忘れた者』、子を産み得ざる一種の尼僧。」という解説を加え

ておられる。それに対して中田一郎氏の訳は「もし父親がナディートゥム

修道女、カディシュトゥム女神官あるいはクルマシートゥム女神官（とし

て娘）を神前に捧げたが、彼女に持参財を贈らなかったなら、父親が死亡

したあと、彼女は父の家の財産から3分の1を彼女の相続分として受け取

り、123）生きている問（それを）保有することができる。彼女の遺産は彼女

の兄弟たちの物である。」〔loc。cit，，p．52〕となっており、その下の脚註
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ように著述して、ルース氏の解釈を紹介していると同時に自分がこの解釈

に従って翻訳したことを明らかにしている。ただしこの解釈、特にナディ

トゥムだけを「修道女」として他を女神官と訳することが、はたして正確

なものかどうかは、確実に立証することは難かしいだろう。
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第182条（原文・逐語訳）
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　彼女の（死）後は人ににとって彼女好ましい　与える

第182条（試訳）

父親が、（都市国家）バビロンにおけるマルドゥク神のナディトゥム女

（神）官となった自分の娘にまだ（特定の）持参金を与えず、彼女に（署

　　　　　　　　　　　　　　一854一
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名証書として作られた粘土板の）証書を与えなかったような場合、父親が

その運命に従った（死亡した）後に、父親の家の財産より彼女の相続分の

3分の1を彼女の兄弟とともに分割するが、それを（営業もしくは投資等

の）業務に行使してはならず（おそらくi1－kam　u2－ul　i－i1－1a－akは、そ

の意味するところが第180条と第181条にあるi－ik－ka－alに近いと思われ

る）、マルドゥク神のナディトゥム（女神官）である彼女の死後は、彼女

が好ましいと（思っていた）人物に与えることができる。

　第182条の解釈

　直前の第181条と同じような内容の条文であるが、この第182条のほうは

父親が相続させる娘が同じナディトゥムという女の神官であっても、その

神官として仕える神がバビロニアという名のもとになった都市バビロンの

守護神（前文と象徴図像の解釈を参照のこと）マルドゥク神であることに

よって、その娘が父親の死後受けとることのできる相続の資産が、娘の死

後自分の気に入った者に遺贈できるという特権が与えられることになると

思われる。第181条では、ナディトゥムとして仕える神が、カディシュト

ゥムやクリマシトゥム（クルマシートゥム）という女（神）官でもあった

ため、娘の死後その相続した財産は娘の兄弟たちへと戻ったのであるが、

この第182条では娘が女（神）官として仕えるのがバビロニアの守護神で

あるマルドゥク神であるために、その相続の行方にも影響を与えることに

なると考えられる。

　このように仕える神によって、相続の行方に変更ができるという宗教的

な発想は、ローマ法以降の西欧では全く採用されなくなり今日に至ってい

るが、バビロニア社会においては当然のこととして宗教的に認識されてい

たものと思われる。（op．cit．船田享二著『ローマ法』第四巻p．249～p．

436．岩波書店などのローマ法文献を参照のこと）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古代法の翻訳と解釈　III77

　勿論、ローマ法においても「相続法」に関しては東ローマのユスティニ

アヌス帝法corpus　Iuris　civilisに至っても、未だ統一的なものとして完

成してはいなかったようである〔loc．cit．，p。262〕が、このような古代バ

ビロニア法の発想は、多神教の世界だった時の共和制ローマにおいても、

もう殆ど残っていなかったようである。この第182条に関する原田慶吉氏

の翻訳は「もし父がバビロンのマルドックのナディートゥム（110条参照）

なる彼の娘に、嫁資を【彼の女に】贈与せず、捺印証書を彼の女に書かざ

りしときは、父が運命に赴きたる後は、父の家の財産の中より、彼の女の

相続分の三分の一を、彼の女の兄弟と共に分割〔取得〕するも、〔彼の女

は〕封を決して封する（行使する）ことなし。マルドックのナディートゥ

ムは、彼の女の遺産を、彼の女にとりて意に副いたる所にて与う。」〔10c．

cit．，p．329〕であり、それに対して中田一郎氏は、相変らず片仮名で「イ

ルクム義務」と原田氏が「封を決して封する」という表現で第7行目から

8行目にかけてi1－kam　u2－ul　i・i1－la－akと出てくるアッカド語の文章を訳

したところを、その概念をもって片仮名書きにして片づけている。この概

念についてはハンムラピ法典の最初のほうに解釈した第27条や第28条の解

釈を参考にしていただくとして、中田一郎氏のこの第182条の訳文として

は「もし父親がバビロンのマルドゥクのナディートゥム修道女である自分

の娘に持参財を贈らず、彼女に捺印証書を作成しなかったなら、父親が死

亡したあと、彼女は、兄弟たちとともに父の家の財産から3分の1を彼女

の相続分として受け取ることができるが、イルクム義務を果す必要はな

い。マルドゥクのナディートゥム修道女は、彼女の遺産を彼女の意にかな

う者に与えることができる。」〔10c．cit．，p。53〕と、相変らず「修道女」と

いう訳語をあてて翻訳しておられる。

　なおこの第182条の襖形文字原文での第9行目の末に記されたアッカド

語動詞i－na・ad－di－in（与える）のところからハンムラピ法典石柱の裏側に

　　　　　　　　　　　　　一852一
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勿論、ローマ法においても「相続法Jに関しては東ローマのユスティニ

アヌス帝法 CorpusIuris Civilisに至っても、未だ統一的なものとして完

成してはいなかったようである(loc.cit.， p. 262)が、このような古代ノて

ピロニア法の発想は、多神教の世界だった時の共和制ローマにおいても、

もう殆ど残っていなかったようである O この第182条に関する原因慶吉氏

の翻訳は「もし父がパピロンのマルドックのナディートゥム (110条参照)

なる彼の娘に、嫁資を【彼の女に】贈与せず、捺印証書を彼の女に書かぎ

りしときは、父が運命に赴きたる後は、父の家の財産の中より、彼の女の

相続分の三分のーを、彼の女の兄弟と共に分割〔取得〕するも、〔彼の女

は〕封を決して封する(行使する)ことなし。マルドックのナディートゥ

ムは、彼の女の遺産を、彼の女にとりて意に副いたる所にて与う。J(loc. 

cit.， p. 329)であり、それに対して中田一郎氏は、相変らず片仮名で「イ

ルクム義務」と原田氏が「封を決して封する」という表現で第 7行目から

8行自にかけて il-kamu2-ul i-il・la-akと出てくるアッカド語の文章を訳

したところを、その概念をもって片仮名書きにして片づけているo この概

念についてはハンムラピ法典の最初のほうに解釈した第27条や第28条の解

釈を参考にしていただくとして、中田一郎氏のこの第182条の訳文として

は「もし父親がパビロンのマルドゥクのナディートゥム修道女である自分

の娘に持参財を贈らず、彼女に捺印証書を作成しなかったなら、父親が死

亡したあと、彼女は、兄弟たちとともに父の家の財産から 3分の lを彼女

の相続分として受け取ることができるが、イルクム義務を果す必要はな

い。マルドゥクのナディートゥム修道女は、彼女の遺産を彼女の意にかな

う者に与えることができる。J(loc. cit.， p. 53) と、相変らず「修道女」と

いう訳語をあてて翻訳しておられる D

なおこの第182条の模形文字原文での第 9行目の末に記されたアッカド

語動調 i-na-ad-di-in(与える)のところからハンムラピ法典石柱の裏側に
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刻まれた第15欄（段落）が終了して次の第16欄に入り、この動詞の後から

第183条の条文が始まるのである。

第183条（原文・逐語訳）

晒珊一耳購．．弼Su孤一ma　a嶋bu－um　a－na　marti　Su　Su－gertim　Sugltu〈Su－gi4

もし　　父が　　　に　　娘彼の　　妾である

Se－ri－iq－ta皿

持参金を

is－ru一礁q　　　　きi一三m　a－na　　皿u－tim

与え（彼女に）　　　に　　夫

i（1一（ii－iS　　Si　　k旺一nu－uk－kam　　i…監一tur　　Si－i皿

与え彼女を　　　　証書を　書いた時は彼女に

　雛a－ar－ka

　のち

10 　　　πか一　岬　　一
a－bu－u皿　　a－na　　言i－i皿一ti皿　it－ta－al－ku

父が　　　に　　運命　　　従った

　　　瓜
i－aa　　nig2－ga

から　財産

bit　a－ba

家の　父の

汗
u2－ul　i－za－az

決して　分割せず

　第183条（試訳）

　父親が、（他人の）シュゲーティム妾（シュギートゥム女官）となって

いる自分の娘に嫁資（持参金）を与え、彼女を（改めて、正式な）夫に与

えてから（粘土板の公正）証書を作製したる時には、その父親が運命に従

った（死亡した）後に、その父親の家の財産から決して（自分の相続分

を）相続してもらえることはない。
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id-di-is si ku-nu-uk-kam iS-tur Si-im 

与え彼女を 証書を書いた時は彼女に

佐Fa問 qh開RTfゆ t 阻州問自!

のち 父が に 運命 従った

隠藍ゆ民霊明書===1
i-na nigz-ga bit a-ba uz-ul i-za-az 

から財産 家の父の 決して 分割せず

第183条(試訳)
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えてから(粘土板の公正)証書を作製したる時には、その父親が運命に従

った(死亡した)後に、その父親の家の財産から決して(自分の相続分

を)相続してもらえることはない。
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父親が、(他人の)シュゲーティム妾(シュギートゥム女官)となって

いる自分の娘に嫁資(持参金)を与え、彼女を(改めて、正式な)夫に与

えてから(粘土板の公正)証書を作製したる時には、その父親が運命に従

った(死亡した)後に、その父親の家の財産から決して(自分の相続分

を)相続してもらえることはない。
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　第183条の解釈

　この条文における現在の時点は、多分他人のシュゲーティム妾（シュギ

ートゥム女官）となっている自分の娘に持参金を与え、次の文にある

「夫」というのはどうもその娘が妾となっている相手（旦那）ではなく、

別の新しい夫（婿）を父親が与えるものと解釈すべきではないだろうか。

その場合、すでに粘土板に記した懊形文字による公正証書で、生前贈与が

すでにおこなわれているのだから父親の死後にその実家から何らかの相続

がおこなわれる権利をこの娘は有していない、と解釈するほうがよいと思

われる。この嫁資がいかなる性質のものか良くわからないが、父親がその

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へいきん娘を妾に出した時などに、中国社会で出す妾を囲うための「聰金」などを

娘のために貯金しておいたものかも知れない。

　他人の妾になる（シュギートゥム女官として奉仕している）ということ

は、その実家の食費を減らすためかどうかはわからないが、例えその境遇

に対して父親が謝罪の意昧もあってかどうか知らないが、他の子供達より

も先に、言わば生前贈与とも言うべき、持参金を与えた場合、もう既にそ

の実家の資産の一部はその娘に渡されているのだから、父親の死後その相

続人としての権利を主張できないのだ、と解釈すべきなのだろう。

　すでに第137条のところでも解説してあるが、このシュギートゥム女

（神）官という社会的立場は、やはり一種の神官でもあったがナディート

ゥム女神官の下に立ち、ナディートゥムの代りに子供を生んだりしたが、

その現実的な実態はナディートゥムの妹などの親族的なつながりでもあっ

た、とみられている。この第183条に関する原田慶吉氏の訳は「もし父が

シュギートゥム（137条参照）なる彼の娘に、嫁資を【彼の女に】贈与し、

夫に彼の女を与え、捺印証書を彼の女に書きたるときは、父が運命に赴き

たる後は、父の財産の中より、決して分割〔取得〕することなし。」〔10C．

cit．，p．329－p．330〕で、中田一郎氏の訳のほうは「もし父親がシュギート

　　　　　　　　　　　　　ー850一
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第183条の解釈

この条文における現在の時点は、多分他人のシュゲーティム妾(シュギ

ートゥム女官)となっている自分の娘に持参金を与え、次の文にある

「夫」というのはどうもその娘が妾となっている相手(旦那)ではなく、

別の新しい夫(婿)を父親が与えるものと解釈すべきではないだ、ろうか。

その場合、すでに粘土板に記した模形文字による公正証書で、生前贈与が

すでにおこなわれているのだから父親の死後にその実家から何らかの相続

がおこなわれる権利をこの娘は有していない、と解釈するほうがよいと思

われる D この嫁資がいかなる性質のものか良くわからないが、父親がその
へいきん

娘を妾に出した時などに、中国社会で出す妾を囲うための「聴金」などを

娘のために貯金しておいたものかも知れない。

他人の妾になる(シュギートゥム女官として奉仕している)ということ

は、その実家の食費を減らすためかどうかはわからないが、例えその境遇

に対して父親が謝罪の意味もあってかどうか知らないが、他の子供達より

も先に、言わば生前贈与とも言うべき、持参金を与えた場合、もう既にそ

の実家の資産の一部はその娘に渡されているのだ、から、父親の死後その相

続人としての権利を主張できないのだ、と解釈すべきなのだろう。

すでに第137条のところでも解説しであるが、このシュギートゥム女

(神)官という社会的立場は、やはり一種の神官でもあったがナディート

ゥム女神宮の下に立ち、ナディートゥムの代りに子供を生んだりしたが、

その現実的な実態はナディートゥムの妹などの親族的なつながりでもあっ

た、とみられている。この第183条に関する原田慶吉氏の訳は「もし父が

シュギートゥム (137条参照)なる彼の娘に、嫁資を【彼の女に】贈与し、

夫に彼の女を与え、捺印証書を彼の女に書きたるときは、父が運命に赴き

たる後は、父の財産の中より、決して分割〔取得〕することなし。J(IOC. 

cit.， p. 329-p. 330 Jで、中国一郎氏の訳のほうは「もし父親がシュギート
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第183条の解釈

この条文における現在の時点は、多分他人のシュゲーティム妾(シュギ

ートゥム女官)となっている自分の娘に持参金を与え、次の文にある

「夫」というのはどうもその娘が妾となっている相手(旦那)ではなく、

別の新しい夫(婿)を父親が与えるものと解釈すべきではないだ、ろうか。

その場合、すでに粘土板に記した模形文字による公正証書で、生前贈与が

すでにおこなわれているのだから父親の死後にその実家から何らかの相続

がおこなわれる権利をこの娘は有していない、と解釈するほうがよいと思

われる D この嫁資がいかなる性質のものか良くわからないが、父親がその
へいきん

娘を妾に出した時などに、中国社会で出す妾を囲うための「聴金」などを

娘のために貯金しておいたものかも知れない。

他人の妾になる(シュギートゥム女官として奉仕している)ということ

は、その実家の食費を減らすためかどうかはわからないが、例えその境遇

に対して父親が謝罪の意味もあってかどうか知らないが、他の子供達より

も先に、言わば生前贈与とも言うべき、持参金を与えた場合、もう既にそ

の実家の資産の一部はその娘に渡されているのだ、から、父親の死後その相

続人としての権利を主張できないのだ、と解釈すべきなのだろう。

すでに第137条のところでも解説しであるが、このシュギートゥム女

(神)官という社会的立場は、やはり一種の神官でもあったがナディート

ゥム女神宮の下に立ち、ナディートゥムの代りに子供を生んだりしたが、

その現実的な実態はナディートゥムの妹などの親族的なつながりでもあっ

た、とみられている。この第183条に関する原田慶吉氏の訳は「もし父が

シュギートゥム (137条参照)なる彼の娘に、嫁資を【彼の女に】贈与し、

夫に彼の女を与え、捺印証書を彼の女に書きたるときは、父が運命に赴き

たる後は、父の財産の中より、決して分割〔取得〕することなし。J(IOC. 

cit.， p. 329-p. 330 Jで、中国一郎氏の訳のほうは「もし父親がシュギート
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ウム女性である自分の娘に持参財を贈り、彼女を嫁がせ（直訳：夫に与

え）、彼女に捺印証書を作成したなら、父親が死亡したあと、彼女は父の

家の財産（分割）に与かることはできない。」〔10c．cit．，p．53〕であるが、

この第183条に関する限り、懊形文字第2行目の最初にあるシェリクトゥ

ムを中田氏のように「持参財」などと翻訳せず、かつて原田氏の訳した

「稼資」のほうがローマ法との比較においてよりわかり易く、ドイツ民法

では立法上Dotalsystemを削除してしまったが、その古代ローマから伝

わる嫁資制度をr6gime　dota1として継承したフランス民法などを考察し

て、この古代バビロニアの「稼資」に関する制度はより容易に解釈できる

のではないかと思われる。そのことに関しては前述の比較法學會編『贈與

の研究』有斐閣刊のドイツ法とフランス法のところを特に参照されたい。

　洋の東西を問わず、姉妹を二人とも自分の嫁にするという慣習はその詳

細な形式こそ違っていてもどこの国でも昔からあったようで、古代バビロ

ニアでは、その姉（妹かもしれない）のほうを宗教上ナディートゥム女神

官とし、妹（姉）のほうがシュギートゥム女（神）官としてその下位に立

って子息を生む役割をはたしたのではないか、とも思われる。しかしなが

ら、このような古代バビロニア特有の「婚姻制度」に関しては、実際にそ

の場に生活していない限りその詳細は不明である。

第184条（原文・逐語訳〉

　・5　　　　　　　、）く｝

Sum一皿a　a一胃Hum　a－na　marti加Su－9e4－ti皿

もし　　　人が　　に　　娘　彼の　　妾である
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ゥム女性である自分の娘に持参財を贈り、彼女を嫁がせ(直訳:夫に与

え)、彼女に捺印証書を作成したなら、父親が死亡したあと、彼女は父の

家の財産(分割)に与かることはできない。J(loc. cit.， p. 53)であるが、

この第183条に関する限り、模形文字第 2行目の最初にあるシェリクトゥ

ムを中田氏のように「持参財Jなどと翻訳せず、かつて原田氏の訳した

「稼資」のほうがローマ法との比較においてよりわかり易く、ドイツ民法

では立法上Dotalsystemを削除してしまったが、その古代ローマから伝

わる嫁資制度を regimedotalとして継承したフランス民法などを考察し

て、この古代ノてピロニアの「稼資」に関する制度はより容易に解釈できる

のではないかと思われるo そのことに関しては前述の比較法撃曾編『贈輿

の研究』有斐閣刊のドイツ法とフランス法のところを特に参照されたい。

洋の東西を問わず、姉妹を二人とも自分の嫁にするという慣習はその詳

細な形式こそ違っていてもどこの国でも昔からあったようで、古代ノてビロ

ニアでは、その姉(妹かもしれない)のほうを宗教上ナディートゥム女神

宮とし、妹(姉)のほうがシュギートゥム女(神)官としてその下位に立

って子息を生む役割をはたしたのではないか、とも思われる。しかしなが

ら、このような古代パピロニア特有の「婚姻制度」に関しては、実際にそ

の場に生活していない限りその詳細は不明である。

第184条(原文・逐語訳)

ペ防除制1怜師時住金ヶ高i仏官時愛並t>1
sum-ma a-wi-lum a-na marti Su Su-ge~-tim 

もし 人が に 娘彼の 妾である
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　第184条（試訳）

　ある者が、（他人の）シュギートゥム女（神）官（前条のシュゲーティ

ム妾）となっている身分の娘にまだ持参金を与えず、彼女を（正式の）夫

にも与えなかった時は、その父親（ある者）が運命に従った（死亡した）

後、彼女の兄弟が父親の家の財力に応じて彼女に持参金を与え、そして彼

女を夫に与え（結婚させ）ることができる（夫に嫁がせねばならない）。

　第184条の解釈

　直前の第183条のように、（他人の）シュギートゥム妾（シュゲーティム

女神官）として与えた娘に実家から持参金も渡せなかった（ような）父親

が、古代バビロニア社会におけるその義務的な援助などを全くしないうち
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に死亡してしまったような時に、その娘の兄弟たちは父親の実家の資産状

態に応じて出来うる限りの持参金を彼女のためにつくってやり、他人の

（女官として奉仕する）妾ではなく、正式の夫を選んでそこに嫁がせてや

るよう努力しなければならない、というのがこの第184条の主旨であろう

と思われる。

　当時のアウィルム階層であっても、またいくら自由人という範疇には属

していたとしても、すべてのアウィルム階層社会がそれほど豊かな生活を

していたとは思われない。しかしながら古代バビロニア社会では、アウィ

ルム階層の当然の常識としてそのシュギートゥム女（神）官に出した娘に

は、その後何等かの持参金を持たせ、前の第183条にあるようにそれを公

正証書（粘土板文書）のようなもので保証してやり、いずれは正式な夫

（婿）をみつけて嫁がせてやる、ということが普通の手続きであったよう

である。そして父親が生きている間にそうした手続きをしてやれなかった

場合には、その娘の兄弟達が父親に代って父親の死後そういう手続きをす

るように義務づけたのが、この第184条の条文と思われる。この条文の原

田慶吉氏の訳文は「もし人がシュギートゥム（137条参照）なる彼の娘に、

嫁資を【彼の女に】贈与せず、夫に彼の女を与えざりしときは、父が運命

に赴きたる後は、彼の女の兄弟は、父の家の力に相応する嫁資を彼の女に

贈与して、夫に彼の女を与う。」〔loc．cit．，p．330〕であり、また中田一郎

氏のほうの翻訳は「もし父親がシュギートゥム女性である自分の娘に持参

財を贈らず、彼女を嫁がせ（直訳：夫に与え）なかったなら、父親が死亡

したあと、彼女の兄弟たちは父の家の資産力に応じて彼女に持参財を贈

り、そして彼女を嫁がせなければならない。」〔10c．cit．，p．53）となってい

るが、ただのシュギートゥム女（神）官だけでこの娘はとどまっていた段

階であろうか。結局「シュギートゥム女（神）官」という地位そのもの

が、ナディトゥム女神官より身分が低く、その下について奴隷女のように

　　　　　　　　　　　　　一847一
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ナディトゥム女神官と一体となって結婚できる、ということだけはわかっ

ているものの、はたしてその（神）官としての身分は一体どうなっていた

のか正確なことは殆どわからないのである。直前の第183条同様、この持

参金は中国社会で言う「聰金」のようなものと思われるがその実態は良く

わからない。筆者は、このシュギートゥムを古代ギリシアの神殿娼婦ヘタ

イラ＠ταZραに近いものがアウィルム階層の男に直属していたと解釈し

ているが、古代バビロニアでのシュギートゥムは古代ギリシアよりも慣習

法化されもう少し管理された状況に置かれており、神殿におけるある程度

の地位が更に確保されていたのではなかろうかと思われる。オックスフォ

ードのギリシア語辞典〔qq．v．〕でそのヘタイラを見てみると
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のか正確なことは殆どわからないのであるo 直前の第183条同様、この持

参金は中国社会で言う「腸金」のようなものと思われるがその実態は良く

わからない。筆者は、このシュギートゥムを古代ギリシアの神殿娼婦ヘタ

イラ@仰いα に近いものがアウィルム階層の男に直属していたと解釈し

ているが、古代パピロニアでのシュギートゥムは古代ギリシアよりも慣習

法化されもう少し管理された状況に置かれており、神殿におげるある程度

の地位が更に確保されていたのではなかろうかと思われる。オックスフォ

ードのギリシア語辞典 (qq.v.Jでそのヘタイラを見てみると

tTo.lo・e.10n.ー司，奇， v. sub ~r，αîpos 11・ -eta，奇，also lTo.l.pLo.， E. 
Or.1072， IOi9， Th.3.82， Pl.R.365d， D. [0. 2!l9， Arist.Pol. 1 2ï2b~~H， al. ; 
lon.ーη句 (ETa.tpoS):-association， brotherhood， ".eDJI命入4mUrdωJIHdt. 
5・71パ• 1l"OlEl cr8a.l 1 soc. 3 ・ ~4(p1. ) ;μapTt'Jp6JVσUYEσ'T'iJ<T. ~. D.2 1. 139 ; 
d βdes "，μoJlr<u胤 8・47αlpElo.sArist.HA61 1&7 ; of a social group -in 
Crete， Leg.Gorl.IO・38. 2. at Athens and elsew!lere， polt:tical clttb 
or umon jor taめFμゅoses，Eup・8.6D.，Com.Adest.21.・31D.， Th.3・
82， LYS.12・55，Isoc中 79(pl.); -[，ωσνバとoμEJIPI.R.36Sd;σ1rOVOCU 
~Ta.'pd;)JI 釘'&pχJ.s Id. Tht. 1 73d; at Carthage， ，，=a o・wσiT叫 ".flJ"~.， com・
pared to the φ，3[T'" at Sparta， Arist.Pol.12j lb34， cf. 1 30Sb32. ~. 
= Lat. collegium， ~'T仰向 '1011入la.JtI}， = col/e ... ~ぜ'um Luperco印 m Julio・
rum， D，C'44.6. 工I.generally， jρ玩h仰'teω仰:el初n吟め，c，ωconω仰ntte.仰仰ια仰x幻t仰 ，tμげe引IId必'slzゆz争》
ωfflra仰rad伽e何'slt均が， Sim。∞n払.1口18令， S.ぺAJ:6ω83あ， 五.0似れ川I吋。勾72勾，AP乃7.5[ (件Adaeusり引jυ ; 
。P卯p.(αx8，印Pα叫， D.2勾9.2η3. lI1.=針αlp11σLS，And.I.loO， v.l. in D.S・2・
18: Anaxil.21・3combines signfs. Il and IIl. -ELOC， a.， OJl， lon. 
寸志向， η，011， (fTa.lpe&os Hdnふ'.1.137) :-01 or belongI1tg 10ωm・
μnions: ZEts 1. presiding over fellowshφ，Hdt.I.44， Diph.lつ， D.Chr. 
1.~9， etc. ;釦， of God， Ph. 2・452;φOPOS ~. the mll 
AP9・519(Alc. Mess.). II. aH1-orous，~. φ4入Ó'T'fJ S
AP9・415(Antjphil.). 111. ~'T'αlp~îoll， 'T'&， hou~ 
Ar.Eq.873・-E"~Tll~， OV， d， member 01 a pr 

t~rostitute oneself. 
。mta勿F却 ith，Aeschin. 
I. 1 00， etc.;φa入iα 針α
・0入λ01ab'T'ed片側p骨lCon，;

φa(JlE"fωμ&"OJl 希'T'4'PηKtf，S，Ó.入入4 1Cal 1r何OpJl~VμIIIosA宇schin.I.5 3 • 工工.
Med..，=~"fα'P~μaì， of men， Theopomp.Hist.117b; ofwomen， Plu • 
..Ant.18. ーηtη，lTCLl.p1Jioc;， η， O，，~ lon. for E'T'cupEla.， ITa.cpELOS， 4， 
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oヅ・　　一ησも6，∈ωミ，萄，紹耀加ε’吻，Aeschln・一．一3，D・22・q，．Ph。2る81，

etc・　一‘α，売，v．ξ7仰∈‘¢・　一‘86し“（sc・εGρ4），7乙，∫ゐゆε！加」4Zξむ3

計αερGIbgat　M綾gnesia，Hegesand・25・　一‘8しoγ，Dim・of計α‘ρ腐，Ph．ap．
Eus．擢8．14（p1．），Plu．2。808e7Hld。7．一〇．’㊧一‘ζω，ゴoδ4壱7吻ogoroo翅一

翅漉t・any・ne，c。dat・，己ソδρ≧き7α‘ρ‘σσα己ll・24・33510ftheGraces，

ん．乃κ・96．　2．trans．inMed・，45εo‘勧魏h傭56劣伽054か
oπ6’5‘・柳解漉，弓7‘ソ4π・ツTρ6ωyき脚‘σσα‘7・ll・13・456，clちCa1蓋．P吻κ．

2062Naumacぬ．ap，Stob・4・23．7。　　b．9σ吻㏄’6ちApP。∬の魏，327βC3．
2L　　II．3き7αερ∈面μ‘，≠oゐ砺ω舅吻5ακ，iΩAct．，Luc・D4グ躍甑7．3多

of　a　manソSch・Ar・7み・2613－Med。，Atb・13・593b，Gσ’・Co鼠！望ε老践8（4）・

169．　2．σss・磁卿勲達丁α～俸ε，G・甥・！晒ψ・IOI2。㊧一乙K6G，勇，6〃，

ヴor顔〃聰召‘・吻翻励3舜壱τα‘ρ4κ伽卿σ吻ぎεhψyArist・盈VIエ57b
23；infu11，こφ‘入‘αib・1・6亙b・2・Adv・一κφ∫，πρ・⑳ψGσ伽ld五E・243＆

5．　　2．而毒丁α‘ρ‘κ命，書壱rα‘ρ∈ごαL2，Tぬ．S．48多己σv彪γξ‘“Hyp．Eμ亀ε多

7a計α己ρ‘κ4ノ物‘！εb’45，‘！μ63，Plu・4ア蕊5，D・C・37・57多器Lat．‘o！Z馨3物，Id．

38．【3・　　　b．漉3q〆’∬ウ，OPP．丁みξ紗γγG〃イ∫，Th．3。82．、　　3。翫πoず

一κ西horser8襯名450f　the　Macedonian　kh8gs，Plb・16・18・7，D・S．17・37，

Arr．肋．3．豊6。塞x・　II・ヴ・r！3五顔ξ丁αψα，吻襯痂加5，γv幼Plu。
2．140c，etc弓丁δ達．the　c％5ずακ《ゾ計αηα書，Alciphr．2．1；ω卿傷解伽8
｛7αやα‘，λ6γo‘D．H。∠：夕5．3：so　Adv．一κδ∫”κ惚ご醜如偽砂，κ∈κoσμημ｛yo乙

Zeno5io鼠L58，Luc・」θ’3！望6銑20，Plu・Po吻・2．　　2．達．（sc・・r4λo＄），丁6，

如濯oκω％”〃εακ3，08！1～83（li　B・c．）3・7ξλ6多’ηε達7αερ∈己κ09（sic）⊃Aφρoδ‘7P

！望πh．ん≧ρ．6・21g（Elephantin弓，ii　B．c．）・　　　一‘～》‘δ09，勇，嵩毒’rα争α，v。1．

in　X・」Fノσ54・6，c£Ph・1・40，∠’ノ》6・208（AntlP・Thess・）；7eρ≧丁δ〆Aθか

ンησ‘璽E・，title　ofseveral　works，Ath．13．5ぐ・7a：一110t　good　Att。フacc．to

Thom・Mag。P・【2gR・　　　　一乙σFC，α70∫，76，雷き7α4ρ‘κδソ丁｛‘λo∫，PO惚，φ

2・41（i　A・D・，PL）・　　　　・一tσ｝轟69，δ，（善7αど〆§ω1五）hσ”o勿ソ，Clea■ch．62

0σ必674。17（、Egypt，i　A．D・）．　　一し¢τ煽㍉o｛》，δ，名‘◎”4”2σ”，Po1L6．188；一

免m璽‘卿亀α，・一7ρ‘β4∫，Pi．5’吻。291e，L腫c．P〃ヒ傭．5．2，Tim．ム錨

（op．cit．，“A　Greek－English　Lexicon”p，700Compiledby　Henry　George

Lid（1ellandRobertScott，ClarendonPress．Oxford，1996、但し、アンダ

一ラインは筆者による）

　このギリシアのヘタイラは、さらにその昔のバビロニアにおいては、一

時期において女（神）官という地位を与えられて制度化され、ナディート

ゥム女神官の下位に立ちその夫に奉仕すべく義務づけられていたのではな

いか、と思われる。
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dhtP4kdノ'actiOIlS，clubs， Plu.Lys.S， D.C.37・:"7; = Lat. co//egta， Id. 
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第185条（前文・逐語訳）

もし　　人が　　　幼い者を

i－na　　田e－e　　きu　　　　a－na　　皿a－ru－ti皿　　i1－qi2　　ma

で　　　名彼の　として　息子　　　採用して　　頗而tu子であること

ur3－ta－ab－bi　　　窪u　　tar－bi－tu皿　si－i

成長させた時　彼を　養子をこの

冠2一騒l　　ib－ba－ag－gar

決して　（取り戻し）請求できない

　第185条（試訳〉

　ある者が、幼い子供を自分の名前で息子として採用し、この養子を成長

させたる時は、（他の者は、この者からその養子を）決して取り戻すよう

請求することはできないこととする。

　第185条の解釈

　この条文から第193条まで、今日でいうところの「養子に関する家族法」

みたいな規定が記述されている。ハンムラピ法典の条文では、ここの部分

が言はば家族法体系の末尾、となって位置されているのである。

　古代バビロニア社会において、もうすでに養子の制度はかなり発達して

いたようで、懊形文字法に示された「養子縁組み」に関する規定は、この

ハンムラピ法典のみならず、シュメール時代のリピト・イシュタル法典な

どからかなり広い内容の規範があったようで、多くの粘土板文書が見つか

っている。

　　　　　　　　　　　　　一844一
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第185条(前文・逐語訳)

|ゆ日1持傘輯lは茸秒差野闘

もし 人が 幼い者を

勝φト毘昌!肝時国位脱>\ぉ防殺予~ヨi
i-na 阻e-e Su a-na ma-ru-tim il-qiz ma 

で 名彼のとして息子 採用して marutu子である ζ と

怪どft州問ゆ昌1I~ゆ宅Z争~

成長させた時 彼を 養子 を こ の

uz-ul ib-ba-ag-gar 

決して 〈取り戻し)請求できない

第185条(試訳)

ある者が、幼い子供を自分の名前で息子として採用し、この養子を成長

させたる時は、(他の者は、この者からその養子を)決して取り戻すよう

請求することはできないこととする。

第185条の解釈

この条文から第193条まで、今日でいうところの「養子に関する家族法J

みたいな規定が記述されている。ハンムラピ法典の条文では、ここの部分

が言はば家族法体系の末尾、となって位置されているのである。

古代パビロニア社会において、もうすでに養子の制度はかなり発達して

いたようで、模形文字法に示された「養子縁組み」に関する規定は、この

ハンムラピ法典のみならず、シュメール時代のリピト・イシュタル法典な

どからかなり広い内容の規範があったようで、多くの粘土板文書が見つか

っている。
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　86法学論集　49〔山梨学院大学〕

　この第185条に規定されているのは、一般的な子供をその対象者として

受け入れる養子の縁組みで、アウィルム階層の男が、その子供に自分の名

をつけて入籍した以上その子供が生長した後で、その養子縁組みを解消す

ることはできないという原則を述べたものであると思われる。

　こうした原則は、後に古代ローマ法のアドプティオーadoptioすなわち

「他権者養子縁組」にも共通した基本構造をもって、制度化してゆくわけ

である。

　この第185条を平易な文章で記すと「ある者がまだ小さな子供を自分の

名をつけて迎え入れ養育したら、法的にその子供を（例え実父でも）返せ

とは要求できない」というのである。原田慶吉氏は『模形文字法の研究』

（清水弘文堂書房）において、この第185条の邦訳を「もし人が年少者を

彼の名のもとに（？）子の地位に収養して、彼を成長せしめたるときは、

その養子は決して取戻を請求せらるることなし」〔10c．cit．，p．330〕として

おり、その〔註〕で〔qq．v．〕この襖形文字原文二行目の冒頭i・naの解釈

について「（33行）inaの語は明瞭を鉄きunter　seinem　Namen（David，

Eilers）l　mit　seinem　Namen（Ebeling），aufseinem　Namen（MUller），inhis

name（Harper），into　his　name（Edwards）等と曖昧な語で訳されている。

内容的には恐らく捨子に命名することであ（ろう）」〔ibid．，〕と記してい

る。

　この原田氏の訳文を引用して、一番ヶ瀬康子女史は「福祉の思想」（有

斐閣発行の雑誌『書斎の窓』1999年No．489）で、これが社会福祉に至る

までの経過的な思想として解釈し捉えている。そしてこの条文を引用する

にいたった理由として「……社会福祉の前史そのものは寒福祉“の営みや

思想を通じかなり古い。それは、人間のもつ愛他本能に基づき、人間社会

の基礎を築く在り方を示すものとして、次第に確立したものといえよう。

もっとも古い時代の各種の法典のなかでも、例えば次のような規定があ

　　　　　　　　　　　　　一843一
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る。」〔op．cit。，〕として、先ずシュメール法典を掲げ、そしてこのハンム

ラピ法典の第185条を次ぎにあげ、それから『旧約聖書：イザヤ書1章21

節』をあげることから、宗教的な信仰の証し、としての実践に論議を進め

ているのである。

　この第185条の規定が、はたして「社会福祉」の魁をはたしたものであ

るかどうかは、議論の分れるところであろうが、養子に就てバビロニア社

会でこのように規定されいてた、という事実は後の法文化に深い影響を与

えたものと思われる。中田一郎氏の翻訳と脚註は「もし人が（男の）子供

をその誕生の時に125）息子とするために引き取り、彼を養育したなら、そ

の養子の返還を要求されることはない。」〔loc．cit．，p．53〕と訳し、その脚

註〔qq．v．〕の125）で「子供をその（羊）水から……」と書かれている。

n4Z）M2，p．154b　l／1枷p．665aなどを参照。なお、§185の「子供（5地

鰯解）」は、新生児（§185）、乳幼児（§194）、少年（§§188－189）など、

前後関係によっていろいろに訳せるが、本書では「（男の）子供」と訳し

ておく。」〔ibid．，〕のように記述しておられる。

　はたして「捨子」であったのか「誕生した時」に養子としたものか正確

なところはわからないが、この懊形文字アッカド語の4行目で「取り戻

し」が規定されている以上、後者（中田氏）の解釈のほうが文章の筋が通

っているように思われる。

第186条（原文・逐語訳）

　　　　　　　　　⑩
Su皿一瓢a　　a一賢i－1u皿　　　si－ih－ra－a皿

もし　　人が　　　　幼い者を
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第186条(原文・逐語訳)

|院長年:TT降鋒同副|ヒ悶ゆ長野ゆj
Sum-lIla a-冒i-lum $i-ih-.a-am 

もし 人が 幼い者を
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a－na　　皿a－ru－ti皿　　i1－qi2　1－nu一皿a

として息子　　　採用するがの時

il－qu2－u2　言u　　a－ba　　S“　　u3　　u皿一皿a，　Su

採用　　彼の　父彼のと　　母が彼の

i－M－a－a多tar－bi－tu皿si－i

反対したなら養子を　この

ha㌻賦反対する

a－na　 blt　a－bi　雪廷　　i－ta－ar

へ家父の彼の帰る

　第186条（試訳）

　ある者が、幼い子供を（自分の）息子として採用したような時、（その

後になってからその子供が？）彼の父親と彼の母親（が）を探し求め、そ

の息子の採用（養子にしたこと）に（その息子自体が？）反対したなら

ぱ、その息子（養子）は彼の父の家へと帰らねばならない。

　第186条の解釈

　この条文は、アウィルム階層の人間が幼い子供を養子に採用する場合自

分の両親の同意が必要で、両親が反対したならばその養子をもとの父の家

に返さなければならない、と解釈することも出来そうであるが、ハンス、

J．ベッカーのように「拾い子であった者がある人の養子になったが、その

後、実の両親がその子を捜し当てた場合で、この養子は、何時でも生みの

親の家族の一員に復帰する権利をもっている」（op．cit．，Hans　Jochen

Boecker，Recht　md　Gesetz　im　Alten　Testament　und　im　Alten　Orient”

Neukirchener　Verlag．1976H．J．ベッカー氏著『古代オリエントの法と社

会』鈴木佳秀氏訳、ヨルダン社、1989年、p176～7）などと、前後の事

　　　　　　　　　　　　　一841一
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協〈手百周喜善凋府国占145件調一同IT'U=ゴ珂
il-QU2 -U2きU a叩 ba SU U3 um-ma 主u

採用 彼の父彼のと 母が彼の

院に>Jf~悶i住砂時~<f-華同
i-hi-a-at tar-bi-tum Si-i hatu反対する

反対したなら養子を この

111 時!同Hゆ昌1I~二ゆ村岡l
a-na bit a-bi su i-ta-ar 

八家 父の彼の帰る
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Neukirchener Verlag. 1976 H.].ベッカー氏著『古代オリエントの法と社

会J鈴木佳秀氏訳、ヨルダン社、 1989年、 p176"--'7)などと、前後の事
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この条文は、アウィルム階層の人聞が幼い子供を養子に採用する場合自

分の両親の同意が必要で、両親が反対したならばその養子をもとの父の家

に返さなければならない、と解釈することも出来そうであるが、ハンス、

].ベッカーのように「拾い子であった者がある人の養子になったが、その

後、実の両親がその子を捜し当てた場合で、この養子は、何時でも生みの

親の家族の一員に復帰する権利をもっているJ(Op. cit.， Hans Jochen 

Boecker， Recht und Gesetz im Alten Testament und im Alten Orient" 

Neukirchener Verlag. 1976 H.].ベッカー氏著『古代オリエントの法と社

会J鈴木佳秀氏訳、ヨルダン社、 1989年、 p176"--'7)などと、前後の事
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情を勝手に加えて解釈する傾向も依然としてある、と思われる。

　またベッカー氏は、この条文から「当該の子供には、養子縁組みの関係

をみずから解消できるという権利が与えられている」〔10c，cit．，p．177〕と

解釈しているが、他の粘土板文書などをもってハンムラピ法典を勝手に解

釈するべきではないと言うべきであろう。

　また同様に「養父が実の両親を捜しまわって見つけ出したときには、そ

の子供は実の両親の家に入るべきであった（op．cit．，Horst　Klenge1氏著

“Hammurapi　von　Babylon　und　seine　Zeit”Deutscher　Verlag．邦訳、ホ

ルスト・クレンゲル氏著、江上波夫・五昧亨の両氏訳『バビロニアの歴

史』一ハンムラピ王とその社会一山川出版社）」のようなに養父が実の両親

を捜したように解釈するのは、その懊形文字の意味を正確に把握していな

いのではないか、と思われる。これらより前に、すでに翻訳文を出されて

いる原田慶吉氏は「もし人が年少者を子の地位に収養したるに、彼を収養

したるそのとき、〔彼〕彼の父または彼の母を探し求めたるときは、その

養子は彼の父の家に帰る。」〔10c．cit．，p．330〕とだけ記しており、更に中

田一郎氏のほうは「もし人が（男の）子供を息子とするために引き取り、

彼が彼（子供）を引き取ったときに、彼（引き取った子供）が自分の父親

と母親を探し出そうとするなら、その養子は自分の父の家に戻らなければ

ならない。」〔10c．cit．，p．54〕のように、かなり口語的にくだいて解釈して

いるようである。しかし、中田氏の解釈ではその両親を探し出したのは養

子となった子供のほうと解釈しており、ベッカー氏やクレンゲル氏などの

解釈と異って、主語が矛盾すると考えておられるようである。

　要は、このa－ba（父）とum－ma（母）が主格に置かれているか対格に

置かれているかの解釈の相違であるが、こうした微妙なところが古代語の

文章を解釈するにあたって難しいと言えるのではないだろうか。
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また同様に「養父が実の両親を捜しまわって見つけ出したときには、そ

の子供は実の両親の家に入るべきであった (op.cit.， Horst Klengel氏著

“Hammurapi von Babylon und seine Zeit" Deutscher Ver1ag到1訳、ホ

ルスト・クレンゲ、ル氏著、江上波夫・五味亨の両氏訳『パビロニアの歴

史j-ハンムラピ王とその社会一山川出版社)Jのようなに養父が実の両親

を捜したように解釈するのは、その模形文字の意味を正確に把握していな

いのではないか、と思われるo これらより前に、すでに翻訳文を出されて

いる原田慶吉氏は「もし人が年少者を子の地位に収養したるに、彼を収養

したるそのとき、〔彼〕彼の父または彼の母を探し求めたるときは、その

養子は彼の父の家に帰る。J(Ioc. cit.， p.330) とだけ記しており、更に中

田一郎氏のほうは「もし人が(男の)子供を息子とするために引き取り、

彼が彼(子供)を引き取ったときに、彼(引き取った子供)が自分の父親

と母親を探し出そうとするなら、その養子は自分の父の家に戻らなければ

ならない。J(Ioc. cit.， p. 54)のように、かなり口語的にくだいて解釈して

いるようであるo しかし、中田氏の解釈ではその両親を探し出したのは養

子となった子供のほうと解釈しており、ベッカー氏やクレンゲル氏などの

解釈と異って、主語が矛盾すると考えておられるようであるo

要は、この a-ba(父)と um-ma(母)が主格に置かれているか対格に

置かれているかの解釈の相違であるが、こうした微妙なところが古代語の

文章を解釈するにあたって難しいと言えるのではないだろうか。
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第187条（原文・逐語訳）

皿ar　gir3－si3－ga　mu－za－az6kalli重　　　　gir3－si3－ga＞gerseqqu

子宮廷人や　奉仕人の宮殿の　　 nazazu奉仕する

u3　 堕ar　 sinni言ti　 zi－ik－rローum

や　子は　女の　　　誓願の

u2－ul　　ib－ba－ag－gar

決して（取り戻しを）請求されない

第187条（試訳）

宮廷の廷吏や奉公人の子供あるいは（女神官にするべく）誓願手続きを

とっている女の子は（養子縁組み手続き取り消しを）決して請求されない

こととする。

　第187条の解釈

　この条文は、あまりにも短いため、また末尾の動詞が「何を請求されな

い」のか正確にわからないために、その意昧するところを正確に解釈する

ことが難しいが、前後の条文と解釈から宮廷の廷吏や奉公人の子供が養子

縁組みをした時には、その取り消しが出来ないことを定めたことであろう

と思われる。

　この短い条文を原田慶吉氏は「宮人、宮廷使人の〔養〕子およびヂクル

ム（178条参照）の〔養〕子は、決して取戻を請求せらるることなし。」

〔10c．cit．，p。330〕のように翻訳し、原田氏がここで「宮人」と「宮廷使

人」の後に片仮名でヂクルムzi－ik－ru－umという風にアッカド語をそのま

ま訳している「誓願」を意味する内容と、その一方で宮廷に関わる事項を

表わしているgir3－si3－gaを、（逐語訳の右に解説が出ているように）アッ

　　　　　　　　　　　　　ー839一
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第187条(原文・逐語訳)

$OI~問P勢制町野駐寸震塑士|
mar gir3-si3-ga mu-za-az ekalli・
子宮廷人や 奉 仕 入 の 宮 殿 の

開院←開ιI~悶I
U3 mar sinnisti zi-ik-ru-um 

や子は女の 誓願の

陣説副首怪診i
u2-ul ib-ba-ag-gar 

決して(取り戻しを)請求されない

第187条(試訳)

gir3-si3-ga > gerseqqu 

nazazu奉仕する

宮廷の廷吏や奉公人の子供あるいは(女神官にするべく)誓願手続きを

とっている女の子は(養子縁組み手続き取り消しを)決して請求されない

こととするo

第187条の解釈

この条文は、あまりにも短いため、また末尾の動詞が「何を請求されな

い」のか正確にわからないために、その意味するところを正確に解釈する

ことが難しいが、前後の条文と解釈から宮廷の廷吏や奉公人の子供が養子

縁組みをした時には、その取り消しが出来ないことを定めたことであろう

と思われる。

この短い条文を原田慶吉氏は「宮人、宮廷使人の〔養〕子およびヂクル

ム (178条参照)の(養〕子は、決して取戻を請求せらるることなし。」

(loc. cit.， p. 330)のように翻訳し、原田氏がここで「宮人」と「宮廷使

人」の後に片仮名でヂクルム zi-ik-ru-umという風にアッカド語をそのま

ま訳している「誓願」を意味する内容と、その一方で宮廷に関わる事項を

表わしている gir3-si3
・gaを、(逐語訳の右に解説が出ているように)アッ
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第187条(原文・逐語訳)

$OI~問P勢制町野駐寸震塑士|
mar gir3-si3-ga mu-za-az ekalli・
子宮廷人や 奉 仕 入 の 宮 殿 の

開院←開ιI~悶I
U3 mar sinnisti zi-ik-ru-um 

や子は女の 誓願の

陣説副首怪診i
u2-ul ib-ba-ag-gar 

決して(取り戻しを)請求されない

第187条(試訳)

gir3-si3-ga > gerseqqu 

nazazu奉仕する

宮廷の廷吏や奉公人の子供あるいは(女神官にするべく)誓願手続きを

とっている女の子は(養子縁組み手続き取り消しを)決して請求されない

こととするo

第187条の解釈

この条文は、あまりにも短いため、また末尾の動詞が「何を請求されな

い」のか正確にわからないために、その意味するところを正確に解釈する

ことが難しいが、前後の条文と解釈から宮廷の廷吏や奉公人の子供が養子

縁組みをした時には、その取り消しが出来ないことを定めたことであろう
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この短い条文を原田慶吉氏は「宮人、宮廷使人の〔養〕子およびヂクル

ム (178条参照)の(養〕子は、決して取戻を請求せらるることなし。」

(loc. cit.， p. 330)のように翻訳し、原田氏がここで「宮人」と「宮廷使

人」の後に片仮名でヂクルム zi-ik-ru-umという風にアッカド語をそのま

ま訳している「誓願」を意味する内容と、その一方で宮廷に関わる事項を

表わしている gir3-si3
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カド語の片仮名「ギルセクム」を宮廷使人と直訳して、その後に翻訳した

中田一郎氏のほうはそれをそのまま二重に使用して「王宮の召し使いであ

るギルセクムの（養子として育てられた）息子あるいはセクレートゥム女

　　　　　　　　　　　　　　　126）
官の（養子として育てられた）息子は、返還を要求されることはない。」

〔loc．cit．，p．54〕という訳文を載せ、その下の脚註〔qq．v．〕のところで、

それらのアッカド語を「126）§§192－193でも『ギルセクムの息子（〃zみ

g掬6g鋤）』および『セクレートゥムの息子（窺砂s盈za渉伽）』が出てく

るが、ギルセクムとセクレートゥムがそれぞれ養父、養母と呼ばれている

ことからわかるように、この息子は養子である。§187の『ギルセクムの息

子』および『セクレートゥムの息子』も§§192－193の場合と同じように養

子として育てられた息子を指すものと考えるべきであろう。原田慶吉、p．

3301G．R．Driver－J．C．Miles，飢II，p．75；M．T．Roth，L側601」66ガo楓

p．1191E．Szlechter，oo4磯p．1461A．Finet，．L6604己p．108等を参照。」

〔ibid．，〕のように解釈し、原田氏がヂルクムとしたところもすでに第178

条で訳したようにギルセクムという片仮名に修正しておられる。しかしな

がら中田氏はその著書の中でギルセクムという用語の説明や解釈は何もし

ておらず、それが「宮廷使人」あるいは「宮廷の廷吏」とどう違いどのよ

うに関わっているか、おそらくは古代バビロニアにおける宮廷の役人（宮

内庁の官吏の一種）であることだけは理解できるものの、一般読者にはこ

のままでは全く解釈できないようになっており、翻訳という形をとる以

上、このように片仮名を多く使用してその解釈を出さないということは、

（中田氏は同様にこの後の第192条と第193条でもこの用語を使っている

が）翻訳としてはあまり適切ではない、と言うべきであろう。
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カド語の片仮名「ギルセクム」を宮廷使人と直訳して、その後に翻訳した

中田一郎氏のほうはそれをそのまま二重に使用して「王宮の召し使いであ

るギルセクムの(養子として育てられた)息子あるいはセクレートゥム女

官の(養子として育てられた)息子は、返還を要求されることはない。」

(loc. cit.， p. 54J という訳文を載せ、その下の脚註 (qq.V.Jのところで、

それらのアッカド語を r126) ~~192-193でも『ギルセクムの息子 (mãr

girseqim) jおよび『セクレートゥムの息子 (marsekretim) jが出てく

るが、ギルセクムとセクレートゥムがそれぞれ養父、養母と呼ばれている

ことからわかるように、この息子は養子である o H87の『ギルセクムの息

子』および『セクレートゥムの息子』も 9H92-193の場合と同じように養

子として育てられた息子を指すものと考えるべきであろう o 原田慶吉、 p.

330; G.R. Driver-]. C. Mi1es， BL II， p. 75; M.T. Roth， Law collectioηs， 

p. 119; E. Szlechter， codex， p. 146 ; A. Finet， Le code， p.108等を参照。J

(ibid.，Jのように解釈し、原田氏がヂ、ルクムとしたところもすでに第178

条で訳したようにギルセクムという片仮名に修正しておられる。しかしな

がら中田氏はその著書の中でギルセクムという用語の説明や解釈は何もし

ておらず、それが「宮廷使人」あるいは「宮廷の廷吏」とどう違いどのよ

うに関わっているか、おそらくは古代ノてビロニアにおける宮廷の役人(宮

内庁の官吏の一種)であることだけは理解できるものの、一般読者にはこ

のままでは全く解釈できないようになっており、翻訳という形をとる以

上、このように片仮名を多く使用してその解釈を出さないということは、

(中田氏は同様にこの後の第192条と第193条でもこの用語を使っている

が)翻訳としてはあまり適切ではない、と言うべきであろう o
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(ibid.，Jのように解釈し、原田氏がヂ、ルクムとしたところもすでに第178

条で訳したようにギルセクムという片仮名に修正しておられる。しかしな

がら中田氏はその著書の中でギルセクムという用語の説明や解釈は何もし

ておらず、それが「宮廷使人」あるいは「宮廷の廷吏」とどう違いどのよ

うに関わっているか、おそらくは古代ノてビロニアにおける宮廷の役人(宮
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上、このように片仮名を多く使用してその解釈を出さないということは、

(中田氏は同様にこの後の第192条と第193条でもこの用語を使っている

が)翻訳としてはあまり適切ではない、と言うべきであろう o
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第188条（原文・逐語訳）

　　　　　　　　　衡
S砿皿一aa　　皿ar　　u皿皿ani皿　　組ara斑　　a－na　　tar－bi－tim

もし　人が　職人の　子を　　として養子　　　u皿昭nu（u町証一a

i1－qi2皿asi－b三一ir　ga－ti　Su

採用して、仕事を　　手の　彼の

us鞠ta－hi－zu　u2－ul　ib－ba－ag－gar

修めたなら決して　請求しない

sipir仕事

qatu手

aha闘取る、鋸む

　第188条（試訳）

　（技術的な職能階級に属する）職人が、（同じ職能階級に所属する）職

人の子供を養子として採用し、彼の手工芸の仕事（技芸）を拾得した（さ

せた）ならば（その養子との縁組みは）解消できないものとなる。

　第188条の解釈

　この条文は、ハンムラピ法典が一般的に規定しているアウィルム階層の

者が養子をもらうのと異なり、この条文に位置している冒頭のmarは、

特定の職工階級に属する者の子供を指している、と思われる。そしてこの

条文に続く第189条のほうが、そうした職工階級の者の養子となったのに、

その職工技術を修得できなかった者との養子縁組みが解消できるのに対し

て、この第188条では養子となった者が職工の親方の技術を修得できた場

合に、その養子となった子供との養子の縁組みは解消できないことにな

る、と解釈すべきものと思われる。すなわち、他の職人の子供を養子とし

て採用し、自分の手工芸技術を教え込んだ職人は、その養子の地位に関す

ることで今後とも訴訟されることはなかった、と考えたほうがよいようで

ある。

　　　　　　　　　　　　　一837一
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第188条(原文・遂語訳)

，降~珍時野佳昭ぉ陰口Y粉、ゆゆ~
Sum-ma mar ummanllll maram a-na tar-bi-tim 

もし 人が駿 人 の 子を として養子

勝~.日JI守砂b陣取首l

援用して、仕事を 手の彼の

|向。I~ 岡11時柔f>嗣悶民>l

umlllanu um-1Il i-a 

SlPIr仕事

qatu手

uS-ta-hi-zu u2-ul ib-ba-ag-gar ahazu取る、沼む

修めたなら決して 請求しない

第188条(試訳)

(技術的な職能階級に属する)職人が、(同じ職能階級に所属する)職

人の子供を養子として採用し、彼の手工芸の仕事(技芸)を拾得した(さ

せた)ならば(その養子との縁組みは)解消できないものとなる。

第188条の解釈

この条文は、ハンムラピ法典が一般的に規定しているアウィルム階層の

者が養子をもらうのと異なり、この条文に位置している冒頭の marは、

特定の職工階級に属する者の子供を指している、と思われるo そしてこの

条文に続く第189条のほうが、そうした職工階級の者の養子となったのに、

その職工技術を修得できなかった者との養子縁組みが解消できるのに対し

て、この第188条では養子となった者が職工の親方の技術を修得できた場

合に、その養子となった子供との養子の縁組みは解消できないことにな

る、と解釈すべきものと思われる。すなわち、他の職人の子供を養子とし

て採用し、自分の手工芸技術を教え込んだ職人は、その養子の地位に関す

ることで今後とも訴訟されることはなかった、と考えたほうがよいようで

ある。
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条文に続く第189条のほうが、そうした職工階級の者の養子となったのに、

その職工技術を修得できなかった者との養子縁組みが解消できるのに対し

て、この第188条では養子となった者が職工の親方の技術を修得できた場

合に、その養子となった子供との養子の縁組みは解消できないことにな

る、と解釈すべきものと思われる。すなわち、他の職人の子供を養子とし
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古代法の翻訳と解釈　III93

　この第188条の翻訳として、原田慶吉氏は「もし『手芸人の息』（手芸

人）が〔他人の〕子を養子に収養して、彼の手芸を彼に修得せしめたると

きは、決して取戻を請求せらるることなし。」〔loc．cit．，p．330〕と記述し、

中田一郎氏のほうも「もし職人が（男の）子供を養育のため引き取り、彼

の手の技を彼（子供）に教えたなら、（その養子の）返還を要求されるこ

とはない。」〔10c．cit．，p．54〕と翻訳していることからもわかるように、当

時の古代バビロニアの社会でも、手工芸の職人の技術に関しては、かなり

世襲的な要素とその技術に関しては門外不出の特権が考慮されていたよう

である。その側面から総合的に考慮してみた時、今日ドイツで施行されて

いる中世からの伝統的な「ギルド制度」に礎づく諸制度よりも、更に厳格

に「職能技術」の保護が古代バビロニア社会ではこのようになされてい

た、と考えるべきであろう。

第189条（原文・逐語訳）

。，　　　　　診炸＜
Sum一皿a　　忌i－bi－ir　　　ga－ti　　きu

もし　　仕事を　　手の　　彼の

1a　US－ta－hi－zu　tar－bi－tu皿si－i

ないなら脩め　　養子は　　この

　　　　　　　　≧
a－na　　b互t　　a－bi　　Su　　i－ta－ar

に　家　　父の　彼の帰る

第189条（試訳）

（条文の文章は前の第188条から引き続いて、技術的な職能階級に属す

　　　　　　　　　　　　一836一

古代法の翻訳と解釈 III 93 

この第188条の翻訳として、原田慶吉氏は「もし『手芸人の息j(手芸

人)が〔他人の〕子を養子に収養して、彼の手芸を彼に修得せしめたると

きは、決して取戻を請求せらるることなし。J(lOC. cit.， p. 330J と記述し、

中田一郎氏のほうも「もし職人が(男の)子供を養育のため引き取り、彼

の手の技を彼(子供)に教えたなら、(その養子の)返還を要求されるこ

とはない。J(IOC. cit.， p. 54J と翻訳していることからもわかるように、当

時の古代パビロニアの社会でも、手工芸の職人の技術に関しては、かなり

世襲的な要素とその技術に関しては門外不出の特権が考慮されていたよう

である。その側面から総合的に考慮、してみた時、今日ドイツで施行されて

いる中世からの伝統的な「ギ、ルド制度」に礎づく諸制度よりも、更に厳格

に「職能技術」の保護が古代ノてビロニア社会ではこのようになされてい

た、と考えるべきであろう o

第189条(原文・逐語訳)

伊宵併合:守山昌1

もし 仕事を 手の 彼の

lii富岡闘に〉岡ll~ゆ宅再~I
la us-ta-hi-zu tar-bi-tum si-i 

な いなら締め 養子は この

肝ゆ!開Tf降局11~~付帯<11

に 家 父の彼 の帰る

第189条(試訳)

(条文の文章は前の第188条から引き続いて、技術的な職能階級に属す
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世襲的な要素とその技術に関しては門外不出の特権が考慮されていたよう

である。その側面から総合的に考慮、してみた時、今日ドイツで施行されて

いる中世からの伝統的な「ギ、ルド制度」に礎づく諸制度よりも、更に厳格

に「職能技術」の保護が古代ノてビロニア社会ではこのようになされてい

た、と考えるべきであろう o
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(条文の文章は前の第188条から引き続いて、技術的な職能階級に属す

-836ー



　94法学論集　49〔山梨学院大学〕

る者の養子となった者が）彼の手工芸の仕事を修得しなかった（技能を修

得できる能力が欠けていた）ならば、この養子は（その養子縁組みを解消

して）自分の（実）父の家に帰ることができる。

　第189条の解釈

　この懊形文字によるアッカド語の文章では、職能階級に属する者の養子

となった者が、その親方の技術を修得できなかったような場合に、「自分

の（実）父の家に帰ることができる」と読むことができるが、実際は、養

子とした者が親方の技術を修得できなかった場合において、養子縁組みを

一方的に解消できるのは親方の側であって、親方は養子にした者が満足な

技術を修得できなかったならば一定の年齢に達した時、勝手に養子縁組み

を解消してその養子の実家に帰したもの、と思われる。

　この短い条文を原田慶吉氏は「もし彼の手芸を彼に修得せしめざりしと

きは、その養子は彼の父の家に帰る。」〔loc．cit．，p。330〕と簡単に翻訳し、

同様に中田一郎氏も「もし彼が自分の手の技を彼に教えなかったなら、そ

の養子は自分の父の家に戻ることができる。」〔loc．cit．，p．54〕という風

に、親方のほうがその養子とした子供に技術を教えなかったら、その養子

となった息子（というより弟子となった者）は、自分のほうからその養子

縁組を解消して父の実家に帰ることができる、と解釈しておられるようで

ある。しかしながら職人関係の技術の修得という点で解釈すれば、どうも

その養子の能力と腕があがらず、満足するような技術を修得できなかった

ら、親方のほうがその養子縁組みを解消できる、と解釈したほうが自然な

のではないかと思う。このように古代の懊形文字によるアッカド語の文章

を解釈する場合、微妙な文章上の解釈が生じることは、已むを得ないこと

と思われる。

一835一
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る者の養子となった者が)彼の手工芸の仕事を修得しなかった(技能を修

得できる能力が欠けていた)ならば、この養子は(その養子縁組みを解消

して)自分の(実)父の家に帰ることができる。

第189条の解釈

この模形文字によるアッカド語の文章では、職能階級に属する者の養子

となった者が、その親方の技術を修得できなかったような場合に、「自分

の(実)父の家に帰ることができるJと読むことができるが、実際は、養

子とした者が親方の技術を修得できなかった場合において、養子縁組みを

一方的に解消できるのは親方の側であって、親方は養子にした者が満足な

技術を修得できなかったならば一定の年齢に達した時、勝手に養子縁組み

を解消してその養子の実家に帰したもの、と思われる。

この短い条文を原田慶吉氏は「もし彼の手芸を彼に修得せしめざりしと

きは、その養子は彼の父の家に帰る。J(loc. cit.， p. 330 Jと簡単に翻訳し、

同様に中田一郎氏も「もし彼が自分の手の技を彼に教えなかったなら、そ

の養子は自分の父の家に戻ることができる。J(loc. cit.， p. 54J という風

に、親方のほうがその養子とした子供に技術を教えなかったら、その養子

となった息子(というより弟子となった者)は、自分のほうからその養子

縁組を解消して父の実家に帰ることができる、と解釈しておられるようで

あるo しかしながら職人関係の技術の修得という点で解釈すれば、どうも

その養子の能力と腕があがらず、満足するような技術を修得できなかった

ら、親方のほうがその養子縁組みを解消できる、と解釈したほうが自然な

のではないかと思う。このように古代の模形文字によるアッカド語の文章

を解釈する場合、微妙な文章上の解釈が生じることは、己むを得ないこと

と思われる D
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の養子は自分の父の家に戻ることができる。J(loc. cit.， p. 54J という風

に、親方のほうがその養子とした子供に技術を教えなかったら、その養子

となった息子(というより弟子となった者)は、自分のほうからその養子
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第190条（原文・逐語訳）

　騎
Sum－ma　　a一實i－lum　　　3i－i』一ra－a皿

もし　　人が　　　幼い子を

言a　a隔na　ma－rU－tiSU　il－qU2言U皿a

所のに　　息子　　彼の採用して、

廉i霜亘湘・一u2－ra－ab－bu　Su　it－ti皿ar6きu

成長させた彼を　　と　　子達彼の

　　　　喧ン　　　．、藍一≧
la油一ta－nu　Su　tar－bi－tum言i－i

ないなら数え彼を　養子は　この

に　　家　父の　彼の　帰る

第190条（試訳）

　ある者が、幼児を養子として採用し（自分の家庭内で）成長させたが、

（その間〉彼の子供達とその養子とを同等に扱わなかったとしたならば、

その養子は彼の父の家（実家）に帰ることができる。

　第190条の解釈

　この第190条のほうは、前の第188条と第189条に記載されている養子と

異って、アウィルム階層に属する人物が、一般的に（同じ階層に位置す

る）幼児を養子にする事件であると考えられる。

　そのアウィルム階層に属するある者が、幼児をもらい受けて養子として

成長させる過程で、当時のバビロニア社会では家父長がこの養子縁組み手

続きをおこなったと考えられるが、その息子たちの家族が、その養子を実

　　　　　　　　　　　　　一834一

古代法の翻訳と解釈 III 95 

第190条(原文・逐語訳)

品|除込::ffi手袋輯1t:tM_~舎一間ーゆi
主um-ma a-冒i-lum si-ih-ra-am 

もし 人が 幼い子を

l制限倒語“間取〈手町眉'rt=lJ

所 のに 息子 彼の採用して、

i開智子月二lFiF苧細
成長させた彼を と 子達彼の

戸TiR:丹空iT苧践と|

ないなら数え彼を 養子は この

mFTFFilぞ戸珂!
に 家父の彼の帰 る

第190条(試訳)

ある者が、幼児を養子として採用し(自分の家庭内で)成長させたが、

(その間)彼の子供達とその養子とを同等に扱わなかったとしたならば、

その養子は彼の父の家(実家)に帰ることができる。

第190条の解釈

この第190条のほうは、前の第188条と第189条に記載されている養子と

異って、アウィルム階層に属する人物が、一般的に(同じ階層に位置す

る)幼児を養子にする事件であると考えられる。

そのアウィルム階層に属するある者が、幼児をもらい受けて養子として

成長させる過程で、当時のパビロニア社会では家父長がこの養子縁組み手

続きをおこなったと考えられるが、その息子たちの家族が、その養子を実

-834ー

古代法の翻訳と解釈 III 95 

第190条(原文・逐語訳)

品|除込::ffi手袋輯1t:tM_~舎一間ーゆi
主um-ma a-冒i-lum si-ih-ra-am 

もし 人が 幼い子を

l制限倒語“間取〈手町眉'rt=lJ

所 のに 息子 彼の採用して、

i開智子月二lFiF苧細
成長させた彼を と 子達彼の

戸TiR:丹空iT苧践と|

ないなら数え彼を 養子は この

mFTFFilぞ戸珂!
に 家父の彼の帰 る

第190条(試訳)
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異って、アウィルム階層に属する人物が、一般的に(同じ階層に位置す

る)幼児を養子にする事件であると考えられる。

そのアウィルム階層に属するある者が、幼児をもらい受けて養子として

成長させる過程で、当時のパビロニア社会では家父長がこの養子縁組み手

続きをおこなったと考えられるが、その息子たちの家族が、その養子を実
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の子供と同様に扱わないようなら（原文の直訳では「彼の子供達と彼を数

えないなら」）ば、その養子は養子縁組みを解消して、実家に帰ることが

できると規定しているのが、この第190条の規定である。

　その判断が、養子の側からなされるのか養父の側からなされるのか甚だ

難しいところがあるが、この条文だけで解釈する場合ある程度成長した養

子が判断できる、と解釈すべきであろう。第186条の解釈のところで説明，

したハンスJ．ベッカー氏は「養子が一方的にまた十分な理由もなしに養子

関係の破棄を宣言する場合、彼の身体の一部〔舌、眼〕を切断すべしとす

る、重い処罰を科している」〔loc．cit．，p．177〕とだけ記述しているが、こ

の記述している第192条と第193条は、宮廷奉公人の養子だけで、一般的に

は養子の側からの縁組みの解消もできた、と思われるのである。この第

190条を原田慶吉氏は「もし人が彼の子の地位に収養して、【彼を】成長せ

しめたる年少者を、彼の子供に【彼を】算入せざりしときは、その養子は

彼の父の家に帰る。」〔10c．cit．，p．330）とかなり直訳に近い形で翻訳し、

中田一郎氏も同様な内容を日常の口語体で「もし人が自分の息子とするた

めに引き取り養育した子供を、自分の息子の一人とみなさなかったなら、

その養子は自分の父の家に戻ることができる。」〔10c．cit．，p．54〕という訳

文を出しておられるが、用語こそ違え、この第190条の解釈に関してはそ

の研究者の間にあまり差がない通常の一般的な原則を規定した条文であ

る、と言えるだろう。
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る、と言えるだろう o
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第191条（原文・逐語訳）

言u凪一慶a　a一田i－1u組　si－ih－ra－a既

もし　　人が　　　　幼い子を

Sa　　a－na　　凪a－ru－ti　Su　　　正1－q賦2　Su　　ma

所のとして息子　彼の　採用した、

u2－ra－ab－bu－u2Su　bl－zu　i－bu－uS

成長させたが　　　彼の家を　建て

引
胃a－ar－ka　皿arδ　ir－ta一言i　皿a

その後　子達を　儲けたので

a－na　　tar－bi－ti皿　　na－sa－hi－i殴

ことを　　姜子を　　　追い窃す

pa－na皿is－ta－ka一紐皿ar瓢既＄ローU2

　公然と　企てたなら　　子は　この

ta1－ku一罰u2－ul　it－ta－aHa－ak

道を　　　決して　行かない（でよい）

　　　　　　　　　　　　履
a－bu『臓恥一ra－bi　Su　i－na　nig2－ga　s。

父は　　成長させた彼を　から財産　彼の

　　　　　　　　　　go

igi3gal　ablOti　Su　i－na－ad－dHS伽皿a

　1／3を　相続分の彼の　与えて、　彼に

　it－ta－la－ak　　　i¶a　ed血k五r6皿

　（その後）出ていくを　畑や　果樹園や

礪、卿。縣筆、．
　　　家　決して　与えない　　彼には
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第191条(原文・逐語訳)

官|防~手企国~岡崎らー闘はオ
主um-ma a-wi-lum si-ih-ra-a圃

もし 人が 幼い子を

i桝腎防止掛手令官1!隣〈宿直~
Sa a-na ma-ru-ti Su il-qu2 Su ma 

所 の と し て 息 子彼の採用した、

輝舗は益社煙唱!叶惇奇問主主婦予苛i

成長させたが 彼の家を 建て

l寺朝間鮮側luii>--~.←凶l

その後 子達を 儲けたので

聞宮崎附宮淵
a-na tar-bi-tim na-sa-hi-im 

ことを 養子を 追い出す

降燃有刺間関節|除雪癖

公然と 企てたなら 子はこの

ト雨宮崎|鷹羽阿桝明略臨

道を 決して行かない〈でよい)

怖がtmTffi府蹴国l~~夢弘主主〉昌l

父は 成長させた彼をから財産盤の

閉問主主釘直i田勝争関苓臨陶

1(3を 相続分の彼の 与えて、 後仁

国r~昭炉詐|防併号同組|
it-ta-la-ak i-na eqli皿 kirell

(その後)出ていくを 畑や 果樹園や

事開!骨精精!:j戸 ゆ|
家 決して与えない 設には
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　第191条（試訳）

　ある者が、幼児を養子として採用し成長させたが、（その過程で）自分

の家を建築し、その後子供達を儲けた（自分の子供達が生まれた）ので、

養子を追い出すことを公然と企てたとしても、この子供は（この養子は）

この家から出て行かなくとも良いものとする。

　養父は、養子を成長させてから彼の財産からその養子の相続分としての

3分の1を与えて（から〉出ていかせることができる（しかしながら、そ

の相続分を贈与した後）養父の田畑、果樹園や家屋はその養子には絶対に

与えないでもよい。

　第191条の解釈

　文章が長いわりには、背後関係がはっきりしないこともあって詳細なこ

とは良くわからないが、第190条のほうは最初から自分の実子がいて養子

をもらう場合であるのに対し、この第191条では最初は自分の実子もおら

ずアウィルム階層としての一軒家も所有していなかったような者が、その

養子をもらった後でアウィルム階層とその社会の中で出世して家を新築し

実子も増えた事例である、と考えられる。

　その場合、養子が邪魔になって追い出そうとしてもその養子は出ていか

なくともよく、その後になって養子が成人（どの年齢であるかは不明）し

てから養父は自分の財産の3分の1を生前贈与することによって、出てい

かせることができる、と解釈すべきであろう。

　しかしながら、ここで言う「財産（nig2－ga）」（第191条の8行目末）は

当然今日でいう「動産」を意味し、その時点での動産総額から3分の1を

支払うべきと解釈すべきであろう。その後の文面が、田畑、果樹園、家屋

等の不動産について特別な規定があり、それらは実子だけに遺産として相

続させることができる、と解釈できるのが、この第191条の規定する内容

　　　　　　　　　　　　　一831一
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第191条(試訳)

ある者が、幼児を養子として採用し成長させたが、(その過程で)自分

の家を建築し、その後子供達を儲けた(自分の子供達が生まれた)ので、

養子を追い出すことを公然と企てたとしても、この子供は(この養子は)

この家から出て行かなくとも良いものとする。

養父は、養子を成長させてから彼の財産からその養子の相続分としての

3分の lを与えて(から)出ていかせることができる(しかしながら、そ

の相続分を贈与した後)養父の田畑、果樹園や家屋はその養子には絶対に

与えないでもよい。

第191条の解釈

文章が長いわりには、背後関係がはっきりしないこともあって詳細なこ

とは良くわからないが、第190条のほうは最初から自分の実子がいて養子

をもらう場合であるのに対し、この第191条では最初は自分の実子もおら
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なくともよく、その後になって養子が成人(どの年齢であるかは不明)し

てから養父は自分の財産の 3分の lを生前贈与することによって、出てい

かせることができる、と解釈すべきであろう o
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当然今日でいう「動産」を意味し、その時点での動産総額から 3分の 1を
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続させることができる、と解釈できるのが、この第191条の規定する内容
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の相続分を贈与した後)養父の田畑、果樹園や家屋はその養子には絶対に

与えないでもよい。

第191条の解釈

文章が長いわりには、背後関係がはっきりしないこともあって詳細なこ

とは良くわからないが、第190条のほうは最初から自分の実子がいて養子

をもらう場合であるのに対し、この第191条では最初は自分の実子もおら

ずアウィルム階層としての一軒家も所有していなかったような者が、その

養子をもらった後でアウイルム階層とその社会の中で出世して家を新築し

実子も増えた事例である、と考えられるo

その場合、養子が邪魔になって追い出そうとしてもその養子は出ていか

なくともよく、その後になって養子が成人(どの年齢であるかは不明)し

てから養父は自分の財産の 3分の lを生前贈与することによって、出てい

かせることができる、と解釈すべきであろう o
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であると思われる。

　その養子が出ていかずとも良い、ということは養父が養子の追い出しを

はかったことが良くあったがそれに従わなくてもよかった、と解釈でき

る。なおこの条文の翻訳ということに関して見れば、ローマ法学者の原田

慶吉氏は「もし人が彼の子の地位に収養して、【彼を】成長せしめたる年

少者を〔有して〕、彼の家を建て、その後子供を儲けて、養子を追い出さ

んと企てたるときは、その〔養〕子は空手にて決して行く（出ずる）こと

なし。彼を成長せしめたる父（養父）は、彼の財産の中より、88彼（養子）

の相続分の3分の1を彼に与え、しかる後〔養子は〕家より出づ。原、園

または家の中よりは、決して彼に与うることなし。」〔10c．cit．，P．330－p．

331〕と記し、模形文字原文の第8行目最後の人称代名詞獣のところに89

行目（この条文が書かれている石柱裏側の第16欄目の右から89行という意

味）から後の註釈〔qq．v．〕として、「（89行）養子が追い出されずして、

相続したりしならんには取得したる可き相続分の3分の1。Davld，Adop－

tion　S．37．」〔ibid．，〕という説明を加えておられる。この第191条の条文に

関し、中田一郎氏のほうは「もし人が、自分の息子とするために引き取り

養育した子供に関して、自分（自身）の所帯を持ち、のちに（自分自身

の）息子たちを得て、127）（その）養子を廃除する決意をしたなら、その子

供は無一物で立ち去るべきではない。彼の養父は、彼の財産から3分の1

を彼の相続分として彼に与えなければならない。128）そうすれば彼は行くこ

とができる。しかし、耕地、果樹園あるいは家（の一部）を彼に与えなく
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が生まれ、跡継ぎができたので、養子の子を廃除する場合がテーマになっ
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ていると理解しておく。なお、『息子とするために引き取り養育した子供

に関して』（6αs郷ρ6％46％s）については、R．Borger，Tα4TI／1，p．67を

も参照。G．R．DriverJ．C．Milesは、『息子とするために引き取り養育し

た子供に対して彼の家を建て、のちに一・・』の意味に解している（G．R．

DriverJ．C．Miles，飢II，pp．75，246f．）。M．T。RothはG．R．Driver－J．C．

Milesにしたがう（Lα”　Collε漉o職　p．119）。128）注123を参照」

〔ibid．，〕とそのアッカド語がかなり複雑で解釈しにくいことを指摘なさ

っている。しかしながら、規定しているその内容自体は、古代バビロニア

社会の中でもそれ程複雑なことではなく、どこの社会でも起こり得る養子

をもらった後に、その親権者が社会的地位があがったという、親族法上の

ごく当然な一般規定である、と解釈するべきだろう。

第192条（原文・逐語訳）

Sum一皿a皿ar　gir3－si3－ga

もし　　子　　宮廷奉仕人の

gir3－si3－ga＞gerseqqO

／u2　1u畷r　sinnisti　zi－ik－ru－m

　又は　　子が　　女の　　誓願の

a－na　　a－bi－i瓜　　　　mu－ra－bi　　きu

バビロニア アッシリア

古典的

梗形文字
後　期

梗形文字

音　価

シュメール アツシリア

萄 亡田「 eme

em4

Iisanu

　　　　π　　園　　　　　　　　　脳ゆイ
u2－ul　　a－bi　　at－ta　　　　　 li2－ul　　u皿一皿i　at－ti　　iq－ta－bi

「決して　父は貴方でない」『決して母は貴女でない」というなら
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1i言ani　Su　i－na－ak－ki－su

舌を彼の　　　切り落とす

nakaSU切り落とす

liSanu　〈　eme

　第192条（試訳〉

　宮廷奉公人（廷臣）の養子または女神官になるべく誓願している女の養

子が、その養子を成長させた養父または成長させた養母に対して「貴方は

私の父でない」とか「貴方は私の母でない」とか言ったりしたならば、彼

（その養子）の舌を切り落とされることになる。

　第192条の解釈

　この規定は、古代バビロニア上級社会の言わば倫理規定のようなもの

で、実際に施行されたことは殆どないと思ってもよいのではないだうろう

か。第190条の解釈のところで、ハンスJ．ベッカー氏の解釈を批判したこ

とからもわかるように、この条文の規定がアウィルム階層の養子として書

かれてはおらず、宮廷奉公人などの養子という地位の高い階級の名で規定

されているところからして、養子がその日常において養父や養母に憎まれ

口を叩いた時こうした処罰規定をもち出すことで、古代バビロニア社会に

おける身分関係の維持を確認したもの、と考えられる。

　しかしながら、実際に宮廷奉公人の養子などに対してはそのような言動

があった時、このような処罰がおこなわれ、バビロニア社会の全体にわた

って見せしめのような役割りをはたしていたのではないか、とも考えられ

る。いずれにせよベッカー氏の記述はハンムラピ法典の一部分だけ捉えて

全体がそうであったかのような誤解を与える記述が多い。この第192条の

翻訳について原田慶吉氏は「もし宮人の子、あるいはまたヂクルム（178

条参照）の子が、彼を成長せしめたる父（養父）、または彼を成長せしめ

　　　　　　　　　　　　　　一828一

障問畠11~同φ畳二笠岡|
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第192条(試訳)
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たる母（養母）に向いて、『貴方は決してお父さんではありません』『貴方

は決してお母さんではありません』と言いたるときは、〔彼等〕彼の舌を

切り取る。」〔10c．cit．，p．331〕と記述し、中田一郎氏は相変わらずアッカ

ド語の原語をそのまま使用し（その片仮名の意昧するところは、第187条

の解釈のところで論じておいた）て、以下の如く「もしギルセクムの（養

子として育てられた）息子あるいはセクレートゥム女官の（養子として育

てられた）息子129）が養父あるいは養母に、『あなたは私の父ではない』あ

るいは『あなたは私の母ではない』130）と言ったなら、彼らは彼の舌を切り

落さなければならない。」〔10c．cit．，p．55〕と翻訳した後、その脚註〔qq．

v．〕として「129）注126を参照。130）通常「あなたは私の父ではな

い。あなたは私の母ではない」が、養子が養父母を否定することを意味す

る決まり文句として使われるが、ギルセクム（男性）もセクレトゥム（女

性）も、通常の夫婦そろった家庭を作らない（あるいは作れない）職業人

であると思われるので、原田慶吉、p．3311W．Eilers，P乞8（｝εs伽6ssオ616，p．

451G．R．Driver－J．C．Miles，飢1，404，II．ρ．77」4．T　Ro孟h，L側

CoJl6漉o窩p．120と同様、「あなたは私の父ではない」と「あなたは私の

母ではない」に分けて訳した。E．Szlechter，Co4ε％，p．1461R．Borger，

lTα4T　I／1，p．671A．Finet，Lε6046，p．109などは、「あなたは私の父で

はない。あなたは私の母ではない」と訳している。」〔ibid．，〕という形で、

この会話体が挿入される理由を記述しておられる。

　この第192条の第2行目から、ハンムラピ法典の石柱裏側に刻まれた模

形文字の原文は上から第17欄目の右側面に入り、そこから左側に第193条

と移ってゆくがその左側部分に例の「目には目、歯には歯」のタリオ法規

Lex　talionisで有名な第196条と第200条の条文が書かれているのである。

　なおこの第192条と第193条の解釈において、ハンスJ．ベッカー氏は

「……養子が一方的にまた十分な理由もなしに養子関係の破棄を宣言する
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たる母(養母)に向いて、『貴方は決してお父さんではありません.]r貴方

は決してお母さんではありませんJと言いたるときは、〔彼等〕彼の舌を

切り取る。JOoc. cit.， p. 331)と記述し、中田一郎氏は相変わらずアッカ

ド語の原語をそのまま使用し(その片仮名の意味するところは、第187条

の解釈のところで論じておいた)て、以下の如く「もしギノレセクムの(養

子として育てられた)息子あるいはセクレートゥム女官の(養子として育

てられた)息子129)が養父あるいは養母に、『あなたは私の父ではない』あ

るいは『あなたは私の母ではない.]130)と言ったなら、彼らは彼の舌を切り

落さなければならない。JOOC. cit.， p. 55J と翻訳した後、その脚註 (qq.

v.Jとしてf129) 注126を参照。 130) 通常「あなたは私の父ではな

い。あなたは私の母ではない」が、養子が養父母を否定することを意味す

る決まり文句として使われるが、ギルセクム(男性)もセクレトゥム(女

性)も、通常の夫婦そろった家庭を作らない(あるいは作れない)職業人

であると思われるので、原因慶吉、 p.331; W. Eilers， Die Gesetzesstele， p. 

45; G.R. Driver-J. C. Miles， BL 1， 40頃.， II，ρ. 77 ; M. T. Roth， Law 

Collections p. 120と同様、「あなたは私の父ではない」と「あなたは私の

母ではない」に分けて訳した。 E.Szlechter， Code:x.ら p.146;R. Borger， 

TUAT 1/1， p. 67; A. Finet， Le code， p.109などは、「あなたは私の父で

はない。あなたは私の母ではないJと訳している。JCibid.，Jという形で、

この会話体が挿入される理由を記述しておられる。

この第192条の第 2行目から、ハンムラピ法典の石柱裏側に刻まれた模

形文字の原文は上から第17欄目の右側面に入札そこから左側に第193条

と移ってゆくがその左側部分に例の「目には目、歯には歯Jのタリオ法規
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場合、彼の身体の一部〔舌、眼〕を切断すべしとする、重い処罰を科して

いる……〔op．cit．，鈴木佳秀氏訳『古代オリエントの法と社会』、旧約聖書

とハンムラピ法典、ヨルダン社、p．177、但し、アンダーラインは筆者〕

というように「十分な理由もなしに……」という余分な解釈を加えている

が、はたしてどうであろうか。なお「舌」という懊形文字がこの後に同じ

アッカド語のアッシリアにおいてどのように変っていったか、懊形文字原

文の右上余白に参考として挿入したので参照していただきたい。

第193条（原文・逐語訳）

　1O

Su皿咽a蘭r　　gir3－si3－ga

もし　　子（姜子）　宮廷奉仕人の

u2h　皿ar　sinnisti　zi－ik－ru－u皿

又は　子（養子）が女の　誓願の

b五t　　a－bi　　　…星u　　u2－wi－id－di　皿a

家を父（生父）の見つけて、

　父成長させた　と母を

皿u－ra－bi　zu　i一寧i－ir　ma

成長させた　　嫌って、

　　　　　　　　m
a－na　　bit　　a－bi　　Su　　it－ta－1a－ak

に　　家　父の　彼の　行ったならば
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文の右上余白に参考として挿入したので参照していただきたい。

第193条(原文・逐語訳)

"院幹回除塗当挙時>1
Sum-ma mar gU3-s13-ga 

もし 子〈養子) 宮廷奉仕入の

持宙関院が;宵ド事選昌三~咽i
uz lu mar sinnisti zi-ik-ru-um 

又は子(養子)が女の誓願の

時ヨT干障~~I関長手番町<}~l
bit a-bi 主u u2-wi-id-di ma 

家を父(生父)の見つけて、

\lt 随時>1 15 \1怪4 悶陣立〉昌博国間r~ゴ時>l

父 成長させた と 母を

!怪ペ間惨劇IE民間\iii:>-~ヨi
mu-ra-bi zu i-~i-ir ma 

成長させた 嫌って、

同干州問1干ゆ11l1D悌ゴゆ平暗噴ーl
a-na bit a-bi きu it-ta-la-ak 

4こ 家父の彼の行ったならば
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i－iU　　Su　　i－na－za－hu

目を彼の　くりぬく

Ωas袖u断ち切る、根こぎにする

　第193条（試訳）

　宮廷奉公人の養子または女（神）官になるべく（その養親などが）誓願

している女の養子が、実父の家を見つけて、その成長させた養父と成長さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えぐせた母を嫌って、彼の実父の家に行（帰）ったならば、彼の眼球は創り抜

かれることになる。

第193条の解釈

　この条文も前の第192条と同じく、模形文字の原文を見ればわかるよう

に宮廷奉公人など特定の階級の養子（女子の養子）に対して施行されたも

のあるいは倫理規範として、こういう人々をあげて示したもの、と思われ

る。

　ところでこの宮廷奉公人とという階級は、古代バビロニア社会のなかで

ムシュケーヌム階層といかなる関係に属していたか、正確なところはわか

らない。ムシュケーヌムが一般に「国王に従属するかあるいは国家に仕え

る者達」という大ざっぱな階層的なものであったのに対し、宮廷奉公人の

ほうは現実的な役職として宮廷に勤務している特殊階級であったのではな

いか、と思われるが、その具体的な職務内容と古代バビロニア社会におけ

るその地位などに関する詳細は今のところ未だ不明である。

　そしてこのような階級の養子となった者が、自分の実父の家を見つけ

て、自分が成長させてもらったことなどを忘れて実家に戻ったのだからそ

の罰則として眼球を割り抜かれるもの、と規定されたようである。この懊

形文字の原文からもわかるように、この規定が一般のアウィルム階層全体

で普遍的な規定として用いられたかどうか甚だ疑問である。この第193条

　　　　　　　　　　　　　　一825一
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I~議止〉畠lfm<静子干呼~I
i-in 主u i-na-za寸lU nasahu断ち切る、後こぎにする

目を彼の くりぬく

第193条(試訳)

宮廷奉公人の養子または女(神)官になるべく(その養親などが)誓願

している女の養子が、実父の家を見つけて、その成長させた養父と成長さ
えくや

せた母を嫌って、彼の実父の家に行(帰)ったならば、彼の眼球は割り抜

かれることになる。

第193条の解釈

この条文も前の第192条と同じく、模形文字の原文を見ればわかるよう

に宮廷奉公人など特定の階級の養子(女子の養子)に対して施行されたも

のあるいは倫理規範として、こういう人々をあげて示したもの、と思われ

る。

ところでこの宮廷奉公人とという階級は、古代パビロニア社会のなかで

ムシュケーヌム階層といかなる関係に属していたか、正確なところはわか

らない。ムシュケーヌムが一般に「国王に従属するかあるいは国家に仕え

る者達」という大ざっぱな階層的なものであったのに対し、宮廷奉公人の

ほうは現実的な役職として宮廷に勤務している特殊階級であったのではな

いか、と思われるが、その具体的な職務内容と古代ノてビロニア社会におけ

るその地位などに関する詳細は今のところ未だ不明であるo

そしてこのような階級の養子となった者が、自分の実父の家を見つけ

て、自分が成長させてもらったことなどを忘れて実家に戻ったのだからそ

の罰則として眼球を割り抜かれるもの、と規定されたようである。この模

形文字の原文からもわかるように、この規定が一般のアウィルム階層全体

で普遍的な規定として用いられたかどうか甚だ疑問である。この第193条
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に宮廷奉公人など特定の階級の養子(女子の養子)に対して施行されたも

のあるいは倫理規範として、こういう人々をあげて示したもの、と思われ
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る者達」という大ざっぱな階層的なものであったのに対し、宮廷奉公人の

ほうは現実的な役職として宮廷に勤務している特殊階級であったのではな

いか、と思われるが、その具体的な職務内容と古代ノてビロニア社会におけ

るその地位などに関する詳細は今のところ未だ不明であるo

そしてこのような階級の養子となった者が、自分の実父の家を見つけ

て、自分が成長させてもらったことなどを忘れて実家に戻ったのだからそ

の罰則として眼球を割り抜かれるもの、と規定されたようである。この模

形文字の原文からもわかるように、この規定が一般のアウィルム階層全体

で普遍的な規定として用いられたかどうか甚だ疑問である。この第193条
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の翻訳として原田慶吉氏は「もし宮人の〔養〕子、あるいはまたヂクルム

（178条参照）の〔養〕子が、彼の父の家を見つけて、彼を成長せしめた

る父（養父）または彼を成長せしめたる母（養母）を嫌悪して、彼の父の

家に赴きたるときは、〔彼等〕彼の眼を挟る。」〔loc．cit．，p．331〕という文

章を記しておられ、その一方相変らずアッカド語を原語のまま記載した中

田一郎氏の訳は「もしギルセクムの（養子として育てられた）息子あるい

はセクレートゥム女官の（養子として育てられた）息子が、彼の（実の）

父親の家を見つけ出して、彼の養父あるいは養母を拒絶し、彼の父親の家

に行ってしまったなら、彼らは彼の目をえぐり取らなければならない。」

〔10c．cit．，p．56〕となっているが、ギルセクムという役職が「宮人」ある

いは「宮廷奉仕人」とどう違っており、いかなる役職としての性格あるい

は特権的な地位にあったのかが説明していない以上、アッカド語をそのま

ま片仮名で使う意昧が失われてしまうのではないだろうか。

第194条（原文・逐語訳）

　　　　　　　　　顧
きU皿一皿a　a一胃i－IU皿　mara　SU

もし　　人が　　　子を　彼の

a一皿a　　風u－Se一皿i－iq－ti皿　id－di－i皿　　皿a

に　　乳母　　　　　与え（預け）たが

皿ar聰Su－u2i－na　ga－at皿u一＄e一“i－iq－tim

子が　その　　中で　　手の　　乳母の

死亡し、　乳母が　　　（同意〉なしで　父　彼の

　　　　　　　　　　　　　一824一
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る父(養父)または彼を成長せしめたる母(養母)を嫌悪して、彼の父の

家に赴きたるときは、(彼等〕彼の眼を扶る。J(lOC. cit.， p. 3313 という文

章を記しておられ、その一方相変らずアッカド語を原語のまま記載した中
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ま片仮名で使う意味が失われてしまうのではないだろうか。
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　第194条（試訳）

　ある者が、自分の子供を乳母に預けたが乳母の手の中（保育期間中）で

その子供が死亡し、その子供の父親または母親の同意なしに他の子供と取

り替えたる場合、父と母の同意なしで取り替えた理由をその女に確認して

から、その乳母の胸を切り裂いて（乳房を切り取って処刑する）ことがで

きる。

　第194条の解釈

　アウィルム階層の子供を預かる乳母の責任に言及したもので、子供を預

かった乳母が自分の手の中で（その保育中に）その子供を死亡させてしま

い、他の子供と取り替えてそのことを父や母に言わなかったとしたなら

ば、その父母はそのことを乳母に確認してから、その乳母の胸（乳房）を

切り裂いて（殺害する？ことができる）という規定である。
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　当時のアウィルム階層は、古代バビロニアの支配者階層として比較的豊

かであったから、子供のたくさんいる家も多かったことだろう。

　そして、子供の養育は乳母の手にまかせたままかなりの日数をそのまま

に哺育させておいたこともあったろうと思われる。そして乳母が子供を死

亡させたような場合、他の子供をその父母の子供だと詐って返したりした

ら、その乳母は胸を切り裂かれる（多分その乳房が切り取られた）、とす

るものである。

　それでは死亡したということを正直に父母に告げた場合はどうなるので

あろうか、ハンムラピ法典には明確な規定が書かれていないが、やはり同

じ程度の、但し乳房を切り取るのではないような処罰を受けたことであろ

う。それだからこそ乳母がその死亡を隠して他の子供と取り替える必要が

あったのだと思われる。

　しかしながら、このような規定が設けられたのは、やはりアウィルム階

層の子供の死亡だけでなく、その死後に他の階層の子供を取り替えてアウ

ィルム階層の子供にすることの処罰という観点でみたほうがよいのかも知

れない、と考えられる。古代懊形文字で書かれたアッカド語の文章を直訳

すれば「胸を切り裂く」あるいは「胸を切り落とす」であるが、明らかに

これは彼女の乳房を切り取ったと考えてよいであろう。乳母は自分の乳を

預かった子供に飲ませるから、その乳房は言はば乳母の象徴であり、それ

を切り取ることでこの乳母の責任に罰を加えたことになるからだ。この第

194条を原田慶吉氏は「もし人が彼の子を乳母に与えたるに、その子乳母

の手の中にて死亡し、乳母は彼の父または彼の母〔の同意〕なくして、他

の子を胸に抱きたるときは、〔彼等〕彼の女に確証して、彼の父または彼

の母〔の同意〕なくして、他の子を胸に抱きたるの故を以て、〔彼等〕彼

の女の胸を切り取る。」〔10c．cit．，p．331）と翻訳し、中田一郎氏も同様に

「もし人が自分の息子を乳母に与え、その子供が乳母の手のなかで死に、

　　　　　　　　　　　　　一822一
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（もし）乳母が別の子供に彼（死んだ息子）の父と母に知らせないま

ま131）授乳したなら、彼らは彼女（の犯罪）を立証しなればならない。彼

女は、［彼（死んだ息子）］の父と［彼］の母に知らせないまま別の子供に

授乳したので、彼らは彼女の乳房を切り落さなければならない。」〔loc．

cit．，p．56〕という訳文を掲載しているが、乳母が預かった子供を殺して

から、その両親に何も告げずに他人の子供を預かって他の所で乳母として

の役割りをはたしていけるものであろうか。やはりこれは一時的にせよ他

の子供と取り替えて生きているようにみせてから（他のところで乳母とし

て働いていた時に）、と解釈したほうが良いのではないか、と思うがどう

であろうか。いずれにせよそのような行為に出た乳母の乳房は切り取られ

たものと考える。

　また、このアッカド語の原文中に二度出てくる「取り替える」ir－ta・ka－

a§2とir－ku甑という動詞を、他の子供と取り替えてその預けた親に返す

と解釈せず、「（新しい乳児の両親に死亡事故が起こったことを何も知らさ

ないで）取り替えて、他の子供に乳を飲ませた」からその乳房が切り取ら

れると解釈する〔10c．cit．，ホルスト・クレンゲル（Horst　Klenge1）氏著

“Hammurapi　von　Babylon　md　seine　Zeit”、江上波夫氏と五味亨両氏の

共訳で『古代バビロニアの歴史』一ハンムラピ王とその社会一山川出版社

p．224〕むきもあるようだが、子供を取り替えて両親に引き渡そうとした

と解釈するほうが自然のように思われる。なお中田一郎氏はその脚註

〔qq．v．〕で「131）　ここでは、S．Greengusにしたがい、預かった息子

を死亡させた乳母が、死亡した息子の両親に内緒で別の息子を養子にとっ

て、その両親の本当の息子であるかのごとく授乳していた場合と考えてお

く（阻OS89，p．506，n．11）。ただし、乳母が預かった幼児を死亡させて

おきながら、さらに別の幼児の授乳を、過去に幼児を死亡させた前歴があ

ることをその幼児の父母に隠したまま、引き受けた場合をテーマにしてい

　　　　　　　　　　　　　一821一
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れると解釈する(loc.cit.，ホルスト・クレンゲル (HorstKlengel)氏著

“Hammurapi von Babylon und seine Zeit"、江上波夫氏と五味亨両氏の

共訳で『古代ノてビロニアの歴史』ーハンムラピ王とその社会一山川出版社

p.224Jむきもあるようだが、子供を取り替えて両親に引き渡そうとした

と解釈するほうが自然のように思われる。なお中国一郎氏はその脚註

(qq. v.Jで 1131) ここでは、 S.Greengusにしたがい、預かった息子

を死亡させた乳母が、死亡した息子の両親に内緒で別の息子を養子にとっ

て、その両親の本当の息子であるかのごとく授乳していた場合と考えてお

く UAOS89， p.506， n. 11) 0 ただし、乳母が預かった幼児を死亡させて

おきながら、さらに別の幼児の授乳を、過去に幼児を死亡させた前歴があ

ることをその幼児の父母に隠したまま、引き受けた場合をテーマにしてい
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ると考える研究者（V．Schei1，R2411，pp．179－821G．R．Driver－」．C．Miles，

BL　I，p．4061E．Szlechter，Co4磯pp。147f．）、あるいはM．T．Roth，L伽

Coll6漉o％s，p．194のように、死亡した幼児の父母の承諾を得ないで新た

な幼児の授乳を引き受けた場合を想定する研究者もいる。」〔10c．cit．，p．

56〕と解説し、この同じ条文で、まだ解釈の余地がいくらでもあることを

示している。

　結局のところ、このアッカド語の文章だけからは完全な解釈はできない

ことを意味している、と言わざるをえない。

第195条（原文・逐語訳）

　Sum一皿a皿aru皿a－ba＄u　im－ta－ha－as

　もし　　子が　父を　彼の　打つならば

rit－t65u　i一且a－ak－ki－su

手を　彼の　　　切る

mahasu　打つ

rittu掌、指くkiきib－1a2

第195条（試訳）

息子が、彼の父親を打つ（殴打する）ならば、（その状況が判明したよ

うな場合に）その息子の手は切り取られることになる。

　第195条の解釈

　古代バビロニア社会のみならず、古代社会一般にあった家父長制的社会

の根本倫理として、その家族の頂点に立つ父親の権威は絶対的なもので、

その父親に対して手をあげるという行為そのものが罪悪であることをこの

　　　　　　　　　　　　　一820一
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BL 1， p. 406; E. Szlechter， Codex， pp. 147f.)、あるいは M.T.Roth， LαW 

Collections， p.194のように、死亡した幼児の父母の承諾を得ないで新た

な幼児の授乳を引き受けた場合を想定する研究者もいる。JOoc. cit.， p. 

56) と解説し、この同じ条文で、まだ解釈の余地がいくらでもあることを

示しているo

結局のところ、このアッカド語の文章だけからは完全な解釈はできない

ことを意味している、と言わざるをえない。

第四5条(原文・逐語訳)

s砂防ゴ開閉凋酬ι例法駐>1
ba su im-ta-ha-a~ maha$u打つ
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間11←伺l出令喜一〈診闘!
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ような条文によって規定したもの、と思われる。この短い条文の解釈と翻

訳にっいて、翻訳の部分はだいたい似かよっており、原田慶吉氏の訳文に

ついては「もし子が彼の父を郵ちたるときは、〔彼等〕彼の手を切り取

る。」〔10c．cit．，p．331〕となっており、中田一郎氏の訳も「もし息子が彼

の父親を殴ったなら、彼らは彼の腕を切り落さなければならない。」〔10c．

cit．，p．56〕とだいたい同じ内容となっている。

　古代バビロニア社会においては父親だけがその対象となってv】たが、ど

この社会でも年齢が上の者、特に親に対する尊敬の理念はあったようで、

日本の刑法第200条「尊属殺人」の規定は、太平洋戦争後のアメリカ合衆

国進駐軍を中心とする総司令部G．H．Q．（General　Headquarters）の政策に

よって、基本的人権（Fmdamental　Human　Rights）の「平等権」とい

う観点から無効化が主張宣伝され、昭和48年ついに最高裁大法廷の判決で

「憲法第14条」に違反すると決定されて、その判決を根拠としてその後の

平成七年度に刑法典の条文より削除され、遂に姿を消したのである。古代

バビロニア社会では、父親を殴っただけで、このハンムラピ法典第195条

により、殴った息子のrit－t6腕（手のつけ根から全体であったか、手首の

部分であったか不明であるが、一般的にアッカド語のrit－teは、手首ある

いは掌の部分もしくは指だけとも考えられる）がその罰則として切り取ら

れたものである。

第196条（原文・逐語訳）

　め

馳匙ma　a¶i－lu皿i－in　皿ar　a¶i－1i皿

もし　　人が　　目を　子の　人の
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~I給日7碍傘国|立総相子手利
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uh2－tab－bi－itHn　Su　u2－ha－ap－pa－du

潰したなら　　目を彼の　潰す

habatu奪う、蒙す

　第196条（試訳）

　ある者が、他人（の子）の眼を潰したる時は、自分の眼も潰されなけれ

ばならない。（なお条文中のmarは、単に「子供」だけではなく、アウィ

ルム階層の人全部に拡大されて適用されていると解釈すべきであろう）

　第196条の解釈

　ハンムラピ法典が、世界的に有名なのはこの第196条（目には目を）と

第200条（歯には歯を）が、同害報復の反坐法（Lex　talionis）の原点を

示し、それが後にセム系法文化の中で発展して同一の条文形式となって、

旧約聖書の『出エジプト記』第21章第24節に記述されるようになったから

なのである。

　しかしながら、この条文を見ればわかるように、ハンムラピ法典ではそ

の原文で「ある者が……」で始まる文章が古代バビロニアのアウィルム階

層に属する者相互間の規定であり、「目には目を」と「歯には歯を」が

夫々別の条文中に記載されているのである。

　旧約聖書の『出エジプト記』ではその第20章「十戒と契約の書」に続く

第21章「奴隷について、死に値する罪」そして「身体の傷害」という項目

の中で、この両者が同じ文章の中に続けて記載されることになる。

　旧約聖書のヘブライ語原文は以下の通り、

一、訊　　（右から左へ、インターリネアル、下に日本語と英語の逐語訳）
and＿if　　　（22）

　胃病5勺　　　襟罰　　　’胃r胃　胃獣　　もオ1　0r動拭　闇1
　マ　　サア　き　　　　　　　　　　　　　　ヨ　き　マき　　　　　　　　　　　　ママ　　　　　　　　くて　し　　　　　　　　　　　ヨマき　　　　　　　　　　マロお　　　　　ヨマ

‘h董ldren－of－her　so－they－come－ou量　pregnant　woman　and一藍hey－hit　men　they－fight

　　　　　　　　　　　　　－818一
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間~~肱~陣コ\1Et:二議主〉眉陣弓弦は~凶i
uhz-tab-bi-it i-in SU u2-ha-ap-pa-du hatlatu 軍事う、憲す

潰したなら gを彼の 潰す

第196条(試訳)

ある者が、他人(の子)の眼を潰したる時は、自分の眼も潰されなけれ

ばならない。(なお条文中の marは、単に「子供」だけではなく、アウイ

ルム階層の人全部に拡大されて適用されていると解釈すべきであろう)

第196条の解釈
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示し、それが後にセム系法文化の中で発展して向ーの条文形式となって、

旧約聖書の『出エジプト記J第21章第24節に記述されるようになったから

なのであるo

しかしながら、この条文を見ればわかるように、ハンムラピ法典ではそ

の原文で「ある者が……」で始まる文章が古代ノてビロニアのアウイルム階

層に属する者相互間の規定であり、「自には目を」と「歯には歯をjが

夫々別の条文中に記載されているのである D
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旧約聖書のへブライ語原文は以下の通り、

ー、P1 (右から左へ、インターリネアル、下に日本語と英語の逐語訳)
and-if (22) 

円、情、 可N~吋 円「円 円宮拭 ~Ð為1 口市Jち 可;;~:
children-of-her so・they膚come-out pregnant woman and-they-hit men they-fight 
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、・励　　n・か
　で　マ　　　　　　　　　くリ　マ

from岬歴m　　he－demaad5

獅11や苓　一〇箏1
he－i5　　　i臓jury　　　b闘童一if

r囎　　喚｝　　肉㌢　継期1蜜ラ）
a5－wba垂　　he－mロ5重一be。fj翼ed　　量o－be－f韮勲ed　　i”」ロry　　駈e一董5　　bu仕一not

　　：o・皆孕コ　IP孕1　河蜘　　5禦
（23）　by－ludges　　andりhe－allows　　the－womaa　　husband・of

「裏禮噸1蝉』鐵　：噸噸剛　聯Oll
　hand　too仕h　for匙ooth　eye　for　eye（24）1董fe　for韮ife　the鶏一yo“一must－take

：a7朝助即う朝噸叩P，鞭a輸n鞭拍ゑ：5η噸窺rl叩β
　bmi5e　for　b職i5e　woロ”d　∫or　woロnd　b“m　for　bum　（25）foot　for　foot　Land　for

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔10c．cit．，P．205〕

　22
　人々がけんかをして、妊娠している女を

打ち、流産させた場合は、もしその他の損

傷がなくても、その女主人が要求する賠償

を支払わねばならない。仲裁者の裁定に従

　　　　　　　　　　　　　　　　
ってそれを支払わねばならない。もし、そ

　　　　　　　　　　　　　　　　　
の他の損傷があるならば、命には命、目に
　　　　　　　　　　　　　　　　下
は目、歯には歯、手には手、足には足、や

　22”If　men　who　are　f釜ghting

hitapregnantwoman　andshe
gives　birtL　prematurely重but

thereisnosedousinjury，士he
offender　must　be五ned　whaト
ever　the　woman’s　h纏sbaRd
demandsandthecourtallows．
23But　if　there　is　sedou5injufyダ

youaretOtakelifefOrlife，
24eyeforeyetoot垣ortooth，
ぬahdYbfhand，footforfoot、

’25bum　for　bum，wound（Qr
wound，bmise　for　bmise．

けどにはやけど、生傷には生傷、打ち傷には打ち傷をもって償わねばなら

ない。　〔10c．cit．，P．129〕

　同害報復をLex　talionis（タリオ法規）と言うことが一般化している

が、ハンムラピ法典第1条の解釈でも述べたこのタリオという言葉が条文

の中にそのまま登場したものは、古代ローマの十二表法で、その第8表の

第2条にあったと認められる“Simembrumrupsit，nicumeopacit，塵

esto”（もしその者が他人の四肢を分離せしめた時に、妥協がととのわな

かった場合は、同額報復がおこなわれなければならない）という条文が、

この規範の呼称のもとにあったからこそそれが普遍化した、と言うべきで

あろう。

　この文章にあるmembrun（四肢）とは、現代フランス語の（quatre）
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傷がなくても、その女主人が要求する賠償

を支払わねばならない。仲裁者の裁定に従

ってそれを支払わねばならない。もし、そ

の他の損傷があるならば、命には命、目に

は目、歯には歯、手には手、足には足、や
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membres（四肢）すなわち「二本の手と二本の足」を言うのであるが、

もともとラテン語ではcorpusと同じく身体の一部すなわち目や耳、鼻な

どのある部分をもって「同害報復」をおこなうべきことを規定したものが

「四肢分離」membmm　ruptumと解釈されているのである。

　ハンムラピ法典では、この第196条から第200条まで、「目には目を、骨

には骨を、歯には歯を」という同じ身分の者に対する同害報復を述べると

同時に、その間に第198条と第199条で「ムシュケーヌムと奴隷に対する金

銭での賠償」を規定しているが、旧約聖書のガ出エジプト記』にはこの解

釈の中で資料に示したように、更に細かく各部所の同害報復が掲げられて

いる。それらの場所はあくまでもひとつの例としてラテン語のmembrum

（身体の各部）と解釈すべきものである。あまりにも有名なこの条文であ

るが、念のため原田慶吉氏の訳文をあげると「もし人が『人の息』（7条

参照）の眼を潰したるときは、〔彼等〕彼の眼を潰す。」〔10c．cit．，p．331〕

となっており、それを中田一郎氏の訳文では「もしアヴィールムがアヴィ

ールム仲間の目を損ったなら、彼らは彼の眼を損わななれればならない。」

〔10c．cit．，p．56〕を例として掲げておく。なお鈴木佳秀氏は、ハンスJ．ベ

ッカー（Hans　Jochen　Boecker）氏のドイツ語からの重訳ではあるが

「ある人が他の人の子の眼を潰した場合、彼の目も潰されなければならな

い」〔10c。cit．，p．185〕という風に、同じアウィルム階層の「子の眼」とい

う余分な一文字を加えて解釈しているが、先に述べたようにmarという

字句をそのまま使用した文字にこだわった翻訳で、解釈としては正当と思

われない。
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第197条（原文・逐語訳）
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iき一te－bi－ir
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gir3－pad－du〉ese皿tu骨

きabaru　鍛す

gir3－pa－du　su　　i一菖e－ib－bi－ru

　骨を　　彼の　　折る

　第197条（試訳）

　（直前の第196条よりアッカド語襖形文字の文章は続いていて）ある者

が、他人の骨を折るならば、自分の骨も折られなければならないものとす

る。

　第197条の解釈

　世界に知られた同害報復のタリオ法典としては、余りにも旧約聖書がそ

の法諺として有名なので「目には目を、歯には歯を……」という繋がりで

憶えている人も多いだろうが、ハンムラピ法典の文章上は、このように

「目には目を」の次に「骨には骨を・・…・」という一条文が入ってくるので

ある。

　前の196条では、模形文字の直訳としては「人の子の目を」となってい

るが、この第197条ではmarという単語が抜け落ちている。従って厳格に

言えば、前の第196条の直訳としては、アウィルム階層の子供の目でこち

らのほうは同じアウィルム階層の他人の骨を折った場合と細かく言うこと

も出来ようが、この両条はともに害を加えた方もアウィルム階層の者で害

を受けたほうもこの第197条からみてアウィルム階層の人間であることか

ら、子供と大人の区別は意識せずmarは広くその階層に属する人物、と

解釈しておくべきであろう。
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　第196条の解釈中に入れた、旧約聖書の記述からもわかるように旧約聖

書では「命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足、やけどに

はやけど、生傷には生傷、打ち傷には打ち傷……」という記述に変ってお

り、骨には骨が記載されていない。この第197条の訳文についてみてみる

と、先ず原田慶吉氏の翻訳は「もし人の骨を折りたるときは、〔彼等〕彼

の骨を折る。」〔10c．cit．，p．331〕と記し、その語頭の部分に以下のような

〔註〕をつけて〔qq．v．〕、2部64、68、75参照。（50行）「人の」は「人の

息の」の誤ならん。」としている。中田一郎氏もなぜか直前の第196条から

アウィルム階層（中田氏はアヴィールムとしている）を強調して原語を使

い、以下の如く「もし彼がアヴィールム仲間の骨を折ったなら、彼らは彼

の骨を折らなければならない。」〔10c．cit．，p．57〕としている。鈴木佳秀氏

の重訳は「彼が他の人の骨を折った場合、彼の骨も折られなければならな

い」〔loc．cit．，p．185〕とした上で、ハンスJ．ベッカー氏の解釈をそのまま

括弧を使って（第196条、第197条で言及されている人物は、双方とも自由

人である。アッカド語の本文では、アウィールムという言葉でそれを表記

している）〔ibid。，〕という解釈を加えているが、このアウィルム階層とい

う意味は、懊形文字の原文を見ればハンムラピ法典の条文のほとんど全て

にその書き初めに使用されており、この部分だけ強調して書くというのも

ハンムラピ法典の全体から見れば不自然な翻訳であることは、誰の目から

みても明らかであろう。しかしながら中田一郎氏のほうは、この直前の第

196条から第199条についてはその「注解」で自分の解釈〔qq．v．〕を述べ

ているのでそれをここで見てみることにしよう。

　「§§196－199は一連のケースを扱っているが、アヴィールムがアヴィー

ルムの目を損ったか骨を折った場合はタリオ（同害復讐）の原則が適用さ

れるにもかかわらず、アヴィールムがムシュケーヌムの目を損ったか骨を

折った場合はタリオの原則が適用されず、銀1マナ（60シキル、約500グ
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いJ(loc. cit.， p. 185)とした上で、ハンス J.ベツカー氏の解釈をそのまま

括弧を使って(第196条、第197条で言及されている人物は、双方とも自由

人であるo アッカド語の本文では、アウィールムという言葉でそれを表記

している) Cibid.，)という解釈を加えているが、このアウィルム階層とい

う意味は、模形文字の原文を見ればハンムラピ法典の条文のほとんど全て

にその書き初めに使用されており、この部分だけ強調して書くというのも

ハンムラピ法典の全体から見れば不自然な翻訳であることは、誰の白から

みても明らかであろう。しかしながら中田一郎氏のほうは、この直前の第

196条から第199条についてはその「注解」で自分の解釈 (qq.v.) を述べ

ているのでそれをここで見てみることにしよう o

ISH96-199は一連のケースを扱っているが、アヴィールムがアヴィー

ルムの目を損ったか骨を折った場合はタリオ(同害復讐)の原則が適用さ

れるにもかかわらず、アヴィールムがムシュケーヌムの目を損ったか骨を

折った場合はタリオの原則が適用されず、銀 1マナ (60シキル、約500グ
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ラム）という金銭による償いで済ますことができた。さらに被害者が奴隷

の場合は、奴隷の値段の半額をその所有者に支払う事で済ますことができ

た。奴隷の値段は、奴隷の性別、年令その他によって異なり、時代によっ

ても変動があったと考えられているが、ハンムラビ時代のシッパルでの奴

隷の値段を例に取ると、高くとも銀20シキル（約167グラム）以下であっ

たから、13）その2分の1といえばムシュケーヌムに対する賠償額の6分の

1かそれ以下で済んだことになる。加害者が同じ害を与えながら、賠償の

額が大きく異なる理由は、被害者の所属する社会階層あるいは身分の違い

による。したがって、§198を含む第2グループのパラグラフから、当時バ

ビロニアには、上から順に、アヴィールム、ムシュケーヌムそして奴隷の

3つの社会階層があったと考えなければならない。」〔10c．cit．，p．85〕なお

中田氏はこの「注解」に以下のような脚註〔qq．v．〕をもつけ加え「13）

R．Harris，∠4％6勿毎S吻）砿。4Z）6解og名砂hづ6S劾み6ゾ研Ol4－Bαaylo痂伽

C勿α894ヱ599BC．λIstanbul，1975，pp．341－343参照。人を突く癖のあ

る牛あるいは人を噛む癖のある犬が奴隷を突いて、あるいは噛んで死に至

らせたなら、牛あるいは犬の持ち主は、死亡した奴隷の持ち主に15シキル

（約125グラム）を支払わなければならないとしているエシュヌンナ『法

典』§55および§57も、奴隷の値段を考えるうえで参考になろう。」

〔ibid．，〕とされている。

第198条（原文・逐語訳〉

Sum－ma

もし

i－in　皿a忌一eR－kak　uh2－tab－bi－it

目を　ムシュケーヌの　潰したなら
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ぴ3　　1u　　gir3－pad－du　　皿aS－en－kak　　iS－te－bi－ir

又　　　骨を　　　ムシュケーヌの　折るなら

1ma－na　kaspi皿i一ゑa－qa豆

1マナを　銀　　　支払う

　第198条（試訳〉

　（二つ前の第196条からずっとアッカド語の文章は続いており、文章の

主語は当然アウィルム階層の地位に所属する）ある者が、ムシュケーヌム

の目を潰すかあるいはムシュケーヌムの骨を折ったならば、1マナ（約

500g）の銀（貨）を支払わなければならない。

　第198条の解釈

　前の第196条と第197条は、害を加えたほうも害を加えられたほうも同じ

アウィルム階層であったが、この第198条は害を加えたほうがアウィルム

階層で、害を加えられたほうがムシュケーヌム階層であり、ここで同害報

復のタリオ法の原則が崩れ、処罰の内容が被害者の身分によって違ってく

ることが歴然としてわかるのである。

　ムシュケーヌムを階層とみるかどうかは、かなり学者によって異なって

おり、一般的にはアウィルム階層がバビロニア社会を構成する自由市民の

身分をもった階層で、ムシュケーヌムはアウィルムの下方に位置する特殊

な階層と見る解釈が浸透している。だが、ムシュケーヌムがそのような社

会階層に形成していたほど多く存在していたとは考えられず、また条文の

規定も少いので、公務として国王に仕えることのできた特殊な階級を維持

する身分の者と考えておいたほうが良いのかもしれない。

　このムシュケーヌムに対す慰籍料の1マナは、古代バビロニア時代では

　　　　　　　　　　　　　　一812一
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|宇宙伊問問斤~~I圏桝ゆþj
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約500g、それに次ぐ古代アッシリア時代になると重量マナの単位を用い

る独特な制度があったので、約1kgになると推定されていた。このハン

ムラピ法典が書かれたアッカド語では約500gの銀（貨）（銀の薄片）と思

われるが、それが当時の慰籍料として十分なものであったのかあるいは同

害報復のほうが当時においては良かったのかは良くわからない。

　この第198条以降、今日でいうところの損害賠償の規定としては第203

条、204条、207条、208条、209条、第211条～第217条、第221条～第226条

（但し奴隷に関するものも入っており、奴隷は人間としての損害賠償に入

らないかも知れない）、所有するロバに対する損害が第224条～第225条、

大工に対する損害賠償は第228条、船頭に対する損害賠償として第234条、

船頭の雇用に関する賃金の規定が第239条、牛の賃借料が第241条と牛の作

為による行為に対するその所有者への損害賠償が第252条、そこから賃貸

料、損害賠償、手工業者等の手間賃などが第278条に至るまで、かなり詳

細にハンムラピ法典には規定されている。

　ここで銀を重量単位で測り地金にした値でそれらの賠償額や賃金等を明

示しているが、古代バビロニアにおいては紀元前24世紀頃からこのような

銀の地金に依る支払いが、一般的な消費生活等でおこなわれていたようで

ある。

　因みに古代ギリシアにおいても、貨幣のできるまではこのような銀地金

（金額の打っていない地金の重量）によって労働、賃貸料が決められてい

た。その一方で古代ローマにおいては銀の入手が最初かなり難しく、銅の

地金が通貨以前の取り引きで使用されていた、と考えられている。それゆ

えにコイン（硬貨）として金額を明記した一定形態（例、円形）のものが

ローマで出現するのはこのハンムラピ法典の出た1千年余り後のことにな

る、と思われる。

　蛇足ながらこの第198条の原田慶吉氏による訳文は「もしムシュケーヌ

　　　　　　　　　　　　　ー811一
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害報復のほうが当時においては良かったのかは良くわからない。

この第198条以降、今日でいうところの損害賠償の規定としては第203

条、 204条、 207条、 208条、 209条、第211条~第217条、第221条~第226条

(但し奴隷に関するものも入っており、奴隷は人間としての損害賠償に入

らないかも知れない)、所有するロパに対する損害が第224条~第225条、

大工に対する損害賠償は第228条、船頭に対する損害賠償として第234条、

船頭の雇用に関する賃金の規定が第239条、牛の賃借料が第241条と牛の作

為による行為に対するその所有者への損害賠償が第252条、そこから賃貸

料、損害賠償、手工業者等の手間賃などが第278条に至るまで、かなり詳

細にハンムラピ法典には規定されている。

ここで銀を重量単位で測り地金にした値でそれらの賠償額や賃金等を明

示しているが、古代ノてビロニアにおいては紀元前24世紀頃からこのような

銀の地金に依る支払いが、一般的な消費生活等でおこなわれていたようで

ある。

因みに古代ギリシアにおいても、貨幣のできるまではこのような銀地金

(金額の打っていない地金の重量)によって労働、賃貸料が決められてい

た。その一方で古代ローマにおいては銀の入手が最初かなり難しく、銅の

地金が通貨以前の取り引きで使用されていた、と考えられている D それゆ

えにコイン(硬貨)として金額を明記した一定形態(例、円形)のものが

ローマで出現するのはこのハンムラピ法典の出た 1千年余り後のことにな

る、と思われるo

蛇足ながらこの第198条の原田慶吉氏による訳文は「もしムシュケーヌ
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ム（8条参照）の眼を潰し、あるいはまたムシュケーヌムの骨を折りたる

ときは、銀1マヌーを支払う。」〔10c．cit．，p．331っ．332〕となっており、

中田一郎氏の訳文も「もし彼がムシュケーヌムの目を損ったか、ムシュケ

ーヌムの骨を折ったなら、彼は銀1マナ（約500グラム）を支払わなけれ

ばならない。」〔10c。cit．，p．57とp，84〕となっている。鈴木佳秀氏の邦訳

も同じようなものであるから省略するが、原著者のハンス」．ベッカー氏

は、この条文から第205条までの訳を記した後で、タリオ〔同害報復〕の

原則はアウィールムの場合だけで、ムシュケーヌムが被害者の場合は罰金

刑となることを説明している。

第199条（原文・逐語訳）

Sロ皿一皿a　　i－iR　　質arad　　a一胃i－lim

もし　　目を　奴隷の　人の

uh2－tab－bHt　u31u　gir3－pad－du胃arad　a一冊Him

潰したなら　　又　　　　骨を　　　奴隷の　人の

　　　　　　　　　　ぐ」　　晦　　・
正S－te－bi－ir皿i一きH正s正皿i　Su　i一忌a－qal

折ったなら　半分を　　値の　その　支払う

　第199条（試訳）

　（アッカド語の文章としては、第196条のアウィルム階層の者がそのま

ま続き、この第199条の主語ともなって文章として続いている）ある者が、

他人の奴隷の目を潰すかまたは他人の奴隷の骨を折ったならは、その（奴

隷の）値の半額を支払わなければならないものとする。
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|ゆ干にゆ関11稲野喰〉質問制T子手一+4

演したなら 又 骨を 奴隷の 人の

|閉め守陣rv~l~←勝寺唱藍剖面|止め干昏J

折ったなら半分を 値のその支払う
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他人の奴隷の目を潰すかまたは他人の奴隷の骨を折ったならは、その(奴

隷の)値の半額を支払わなければならないものとするo
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　第199条の解釈

　この条文は、他のアウィルム階層の所有する奴隷の目を潰すか骨を折っ

た場合の損害賠償について定めたもので、その場合の支払いは奴隷の値の

半額すなわち奴隷の購入価格の半額分を（多分その奴隷の主人に）支払え

ば良い、と解釈される。

　古代社会の特にメソポタミアにあって、古代バビロニアの時代には、奴

隷制の身分がはっきりしており、ここでは他人の所有物である奴隷の身体

に害を加えたからそれを賠償するという意味しか有していなかった筈であ

るが、ハンムラピ法典ではこうした他人に対する損害賠償の規定の問に、

この条文が挿入されていることに注意しなければならない。

　このことが、同じセム系民族のユダヤ人の法典タルムードの原点とも言

うべき性格の旧約聖書（特に『出エジプト記』）において、自分の奴隷の

目や歯を傷つけた場合、自由人として解放してやる、という規定に発展し

てくるのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　ヤ　1ツー曝一廊　　物調　　　1ツー職哲’隷　⑫1　一’？1

　eye－of　禽禽壷　oτ　manservan吐りf。him　eyeりf　”☆　man　he－h嚢亡s　and－if　（26）

　　蒲腰　　　・鉾ぬ　　　門興塑　　　　r鱒箏
　be－must－le卜go．him　　　　to－the。freedom　　　and－he－destroys－her　　　maidservant－of－him

　覆　一廊　　噂薯　　覆　コ填　　　：牌　　nロβ
　too仕hりf　　　or　　　manseどvant－of－him　　　tooth－of　　　and－if　　　（27）　　　eye。of－him　　　beca蟹se－of

　　鞘うび　　　　　r物め　　　　　5rgr　　　　　rn厭
　　　v～　9　一　；　　　　　　　　　　　　　　　　　　」ド　　3　7　－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」サ　層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　了　一3

　he－must一1et－go。him　　　　　　　仕o。量he－freedom　　　　　　　he－knock5－oロt　　　　　　ma董dservan卜of－him

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：物　　　閉n
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コリ　　　　　　　　　　　　リゴリ
　26　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　童ootb刈f－him　beca蟹5e－of
　人が自分の男奴隷あるいは女奴隷の目を

打って、目がつぶれた場合、その目の償い　〔loc．cit．，“exodus”p．205〕

として、その者を自由にしてやらねばなら　　26”lfa　manhits　a　manserv－
　　　27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　anセor　maidservant　in　the　eye
ない。もし、自分の男奴隷あるいは女奴隷　anddestroysit，hemustletthe
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第199条の解釈

この条文は、他のアウィルム階層の所有する奴隷の自を潰すか骨を折っ

た場合の損害賠償について定めたもので、その場合の支払いは奴隷の値の

半額すなわち奴隷の購入価格の半額分を(多分その奴隷の主人に)支払え
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TW -nN -'N ，.，:J11 rJ' -n~ rzr時 円2、 ー司;:"

eye-of ..・e or manservant-of-him eye-of .合合 man he-hits and-if (26) 

羽門与か '1o::mち 円円門WI ，n口拭
he-must-Iet-go-him to-the-freedom and-he-destroys-her maidservant-of-him 

w. -，拭 1竺1:J11 1~ ーロN' : 'J'Il1 nnM 
tooth-of or manservant-of-him tooth-of and-if (27) eye-of-him because-of 

羽円与百、 '1w~r:t~ 与、5)'1 ，n口試
he-must-Iet-go-him to-the-freedom he-knocks-out maidservant-of-him 

:1fp non 
tooth-of-him because-of 

人が自分の男奴隷あるいは女奴隷の目を

f了って、目がつぶれた場合、その自の償い (loc. cit.，“exodus" p. 205J 

として、その者を自由にしてやらねばなら 26
11If a man hits a manserv-

ant or maidservant in the eve 
ない。もし、自分の男奴隷あるいは女奴隷 and destroys it， he must let the 
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の歯を折った場合、その歯の償いとして、　servantgo　free　tocompensate
　　　　　　　　　　　　　　　　　　for　the　eye．27And　i｛he　knocks
その者を自由に去らせねばならない。　　　outthetoothofamanservant
　　　　　　　　　　　　　　　　　　or　maidservant，he　must　let
〔10c．cit．，P．129〕　　　　　　　these四antg・freetoc・mpen－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　sate｛or　the　tooth．

　ハンムラピ法典の第199条は、先行する第198条でアウィルム階層の者が

ムシュケーヌム階層の者の目と骨に対する損害賠償を定めていたその額の

半分を規定しているが、このような損害賠償の規定は、丁度古代ローマ法

ではムシュケーヌムの代わりに「自由人」となっているとこに相異がある

が、奴隷の場合半額という概念は、このハンムラピ法典に由来しているも

のと思われる。

　因みに古代ローマの初期に規定された十二表法の第8表第3条には

“manu　fustive　si　os　fregit　libero　CCC，si　serva　CL　poenam　sunto”（も

し手による殴打または杖によって骨を骨折したる場合に、それが自由人の

時は300アスの罰金を支払い、被害者が奴隷の場合は150アスの罰金を支払

わなければならない）CCCは300アス、CLは150アスの金銭であるが、こ

の十二表法の当時は未だ金額を明確に示した貨幣が発行されておらず、青

銅の貨錠によってその重量を天秤ではかって支払いにあてられていたよう

である。

　それにしても1アスは約280g強の青銅であったと考えられるから、自

由人で84kgの青銅、奴隷で42kgの青銅が損害賠償として規定されていた

ことになる。

　ハンムラピ法典では、その損害賠償に関して同じく銀の薄片による貨錠

を同じようなやり方で天秤によって秤って支払いをしていたと思われる

が、古代バビロニアと違って古代ローマではかなり重い損害賠償が規定さ

れていたもの、と思われる。

　その理由は、十二表法制定当時のローマでは奴隷の数もかなり少く、奴

　　　　　　　　　　　　　一808一
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の歯を折った場合、その歯の償いとして、 servant go free to compensate 
for the eye. 27 And if he knocks 

その者を自由に去らせねばならない。 outthe tooth of a manservant 
or maidservant， he must let 

(loc. cit.， p. 129) the servant go free to compen-
sate for the tooth. 
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時は300アスの罰金を支払い、被害者が奴隷の場合は150アスの罰金を支払

わなければならない)CCCは300アス、 CLは150アスの金銭であるが、こ

の十二表法の当時は未だ金額を明確に示した貨幣が発行されておらず、青

銅の貨錠によってその重量を天秤ではかつて支払いにあてられていたよう

である。

それにしても 1アスは約280g強の青銅であったと考えられるから、自

由人で84kgの青銅、奴隷で42kgの青銅が損害賠償として規定されていた

ことになる。

ハンムラピ法典では、その損害賠償に関して同じく銀の薄片による貨錠

を同じようなやり方で天秤によって秤って支払いをしていたと思われる

が、古代ノてピロニアと違って古代ローマではかなり重い損害賠償が規定さ

れていたもの、と思われるo

その理由は、十二表法制定当時のローマでは奴隷の数もかなり少し奴
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銅の貨錠によってその重量を天秤ではかつて支払いにあてられていたよう

である。

それにしても 1アスは約280g強の青銅であったと考えられるから、自

由人で84kgの青銅、奴隷で42kgの青銅が損害賠償として規定されていた

ことになる。

ハンムラピ法典では、その損害賠償に関して同じく銀の薄片による貨錠

を同じようなやり方で天秤によって秤って支払いをしていたと思われる

が、古代ノてピロニアと違って古代ローマではかなり重い損害賠償が規定さ

れていたもの、と思われるo

その理由は、十二表法制定当時のローマでは奴隷の数もかなり少し奴
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隷階層も家族構成員とほぼ同様な労働をおこない、一定の地位を保護され

ていたからなのだと考えられている。

　この第199条の訳文も研究者によって余り差がなく、原田慶吉氏は「も

し人の奴隷の眼を潰し、あるいはまた人の奴隷の骨を折りたるときは、

〔彼は）その価の半を支払う。」〔10c．cit．，p．332）であり、中田一郎氏の

訳も「もし彼がアヴィールムの奴隷の目を損ったかアヴィールムの奴隷の

骨を折ったなら、彼は彼（奴隷）の値段の半額を支払わなければならな

い。」〔10c．cit．，p．57とp．84〕という文章で終っている。

第200条（原文・逐語訳）

＄u皿一ma　　a－wi－lu皿

もし　　人が

si－in－ni　a－wi－1im

歯を　　　　（他）人の

me－i血一ri　Su　it－ta－di

同格の　彼と　　落としたなら

na（i〔】　投げる、無視する

言i－in－na　Su　i－na－a4－du－U2

歯を　　彼の　　落とす

　第200条（試訳）

　ある者が、同じ身分の他人の歯を折ったならば、自分の歯も折られなけ

ればならない。

第200条の解釈

古代タリオ法（Lex　talionis）の法諺として第196条とともに有名な

　　　　　　　　　　　　一807一
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iゆたm手畿圏|←議~(i::>杯争科

もし 人が 歯を (他)人の

|トーゆ刷局四二問〉司。l
rne-ih-ri s日 it-ta-d i nadu投げる、無挺する

同 格 の 彼 と 落としたなら

Jキー議t>時舟住場関問同居
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古代タリオ法 CLextalionis)の法諺として第196条とともに有名な
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「歯には歯を」の規定であるが、アッカド語の文章としては第196条のア

ウィルムが、前の第199条まで主語としてきいているのに対し、この第200

条では改めてアウィルムに属する「ある者が・一・」という語句から始ま

り、自分と同格の（me－ih｛i）身分のアウィルム階層の者の歯を折ったな

らば、という単語がわざわぎアッカド語で挿入されている。

解釈については、第196条の解釈に挿入した旧約聖書のヘブライ語を参

照してもらいたいが、原典のハンムラピ法典においてはこのような違いが

あることを念頭において解釈することに、注意を払うべきであろう。

一勲　（ここから右→左そして下へとヘブライ語を読み進める。第196条参照）

a“d一量f　　　（22》

　津も・　　　強継・｝　　hr貫　謝拭　　拍オ1　0吻猷　糊・
　じ　　ママ　ぎ　　　　　　　　　　　　　　ヨ　ぽ　マぎ　　　　　　　　　　　　マア　　　　　　　　くマ　　　　　　　　　　　　　きでき　　　　　　　　じ　マ　こ　　　　　ノマロ

chi夏dren一・f－ber5・一出eyイome略u癒pregnant　woma蹴and－they－h韮t　me贋仕bey・fig駈t

、加　　ハ艶　r鱒　　頃靴　　吻㌢　♪蔓寧購！廟
from－him　　he遣ema蹴ds　　a5。what　　ke－mus吐』begf董獄ed　　to－be－fi鶉ed　　injury　　he。is　　b蟹量一no廷

覗！1や苓“融　　‡o蜘騨　　1騨1　　ゆ聞　　5禦
ぬe－is　　　injロry　　　わ鷲廷イf　　　（23）　　　by－」蟹dge5　　　a綬d－he－aI蒼ow5　　　量he－woma費　　　h縦5baadぺ｝f

r1、惚n囎鞍捜n囎撹　　：晦漂mβむ疑　　聯環
　hand仕・・吐h　f・r　t・・量盛eye　f・r　eye（24）翌ife　f・r星ife量hen－y・u欄5t一薯ake

‡卿コm囎ηう罰囎n㎎遡導旨》鴫痴ミP：加n閉嫌rln囎
　bruise　　蚕or　　わruise　　woロ証d　　for　　wo既ロ4　　buτn　　for　　burn　　（25）　foot　for　foot　hand　　壬or

22”lfmenwhoare丘ghdng
hit　a　pregnant　woman　and　she

gives　birをh　premature鑑y’　but

tれereisnoseriousinjury，出e

o任endermustbe丘nedwhat－
ever　the　woman’s　husband
demands　and　the　cou1・t　a皿ows．

23Bu重if　there　is　se亘ous　inju可，

youafetotake麩fefoτlife，
24eye‘oreye．鰍Mortooth．
hand　for　hand．foot　lor　foot、

　　　　　　　　　　〔op．cit．，p．204．〕

　　　

　人々がけんかをして、妊娠している女を

打ち、流産させた場合は、もしその他の損

傷がなくても、その女の主人が要求する賠

償を支払わねばならない。仲裁者の裁定に
　　　　　　　　　　　　　　　　　
従ってそれを支払わねばならない。もし、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
その他の損傷があるならば、命には命、目
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「歯には歯を」の規定であるが、アッカド語の文章としては第196条のア

ウィルムが、前の第199条まで主語としてきいているのに対し、この第200

条では改めてアウィルムに属する「ある者が……」という語句から始ま

り、自分と同格の (me-ih-ri)身分のアウイルム階層の者の歯を折ったな

らば、という単語がわざわざアッカド語で挿入されているo

解釈については、第196条の解釈に挿入した旧約聖書のヘブライ語を参

照してもらいたいが、原典のハンムラピ法典においてはこのような違いが

あることを念頭において解釈することに、注意を払うべきであろう O

甲、P1(ここから右→左そして下へとヘブライ語を読み進める。第196条参照)
and-if (22) 

円、情、 守N:S"'l・ n' 
「
τ

‘
園
川 ~ÐjJ' ロ可?1~~ ~手~:UA-E刊

園川‘

トちp M"rD、
、d

吋
U
8・

LP". 

『
，

chiIdren-of-her so・they-come-out pregnant woman and-they-hit men they-fight 

rz7'J17 わ守容汽:ワ1rz7J17、 総与1

from-him he-demands as-what he-must-be-fined to-be-fined injury he-is but-not 

71:ゥ， 11や8-E81 :口、助Ð~ 2「D
ヘ

-
h
J
 

10~1 
『
川
何

Mm-
LEτ 円

he-is injury but-if (23) by-judges and-he-allows the-woman husband-of 

';<慣 れη~I:l igl r写nr:tpr-p< 
hand tooth for tooth eye for eye 

: rtiDJ nnn rz7DJ i1nnJ' 
(24) life for Iife then-you-must-take 

:円「可2門 nnMn'Ï~~門 17:SSMnn 17:sa n;，:z， nnn h~，:z， :与'.:linnn ~.:lì 寸品目門円

bruise for bruise wound for wound burn for burn (25) foot for foot hand for 

22"If men who are fighting 
hit a pregnant woman and she 
gives birth p四 maturelytbut 
there is no serious injury， the 
offender must be fined what-
ever the woman's husband 
demands and the court aIIows. 
23But if there is serious injury， 
you are to take life for life， 
2.eye for eye， 4泊thJor tooth~ 
hand for hand， foot for foot， 

[op. cit.， p. 204.J 

人々がけんかをして、妊娠している女を

打ち、流産させた場合は、もしその他の損

傷がなくても、その女の主人が要求する賠

償を支払わねばならない。仲裁者の裁定に

従ってそれを支払わねばならない。もし、

その他の損傷があるならば、命には命、目
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解釈については、第196条の解釈に挿入した旧約聖書のヘブライ語を参
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人々がけんかをして、妊娠している女を

打ち、流産させた場合は、もしその他の損

傷がなくても、その女の主人が要求する賠

償を支払わねばならない。仲裁者の裁定に

従ってそれを支払わねばならない。もし、

その他の損傷があるならば、命には命、目
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’25bum　for　bum．wound｛or　には目、歯には歯、手には手、足には足、
wound，bruise致》r　bruise．　　　　　25

　　　　　　　　　　　　　やけどにはやけど、生傷には生傷、打ち傷
〔oP．cit．，P．128一つ．129．〕

　　　　　　　　　　　　　には打ち傷をもって償わねばならない。

　この第200条という、タリオ法Lex　talionisの原則に関するあまりにも

著名な条文を訳すにあたり、原田慶吉氏もやはり襖形文字原文の第2行目

冒頭にあるme－ih－riを意識して「同格の」を入れて「もし人が彼と同格

の人の歯を落したるときは、〔彼等〕彼の歯を落す。」〔10c，cit．，p．332〕と

翻訳しているが、中田一郎氏はそのアッカド語を基本的人権に良く出てく

る「対等の」という言葉に置き換えて「もしアヴィールムが彼と対等のア

ヴィールムの歯を折ったなら、彼らは彼の歯を折らなければならない。」

〔10c．cit．，p．57〕という翻訳文に変えておられる。いずれにせよ意味とし

てはほぼ同じ内容ではあるが、襖形文字原文のアッカド語としては、この

両者に微妙なニュアンスの差が出ているものと思われる。

第201条（原文・逐語訳）

Sum－ma　　きi－in－ni　　maき一en－kak　　it－ta一（1i

（上記で）もし歯をムシュケーヌの落としたのであれば

1／3ma－na　kaspim　i－sa－qal

l／3マナの銀を　　　支払う

第201条（試訳）

　（前の第200条より、アッカド語の文章は続き〉ある者が、ムシュケー

ヌムの歯を折ったのであれば、3分1マナ（約170g弱）の銀（貨）を支
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，2Sbum for burn， wound for には目、歯には歯、手には手、足には足、
wound， bruise for bruise. 2~ 

やけどにはやけど、生傷には生傷、打ち傷
(op. cit.， p. 128・-p.129.)

には打ち傷をもって償わねばならない。

この第200条という、タリオ法 Lextalionisの原則に関するあまりにも

著名な条文を訳すにあたり、原田慶吉氏もやはり模形文字原文の第 2行目
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ヴィールムの歯を折ったなら、彼らは彼の歯を折らなければならない。」

(loc. cit.， p. 57)という翻訳文に変えておられるo いずれにせよ意味とし

てはほぼ同じ内容ではあるが、模形文字原文のアッカド語としては、この

両者に微妙なニュアンスの差が出ているものと思われる。

第201条(原文・逐語訳)

|除陸相手議li:>þj降~民r~閃φi

(上記で)もし歯をムシュケーヌの落としたのであれば

E岡崎忠 則位制仔イ
1/3 ma-na kaspim i-Sa-qal 

1/3マナの銀を 支払う

第201条(試訳)

(前の第200条より、アッカド語の文章は続き)ある者が、ムシュケー

ヌムの歯を折ったのであれば、 3分 1マナ(約170g弱)の銀(貨)を支
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てはほぼ同じ内容ではあるが、模形文字原文のアッカド語としては、この

両者に微妙なニュアンスの差が出ているものと思われる。
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払わなければならない。

　第201条の解釈

　前の第200条の主語であるアウィルム階層の者が、同じ身分であるアウ

ィルム階層の他人の歯を折ったならば自分の歯も折らねばならないが、ム

シュケーヌムの歯を折ったのならば、その損害賠償として3分の1マナ

（20シェケル）の銀貨を支払えばすむという規定である。

　1マナ（今日の約500g）の銀は、60シェケルに分割されていた（第108

条の解釈中に記された古代の分銅参照のこと）。そしてセム系法文化の中

でこの単位はそのまま継承されてゆき、旧約聖書では、この「目には目歯

には歯」に続く規定で以下のように「牛が男奴隷あるいは女奴隷を突いた

場合、銀30シェケルをその主人に支払い、その牛は石で打ち殺されねばな
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払わなければならない。

第201条の解釈
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イルム階層の他人の歯を折ったならば自分の歯も折らねばならないが、ム

シュケーヌムの歯を折ったのならば、その損害賠償として 3分の lマナ

(20シェケル)の銀貨を支払えばすむという規定である。
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　牛が男あるいは女を突いて死なせた場

合、その牛は必ず石で打ち殺されねばなら

ない。また、その肉は食べてはならない。

しかし、その牛の所有者に罪はない。ただ

し、もし、その牛に以前から突く癖があ

り、所有者に警告がなされていたのに、彼

がその警告を守らず、男あるいは女を死な

せた場合は、牛は石で打ち殺され、所有者

もまた死刑に処せられる。もし、賠償金が

要求された場合には、自分の命の代償とし

て、要求されたとおりに支払わねばならな

い。男の子あるいは女の子を突いた場合

も、この規定に準じて処理されねばならな

い。もし、牛が男奴隷あるいは女奴隷を突

いた場合は、銀30シュケルをその主人に支

払い、その牛は石で打ち殺されねばならな
レ】。　〔op．cit．，P。129．〕

この第201条に関する原田慶吉氏の翻訳は「もしムシュケーヌム（8条

参照）の歯を落したるときは、銀3分の1マヌーを支払う。」〔loc。cit．，p．

332〕という短いもので、この条文に関して中田一郎氏は3分の1マナを

正確に端数まで自分で計算して翻訳文に入れて「もし彼がムシュケーヌム

の歯を折ったなら、彼は銀3分の1マナ（約167グラム）を支払わなけれ

ばならない。」〔loc．cit．，P。97〕と訳しておられるが、当時の古代バビロニ

アにあってそれほど銀を正確に計算できたとは思えないから、この翻訳文

は解釈の観点からは正鵠を得たものとは言えないであろうと思われる。
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the owner of the bull will not 
be held responsible. 291f， how-
ever， the bull has had the habit 
of goring and the owner has 
been warned but has not kept 
it penned Up and it kills a man 
or woman， the bull must be 
stoned and the owner also 
must be put to death. 3OHow-
ever， if payment is demanded 
of him， he may redeem his life 
by paying whatever is de-
manded. 31This law also ap-
pli回 ifthe bull gores a son or 
daughter. 32If the bull go陀 sa
male or female slave， the 
owner must pay thirty 
shekels" of silver to the master 
of the slave. and the bull must 
be stoned. (Op. cit.， p.205) 
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第202条（原文・逐語訳〉

　。　　　π
　Sum一聡a¶i－1u皿li－e－it　a－w三一1i皿

もし　　　人が　　頬を　　入の

もa　e－li帥ra－bu－u2　i皿一ta－ha－as

所のより彼　上位である　打つならば

i－nαpu－uh－ri－im　i－na皿己三akqinazユalpm

で集会　 にて鞭　牛の

60　　言u－si　　i皿一皿a姦一ha－as

60　回　　　叩く

ma言aku　く　ku＄

qinaZU　〈　usan3

alpu　く　gud

言u一言i〉一ubanu～回

　第202条（試訳〉

　ある者が、自分よりも身分の高い人の頬を打つならば、その者は集会の

場において、牛の鞭で1シュシュム度数（すなわち60回分）だけ、叩かれ

なければならないものとする。

　第202条の解釈

　この条文における「身分の高い人」というのは模形文字原文を見ればわ

かる通り、奴隷がアウィルム階層の者の頬を打ったのではなくある者も自

分よりも身分の高い人も同じアウィルム階層に属する者であると解釈でき

ると思われる。このことから同じアウィルム階層のなかで、身分の高い者

と自分と同じ地位にいる者という区別がその当時においても当然としてな

され、それによって異なった刑罰が適用されていたようである。従ってこ

れは階層上の身分分化ではなく、おそらくその時代の社会的な地位を意味

するものであったろうと思われる。ここで使われる「牛の鞭」とは牛の尾

をそのまま乾燥させてつくったものと思われるが、同じ階層の者に対して

　　　　　　　　　　　　　一802一
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第202条(原文・逐語訳)
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su-si > -ubanu ~回

60 回 叩く

第202条(試訳)
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場において、牛の鞭で 1シュシュム度数(すなわち60回分)だげ、叩かれ

なければならないものとする。

第202条の解釈

この条文における「身分の高い人」というのは模形文字原文を見ればわ

かる通り、奴隷がアウィルム階層の者の頬を打ったのではなくある者も自

分よりも身分の高い人も同じアウィルム階層に属する者であると解釈でき

ると思われる。このことから同じアウィルム階層のなかで、身分の高い者

と自分と同じ地位にいる者という区別がその当時においても当然としてな

され、それによって異なった刑罰が適用されていたようである。従ってこ

れは階層上の身分分化ではなく、おそらくその時代の社会的な地位を意味

するものであったろうと思われる。ここで使われる「牛の鞭Jとは牛の尾

をそのまま乾燥させてつくったものと思われるが、同じ階層の者に対して
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ると思われる。このことから同じアウィルム階層のなかで、身分の高い者

と自分と同じ地位にいる者という区別がその当時においても当然としてな

され、それによって異なった刑罰が適用されていたようである。従ってこ

れは階層上の身分分化ではなく、おそらくその時代の社会的な地位を意味

するものであったろうと思われる。ここで使われる「牛の鞭Jとは牛の尾

をそのまま乾燥させてつくったものと思われるが、同じ階層の者に対して
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60回の鞭打ちはかなり重いものと思われる。因みに文化的にこのハンムラ

ピ法典を引き継ぐ旧約聖書のユダヤ法からイスラーム法「ハディース」に

規定される鞭打ちでも、姦通に関するもので80～100回までというのが最

大である。つまりこの規定の意味するところは、同じアウィルム階層の中

にあっても社会的身分によってその階級の内容が、かなりはっきりと区別

されていたことが推察されるわけである。

　鞭打ちの回数について東洋法制史では、モンゴル法の影響で数字の一番

下に7のっいた数が多く用いられた。また打つ道具として中国では苔と杖

がその打つ回数によって段階的に定められ、特に中国の元代ではその打つ

道具によって「杖刑」と「苔刑」と分けられ、その数から苔刑は7、17、

27、37、47、57回の6等、杖刑は67、77、87、97、107回の5等に定めら

れていたようである。刑罰上の総合的配慮からみてこの杖刑と苔刑を入れ

ることで元代の刑罰体系は「苔、杖、徒、流、死」の5刑を基本として成

りたっていた（仁井田　陛氏著『中国法制史研究・刑法』第11章第3節）

（『元文類』巻42、雑著「経世大典」（憲典総序：名例篇・5刑）、中国に

侵入したモンゴル民族は、騎馬民族だから最初は当然彼等が規定した苔刑

も、動物の尾をそのまま使用した形の「鞭」として使用していたのではな

いかと思われるが、その詳細はよくわからない。

　ハンムラピ法典で「鞭打ち」の刑が定められているのは「この自分より

も身分の高い者の頬を打った時」だけに限られており、その刑罰が後に発

展したと思われるのが、イスラーム法と中国元代の刑罰などとなったので

ある。

　この第202条を原田慶吉氏は「もし人が彼よりも豪き人の頬を榔ちたる

ときは、民会において、牛鞭にて1シュシュム度（＝60度）郵たる。」

〔10c．cit．，p．332〕と訳しておられる。ローマ法学者の原田氏が「民会」

と訳したのは古代ローマのComitiaを意識してこの訳語を用いられたの
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128 法学論集 49 (山梨学院大学〕

60回の鞭打ちはかなり重いものと思われるo 因みに文化的にこのハンムラ

ピ法典を号|き継ぐ旧約聖書のユダヤ法からイスラーム法「ハディース」に

規定される鞭打ちでも、姦通に関するもので80'""'-'100固までというのが最

大である。つまりこの規定の意味するところは、同じアウィルム階層の中

にあっても社会的身分によってその階級の内容が、かなりはっきりと区別

されていたことが推察されるわけである D

鞭打ちの回数について東洋法制史では、モンゴル法の影響で数字の一番

下に 7のついた数が多く用いられた。また打つ道具として中国では苔と杖

がその打つ回数によって段階的に定められ、特に中国の元代ではその打つ

道具によって「杖刑」と「苔刑」と分けられ、その数から苔刑は 7、17、

27、37、47、57回の 6等、杖刑は67、77、87、97、107回の 5等に定めら

れていたようである。刑罰上の総合的配慮からみてこの杖刑と苔刑を入れ

ることで元代の刑罰体系は「苔、杖、徒、流、死」の 5刑を基本として成

りたっていた(仁井田 陛氏著『中国法制史研究・刑法』第11章第3節)

(r元文類J巻42、雑著「経世大典J(憲典総序:名例篇・ 5刑)、中国に

侵入したモンゴル民族は、騎馬民族だから最初は当然彼等が規定した苔刑

も、動物の尾をそのまま使用した形の「鞭」として使用していたのではな

いかと思われるが、その詳細はよくわからない。

ハンムラピ法典で「鞭打ち」の刑が定められているのは「この自分より

も身分の高い者の頬を打った時」だけに限られており、その刑罰が後に発

展したと思われるのが、イスラーム法と中国元代の刑罰などとなったので

あるo

この第202条を原田慶吉氏は「もし人が彼よりも豪き人の頬を擬ちたる

ときは、民会において、牛鞭にて 1シュシュム度 (=60度)欝たる。」

(loc. cit.， p.332J と訳しておられる。ローマ法学者の原田氏が「民会」

と訳したのは古代ローマの Comitiaを意識してこの訳語を用いられたの

-801-

128 法学論集 49 (山梨学院大学〕

60回の鞭打ちはかなり重いものと思われるo 因みに文化的にこのハンムラ

ピ法典を号|き継ぐ旧約聖書のユダヤ法からイスラーム法「ハディース」に

規定される鞭打ちでも、姦通に関するもので80'""'-'100固までというのが最

大である。つまりこの規定の意味するところは、同じアウィルム階層の中

にあっても社会的身分によってその階級の内容が、かなりはっきりと区別

されていたことが推察されるわけである D

鞭打ちの回数について東洋法制史では、モンゴル法の影響で数字の一番

下に 7のついた数が多く用いられた。また打つ道具として中国では苔と杖

がその打つ回数によって段階的に定められ、特に中国の元代ではその打つ

道具によって「杖刑」と「苔刑」と分けられ、その数から苔刑は 7、17、

27、37、47、57回の 6等、杖刑は67、77、87、97、107回の 5等に定めら

れていたようである。刑罰上の総合的配慮からみてこの杖刑と苔刑を入れ

ることで元代の刑罰体系は「苔、杖、徒、流、死」の 5刑を基本として成

りたっていた(仁井田 陛氏著『中国法制史研究・刑法』第11章第3節)

(r元文類J巻42、雑著「経世大典J(憲典総序:名例篇・ 5刑)、中国に

侵入したモンゴル民族は、騎馬民族だから最初は当然彼等が規定した苔刑

も、動物の尾をそのまま使用した形の「鞭」として使用していたのではな

いかと思われるが、その詳細はよくわからない。

ハンムラピ法典で「鞭打ち」の刑が定められているのは「この自分より

も身分の高い者の頬を打った時」だけに限られており、その刑罰が後に発

展したと思われるのが、イスラーム法と中国元代の刑罰などとなったので

あるo

この第202条を原田慶吉氏は「もし人が彼よりも豪き人の頬を擬ちたる

ときは、民会において、牛鞭にて 1シュシュム度 (=60度)欝たる。」

(loc. cit.， p.332J と訳しておられる。ローマ法学者の原田氏が「民会」

と訳したのは古代ローマの Comitiaを意識してこの訳語を用いられたの

-801-



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古代法の翻訳と解釈　III129

であろうが、古代バニロニアにおいて例え小規模な区民会comitia

tributaをも考慮に入れたとしてもそのような政治的組織があったとは考

えられず、単なる集会で良いのではないだろうか。なお懊形文字原文を見

ればわかるように襖形文字第4行目の最初は「1シュシュム度」でアッカ

ド語の回数単位（古代バビロニア）では60進法の採用によって60回の度数

となる。中田一郎氏はそのような模形文字を直接見なかったとみえ「もし

アヴィールムが彼より身分の高いアヴィールムの頬を殴ったなら、彼は集

会において、牛皮の鞭で60回打たれなければならない。」〔10c．cit．，p．57〕

とシャイユ（中田氏はシェイルと記す）氏がアッカド語そのものを60回の

まま記述する形にしたのを継承して翻訳しておられる。

　この第202条と次の第203条について、ハンスJ．ベッカー氏は「顔面に平

手打ちを加えた場合」とかなり限定的に理解し、その刑罰に関し「……ア

ウィールム階層の内部で、身分の高いものと同じ身分の者という区別がな

され、それに応じて違った処罰が適用されている。これは顔面に平手打ち

を加えた場合である。自分より身分の高い者に平手打ちを加えた場合は、

同じ身分の者に平手打ちを加えた場合よりも、処罰はずっと厳しいものに

なっている（第202条、第203条）。この箇所について、現代の読者が、特

に自分より身分の高い人に平手打ちを食わせることは、もとよりその人を

侮辱することだと推論するのは不当ではない。事実そのことが、タリオの

基準をはるかに越える極めて厳しい処罰（鞭打ち60回）が下される理由を

明らかにしている。ところで第202条が問題としている鞭打ち刑は、ハン

ムラピ法典が言及している唯一の例である。この規定は、刑執行の方式を

示唆する要素も提供してくれている。っまり、はっきりと公的な刑執行が

命じられているのである。…・99」（op．cit．，鈴木佳秀氏訳『古代オリエント

の法と社会』旧約聖書とハンムラピ法典、ヨルダン社p．188）という解釈

をなさっているが、これは条文そのものをかなり限定して理解しておられ

　　　　　　　　　　　　　一800一
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るし、これを「タリオの基準をはるかに越える」と思うのは、そうした側

面からの思い込みがかなり支配している、と言えなくはないだろうか。

第203条（原文・逐語訳）

　　　　　　　　手
　言um－ma　　mar　　a－wi－lim　　　I三一e－it　　mar　　a一冊i－11m

　　もし　子が　人の　　　　頬を　　子の　人の

きa　k卜ma舘一a－ti加一ta－ha－as

の　同様の　それと　　打つならば

ma一取a　kasp星皿　i－Sa－qa1

マナの銀を　　　支払う

　第203条（試訳）

　（アウィルム階層の）ある者（の子供）が、同様の身分にある者（の子

供）の頬を殴打したる場合、その者は1マナ（約500g）の銀（貨）を支

払わなければならないものとする。

　第203条の解釈

　この条文における懊形文字の原文が、アウィルム階層であるからこの条

文の訳としては、そのまま括弧を取って、「アウィルム階層のある者が

　一」と始めたほうが良いのかも知れない。またmarは、第195条のよう

に明らかに「父と子」のような対比した時は、明確に子供と翻訳するべき

だが、次の第196条にみられるようにその階層の属性にある者を示す時は

子供だけに限らず、その階層の大人をも意味すると思われるので、mar

　　　　　　　　　　　　　－799一
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…」と始めたほうが良いのかも知れない。また marは、第195条のよう

に明らかに「父と子」のような対比した時は、明確に子供と翻訳するべき

だが、次の第196条にみられるようにその階層の属性にある者を示す時は

子供だけに限らず、その階層の大人をも意味すると思われるので、 mar
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を逐一「子供」として訳する必要はないと考えられるが、原文と通語訳か

らよりアッカド語の文章の意味を正確に取ってもらうため、敢て括弧つき

で挿入しておいた。この単語を原田慶吉氏が翻訳した時は前に述べたよう

に「人の息」として「もし『人の息』（7条参照）が彼と同格の『人の息』

の頬を郵ちたるときは、銀1マヌーを支払う。」〔10c．cit．，p．332〕と訳し

ておられたが、今はもうこのように訳さず、中田一郎氏のほうは相変らず

片仮名でアヴィールムとして翻訳し「もしアヴィールム仲問が自分と対等

のアヴィー一ルム仲間の頬を殴ったなら、彼は銀1マナ（約500グラム）を

支払わなければならない。」〔10c．cit，，p．57〕というように記述しておられ

る。条文の前後関係とアッカド語の文章という両側面から考慮して、この

条文は「アウィルム階層の子供」と限定して解釈しないほうが良い、と思

われる。

第204条（原文・逐語訳〉

菖u皿一皿a　　ma豊一en－kak　　　li－e－it　　ロa忌一en－kak

もし　　ムシュケヌが　頬を　　ムシュケヌの

　im－ta－ha－as　10　瓢kil　kasp血i－5a－ka正

　打つならば　10シェケルの銀を　　支払う

90

　第204条（試訳）

　あるムシュケーヌム（階層）の者が、他のムシュケーヌムの者の頬を殴

打したる場合、その者は10シェケル（約85g弱）の銀（貨）を支払わなけ

ればならないこととする。
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を逐一「子供」として訳する必要はないと考えられるが、原文と通語訳か

らよりアッカド語の文章の意味を正確に取ってもらうため、敢て括弧つき

で挿入しておいた。この単語を原田慶吉氏が翻訳した時は前に述べたよう

に「人の息」として「もし『人の息j(7条参照)が彼と同格の『人の息』

の頬を鄭ちたるときは、銀 1マヌーを支払う。J(loc. cit.， p. 332) と訳し
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片仮名でアヴィールムとして翻訳し「もしアヴィールム仲間が自分と対等
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支払わなければならない。J(loc. cit.， p. 57)というように記述しておられ

る。条文の前後関係とアッカド語の文章という両側面から考慮して、この

条文は「アウィルム階層の子供」と限定して解釈しないほうが良い、と思

われる。

第204条(原文・逐語訳)

妙除問芹~勝荷関与墨þ1
sum-ma mas-en-kak li-e-it・as-en-kak
もし ムシュケヌが頬を ムシュケヌの

担陸肝ゆ干T宅区栂~夜長時感吟f~

打つならば 10 シェケルの銀を 支払う

第204条(試訳)

あるムシュケーヌム(階層)の者が、他のムシュケーヌムの者の頬を殴

打したる場合、その者は10シェケル(約85g弱)の銀(貨)を支払わなけ

ればならないこととする。
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で挿入しておいた。この単語を原田慶吉氏が翻訳した時は前に述べたよう
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ておられたが、今はもうこのように訳さず、中田一郎氏のほうは相変らず
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のアヴィールム仲間の頬を殴ったなら、彼は銀 1マナ(約500グラム)を

支払わなければならない。J(loc. cit.， p. 57)というように記述しておられ

る。条文の前後関係とアッカド語の文章という両側面から考慮して、この

条文は「アウィルム階層の子供」と限定して解釈しないほうが良い、と思

われる。

第204条(原文・逐語訳)
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あるムシュケーヌム(階層)の者が、他のムシュケーヌムの者の頬を殴

打したる場合、その者は10シェケル(約85g弱)の銀(貨)を支払わなけ

ればならないこととする。
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　第204条の解釈

　直前の第203条で、アウィルム階層の者同志の殴打事件について、加害

者は被害者に1マナの銀（約500g）を支払わなければならないと規定し

たのに対し、この第204条のほうはムシュケーヌム（階層あるいは職能階

級）の者同志の殴打事件を扱っている。

　前にも記述した（第108条のライオン分銅などを参照のこと）が、古代

バビロニア時代の1マナは約60シェケルに分割されていたので、そこから

単純計算するとムシュケーヌム仲問の殴打事件に関する損害の賠償額はア

ウィルムの6分の1であるから、この条文だけから見るとムシュケーヌム

はアウィルムの6分の1の価値しかないように受け取られがちである。

　アッシリア学者は、一般的にアウィルム階層だけが完全な自由市民階層

で、ムシュケーヌムはこうした規定を根拠にアウィルムの下位に立つ階層

と考えている者が多いようであるが、ハンムラピ法典の膨大な規定の中で

少数しか出てこないし、人数もそれ程多くはなかったようであるので、国

王に仕えてきた特殊な社会的身分の階級に近い存在であったと考えるほう

がよいのではないかと思われる。この第204条に対する原田慶吉氏の翻訳

は「もしムシュケーヌム（8条参照）がムシュケーヌムの頬を郵ちたると

きは、銀10シクルを支払う。」〔10c．cit．，p．332〕と記述しており、その後

にこの条文をハンスJ．ベッカー氏の著書から重訳した鈴木佳秀氏は「ある

ムシュケーヌムが他のムシュケーヌムの頬を平手打ちにした場合、彼は銀

10シェケルを支払わなければならない」〔10c．cit．，p．186－7〕としている

が、この「平手打ち」はそのような限定を懊形文字原典のアッカド語im－

ta－ha・a＄から解釈するのは無理であろうと思う。ただ「殴る」とのみ解す

るべきであろう。中田一郎氏は「もしムシュケーヌムがムシュケーヌムの

頬を殴ったなら、彼は銀10シキル（約83．3グラム）を支払わなければなら

ない。」〔10c．cit．，p．57～p．58〕と訳しておられる。いずれにせよ直前の第
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第204条の解釈

直前の第203条で、アウィルム階層の者同志の殴打事件について、加害

者は被害者に 1マナの銀(約500g) を支払わなければならないと規定し

たのに対し、この第204条のほうはムシュケーヌム(階層あるいは職能階

級)の者同志の殴打事件を扱っている。

前にも記述した(第108条のライオン分銅などを参照のこと)が、古代

パピロニア時代の 1マナは約60シェケルに分割されていたので、そこから

単純計算するとムシュケーヌム仲間の殴打事件に関する損害の賠償額はア

ウィルムの 6分の 1であるから、この条文だけから見るとムシュケーヌム

はアウィルムの 6分の lの価値しかないように受け取られがちであるo

アッシリア学者は、一般的にアウィルム階層だけが完全な自由市民階層

で、ムシュケーヌムはこうした規定を根拠にアウィルムの下位に立つ階層

と考えている者が多いようであるが、ハンムラピ法典の膨大な規定の中で

少数しか出てこないし、人数もそれ程多くはなかったようであるので、国

王に仕えてきた特殊な社会的身分の階級に近い存在であったと考えるほう

がよいのではないかと思われる D この第204条に対する原田慶吉氏の翻訳

は「もしムシュケーヌム(8条参照)がムシュケーヌムの頬を櫛ちたると

きは、銀10シクルを支払う。J(Ioc. cit.， p. 332) と記述しており、その後

にこの条文をハンスJ.ベッカー氏の著書から重訳した鈴木佳秀氏は「ある

ムシュケーヌムが他のムシュケーヌムの頬を平手打ちにした場合、彼は銀

10シェケルを支払わなければならないJOoc. cit.， p.186-7)としている

が、この「平手打ち」はそのような限定を模形文字原典のアッカド語 im-

ta・ha-asから解釈するのは無理であろうと思う。ただ「殴る」とのみ解す

るべきであろう。中田一郎氏は「もしムシュケーヌムがムシュケーヌムの

頬を殴ったなら、彼は銀10シキル(約83.3グラム)を支払わなければなら

ない。JOoc. cit.， p. 57'"'-'p. 58) と訳しておられるo いずれにせよ直前の第
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第204条の解釈

直前の第203条で、アウィルム階層の者同志の殴打事件について、加害

者は被害者に 1マナの銀(約500g) を支払わなければならないと規定し

たのに対し、この第204条のほうはムシュケーヌム(階層あるいは職能階

級)の者同志の殴打事件を扱っている。

前にも記述した(第108条のライオン分銅などを参照のこと)が、古代

パピロニア時代の 1マナは約60シェケルに分割されていたので、そこから

単純計算するとムシュケーヌム仲間の殴打事件に関する損害の賠償額はア

ウィルムの 6分の 1であるから、この条文だけから見るとムシュケーヌム

はアウィルムの 6分の lの価値しかないように受け取られがちであるo

アッシリア学者は、一般的にアウィルム階層だけが完全な自由市民階層

で、ムシュケーヌムはこうした規定を根拠にアウィルムの下位に立つ階層

と考えている者が多いようであるが、ハンムラピ法典の膨大な規定の中で

少数しか出てこないし、人数もそれ程多くはなかったようであるので、国

王に仕えてきた特殊な社会的身分の階級に近い存在であったと考えるほう

がよいのではないかと思われる D この第204条に対する原田慶吉氏の翻訳

は「もしムシュケーヌム(8条参照)がムシュケーヌムの頬を櫛ちたると

きは、銀10シクルを支払う。J(Ioc. cit.， p. 332) と記述しており、その後

にこの条文をハンスJ.ベッカー氏の著書から重訳した鈴木佳秀氏は「ある

ムシュケーヌムが他のムシュケーヌムの頬を平手打ちにした場合、彼は銀

10シェケルを支払わなければならないJOoc. cit.， p.186-7)としている

が、この「平手打ち」はそのような限定を模形文字原典のアッカド語 im-

ta・ha-asから解釈するのは無理であろうと思う。ただ「殴る」とのみ解す

るべきであろう。中田一郎氏は「もしムシュケーヌムがムシュケーヌムの

頬を殴ったなら、彼は銀10シキル(約83.3グラム)を支払わなければなら

ない。JOoc. cit.， p. 57'"'-'p. 58) と訳しておられるo いずれにせよ直前の第
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203条と比較する場合に、同じ階層の者同志の損害賠償額は一定している

が、他の階層問での殴打についての条文が無い為に今日の比較法的な解釈

においては、どうしてもそこに無理がでてくるのである。

　要するにアウィルムとかムシュケーヌムの階層を、今日のピラミッド状

の形式で表示するヒエラルヒー構造と理解しては誤解をする、その良い例

ではないであろうかと思われる。

第205条（原文・逐語訳）

言u皿一皿a　　wara（i　　a一卿i－l　im

もし　奴隷が　人の

バビロニア

絵文　字 古拙文字
古典的

撰形文字
後　期

襖形文字

音　価

シュメール アツシリア

耳薙 乞
委トー ≦ト 撃

tal2

waki，b！3

estu

置a

バビロニア

　1i－e－it　mar　a－w卜1im

　頬を　　　子の　人の

　／im－ta－ha－a寧u2－zu－un　Su　i－na－ak－k1－su

　　　打つならば　耳を　　彼の　　切り取る

　第205条（試訳）

　ある（アウィルム階層の）者の奴隷が、他のアウィルム階層の者（の子

供）の頬を殴打したる場合、その奴隷は自分の耳を切り落とされなければ

ならない。

第205条の解釈

アウィルム階層に所有されている奴隷が、他のアウィルム階層の自由人
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203条と比較する場合に、同じ階層の者同志の損害賠償額は一定している

が、他の階層間での殴打についての条文が無い為に今日の比較法的な解釈

においては、どうしてもそこに無理がでてくるのである。

要するにアウィルムとかムシュケーヌムの階層を、今日のピラミッド状

の形式で表示するヒエラルヒー構造と理解しては誤解をする、その良い例

ではないで、あろうかと思われる。

第205条(原文・逐語訳)

|防士f桝行手←4
きum-ma warad a-wi-lim 

もし奴隷が人の

紗棺阿関子手利
li-e-it mar a-wi-lim 

頬を 子の人の

耳守

パビロニア

ミト 4ト

xgL-噛壬金ヲヤ安臨>lf需量一周嗣冊子局Ha==ゆト怪十金問|

打つならば耳を 彼の 切り取る

第205条(試訳)

ある(アウィルム階層の)者の奴隷が、他のアウィルム階層の者(の子

供)の頬を殴打したる場合、その奴隷は自分の耳を切り落とされなければ

ならない。

第205条の解釈

アウイルム階層に所有されている奴隷が、他のアウイルム階層の自由人
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203条と比較する場合に、同じ階層の者同志の損害賠償額は一定している

が、他の階層間での殴打についての条文が無い為に今日の比較法的な解釈

においては、どうしてもそこに無理がでてくるのである。

要するにアウィルムとかムシュケーヌムの階層を、今日のピラミッド状

の形式で表示するヒエラルヒー構造と理解しては誤解をする、その良い例

ではないで、あろうかと思われる。
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|防士f桝行手←4
きum-ma warad a-wi-lim 

もし奴隷が人の

紗棺阿関子手利
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打つならば耳を 彼の 切り取る

第205条(試訳)

ある(アウィルム階層の)者の奴隷が、他のアウィルム階層の者(の子

供)の頬を殴打したる場合、その奴隷は自分の耳を切り落とされなければ

ならない。

第205条の解釈

アウイルム階層に所有されている奴隷が、他のアウイルム階層の自由人
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（の子供？）を殴打したる時は、その奴隷の耳を削ぎ落とす、という規定

である。アッカド語の襖形文字marは第196条と同様に、アウィルム階層

の子供だけでなくその階層に属する人々全体を意味していると思われる

が、原文の文字通りに直訳すれば「子供」という語が入るから一応括弧内

に入れておいた。

　奴隷が自由人を殴打（原文では頬と書かれているがそれは象徴的な箇所

示す）するのであるから、当然のこととして同害報復ではすまないわけで

あり、「タリオ法（反坐法）の原則」は全く適用されないことになる。

　ただし、ハンムラピ法典は当時の古代バビロニア社会の支配階層であっ

たアウィルム相互間においては、社会的身分による区別を除いて、原則的

に同害報復（Lex　talionis）なるものが程良く規定されている、と言って

よいだろう。

　この第205条の翻訳に際し、原田慶吉氏は相変らず「人の息」にこだわ

って「もし人の奴隷が『人の息』（7条参照）の頬を騨ちたるときは、〔彼

等〕彼の耳を切り取る。」〔10c．cit．，p．332〕と翻訳しており、中田一郎氏

のほうもアヴィールム（アウィルム）という階層を意味するアッカド語を

そのまま強調して使用し「もしアヴィールムの奴隷がアヴィールム仲間の

頬を殴ったなら、彼らは彼の耳を切り落とさなければならない。」〔10c．

cit．，p．58〕と訳しておられる。殴った者の処罰として耳を切り取るとい

うのは、この懊形文字原文第3行目u2－zu・unからみて片方の耳だけ切り

取ったものであろうが、他の古代法においてあまり見かけない規定で、こ

の古代バビロニアに先行するシュメール時代のウル・ナンムの法典やリピ

ト・イシュタール法典にも無かったようであるので、セム系民族の慣習処

罰法として成立したものではないか、と考えられる。旧約聖書『出エジプ

ト記』の第21章第8節に、奴隷が6年間働いた後その主人のもとから去ら

ないで奴隷の身分のままとどまるという意思表示をした時「その主人は彼
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(の子供?)を殴打したる時は、その奴隷の耳を削ぎ落とす、という規定

である。アッカド語の模形文字marは第196条と同様に、アウィルム階層

の子供だけでなくその階層に属する人々全体を意味していると思われる

が、原文の文字通りに直訳すれば「子供」という語が入るから一応括弧内

に入れておいた。

奴隷が自由人を殴打(原文では頬と書かれているがそれは象徴的な箇所

示す)するのであるから、当然のこととして同害報復ではすまないわけで

あり、「タリオ法(反坐法)の原則」は全く適用されないことになるo

ただし、ハンムラピ法典は当時の古代パビロニア社会の支配階層であっ

たアウィルム相互間においては、社会的身分による区別を除いて、原則的

に同害報復 (Lextalionis)なるものが程良く規定されている、と言って

よいだろう。

この第205条の翻訳に際し、原田慶吉氏は相変らず「人の息Jにこだわ

って「もし人の奴隷が『人の息j(7条参照)の頬を繍ちたるときは、〔彼

等〕彼の耳を切り取る。J(Ioc. cit.， p. 332) と翻訳しており、中田一郎氏

のほうもアヴィールム(アウィルム)という階層を意味するアッカド語を

そのまま強調して使用し「もしアヴィールムの奴隷がアヴィールム仲間の

頬を殴ったなら、彼らは彼の耳を切り落とさなければならない。J(Ioc. 

cit.， p.58) と訳しておられる。殴った者の処罰として耳を切り取るとい

うのは、この模形文字原文第 3行目 uz・zu-unからみて片方の耳だけ切り

取ったものであろうが、他の古代法においてあまり見かけない規定で、こ

の古代ノてピロニアに先行するシュメール時代のウル・ナンムの法典やリピ

ト・イシュタール法典にも無かったようであるので、セム系民族の慣習処

罰法として成立したものではないか、と考えられるo 旧約聖書『出エジプ

ト記jの第21章第8節に、奴隷が6年間働いた後その主人のもとから去ら

ないで奴隷の身分のままとどまるという意思表示をした時「その主人は彼
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を神のもとに連れて行き、入口もしくは入口の柱のところへ連れて行き、

彼の耳を錐で刺し通すならば、彼を生涯、奴隷とすることができる」とい

う規定の淵源は、セム系民族の間でおこなわれていたこういう処罰法にも

関連するハンムラピ法典第205条のこういうところにもあったのではない

か、とも思われる。この短い条文の途中第3行目から、ハンムラピ法典石

柱の裏面に記された条文の上から第17欄（段落）は終り、第18欄の右端に

移ってim－ta－ha－asから縦書きに左側へ読み進んでゆく構成となってい

る。なお「耳」という字の象形文字から模形文字への変遷を原文逐語訳の

右側に例示したので参照してもらいたい。

第206条（原文・逐語訳）

言um－ma　a¶Hu皿　a－wHam　i¶a　ri－i3－ba－tim

もし　　人が　　　人を　　　　で　　口論

正皿一ta一疑a－as　鳳a　zi一』皿一臓a－am

叩いて、　　　　　傷を

si皿凪u怪我

iき一ta－ka－an　　忌u　　a一田i－1um　　Su－u2

与えたなら彼に　人は　　その

10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　i－na　　i一（IU－U2　　1a　　a皿一ha－zu　　i－ta皿　　皿a

　r知りながら　ない打ったのではjと誓い、

idO無る

amha－zu　　　IHahaSu　Su

　　　　　窪囲斥駒
U3　　a－zu　　i－ip－pa－al

且っ医者に　弁償する
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防相時鋒~Tr~*一時lsl~予肝;r===寺区わ伝詞
Sum-ma a~曹 i-Ium a-wi-lam i-na ri-i~-ba-tim 

もし 人が 人を で 口 論

併明趨~I同府日~I
im-ta-ha-as ma zi-~m-ma-am $lmm.u 圭n

叩いて、 傷を

健主閃酵争終局i肝手二金主目標詞
is-ta-ka-an 主u a-wi-Ium きu-uz

与えたなら彼に 人は その

四|回φ住同時三~I昭~夜開lljs::tJ~ヨi
i-na i-du-U2 la am-ha-zu i-tam ma idu知る

「知りながら ない打ったのでは j と誓い、 amha-zu mahã~u Su 

何Tf悶住国時二砂干i
U3 a-zu i-ip-pa-al 

Eつ医者に 弁償する
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　第206条（試訳）

　ある者が、他人と喧嘩をして殴打により相手に傷害を与えたる場合、そ

の者は「私は、故意に殴打して傷害を負わせたのではない」という誓約を

おこない、その上医師に相手の治療費にかかった額面を弁済しなければな

らないこととする。

　第206条の解釈

　アウィルム階層の者が、同じアウィルム階層の者を口論の上で喧嘩とな

ってしまいその結果殴打して、暴力的に相手に傷害を与えてしまったよう

な場合、当時のバビロニア社会では「私は、故意に殴打して傷害を負わせ

たのではない」という内容の正式なアッカド語による誓約語句を述べ（お

そらく正式な粘土板文書にも記したと思われる）、医師に対してその相手

の治療費を全額支払うことが義務づけられていた。

　直訳すれば「知りながら殴打したのではない」となるが、それでは知ら

ないで殴打するなどということは考えられないから、「興奮して激情にか

られてなぐったこと」が本来相手を傷害する意思を持っていなかったこと

を立場上立証しておかなければならなかったのであろう、と思われる。

　相手の治療費を全額支払う、というこのハンムラピ法典の規定が、旧約

聖書「出エジプト記」第21章19節の「……仕事を休んだ分を補償し、完全

に治療させねばならない」という規定に発達したのだ、と主張するアッシ

リア学者がいるが、ハンムラピ法典第206条はむしろこの誓約の語句が重

要なので、同じセム系法文化の中でもこの条文が、旧約聖書『出エジプト

記』からユダヤ教の律法そして「タルムード」などにも発展したと考える

のは無理があるのではなかろうか。

　因みに旧約聖書『出エジプト記』第21章18節から19節の原文は以下の通

りである。
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おこない、その上医師に相手の治療費にかかった額面を弁済しなければな
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アウィルム階層の者が、同じアウィルム階層の者を口論の上で喧嘩とな

ってしまいその結果殴打して、暴力的に相手に傷害を与えてしまったよう
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を立場上立証しておかなければならなかったのであろう、と思われる。

相手の治療費を全額支払う、というこのハンムラピ法典の規定が、旧約

聖書「出エジプト記」第21章19節の「……仕事を休んだ、分を補償し、完全
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リア学者がいるが、ハンムラピ法典第206条はむしろこの誓約の語句が重

要なので、同じセム系法文化の中でもこの条文が、旧約聖書『出エジプト

記』からユダヤ教の律法そして「タルムード」などにも発展したと考える

のは無理があるのではなかろうか。
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りである。
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ないで殴打するなどということは考えられないから、「興奮して激情にか

られてなぐったこと」が本来相手を傷害する意思を持っていなかったこと

を立場上立証しておかなければならなかったのであろう、と思われる。

相手の治療費を全額支払う、というこのハンムラピ法典の規定が、旧約

聖書「出エジプト記」第21章19節の「……仕事を休んだ、分を補償し、完全

に治療させねばならない」という規定に発達したのだ、と主張するアッシ

リア学者がいるが、ハンムラピ法典第206条はむしろこの誓約の語句が重

要なので、同じセム系法文化の中でもこの条文が、旧約聖書『出エジプト

記』からユダヤ教の律法そして「タルムード」などにも発展したと考える
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一目孕m　o『凄遷　寝噴1　「黙（ここから左方向次に右下へ読み進める）

and－he－hi量s　me“　量hey馴arre夏餓d－if（18）

5無　瑚｝覇r趣亭懸　1鞭　　笥胃軌　輌購肉
b・t－he弓吐ays翫e《ヨie5祖d一蹴ot　w董伍一f量sξor　with－5tone　feH・wりf－b董m禽費倉One

塾1遡輯物　獅コ　　伽糊　　oや；一〇翠：二～励
5taffd－h量m　w藍h　in一壷he。ou亡s置de　and－he－walk5－aroロnd　he－get5－up　if（19）in－bed

　獄　　　　『鱒ψ　　　P）　　　聰期　　　　胃烈
he－mロs卜pay　　　　lost－t置me－of－him　　　　however　　　　the－one－5triking　　　　then－he－i5・｛1eared

人々が争って、一人が他の一人を石、も　　　　　　　〔OP・cit・夕P・204〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18”lfmenqua∬dandone
しくはこぶしで打った場合は、彼が死なな

いで、床に伏しても、もし、回復して、杖

を頼りに外を歩き回ることができるように

なるならば、彼を打った者は罰を免れる。

ただし、仕事を休んだ分を補償し、完全に

治療させねばならない。〔op．cit．，p．128．〕

hitstheotherwithastoneor
w喧出his丘st5and　he　does　not

die’buHsc・n五面t。晩d．
19the　one　who　stmck　the　blow

而11not　be　held鵬ponsible　if

t』eothergetsupandwan⑮
around　outside　with　his　sta狂；

however，he　mus癒pay血e　in－

juredmaE癒orthelossof歴s
緬me　and　see　that　he　is　com－

pletely　healed．

　このハンムラピ法典第206条の翻訳としては、ローマ法学者の原田慶吉

氏が「もし人が人を喧嘩において騨ちて、傷を彼に負わせたるときは、そ

の者は、『知って彼を郵ったのではありません』と誓い、かつ医師に〔そ

の治療費を〕弁済す。」〔10c．cit．，p。332〕と先ず訳しており、その後で中

田一郎氏のほうは、より口語的に「もしアヴィルールムがけんかで（別

の）アヴィールムを殴り、彼に傷を負わせたなら、そのアヴィールムは

『私は故意に殴ったのではない』と誓わなければならない。そして彼は医

者に対する責任を負わなければならない。」〔10c．cit．，p．58〕という訳文を

出しておられる。直前の第205条の解釈でも述べたが、こうした殴打事件

に関する結末は、その医者にかかった費用を補償することに始まり、旧約

聖書『出エジプト記』第19節のようにその殴打によって仕事を休んだ分を

損害賠償として支払うように拡大した規範が成立してゆくことになる。そ
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1争mロ唱J普 段「? 『 P1(ここから左方向次に右下へ読み進める)

and-he-hits men they叩 larrel and-if (18) 

与PR. nqゃ: め1 91~~ ち 1邦字 可円l1i -nN rt1'1N 

ir-lJl1OO -与p わり2 ‘t'
g
 

円
-n-. 

円・
仏
y
p

明

1

but-he・stays he制dies and-not with-fist or with-stone fellow-of-him 会 one

ロ1P;ー口氏 :::1:;'闘う

staff-of-him with in-the-outside and-he-walks-around he-gets-up if (19) in-bed 

lP~ 明rp pヲ i'!字母η 円~T~1
he-must-pay lost-time-of・him however the-one-striking then・he-is-deared

人々が争って、一人が他の一人を石、も

しくはこぶしで打った場合は、彼が死なな

いで、床に伏しても、もし、回復して、杖

を頼りに外を歩き回ることができるように

なるならば、彼を打った者は罰を免れる。

ただし、仕事を休んだ分を補償し、完全に

治療させねばならない。 (op.cit.， p. 128.J 

(op. cit.， p. 204J 
18

11If men quarrel and one 
hits the other wi血 astone or 
witl) his fists and he does not 
die but is confined to bed， 
l'the one who struck the blow 
will not be held 陀 sponsibleif 
the other g.:お upand walks 
around outside with his staff; 
however， he must pay血ein-
jured man for the loss of rus 
time and see that he is com-
pletely healed. 

このハンムラピ法典第206条の翻訳としては、ローマ法学者の原田慶吉

氏が「もし人が人を喧嘩において鄭ちて、傷を彼に負わせたるときは、そ

の者は、『矢口って彼を鄭ったのではありませんJと誓い、かつ医師に〔そ

の治療費を〕弁済す。J(IOC. cit.， p. 332J と先ず訳しており、その後で中

田一郎氏のほうは、より口語的に「もしアヴィルールムがけんかで(別

の)アヴィールムを殴り、彼に傷を負わせたなら、そのアヴィールムは

『私は故意に殴ったのではない』と誓わなければならない。そして彼は医

者に対する責任を負わなければならない。J(IOC. cit.， p. 58J という訳文を

出しておられる O 直前の第205条の解釈でも述べたが、こうした殴打事件

に関する結末は、その医者にかかった費用を補償することに始まり、!日約

聖書『出エジプト記』第四節のようにその殴打によって仕事を休んだ分を

損害賠償として支払うように拡大した規範が成立してゆくことになる O そ
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ういう手続き上の整備された近代法に発展した後、フランス法では

dommage－int6rets、英米法においてはcompensation　for　damage、ドイ

ツ法はSchadensersatzという形で法体系化するが、その賠償が金銭によ

ってなされることも日本民法第417条「損害賠償は別段の意思表示なきと

きは金銭をもってその額を定む」という民事法上の一般原則になるのであ

るが、これらすべての近代法における損害賠償規定の法的淵源は、まさに

このハンムラピ法典第206条にあったとみて良いだろう。

第207条（原文・逐語訳）

きum一皿a　　i－na　　皿a－ha－zi　　きu　　im－tu－ut

もし　　で　　打郷　　彼の　死んだときは

1－tam－ma　ma　言um－ma　　皿ar　a－wHi皿

誓って　　　もし（それが）子であれば人の

ドF」　＞く登

1／2ma－na　kasp1皿i一きa－qa1

1／2マナの銀を　　　支払う

　第207条（試訳）

　（前の第206条より、模形文字のアッカド語正文は続き）その者の殴打

によって相手が死亡したる時は、（前条の正文にあるような誓約語句を）

誓って、相手がアウィルム階層の人間（子供）であれば2分の1マナ（約

250g）の銀（貨）を支払わねばならない。
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|砂b日防〈事'同誌肝袋耳目|開←線三1悶

きum-ma i-na 皿a-ha-zi きu im-tu-ut 

もし で 打榔 彼の死んだときは

IE仁口bヨなヨ|除伝日開子手守一i
l-tam-ma ma Sum-ma mar a-wi-lim 

誓って も し ( そ れ が ) 子 を あ れ ば 人 の

|洋一日時A馬問ll~ ゆ<f~

1/2マナの銀を 支払う

第207条(試訳)
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250g)の銀(貨)を支払わねばならない。
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　第207条の解釈

　前の第206条からアッカド語の文章は続いていて、アウィルム階層の者

が同じアウィルム階層の者を喧嘩して殴打した結果、相手が死亡してしま

った場合、やはり前条と同じような誓約語句を誓って相手に対して2分の

1マナ（約250g）の銀を支払わなければならない、というのがこの第207

条の規定である。

　同じアウィルム階層の自由人が死亡したる場合に、2分の1マナという

賠償額はいかにも低いように思われる（因みに第198条で、ムシュケーヌ

ムの目や骨に対する損害賠償が1マナの銀貨でその半額が死亡したアウィ

ルムの生命の値だからそのように感じる）が、それだからこそこの第206

条と第207条に規定された誓約語句が重大な意味をもってくると思われる

のである。この第207条の翻訳として、原田慶吉氏は「もし彼の殴打の結

果死亡したるときは、〔彼は〕誓いで、もし『人の息』（7条参照）たると

きは、銀半マヌーを支払う。」〔10c．cit．，p．332〕としているが、この「人

の息」という概念はもう今は使われず、アウィルム階層（中田氏は「アヴ

ィールム仲間」としている）という訳語を多くの研究者は使い、中田一郎

氏は「もし彼が殴ったために彼（相手）が死んだなら、彼は誓わなければ

ならない。そして、もし（死亡者が）アヴィールム仲間132）なら、彼は銀

2分の1マナ（約250グラム）を支払わなければならない。」〔10c．cit．，

p．　〕という翻訳文を記し、その下の脚注においてアヴィルーム仲間

（アウィルム階層のこと）の説明を「132）あるいは『アヴィールムの息

子』。ハンムラビ『法典』の§§206－214で犠牲者として取り上げられる順序

が、一家の主、息子／娘、奴隷の順になっているが、R．Westbrookはこ

の順序がハンムラビ『法典』で一般的に見られる順序であると理解し、こ

こでも『アヴィールム仲間』より『アヴィールムの息子』の方がよいと考

えている（S伽4勿s，pp．57－59参照）。なおここでの損害賠償額は、突く癖
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の順序がハンムラビ『法典』で一般的に見られる順序であると理解し、こ
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果死亡したるときは、〔彼は〕誓いで、もし『人の息j(7条参照)たると
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の息」という概念はもう今は使われず、アウィルム階層(中田氏は「アヴ

ィールム仲間」としている)という訳語を多くの研究者は使い、中田一郎

氏は「もし彼が殴ったために彼(相手)が死んだなら、彼は誓わなければ

ならない。そして、もし(死亡者が)アヴィールム仲間132)なら、彼は銀

2分の lマナ(約250グラム)を支払わなければならない。J(loc. cit.， 

p. という翻訳文を記し、その下の脚注においてアヴイルーム仲間

(アウィルム階層のこと)の説明を「四)あるいは『アヴィールムの息

子J。ハンムラビ『法典JのSS206-214で犠牲者として取り上げられる順序

が、一家の主、息子/娘、奴隷のn慎になっているが、 R.Westbrookはこ

の順序がハンムラビ『法典』で一般的に見られる順序であると理解し、こ
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のある牛が、地区から注意されていたにもかかわらず、自由人（あるいは

その息子）を突き死亡させた場合の損害賠償額と同じである（§251）。」

〔ibid．，〕というウェストブルック氏の学説から「アヴィールムの息子」

としたほうが良い、と解釈していることを記しておられる。どうもそうす

ると40年近く前に翻訳した原田慶吉氏の訳語にまた戻ってしまうような気

がするが、ともかく中田氏はこれらのことを考慮した上で、以上のような

訳文を「翻訳」として記載しておられるのである。

第208条（原文・逐語訳）

　20
　きu皿一皿a　　皿ar　　皿aき一en－kak

（上記で）もし子であればムシュケーヌの

ユ日×｝
1／3　　ma－na　　kaspim　　i一言a－qal

1〆3マナの銀を　　　支払う

　第208条（試訳）

　（前の第206条からアッカド語の文章はずっと続いていて、喧嘩して殴

打した結果、殴り殺してしまったのが）ムシュケーヌムの人間（子供）で

あれば、3分の1マナ（約170g弱）の銀（貨）を支払わねばならないこ

ととする。

第208条の解釈

　この条文の解釈において、損害賠償額に関しては直前の第207条のアウ

ィルム階層の人間が2分の1マナであるのに、ムシュケーヌムが殺された
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第208条(試訳)

(前の第206条からアッカド語の文章はず、っと続いていて、喧嘩して殴

打した結果、殴り殺してしまったのが)ムシュケーヌムの人間(子供)で

あれば、 3分の 1マナ(約170g弱)の銀(貨)を支払わねばならないこ

ととするo

第208条の解釈

この条文の解釈において、損害賠償額に関しては直前の第207条のアウ

イルム階層の人聞が 2分の lマナであるのに、ムシュケーヌムが殺された
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場合3分の1マナで他の条文に比較するとそれ程低い額ではない。因みに

前条と同様、歯を折られた場合でも3分の1マナが第201条によって規定

されているからだ。しかしながら、第207条のように第206条に規定された

誓約語句を述べなければならない、という規定がこの条文には入っておら

ず、アウィルム階層の娘だけがさまざまな女神官になれることから考える

と、やはりムシュケーヌムは国王に仕えるという職業的な階級に立脚した

立場をもとにした人々と考えたほうがよいのではないか、と思われる。

　但し、当時の換算率でみると銀1マナは60シェケルであり、3分の1マ

ナは20シェケルとみられているが、20シェケルで示さず、賠償額を3分の

1マナで示すところに何か特別の意味が感じられる。

　前の条文からアッカド語の文章は続くこの短い第208条の翻訳について、

原田慶吉氏は、「もし『ムシュケーヌム（8条参照）の息』なるときは、

銀3分の1マヌーを支払う。」〔loc．cit．，p．333〕と翻訳している。この第

208条だけを解釈するのではなく、第206条からこの第208条までをまとめ

て解釈しようと試みている研究者に、ハンス」．ベッカー氏がおり、その文

章を重訳している鈴木佳秀氏の訳文によって「……以下に続く三箇条の条

文が、喧嘩をしている2人が殴り合う過程で相手に傷害を負わせた事例を

取り扱っている。そこでは、主観的な罪責を問題にしており、相手が死亡

した場合も考慮されている。

　ある人が他の人と殴り合いの喧嘩をしていて相手に負傷を負わせた場

合、この者は「私は故意に傷を負わせたのではありません」と誓わなけれ

ばならない。しかし彼は医者に〔その治療費を〕支払わなければならな

い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第206条

　相手の者が殴打の結果死んだ場合、彼は（同じように）誓わなければな

らず、相手が（アウィールムの子である）自由人である時は、銀2分の1

ミナ支払わなければならない。　　　　　　　　　　　　　　第207条
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-788-

古代法の翻訳と解釈 III 141 

場合3分の lマナで他の条文に比較するとそれ程低い額ではない。因みに

前条と同様、歯を折られた場合でも 3分の lマナが第201条によって規定

されているからだ。しかしながら、第207条のように第206条に規定された

誓約語句を述べなければならない、という規定がこの条文には入っておら

ず、アウィルム階層の娘だけがさまざまな女神官になれることから考える

と、やはりムシュケーヌムは国王に仕えるという職業的な階級に立脚した

立場をもとにした人々と考えたほうがよいのではないか、と思われるo

但し、当時の換算率でみると銀 1マナは60シェケルであり、 3分の lマ

ナは20シェケルとみられているが、 20シェケルで示さず、賠償額を 3分の

lマナで示すところに何か特別の意味が感じられる。

前の条文からアッカド語の文章は続くこの短い第208条の翻訳について、

原田慶吉氏は、「もし『ムシュケーヌム(8条参照)の息』なるときは、

銀 3分の 1マヌーを支払う。J(lOC. cit.， p. 333J と翻訳しているo この第

208条だけを解釈するのではなく、第206条からこの第208条までをまとめ

て解釈しようと試みている研究者に、ハンスJ.ベッカー氏がおり、その文

章を重訳している鈴木佳秀氏の訳文によって「……以下に続く三箇条の条

文が、喧嘩をしている 2人が殴り合う過程で相手に傷害を負わせた事例を

取り扱っている O そこでは、主観的な罪責を問題にしており、相手が死亡

した場合も考慮されている。

ある人が他の人と殴り合いの喧嘩をしていて相手に負傷を負わせた場

合、この者は「私は故意に傷を負わせたので、はありません」と誓わなけれ

ばならなし」しかし彼は医者に〔その治療費を)支払わなければならな

しユ。 第206条

相手の者が殴打の結果死んだ場合、彼は(同じように)誓わなければな

らず、相手が(アウィールムの子である)自由人である時は、銀2分の l

ミナ支払わなければならない。 第207条

-788-



　142法学論集　49〔山梨学院大学〕

　相手がムシュケーヌムの子である時は、銀3分の1ミナ支払わなければ

ならない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第208条

　確かに、これらの規定が結果責任の原則に抵触しているのが確認され

る。ゆえに、ここでも同じように、引用した条文の内部にある対立を指摘

することができる（以下の論議については、D．N6rir，ZSS75，1958，22－24

を参照）。殴り合いの喧嘩で傷を負わせた場合、それがどのように形で

「故意」でなく、あるいはそれは「知らずに」とも訳されるが、相手に傷

害を負わせうるのかという疑問が湧く。これは殴り合いという概念と矛盾

するが、それがこの条文で問題となっている、当のものである。殴り合う

という状況では、どんな傷害も、故意にそれと知って相手を殴打するから

だ。研究者はこの困難な点をいろいろな方法で解消しようとしてきたが、

決定的な解決案を提示することができないでいる。よって、これらの条文

に法発展の痕跡が留められているという規定には、考慮に値する点が多々

あると言えよう。それによると、当初は、意志の契機に言及することなく

ただ傷害の事実だけが問題となっていたと考えられる。この状況では、他

の事例での傷害よりも軽い処罰規定が定められているが、より後代の段階

では、故意による罪責契機が結び付き、それによって法規定の内部に、先

に触れた対立が入り込むに至ったという。……」〔10c．cit。，p．188～190〕

ふうに解釈されているようである。

　そしてこの第208条だけに関して中田一郎氏は「もしムシュケーヌム仲

問なら、彼は銀3分の1マナ（約167グラム）を支払わなければならな

い。」〔10c．cit．，p．58〕という短かい翻訳をしておられるだけで、解釈も何

の脚註も記述してはいない。
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間なら、彼は銀 3分の lマナ(約167グラム)を支払わなければならな

い。J(Ioc. cit.， p. 58)という短かい翻訳をしておられるだけで、解釈も何

の脚註も記述してはいない。
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第209条（原文・逐語訳）

雪U皿一皿a　　a－wi一王u皿　　皿arat　　a一脚i－l　im　　　im－ka－as　　皿a

もし　　人が　　　娘を　人の　　　　叩いて、

もa　　Ii－ib－bi　　Sa　　　uき一ta一（ii一＄i　10　　＄iqil　　　　　na（i豆　　投げる、澄ぐ

ものを体内の彼女の投げ（流産し）たなら10シェケルの

kaspi皿　　a－na　　Sa　　li－ib－bi　　Sa　　 i－Sa－qal

銀を　　に　もの　体内の　彼女の支払う

　第209条（試訳）

　ある者が、他人の（妊娠中の）女を殴打して、そのことで彼女の体内の

もの（胎児）を流産させたならば、その者は彼女の胎児のために10シェケ

ル（約85g弱）の銀（貨）を支払わなければならないこととする。

　第209条の解釈

　アウィルム階層に属する者が、同じアウィルム階層の他人の女性を殴打

して、その女性が妊娠中だったためにそのこと（殴打されたこと）で流産

したような場合、その胎児に対する損害賠償として10シェケルの銀（約80

g強）を支払うこととされる。

　このハンムラピ法典第209条に規定している事項は、現代刑法では、フ

ランス法abortement（bを唇歯音化1abio－dentalizedしてvに変えavor－

tementとも書く）、英米法abortion、ドイツ法Abtreibungという名称の

刑罰にあたり、日本刑法では第29章「堕胎の罪（刑法改正草案では第26章

となる）」の中にある第212条「妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の

方法により、堕胎したときは、1年以下の懲役に処する」から始まる規定

で、その第215条「女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕

　　　　　　　　　　　　　一786一
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第209条(原文・逐語訳)

|妙b日 T子手傘国l除手-1子手←平づ笥湖干啄臨与'rt=fl
sum-ma a-冒 i-lum marat a-wi-lim im-ha-as ma 

|ゆ機回惨劇1I前例。ιi!く回
主a li-ib-bi sa us-ta-di-si 10 きiqi 1 nadu 投げる、置と

ものを体内の彼女 の 投 げ ( 読 産 し ) た な ら 10シェケルの

題〉悶冊φゆ4紗T幽匡þ~小|止め辛子4

銀を 』こ もの体内の彼女の支払う

第209条(試訳)

ある者が、他人の(妊娠中の)女を殴打して、そのことで彼女の体内の

もの(胎児)を流産させたならば、その者は彼女の胎児のために10シェケ

ル(約85g弱)の銀(貨)を支払わなければならないこととする。

第209条の解釈

アウイルム階層に属する者が、同じアウイルム階層の他人の女性を殴打

して、その女性が妊娠中だ、ったためにそのこと(殴打されたこと)で流産

したような場合、その胎児に対する損害賠償として10シェケルの銀(約80

g強)を支払うこととされる。

このハンムラピ法典第209条に規定している事項は、現代刑法では、フ

ランス法 abortement(bを唇歯音化 labio-dentalizedして V に変え avor-

tementとも書く)、英米法 abortion、ドイツ法 Abtreibungという名称、の

刑罰にあたり、日本刑法では第29章「堕胎の罪(刑法改正草案では第26章

となる)Jの中にある第212条「妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の

方法により、堕胎したときは、 1年以下の懲役に処する」から始まる規定

で、その第215条「女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕
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したような場合、その胎児に対する損害賠償として10シェケルの銀(約80

g強)を支払うこととされる。

このハンムラピ法典第209条に規定している事項は、現代刑法では、フ

ランス法 abortement(bを唇歯音化 labio-dentalizedして V に変え avor-

tementとも書く)、英米法 abortion、ドイツ法 Abtreibungという名称、の
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胎させた者は、6月以上7年以下の懲役に処する」にあたる犯罪である。

ハンムラピ法典の第209条は、今日の法体系で言えば明らかに刑法上の規

定ではなく、民事上の損害賠償として10シェケルの銀（約85g弱の銀の薄

片）貨だけが規定されているもので、その翻訳文を比較してみても、先ず

原田慶吉氏の訳文は「もし人が『人の娘』（175条参照）を郵ちて、彼の女

の中にあるもの（胎児）を彼の女に流産せしめたるときは、銀10シクルを

彼の女の中にあるもの（胎児）のために支払う。」〔loc．cit．，p．333〕とな

っており、ハンスJ．ベッカー氏の独文から重訳した鈴木佳秀氏の訳文とし

ては「ある人が他の人の息女を打ってそのために流産させた場合、彼は彼

女の胎児のために銀10シェケル支払わなければならない。（「他の人（アウ

ィールム）の息女」は、第207条の「アウィールムの子」と同じ身分を表

わす）」〔ibid．，〕というもので、同じく中田一郎氏の翻訳は「もしアヴィ

ールムがアヴィールム仲間の女性133）を殴って彼女の胎児を流産させたな

ら、134）彼は彼女の胎児に対して銀10シキル（約83．3グラム）を支払わなけ

ればならない。」であるがそこに2つの脚註〔qq．v．〕を次のように「133）

R．Westbrookは、『アヴィールムの娘』と訳し、夫の父親、即ち義父の

家にいる義理の娘（嫁）を指すと解釈している（S劾4ゑ6s，pp。61五）。134）§

209以下にも§206の「殴り合いで」を補って考えるべきかも知れない。出

エジプト記21：22－25を参照。」〔10c．cit．，p．59〕とあげておられる。

　いずれにせよ、古代バビロニアにおいて単に妊娠している女を殴打し、

その妊娠している状況を中絶させる原因を起したとしても今日で言うとこ

ろの刑事法上の罪には問われず、民事上の損害賠償として「胎児の値段と

して銀10シェケル（中田氏のシキル）約85g弱」が定められていたにすぎ

ないのである。
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第210条（原文・逐語訳）

　Sum－ma　sinni5tumきレi　im－tu－ut

（上記で）もし女この　死んだなら

　　顧ra－zu　i－du－uk－ku

彼の（相手の）娘を　　殺す

　第210条（試訳）

　（直前の第209条より、アッカド語の文章は続いていて、アウィルム階

層の者が、同じアウィルム階層の女性を殴打して）この女性が死亡したる

場合には、自分の娘が殺されなければならないものとする。

　第210条の解釈

　第209条から続いていて、その妊娠しているアウィルム階層の女性が死

亡したような場合、その殴打した側の自分の娘もその同害報復（当時の法

認識ではこのような場合もタリオの対象として考えられた）として殺害さ

れなければならない、と規定されたのがこの第210条である。広い視野か

らみれば同じ階層の者に対するタリオ法の原則がこの条文には貫かれてい

るとみてよいだろう。この第210条の訳文として、原田慶吉氏は「もしそ

の女が死亡したるときは、〔彼等〕彼の娘を殺す。」〔10c．cit．，p．333〕と短

く単純に訳し、同じく鈴木佳秀氏も「この女性が死んだ場合、その男の息

女は殺されなければならない。」とだけ記し、中田一郎氏の翻訳も「もし

その女性が死んだなら、彼らは彼の娘を殺さなければならない。」〔10c．

cit。，p．59）とだけ記述しておられる。近現代の刑法規範としては、前の

第209条が民事上の損害賠償であったのに対し、この妊娠中の女がその殴

打によって死亡したる時は自分の娘が殺されるという現代法では考えられ

　　　　　　　　　　　　　　一784一
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|ゆ日かや陰地粁一議関口l
sum-ma sinnistum si-i im-tu-ut 

(上記で)もし女この 死んだなら

iにか-岡1~t=.:.'1除〉闘
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第210条(試訳)
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打によって死亡したる時は自分の娘が殺されるという現代法では考えられ
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るとみてよいだろう D この第210条の訳文として、原田慶吉氏は「もしそ

の女が死亡したるときは、〔彼等〕彼の娘を殺す。J(lOC. cit.， p. 333) と短
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ないような条文がここには規定されているのである。ハンスJ．ベッカー氏

は、前の第209条からの解釈として「傷害規定は、特定の不法行為を取り

扱う第209条一214条によってしめくくられている。暴力を振るったために

引き起こされた流産を課題としている。事柄をはっきりさせる上で、堕胎

はここでは問題外であることが指摘されてよいだろう。堕胎は故意にかつ

意識的に胎児を殺害するものである。中期アッシリア法（MAR）A第53

条は別として、ハンムラピ法典も旧約聖書も堕胎を取り扱っていない。こ

こでも処罰は当の女性の社会的身分によって異なる。第210条での、当の

女性を死なせた場合にタリオによる処罰を適用する点は、特に言及に値す

る。もっともこの規定においては、同害報復の原則がぴったりとは当ては

まらない。その原則を厳密に適用するためには、加害者の男の妻に対する

処刑が執行されるはずであろう。」〔10c．cit．，p．190．〕いう文章を記してお

られる。このように妊娠中の女を故意に殴打して死傷させた者は、現代刑

法では「不同意堕胎致死傷」として「前条の罪（不同意堕胎）を犯し、よ

って女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断す

（日本刑法第216条）」という規定があるだけで、このような殴打事件が起

った時にはその事件に対する個々の訴訟によって、この条文が適用される

かどうかがその裁判によって決せられることになっているにすぎない。

　っまるところこのような殴打事件に関して、古代法は比較法の対象とし

てあまり適切ではない、ということだろう。
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第211条（原文・逐語訳）

　ゐ

きu皿一皿a　　marat　　皿a，き一en－kak

もし　娘が　　ムシュケーヌの

　　　　　　　　　　　　　　萌
i－na　　皿a－ha－zi－im　　きa　　li－ib－bi　きa

のため　打郷　　　ものを体内の彼女の

　　　　　　　　　　　　　　　ω
uS－ta－ad－di遠i5＄iqi正kaspim　i－Sa－qal

流産したなら　　5シェケルの銀を支払う

　第211条（試訳）

　（第209条から、アッカド語の文章の主語すなわちアウィルム階層の者

が加害者であるが、第209条と第210条は被害者も同じアウィルム階層であ

るのに対し、この第211条とこの次の第212条は被害者がムシュケーヌムの

女となっている）ムシュケーヌムの女性が殴打されたため流産したる場合

は、（第209条の）アウィルム階層のその者は5シェケル（約42g弱）の銀

（貨）を支払うものとする。

　第211条の解釈

　第209条で、アウィルム階層の女性が妊娠中に殴打されて胎児が死亡し

たら、その損害賠償額が10シェケル（約85g弱）の銀だったのに比較する

と丁度その半額の賠償額がムシュケーヌ階層の女性の胎児に対しては規定

されていたとみるべきだろう。

　このようなところから、アッシリア学者の多くはムシュケーヌムがアウ

ィルム階層の下位に置かれていることを主張するが、階層だけの問題でこ

れを解釈することは出来ず、古代バビロニア社会にはセム系のバビロニア

人、アッシリア人だけでなく、この襖形文字を最初に創った言語系統不明

　　　　　　　　　　　　　一782一
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第211条(原文・逐語訳)

お I~桂f~仁》一品←よ1: [::>-1 

もし 娘が ムシュケーヌの

|住帰国投不能明ト11断紗個ゆ嗣!
i-na ma-ha-zi-im ~a li-ib-bi 主a

のため 打鱒 ものを体内の彼女の

|問削除ゴ。み1¥W~三l~ロi岨|注射昏一|
us-ta-ad-di-主 5siqi 1 kaspim i-sa-qal 

流産したなら 5 シェケルの銀を支払う

第211条(試訳)
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が加害者であるが、第209条と第210条は被害者も同じアウィルム階層であ

るのに対し、この第211条とこの次の第212条は被害者がムシュケーヌムの

女となっている)ムシュケーヌムの女性が殴打されたため流産したる場合

は、(第209条の)アウイルム階層のその者は 5シェケル(約42g弱)の銀

(貨)を支払うものとする。

第211条の解釈

第209条で、アウィルム階層の女性が妊娠中に殴打されて胎児が死亡し

たら、その損害賠償額が10シェケル(約85g弱)の銀だったのに比較する

と丁度その半額の賠償額がムシュケーヌ階層の女性の胎児に対しては規定

されていたとみるべきだろう o

このようなところから、アッシリア学者の多くはムシュケーヌムがアウ

イルム階層の下位に置かれていることを主張するが、階層だけの問題でこ

れを解釈することは出来ず、古代パビロニア社会にはセム系のパビロニア

人、アッシリア人だけでなく、この模形文字を最初に創った言語系統不明
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第211条(原文・逐語訳)

お I~桂f~仁》一品←よ1: [::>-1 

もし 娘が ムシュケーヌの

|住帰国投不能明ト11断紗個ゆ嗣!
i-na ma-ha-zi-im ~a li-ib-bi 主a

のため 打鱒 ものを体内の彼女の

|問削除ゴ。み1¥W~三l~ロi岨|注射昏一|
us-ta-ad-di-主 5siqi 1 kaspim i-sa-qal 

流産したなら 5 シェケルの銀を支払う

第211条(試訳)

(第209条から、アッカド語の文章の主語すなわちアウィルム階層の者

が加害者であるが、第209条と第210条は被害者も同じアウィルム階層であ

るのに対し、この第211条とこの次の第212条は被害者がムシュケーヌムの

女となっている)ムシュケーヌムの女性が殴打されたため流産したる場合

は、(第209条の)アウイルム階層のその者は 5シェケル(約42g弱)の銀

(貨)を支払うものとする。

第211条の解釈

第209条で、アウィルム階層の女性が妊娠中に殴打されて胎児が死亡し

たら、その損害賠償額が10シェケル(約85g弱)の銀だったのに比較する

と丁度その半額の賠償額がムシュケーヌ階層の女性の胎児に対しては規定

されていたとみるべきだろう o

このようなところから、アッシリア学者の多くはムシュケーヌムがアウ

イルム階層の下位に置かれていることを主張するが、階層だけの問題でこ

れを解釈することは出来ず、古代パビロニア社会にはセム系のパビロニア

人、アッシリア人だけでなく、この模形文字を最初に創った言語系統不明
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のシュメール人なども混在しており、職業的な階級に近いものと理解した

ほうが良いと思われる。この条文の翻訳については各研究者であまり差が

ないと思われるが、原田慶吉氏の訳は「もし『ムシュケーヌムの娘』〔に

して〕、殴打の結果、彼の女の中にあるもの（胎児）を彼の女に流産せし

めたるときは、銀五シクルを支払う。」〔ヱoc．cit。，p．333〕であり、鈴木佳

秀氏は「彼が（その）殴打によってムシュケーヌムの息女を流産させた場

合、彼は銀五シェケル支払わなければならない。」〔10c．cit．，p．191〕と重

訳し、中田一郎氏の翻訳のほうは「もしムシュケーヌム仲間の女性を殴っ

て彼女の胎児を流産させたなら、彼は銀5シキル（約41．7グラム）を支払

わなければならない。」〔10c．cit．，p．59〕としているが、この条文の解釈と

しては、賠償の金額だけを比較してムシュケーヌム階層の女がアウィルム

（アヴィールム仲問）階層の半分の価値しか有していないと判断すること

はできない、いうことは何度か論述したところである。

第212条（原文・逐語訳）

Sum－ma　sinn蕗tu皿　si　im－tu－ut

もし　　　女が　　この　　死んだなら

1〆2　ma－na　kaspi皿　i一鳶a－qa1

1／2マナの銀を　　　支払う

　第212条（試訳）

　（本条における加害者は、前の条文と同じく第209条のアウィルム階層

の者がそのまま続いていると考えられる、そしてこの条文の女は前の第

　　　　　　　　　　　　　一781一
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のシュメール人なども混在しており、職業的な階級に近いものと理解した
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ないと思われるが、原田慶吉氏の訳は「もし『ムシュケーヌムの娘j(に

して〕、殴打の結果、彼の女の中にあるもの(胎児)を彼の女に流産せし

めたるときは、銀五シクルを支払う。J(IOC. cit.， p. 333)であり、鈴木佳

秀氏は「彼が(その)殴打によってムシュケーヌムの息女を流産させた場

合、彼は銀五シェケル支払わなければならない。J(1oc. cit.， p. 191)と重

訳し、中田一郎氏の翻訳のほうは「もしムシュケーヌム仲間の女性を殴っ

て彼女の胎児を流産させたなら、彼は銀5シキル(約41.7グラム)を支払

わなければならない。J(Ioc. cit.， p. 59) としているが、この条文の解釈と

しては、賠償の金額だけを比較してムシュケーヌム階層の女がアウィルム

(アヴィールム仲間)階層の半分の価値しか有していないと判断すること

はできない、いうことは何度か論述したところである。

第212条(原文・逐語訳)

|吟~~ーヰー Il~トミ総長ゴロl
sum-ma sinnistum si im-tu-ut 

もし 女が この 死んだなら

|汗乍Jゆ馬口jI止め平手|

1/2マナの銀を 支払う

第212条(試訳)

(本条における加害者は、前の条文と同じく第209条のアウィルム階層

の者がそのまま続いていると考えられる、そしてこの条文の女は前の第
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ないと思われるが、原田慶吉氏の訳は「もし『ムシュケーヌムの娘j(に

して〕、殴打の結果、彼の女の中にあるもの(胎児)を彼の女に流産せし
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訳し、中田一郎氏の翻訳のほうは「もしムシュケーヌム仲間の女性を殴っ

て彼女の胎児を流産させたなら、彼は銀5シキル(約41.7グラム)を支払

わなければならない。J(Ioc. cit.， p. 59) としているが、この条文の解釈と

しては、賠償の金額だけを比較してムシュケーヌム階層の女がアウィルム

(アヴィールム仲間)階層の半分の価値しか有していないと判断すること

はできない、いうことは何度か論述したところである。

第212条(原文・逐語訳)

|吟~~ーヰー Il~トミ総長ゴロl
sum-ma sinnistum si im-tu-ut 

もし 女が この 死んだなら

|汗乍Jゆ馬口jI止め平手|

1/2マナの銀を 支払う

第212条(試訳)

(本条における加害者は、前の条文と同じく第209条のアウィルム階層

の者がそのまま続いていると考えられる、そしてこの条文の女は前の第
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211条のムシュケーヌムの女性とみるべきだろう）この女性が死亡したる

場合、2分の1マナ（約250g）の銀（貨）を支払わなければならないも

のとする。

　　第212条の解釈

　　同じアウィルム階層の女性を殴打して殺害してしまったような時は、第

　210条によって自分の娘も殺されなければならないが、加害者がアウィル

　ム階層である限り、ムシュケーヌムの女性（妊娠中）を殺害したる場合に

　おいては、2分の1マナ（約250g）の銀（貨）を賠償するだけですむ、

　というのがこの第212条の規定の内容である。

　　この条文を原田慶吉氏は「もしその女が死亡したるときは、銀半マヌー

　を支払う。」〔loc．cit．，p．333〕であり、同様に鈴木佳秀氏は「この女性が

死んだ場合、彼は銀2分の1ミナ支払わなければならない。」〔loc．cit．，p．

　191〕と記し、中田一郎氏もその翻訳として「もしその女性が死んだなら、

　彼は銀2分の1マナ（約250グラム）を支払わなければならない。」〔10c．

cit．，p。59〕と記述しておられるが、その解釈としては、前の第209条から

　第211条までに記したところと殆ど変わりがないもの、と言うべきだろう。

　なお、マヌー、ミナ、マナは呼称の日本式書法による違いで、同じ単位を

　指し、この古代バビロニア時代においても第108条の解釈のところで例示

　したような他の分銅を使って計量して

　いたもの、と思われる。

（小）！／5マナ
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211条のムシュケーヌムの女性とみるべきだろう)この女性が死亡したる

場合、 2分の 1マナ(約250g)の銀(貨)を支払わなければならないも

のとする。

第212条の解釈

同じアウィルム階層の女性を殴打して殺害してしまったような時は、第

210条によって自分の娘も殺されなければならないが、加害者がアウィル

ム階層である限り、ムシュケーヌムの女性(妊娠中)を殺害したる場合に

おいては、 2分の lマナ(約250g)の銀(貨)を賠償するだけですむ、

というのがこの第212条の規定の内容である O

この条文を原田慶吉氏は「もしその女が死亡したるときは、銀半マヌー

を支払う。J[lOC. cit.， p. 333)であり、同様に鈴木住秀氏は「この女性が

死んだ場合、彼は銀2分の 1ミナ支払わなければならない。J(Ioc. cit.， p. 

191]と記し、中田一郎氏もその翻訳として「もしその女性が死んだなら、

彼は銀 2分の 1マナ(約250グラム)を支払わなければならない。J(Ioc. 

cit.， p.59) と記述しておられるが、その解釈としては、前の第209条から

第211条までに記したところと殆ど変わりがないもの、と言うべきだろう。

なお、マヌー、ミナ、マナは呼称の日本式書法による違いで、同じ単位を

指し、この古代ノてビロニア時代においても第108条の解釈のところで例示
d蝿盛必隷齢、

したような他の分銅を使って計量して

いたもの、と思われる。

(小)1/5マナ

(大)王の 5マナ
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のとする。
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死んだ場合、彼は銀2分の 1ミナ支払わなければならない。J(Ioc. cit.， p. 

191]と記し、中田一郎氏もその翻訳として「もしその女性が死んだなら、

彼は銀 2分の 1マナ(約250グラム)を支払わなければならない。J(Ioc. 

cit.， p.59) と記述しておられるが、その解釈としては、前の第209条から

第211条までに記したところと殆ど変わりがないもの、と言うべきだろう。

なお、マヌー、ミナ、マナは呼称の日本式書法による違いで、同じ単位を

指し、この古代ノてビロニア時代においても第108条の解釈のところで例示
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したような他の分銅を使って計量して
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第213条（原文・逐語訳）

　る
きum一皿a　amat　a咽正一lim

もし　女奴隷を　人の

im－ha－as　　ma

叩いて、

Sa　　正i－ib－bi　　Sa　　uき一ta－a，（1一（1i一言i

ものを体内の彼女の流産したなら

　　　　　　　め
2　恵iqiI　　kaspim　　i－Sa－qa互

2シェケルの銀を　支払う

　第213条（試訳）

　（この条文の加害者も、第209条のアウィルム階層の者がそのまま続い

ていると考えられる）そのアウィルム階層の者が、他の（アウィルム階層

の所有する）者の女奴隷を殴打して、その女奴隷の胎児を流産させたら、

2シェケル（約17g弱）の銀（貨）を支払わなければならないものとす

る。

　第213条の解釈

　アッカド語の文章としては、第209条冒頭の主語がこの次の第214条まで

続いていると考えられ、加害者はアウィルム階層の者である。その者が他

のアウィルム階層の所有する妊娠している女奴隷を殴るなどして、その結

果、女奴隷の胎児が死亡すなわち流産したならば、その損害賠償として2

シェケル（約17g弱）の銀（貨）を支払わなければならない、というのが

この第213条の解釈である。2シェケルの銀というと約17g弱（1ミナが

60シェケルとして計算した場合）だから、今日の観点から見ればそれ程重

大な損害賠償ではなく、勿論その損害額は奴隷を所有するアウィルム階層

の者に支払われた、と考えられる。
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第213条(原文・逐語訳)

~Iゆ日開蒋引|勝司五駐====4==ヨi
主urn-ma amat a-wi-lim im-ha-畠 ma

もし女奴隷を人の 叩いて、

例議制岡TS>闘Ih問削関。←1
Sa li-ib-bi Sa us-ta-ad-di-si 

ものを体内の彼女の流産したなら

lTf ~昼回日|止め手[-j
2 siqil kaspim i-sa-qal 

2シェケルの銀を 支払う

第213条(試訳)

(この条文の加害者も、第209条のアウィルム階層の者がそのまま続い

ていると考えられる)そのアウィルム階層の者が、他の(アウィルム階層

の所有する)者の女奴隷を殴打して、その女奴隷の胎児を流産させたら、

2シェケル(約17g弱)の銀(貨)を支払わなければならないものとす

る。

第213条の解釈

アッカド語の文章としては、第209条冒頭の主語がこの次の第214条まで

続いていると考えられ、加害者はアウィルム階層の者である。その者が他

のアウイルム階層の所有する妊娠している女奴隷を殴るなどして、その結

果、女奴隷の胎児が死亡すなわち流産したならば、その損害賠償として 2

シェケル(約17g弱)の銀(貨)を支払わなければならない、というのが

この第213条の解釈である o 2シェケルの銀というと約17g弱(1ミナが

60シェケルとして計算した場合)だから、今日の観点から見ればそれ程重

大な損害賠償ではなく、勿論その損害額は奴隷を所有するアウィルム階層

の者に支払われた、と考えられる。
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第213条(原文・逐語訳)

~Iゆ日開蒋引|勝司五駐====4==ヨi
主urn-ma amat a-wi-lim im-ha-畠 ma

もし女奴隷を人の 叩いて、

例議制岡TS>闘Ih問削関。←1
Sa li-ib-bi Sa us-ta-ad-di-si 

ものを体内の彼女の流産したなら

lTf ~昼回日|止め手[-j
2 siqil kaspim i-sa-qal 

2シェケルの銀を 支払う

第213条(試訳)

(この条文の加害者も、第209条のアウィルム階層の者がそのまま続い

ていると考えられる)そのアウィルム階層の者が、他の(アウィルム階層

の所有する)者の女奴隷を殴打して、その女奴隷の胎児を流産させたら、

2シェケル(約17g弱)の銀(貨)を支払わなければならないものとす

る。

第213条の解釈

アッカド語の文章としては、第209条冒頭の主語がこの次の第214条まで

続いていると考えられ、加害者はアウィルム階層の者である。その者が他

のアウイルム階層の所有する妊娠している女奴隷を殴るなどして、その結

果、女奴隷の胎児が死亡すなわち流産したならば、その損害賠償として 2

シェケル(約17g弱)の銀(貨)を支払わなければならない、というのが

この第213条の解釈である o 2シェケルの銀というと約17g弱(1ミナが

60シェケルとして計算した場合)だから、今日の観点から見ればそれ程重

大な損害賠償ではなく、勿論その損害額は奴隷を所有するアウィルム階層

の者に支払われた、と考えられる。
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　この第213条の翻訳に関して、原田慶吉氏の訳文は「もし人の女奴を櫛

ちて、彼の女の中にあるもの（胎児）を彼の女に流産せしめたるときは、

銀2シクルを支払う。」〔10c．cit．，p．333〕となっており、その後にハンス

J．ベッカー氏の重訳をした鈴木佳秀氏の訳文は「彼がある人の女奴隷を打

って流産させた場合、彼は銀2シェケルを支払わなければならない。」

〔loc．cit．，p．191〕で、中田一郎氏も「もし彼がアヴィールムの女奴隷を

殴って彼女の胎児を流産させたなら、彼は銀2シキル（約16．7グラム）を

支払わなければならない。」〔10c．cit．，p．59〕という全翻訳者があまり変化

のない翻訳に終始しておられる。

第214条（原文・逐語訳〉

Sum『ma　　　a皿tum　　き玉一i　　i恥一tu－ut
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その問に6ケ条の条文が記載されている。アウィルム階層の者が、他のア

ウィルム階層の妊娠している女奴隷を何かの理由で殴って、その胎児が流

産したる時は前条で2シェケルの罰金を出せばすんだが、その女奴隷が死

亡した時は3分の1マナ（約20シェケル、現在の単位で約170g弱）とい

う10倍の罰金を支払わなければならなくなる。

　ハンムラピ法典全体からみて、3分の1マナの罰金はかなり高額のほう

に位置し、それを他人の所有物である奴隷の対価として支払うということ

は、この法典第170条にもあるように、家父長制のもとでその父親がまだ

生存中にアウィルム階層の男がその女奴隷の子供を正式に自分の子供と認

めれば、正式な相続者になることもできたからであろうと思われる。この

第214条の翻訳も原田慶吉氏の訳文は「もしその女奴が死亡したるときは、

銀3分の1マヌーを支払う。」〔10c．cit．，p．333〕というもので、鈴木佳秀

氏の重訳は「この女奴隷が死んだ場合、彼は銀3分の1ミナを支払わなけ

ればならない。」〔loc．cit．，p．191〕となっており、同様に中田一郎氏の翻

訳も「もしその女奴隷が死んだなら、彼は銀3分の1マナ（約167グラム）

を支払わなければならない。」〔10c．cit．，p．59〕という記述がなされてい

る。この第214条までで第209条より始まった「妊娠している女を殴打した

ことの結果」すなわち現代法の法律用語で言う広義の「不同意堕胎」とそ

れに関連する致死傷などに関する諸規定は終り、これ以降第215条からは

「医者の業務や大工等の職種に関する規定」に入ってゆくことになる。
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第215条（原文・逐語訳）
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は今日の医師という立場だけでなく獣医も兼ねていた）に関する規定が記

載されている。先ず最初にアウィルム階層の者に外科手術をおこなう例が

出ているが、この条文における切開手術とは目の手術のことでそれが成功

し、傷が治癒した場合の謝礼が10シェケルの銀であることが決められ、こ

のような手術の治療費が一番高く設定されている。患者の身分により、そ

れだけ慎重な高価な薬剤等を使用した治療がおこなわれたということだろ

う。

　当時の医師は、その職域のうえからだけでなく社会階層のうえでも宮廷

に関わる内科医と獣医を兼ねていた医とに分かれていて、実際に内科医は

祭司の職域のひとつとして儀礼的な領域にもたずさわっていたとみられて

いる。この第215条の原文と逐語訳をみてもわかる通り、外科医（獣医）

のほうは青銅のメスを使用して切開手術をおこなう言わばメス執刀技師で

あり、アッカド語模形文字の粘土板ではそのように記述されることもあっ

た。そしてアウィルム階層への手術が失敗した場合の処罰も厳しく、第

218条には外科医の責任として手を切断されることが記載されている。そ

れだけ成功した時の治療費の謝礼も高く設定されていたわけである。この

第215条の翻訳に関して、初期の頃に翻訳した原田慶吉氏は「もし医師が

人に重き傷（大手術）を、鉄の手術メス（？）を以って作りて（施して）、

人を治療し、あるいはまた人の角膜（？）を、鉄の手術メス（？）を以っ

て切開して、人の眼を治療したるときは、銀10シクルを取る。」〔10c．cit．，

p．333）のように、その文章に幾多の疑問符を入れ、アッカド語の解釈に

かなり苦労しておられたようである。ハンスJ．ベッカーHans　Jochen

Boecker氏は、この第215条ばかりでなく第223条までの「医師」に関す

る規定を総合的に解釈し、条文の翻訳をする前に以下の説明文を挿入して

いる。すなわち「第215条から始まるハンムラピ法典の規定は、様々な職

種の人々の仕事に関わりあっている。もとよりその文化史的な関心を引く
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出ているが、この条文における切開手術とは自の手術のことでそれが成功

し、傷が治癒した場合の謝礼が10シェケルの銀で、あることが決められ、こ

のような手術の治療費が一番高く設定されているo 患者の身分により、そ

れだけ慎重な高価な薬剤等を使用した治療がおこなわれたということだろ

つ。

当時の医師は、その職域のうえからだけでなく社会階層のうえでも宮廷

に関わる内科医と獣医を兼ねていた医とに分かれていて、実際に内科医は

祭司の職域のひとつとして儀礼的な領域にもたずさわっていたとみられて

いる。この第215条の原文と逐語訳をみてもわかる通り、外科医(獣医)

のほうは青銅のメスを使用して切開手術をおこなう言わばメス執万技師で

あり、アッカド語模形文字の粘土板ではそのように記述されることもあっ

た。そしてアウィルム階層への手術が失敗した場合の処罰も厳しく、第

218条には外科医の責任として手を切断されることが記載されている。そ

れだけ成功した時の治療費の謝礼も高く設定されていたわけである O この

第215条の翻訳に関して、初期の頃に翻訳した原田慶吉氏は「もし医師が

人に重き傷(大手術)を、鉄の手術メス(? )を以って作りて(施して)、

人を治療し、あるいはまた人の角膜(? )を、鉄の手術メス(?)を以っ

て切開して、人の眼を治療したるときは、銀10シクルを取る。J(loc. cit.， 

p.333)のように、その文章に幾多の疑問符を入れ、アッカド語の解釈に

かなり苦労しておられたようである。ハンス].ベッカ一 Hans Jochen 

Boecker氏は、この第215条ばかりでなく第223条までの「医師」に関す

る規定を総合的に解釈し、条文の翻訳をする前に以下の説明文を挿入して

いる。すなわち「第215条から始まるハンムラピ法典の規定は、様々な職

種の人々の仕事に関わりあっている O もとよりその文化史的な関心を引く
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内容のゆえに、常に特別な注意が払われてきた。例として2、3、取り出

してみよう。まず第215条一223条は、医者の業務に関わる規定である。よ

り正確に言えば、外科医の職務についての規定である。大まかに言うと、

『外科医』は手工業者に分類されていた。ドライヴァー／ミルズ

（Driver－Miles）が、外科医を、『メス執刀職人』と呼んでいるアッシリ

アの文書に注意を喚起している（II、251註1）。『内科医』は、外科医

とはっきり区別されていて、祭司の職務の一つに数えられている。内科医

が実際に行なっていた仕事内容について、ハンムラピ法典は何も語ってい

ない。だがこれは、その儀礼的・医術的な治療法に見られる特殊な方法か

ら見れば、理解できることである。……」〔10c．cit．，p．191～p。192〕と記

し、その後で治療費と手術の損害賠償（第219条の解釈参照）などをも説

明した後に、その翻訳を試みている。それを鈴木佳秀氏は「医者がある人

（アウィールム）に青銅のメスで大きな切開手術を施し、それによってそ

の人を癒すか、あるいは彼がある人の眉毛の下部に青銅のメスで切開手術

を行ない、その人の眼を癒した場合、彼は銀10シェケル受け取ることがで

きる。」〔ibid．，〕と重訳しているが、懊形文字第1行目末のzi－im－ma－am

kab叱amは「大きな切開手術」とするよりも「重大なる傷口」としたほ

うが良く、「眉毛の下部」にあたるところは原田氏が「角膜」としていた

ところと思われるが、そのアッカド語はna－gab－tiで、むしろ「傷ついた

ところ」あるいは「膿傷」など傷口を意味するものではないか、と思われ

る。これを以下に見る中田氏は「こめかみ」と訳すが「こめかみ」とは一

般的に「耳の上部あるいは髪の生え際の部分」で、こんなところを手術し

たら確実に死に至ったろうからまず正確ではない、と思われる。その中田

一郎氏の訳文は「もし医者が青銅のランセット（手術用小刀）でアヴィー

ルムに大傷を負わせるが、そのアヴィールムを治したなら、あるいは青銅

のランセットでアヴィールムのこめかみを切開し、アヴィールムの目を治
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内容のゆえに、常に特別な注意が払われてきた。例として 2、 3、取り出

してみよう o まず第215条一223条は、医者の業務に関わる規定である。よ

り正確に言えば、外科医の職務についての規定である。大まかに言うと、

『外科医』は手工業者に分類されていた。ドライヴァー/ミルズ

(Driver-Miles)が、外科医を、『メス執万職人』と呼んでいるアッシリ

アの文書に注意を喚起している (II、251 註 1)0 r内科医』は、外科医

とはっきり区別されていて、祭司の職務の一つに数えられている。内科医

が実際に行なっていた仕事内容について、ハンムラピ法典は何も語ってい

ない。だがこれは、その儀礼的・医術的な治療法に見られる特殊な方法か

ら見れば、理解できることであるo ……J (Ioc. cit.， p. 191 '"'"'p. 192J と記

し、その後で治療費と手術の損害賠償(第219条の解釈参照)などをも説

明した後に、その翻訳を試みているo それを鈴木住秀氏は「医者がある人

(アウィールム)に青銅のメスで大きな切開手術を施し、それによってそ

の人を癒すか、あるいは彼がある人の眉毛の下部に青銅のメスで切開手術

を行ない、その人の眼を癒した場合、彼は銀10シェケル受け取ることがで

きる。J(ibid.，Jと重訳しているが、模形文字第 1行自末の zi-im-ma-am

kab-tamは「大きな切開手術」とするよりも「重大なる傷口」としたほ

うが良く、「眉毛の下部Jにあたるところは原田氏が「角膜」としていた

ところと思われるが、そのアッカド語は na-gab-tiで、むしろ「傷ついた

ところ」あるいは「膿傷Jなど傷口を意味するものではないか、と思われ

る。これを以下に見る中田氏は「こめかみ」と訳すが「こめかみ」とは一

般的に「耳の上部あるいは髪の生え際の部分」で、こんなところを手術し

たら確実に死に至ったろうからまず正確ではない、と思われる。その中田

一郎氏の訳文は「もし医者が青銅のランセット(手術用小万)でアヴィー

ルムに大傷を負わせるが、そのアヴィールムを治したなら、あるいは青銅

のランセットでアヴィールムのこめかみを切開し、アヴィールムの目を治
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内容のゆえに、常に特別な注意が払われてきた。例として 2、 3、取り出

してみよう o まず第215条一223条は、医者の業務に関わる規定である。よ

り正確に言えば、外科医の職務についての規定である。大まかに言うと、

『外科医』は手工業者に分類されていた。ドライヴァー/ミルズ

(Driver-Miles)が、外科医を、『メス執万職人』と呼んでいるアッシリ

アの文書に注意を喚起している (II、251 註 1)0 r内科医』は、外科医

とはっきり区別されていて、祭司の職務の一つに数えられている。内科医

が実際に行なっていた仕事内容について、ハンムラピ法典は何も語ってい

ない。だがこれは、その儀礼的・医術的な治療法に見られる特殊な方法か

ら見れば、理解できることであるo ……J (Ioc. cit.， p. 191 '"'"'p. 192J と記

し、その後で治療費と手術の損害賠償(第219条の解釈参照)などをも説

明した後に、その翻訳を試みているo それを鈴木住秀氏は「医者がある人

(アウィールム)に青銅のメスで大きな切開手術を施し、それによってそ

の人を癒すか、あるいは彼がある人の眉毛の下部に青銅のメスで切開手術

を行ない、その人の眼を癒した場合、彼は銀10シェケル受け取ることがで

きる。J(ibid.，Jと重訳しているが、模形文字第 1行自末の zi-im-ma-am

kab-tamは「大きな切開手術」とするよりも「重大なる傷口」としたほ

うが良く、「眉毛の下部Jにあたるところは原田氏が「角膜」としていた

ところと思われるが、そのアッカド語は na-gab-tiで、むしろ「傷ついた

ところ」あるいは「膿傷Jなど傷口を意味するものではないか、と思われ

る。これを以下に見る中田氏は「こめかみ」と訳すが「こめかみ」とは一

般的に「耳の上部あるいは髪の生え際の部分」で、こんなところを手術し

たら確実に死に至ったろうからまず正確ではない、と思われる。その中田

一郎氏の訳文は「もし医者が青銅のランセット(手術用小万)でアヴィー

ルムに大傷を負わせるが、そのアヴィールムを治したなら、あるいは青銅

のランセットでアヴィールムのこめかみを切開し、アヴィールムの目を治
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したなら、彼は銀10シキル（約83．3グラム）を取ることができる。」〔10c．

cit．，p．59〕となっているが、gir2－zalを「ランセット」とするか単なる

「メス」とみるかは解釈上の相異ということにしておきたい、と思う。古

代バビロニアの時代に、原田氏が疑問符をつけているところからもわかる

ように、まだ「鉄」はそれ程バビロニア社会では普及していなかったこと

が考古学上わかっており、この後のアッシリアからヒッタイト時代に（従

来世界史の教科書ではヒッタイト時代に始めて鉄が造られたとあるが、ア

ッシリアでも鉄は使われていたことが現トルコのカマンカレホユックの遺

跡等で発掘されている）やっと武器として使用されるようになってゆく。

従って古代バビロニアでは一般的に「短刀」として武器で使われていたも

のの中刃の鋭い両刀のものが手術用に使われていた、と考えられる。オラ

ンダ語を語源とする「外科や解剖等に使用される両刃の先が鋭利な手術用

メス」が外科手術に使われるのはもっと後世で、勿論今日一般の外科手術

で使われるオランダ語を語源とする1ancetあるいはそれに相応するもの

が古代バビロニアで使用されていたことは無かった、と思われる。シュメ

ール時代の懊形文字が、この手術用メスとして使用される前に短刀すべて

を表現する絵文字から古拙文宇として創られ、そしてこの第215条の条文

第2行目のi－naを取ったところの懊形文字gir2となり、その後アッシリ

アあるいはヒッタイトで、多分外科手術用のメスとして使用されるように

なった手術用具の変遷を「模形文字の変遷」として以下に見てみることに

したい。

　　　　　　　　　　　　　　　この文字が第215条懊形文字第2行

　　　　　　　　　　　　　　目のgir2として使われている。

　　　　　　　　　　　　　　　そしてその後のアッシリア時代に模

　　　　　　　　　　　　　　形文字が更に簡略化され、表意文字

　　　　　　　　　　　　　　ideogramとしてそのままインド・ヨ
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したなら、彼は銀10シキル(約83.3グラム)を取ることができる。J(IOC. 

cit.， p.59J となっているが、 girz・zalを「ランセット」とするか単なる

「メス」とみるかは解釈上の相異ということにしておきたい、と思う。古

代パビロニアの時代に、原田氏が疑問符をつけているところからもわかる

ように、まだ「鉄」はそれ程パビロニア社会では普及していなかったこと

が考古学上わかっており、この後のアッシリアからヒッタイト時代に(従

来世界史の教科書ではヒッタイト時代に始めて鉄が造られたとあるが、ア

ッシリアでも鉄は使われていたことが現トルコのカマンカレホユツクの遺

跡等で発掘されている)やっと武器として使用されるようになってゆく。

従って古代ノてビロニアで、は一般的に「短万Jとして武器で使われていたも

のの中刃の鋭い両万のものが手術用に使われていた、と考えられる。オラ

ンダ語を語源とする「外科や解剖等に使用される両刃の先が鋭利な手術用

メスJが外科手術に使われるのはもっと後世で、勿論今日一般の外科手術

で使われるオランダ語を語源とする lancetあるいはそれに相応するもの

が古代ノてビロニアで使用されていたことは無かった、と思われる。シュメ

ール時代の模形文字が、この手術用メスとして使用される前に短万すべて

を表現する絵文字から古拙文字として創られ、そしてこの第215条の条文

第 2行自の i-naを取ったところの模形文字girzとなり、その後アッシリ

アあるいはヒッタイトで、多分外科手術用のメスとして使用されるように

なった手術用具の変遷を「模形文字の変遷Jとして以下に見てみることに

したい。

この文字が第215条模形文字第 2行

自の gir2として使われているo

そしてその後のアッシリア時代に模

形文字が更に簡略化され、表意文字

ideogramとしてそのままインド・ヨ

-773-
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したなら、彼は銀10シキル(約83.3グラム)を取ることができる。J(IOC. 

cit.， p.59J となっているが、 girz・zalを「ランセット」とするか単なる

「メス」とみるかは解釈上の相異ということにしておきたい、と思う。古

代パビロニアの時代に、原田氏が疑問符をつけているところからもわかる

ように、まだ「鉄」はそれ程パビロニア社会では普及していなかったこと

が考古学上わかっており、この後のアッシリアからヒッタイト時代に(従

来世界史の教科書ではヒッタイト時代に始めて鉄が造られたとあるが、ア

ッシリアでも鉄は使われていたことが現トルコのカマンカレホユツクの遺

跡等で発掘されている)やっと武器として使用されるようになってゆく。

従って古代ノてビロニアで、は一般的に「短万Jとして武器で使われていたも

のの中刃の鋭い両万のものが手術用に使われていた、と考えられる。オラ

ンダ語を語源とする「外科や解剖等に使用される両刃の先が鋭利な手術用

メスJが外科手術に使われるのはもっと後世で、勿論今日一般の外科手術

で使われるオランダ語を語源とする lancetあるいはそれに相応するもの

が古代ノてビロニアで使用されていたことは無かった、と思われる。シュメ

ール時代の模形文字が、この手術用メスとして使用される前に短万すべて

を表現する絵文字から古拙文字として創られ、そしてこの第215条の条文

第 2行自の i-naを取ったところの模形文字girzとなり、その後アッシリ

アあるいはヒッタイトで、多分外科手術用のメスとして使用されるように

なった手術用具の変遷を「模形文字の変遷Jとして以下に見てみることに

したい。

この文字が第215条模形文字第 2行

自の gir2として使われているo

そしてその後のアッシリア時代に模

形文字が更に簡略化され、表意文字

ideogramとしてそのままインド・ヨ
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ト■班
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gir2
u14

ad2
at

91「2 短刀
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一ロッパ語族であるヒッタイト語にも

使われるようになる。

〔op．cit．，飯島紀氏著『アッカド語』国際語学社p．161参照〕

第216条（原文・逐語訳）

きum一皿a　　mar　　皿aぷ一ea－kak

（上記で）もしムシュケーヌであれば

5siqil　kaspi皿i－1i－qi2

5シェケルの銀（だけ）を取る

　第216条（試訳）

　（前の第215条からアッカド語の文章は続いていて、医師が青銅メスで

切開手術や目の手術をおこなった患者が）ムシュケーヌム（の子供）であ

った場合、5シェケル（約42g弱）の銀（貨）を（その治療費として）受

領することができる。

第216条の解釈

第215条の場合は、切開手術を受けた患者がアウィルム階層の者だった

ので、その治療費は10シェケルであったが、この第216条の患者はムシュ

ケーヌム（の子供）であったから、その治療費の謝礼は第215条の半額に

あたる5シェケル（約42g弱）の銀（貨）であることが規定されていたと
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ーロッパ語族であるヒッタイト語にも

使われるようになるo

(op. cit.，飯島紀氏著『アッカド語』国際語学社 p.161参照〕

第216条(原文・逐語訳)

防長日陰恥-1iTl

(上記で)もしムシュケーヌであれば

IW tE=T .陵口1I~議。司令
siqil kaspim i-li-qi2 

5シェケルの銀(だけ)を取る

第216条(試訳)

(前の第215条からアッカド語の文章は続いていて、医師が青銅メスで

切開手術や目の手術をおこなった患者が)ムシュケーヌム(の子供)であ

った場合、 5シェケル(約42g弱)の銀(貨)を(その治療費として)受

領することができるo

第216条の解釈

第215条の場合は、切開手術を受けた患者がアウイルム階層の者だった

ので、その治療費は10シェケルであったが、この第216条の患者はムシュ

ケーヌム(の子供)であったから、その治療費の謝礼は第215条の半額に

あたる 5シェケル(約42g弱)の銀(貨)であることが規定されていたと
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ーロッパ語族であるヒッタイト語にも

使われるようになるo

(op. cit.，飯島紀氏著『アッカド語』国際語学社 p.161参照〕

第216条(原文・逐語訳)

防長日陰恥-1iTl

(上記で)もしムシュケーヌであれば

IW tE=T .陵口1I~議。司令
siqil kaspim i-li-qi2 

5シェケルの銀(だけ)を取る

第216条(試訳)

(前の第215条からアッカド語の文章は続いていて、医師が青銅メスで

切開手術や目の手術をおこなった患者が)ムシュケーヌム(の子供)であ

った場合、 5シェケル(約42g弱)の銀(貨)を(その治療費として)受

領することができるo

第216条の解釈

第215条の場合は、切開手術を受けた患者がアウイルム階層の者だった

ので、その治療費は10シェケルであったが、この第216条の患者はムシュ

ケーヌム(の子供)であったから、その治療費の謝礼は第215条の半額に

あたる 5シェケル(約42g弱)の銀(貨)であることが規定されていたと
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思われる。

　この条文を原田慶吉氏は「もし『ムシュケーヌムの息（208条参照）な

るときは、銀5シクルを取る。」〔loc．cit．，p．333〕と訳し、鈴木佳秀氏は

「ムシュケーヌムの子を手術する場合は、銀5シェケル受け取ることがで

きる。」〔10c．cit．，p．193〕という動詞の能力を強調した翻訳で、また同様

にシェケルの換算を細かく計算した中田一郎氏の翻訳のほうは「もしムシ

ュケーヌム仲間なら、彼は銀5シキル（約41．7グラム）を取ることができ

る。」〔10c．cit．，p、223）という風にmar（子供）を抜かして翻訳しておら

れるのは、他の発見された粘土板文書等でこのmarが入っていなかった

せいでもあると思われるが、その点について何の脚註も解説も入れていな

いのは不思議である。

　確かに直前の第215条で、アウィルム（中田氏の訳語ではアヴィールム）

階層の一般的な男を規定し、その次の第216条でムシュケーヌム階層の子

供だけを規定するのは、条文相互の整合性からいって妥当なものではなく

これは当時のアッカド語で卑小辞として書き加えられた修飾的な挿入語

で、おそらく子供だけではないムシュケーヌム階層の者達そのものを規定

したものと考えられる。

第217条（原文・逐語訳）

　70
S皿m－ma　　胃arad　　a－wi－I　im　　be－el　田ard　im

（上記で）奴隷なら人の　　主は奴隷の

　に　医師　 2シェケルの銀を　与える

一771一

158 法学論集 49 (山梨学院大学〕

思われる。

この条文を原田慶吉氏は「もし『ムシュケーヌムの息 (208条参照)な

るときは、銀5シクルを取る。J(Ioc. cit.， p. 333) と訳し、鈴木佳秀氏は

「ムシュケーヌムの子を手術する場合は、銀5シェケル受け取ることがで

きる。J(Ioc. cit.， p. 193) という動詞の能力を強調した翻訳で、また同様

にシェケルの換算を細かく計算した中田一郎氏の翻訳のほうは「もしムシ

ュケーヌム仲間なら、彼は銀5シキル(約41.7グラム)を取ることができ

る。J(Ioc. cit.， p. 223) という風に mar 子供)を抜かして翻訳しておら

れるのは、他の発見された粘土板文書等でこの marが入っていなかった

せいでもあると思われるが、その点について何の脚註も解説も入れていな

いのは不思議であるo

確かに直前の第215条で、アウイルム(中田氏の訳語ではアヴィールム)

階層の一般的な男を規定し、その次の第216条でムシュケーヌム階層の子

供だけを規定するのは、条文相互の整合性からいって妥当なものではなく

これは当時のアッカド語で卑小辞として書き加えられた修飾的な挿入語

で、おそらく子供だけではないムシュケーヌム階層の者達そのものを規定

したものと考えられる。

第217条(原文・逐語訳)

加L防長正予関腎手キ~I~釘ゆくT
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　第217条（試訳）

　（アッカド語の文章は2ケ条前の第215条から続いていて、主語は当然

第215条のa－zu「医師」である。従ってこの条文に規定された手術をおこ

なった医師は、前の第216条と同じく第215条の冒頭に記されている医師

で、手術内容も同じと考えられる）手術を受けた患者がアウィルム階層の

奴隷なら、その奴隷の主人は手術した医師に2シェケル（約17g弱）の銀

（貨）を与えればよい。

　第217条の解釈

　第215条と手術内容は同じだが、その手術に使われる薬剤と切開手術の

道具や治療に対する慎重さが異なり、治療費の謝礼は第215条の5分の1

となっているが、患者に対する扱いその手術における慎重さなどは全く別

であったと思われる。その治療費はアウィルム階層の主人が医師に対して

支払わなければならないことがここで明文をもって規定されている。

　しかしながら、奴隷に対する手術費用として2シェケルの銀（貨）はか

なり高額であり、後に出てくる第234条で船大工が60グルの船を建造する

費用と同じであるところから、余程重要な役割りをはたしていた奴隷の生

死に関わるような時に、このような外科手術を受けさせたのであり、多く

の場合奴隷などは放置させられていたものと想像される。この第217条の

原田慶吉氏による訳文は、「もし人の奴隷なるときは、奴隷の主は医師に

銀2シクルを与う。」〔loc．cit．，p．333〕であり、鈴木佳秀氏の重訳は「あ

る人の奴隷を手術する場合は、奴隷の主人が医者に銀2シェケル支払わな

ければならない。」〔10c．cit．，P．193〕となって、最後に中田一郎氏の翻訳

はと言えば「もしアヴィールムの奴隷なら、奴隷の所有者は医者に銀2シ

キル（約16．7グラム）を与えなければならない。」〔10c．cit．，p．223〕とい

う文章となってくる。このシェケル（原田氏はシクル、中田氏はシキルと

　　　　　　　　　　　　　一770一

古代法の翻訳と解釈 III 159 

第217条(試訳)
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支払わなければならないことがここで明文をもって規定されているo

しかしながら、奴隷に対する手術費用として 2シェケルの銀(貨)はか

なり高額であり、後に出てくる第234条で船大工が60グルの船を建造する

費用と同じであるところから、余程重要な役割りをはたしていた奴隷の生

死に関わるような時に、このような外科手術を受けさせたのであり、多く

の場合奴隷などは放置させられていたものと想像される。この第217条の

原田慶吉氏による訳文は、「もし人の奴隷なるときは、奴隷の主は医師に

銀 2シクルを与う。J(lOC. cit.， p. 333)であり、鈴木佳秀氏の重訳は「あ

る人の奴隷を手術する場合は、奴隷の主人が医者に銀2シェケル支払わな

ければならない。J(loc. cit.， p.193) となって、最後に中田一郎氏の翻訳

はと言えば「もしアヴィールムの奴隷なら、奴隷の所有者は医者に銀2シ

キル(約16.7グラム)を与えなければならない。J(loc. cit.， p.223) とい

う文章となってくる O このシェケル(原田氏はシクル、中田氏はシキルと
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記す）の銀の薄片を投資してまで手術を受けさせようとする奴隷は、その

主人にとってかなり価値あるものであったに違いない。

第218条（原文・逐語訳）

　　　　　　　　　　マ5
Sum－ma　a－zu　a－wi－1am　zi－i皿一皿a－a皿

　もし　医者が　入に　　　傷を

i－na　gir2－zal　siparrim　　i－bu－u言　　ma

で　　メス　　青銅の　　手術して、

　　　　　　　　隔
a－w1－1a皿　　uき一ta一皿i－it　　u3　　正u

人を　　　　殺し　　　　又は

kab－tam

重い

matu　死ぬ

na－gab－ti　　a－wエー正im

膿瘍を　　　人の

i－nag・r2－zalsiparrim

で　　メス　　青銅の

　ip－te　ma　1－in　a－w卜h皿

　開いて、　　目を　人の

　uh2－tab－bi－it　ritt6きu　i¶a－ki－su

　　潰したなら　　手を　彼の　切り取る

　第218条（試訳）

　医師が、ある者の重大なる傷口を青銅のメスを用いて切開手術したがた

めに（医療過誤等で）殺害してしまったり、あるいは青銅のメスで膿傷を

手術して目を潰してしまったりしたような場合に、その医師の腕（手）は

（その医療過誤の処罰として）切り取られることになる。
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l防相Tf同時吋115肝総枠制ゆ間口l
Sum-ma a-zu a-wi-lam Zl-l皿ーma-am kab-tam 

もし 医 者が人に 傷を 重い

i住持~嗣;tJ~災h同~
i-na girz-zal siparrim i-bU-U$ ma 

で メス 青銅の 手術して、

昨嶋相関傘判開百
matu 死ぬ

人を 殺し 又は

ゆ開問1科|曲 I~φ砂防閉山

膿蕩を 人の で メス 青銅の

|国例目ゆ隅キ|
ip-te ma l-in a-wi-lim 

開いて、 目を 人の

ゅマヒゆ陣JJ附炉首脳件闘i

潰したなら 手を彼の切り取る

第218条(試訳)

医師が、ある者の重大なる傷口を青銅のメスを用いて切開手術したがた

めに(医療過誤等で)殺害してしまったり、あるいは青銅のメスで膿傷を

手術して目を潰してしまったりしたような場合に、その医師の腕(手)は

(その医療過誤の処罰として)切り取られることになる。
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　第218条の解釈

　この直前の3ケ条（第215～第217条）とは異なり、主語は同じa－zu

（医師）ではあっても、これは言はば刑事法上の規定である。

　その一方患者のほうは、この第218条の最初のほうに書かれているよう

にアウィルム階層の者だけに限って、その切開手術が失敗して患者が死亡

したり目が潰れたりしたような時に、その医師の手が切り取られる処罰を

受けることになると明文で規定されている。

　それだからこそ、ハンムラピ法典の第215条では、アウィルム階層の患

者が治癒した時には10シェケルという高い治療費を科しているのである、

と考えられる。

　この手を切断するという処罰は、象徴的な意昧だけでなく、その後あま

り有能でない医師が古代バビロニア社会において切開手術をおこなうよう

な危険を防止する機能をもっており、当時のバビロニア社会において法諺

として有効に機能していた条文がこの第218条だと思われる。この条文の

翻訳について、まず原田慶吉氏は「もし医師が人に重き傷（大手術）を、

鉄の手術メス（？）をもって作りて（施して）、人を死亡せしめ、あるい

はまた人の角膜（？）を、鉄の手術メス（？）をもって切開して、人の眼

を潰したるときは、〔彼等〕彼の手を切り取る。」〔10c．cit。，p．334〕と翻訳

しておられる。第215条でもsiparrimを「鉄」と解釈しておられたようで

あるが、この古代バビロニアにおいて鉄製のメスは未だそれほど普及して

使われておらず、まだ「青銅製」だったのではないか、と思われる。また

この原田氏の訳文で多い疑問符についてはすでに第215条の解釈で説明し

た。またハンスJ．ベツカーHans　Jochen　Boecker氏の解釈については、

前の第215条でその前半を記したが、第215条から第219条までの特に第219

条の条文を意識してベッカー氏は「……外科医はしごく儲かる仕事であっ

たが、危険がなくはなかった。ハンムラピ法典が手術の例を幾つか伝えて
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な危険を防止する機能をもっており、当時のパビロニア社会において法諺

として有効に機能していた条文がこの第218条だと思われる。この条文の

翻訳について、まず原田慶吉氏は「もし医師が人に重き傷(大手術)を、

鉄の手術メス(? )をもって作りて(施して)、人を死亡せしめ、あるい

はまた人の角膜(? )を、鉄の手術メス(? )をもって切開して、人の眼

を潰したるときは、〔彼等〕彼の手を切り取る。JOOC. cit.， p. 334) と翻訳

しておられる。第215条でも siparrimを「鉄Jと解釈しておられたようで

あるが、この古代パビロニアにおいて鉄製のメスは未だそれほど普及して

使われておらず、まだ「青銅製」だ、ったのではないか、と思われる c また

この原田氏の訳文で多い疑問符についてはすでに第215条の解釈で説明し

た。またハンスJ.ベツカ一 HansJochen Boecker氏の解釈については、

前の第215条でその前半を記したが、第215条から第219条までの特に第219

条の条文を意識してベッカー氏は「……外科医はしごく儲かる仕事であっ

たが、危険がなくはなかった。ハンムラピ法典が手術の例を幾つか伝えて
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いるが、それによると、治療費の額は治療内容や患者の社会的身分によっ

て左右されていた。他面、治療上の危険、いわゆる手術ミスが重大な結果

をもたらした。患者が手術ミスの結果死んでしまったか、手術によって重

大な傷害を被った場合で、例えば当該の患者が自由人である時は、外科医

は手を切断された。もっともな理由から、ここではタリオ原則の適用は考

えられていない。外科医にとって、手の切断は象徴的な処罰という性格を

持っている。事実、その手をもって、命取りとなるような手術を行なった

からである。同時に、この処罰方法をもって、当の無能な外科医が再び手

術を行なう危険を防止している。その他に、奴隷を手術で死に至らしめた

場合の規則がある。この場合、外科医はそれによって生じた損失分を支払

わなければならなかった（第219条）。」〔10c．cit．，p．192．〕と説明した後

に、第215条からの訳文を載せているが、その中でこの第218条については

「医者がある人に青銅のメスで大きな切開手術を施し、（そのために）そ

の人を死なせてしまうか、あるいは彼がある人の眉毛の下部に青銅のメス

で切開手術を行ない、（その際）その人の眼を潰してしまった場合、彼の

手は切り落とされなければならない。」〔ibid．，〕と記し、その後でこの説

明文にある損害賠償の条文（第219条と第220条）を記載している。

　またこの第218条に関する中田一郎氏の訳は「もし医者がアヴィールム

に青銅のランセット（手術用小刀）で大傷を負わせ、そのアヴィールムを

死なせたなら、あるいはアヴィールムのこめかみを青銅のランセットで切

開し、そのアヴィールムの目を損なったなら、彼は彼（医者）の腕を切り

落とさなければならない。」〔loc，cit．，p．60〕となっている。なおこのオラ

ンダ語のランセットlancetについては第215条の解釈と次の第219条の逐

語訳の右にその懊形文字の成り立ちを図説した。医療ミスに対する処罰規

定は、このように古代社会においてその支配階級であったアウィルム階層

の者が患者であった場合、医者も失敗したらその腕を切り落とされるほど
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重要な問題だったのである。

第219条（原文・逐語訳）

　Sum一皿a　　a－zu　　z呈一ma－am　　kab－ta皿

　もし　　医者が　傷を　　重い
85

絵　文　字 古拙文字

Ψ 冷 捨
古代のメス

短刀

warad　皿aS－en－kak　i－nagir2－zals重parri皿

rabu回復する〔10c．cit．，P．161〕

war（iam　　ki一皿a　　聯ardi皿　　i－ri－ab

奴隷を　同じ　奴隷と　弁償する

　第219条（試訳）

　医師が、ムシュケーヌムの奴隷にできた重大なる傷口を青銅のメスで切

開手術して死亡させた時は、その奴隷と同じ（程度の）奴隷を弁償しなけ

ればならない。

　第219条の解釈

　この条文で規定されているのは、「ムシュケーヌムの奴隷」であって、

アウィルムの奴隷ではない、というところにハンムラピ法典の特色がある

と思われる。この条文に先行する第215条と第216条で医師への支払いが、

ムシュケーヌムのほうがアウィルムの半額となっており、その治療費の支

払い額をはじめ一般的な損害賠償の額等で比較するならば、確かにムシュ
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ケーヌムはアウィルム階層の下位に位置するように考えられる。

　しかしながら、この第219条のようにムシュケーヌムの奴隷だけを、し

かも「同じ（程度の）奴隷を弁済する」という規定を見てみると、ムシュ

ケーヌムは宮廷で同じ程度の仕事をこなせる奴隷を補充しなければその職

務に影響が出るからではないかと考えられる。そういう側面からみても古

代のバビロニア社会において、単に階層という側面だけからでは法文は理

解できないのではないか、とも思われるのである。この第219条を原田慶

吉氏は以下のように「もし医師が重き傷（大手術）を、ムシュケーヌムの

奴隷に、鉄の手術メス（？）をもって作りて（施して）、死亡せしめたる

ときは、〔その〕奴隷に相当する奴隷を賠償す。」〔loc．cit．，p。334／と翻訳

し、同じく同条をベッカー氏の著書から重訳した鈴木佳秀氏は「医者があ

るムシュケーヌムの奴隷に青銅のメスで大きな切開手術を施し、（そのた

めに彼を）死なせてしまった場合、彼は（死んだ）奴隷につき奴隷1人を

もって償わなければならない。」〔10c．cit．，P．193〕という風に鉄を青銅に

改めて訳し、同じく中田一郎氏も第2行目にあるgir2－zal　siparrimを相

変らず「青銅のランセット」として翻訳しているが、外科医が切開手術を

したのではなく、「医者が傷を負わせて殺した」と解釈して、以下のよう

に「もし医者がムシュケーヌムの奴隷に青銅のランセットで大傷を負わ

せ、死なせたなら、彼は同等の奴隷を償わなければならない。」〔10c．cit．，

p．60〕と訳しておられるが、アッカド語の文章はともかく、法律の条文

の記述としてはやはり医療過誤について規定した条文と解釈するべきであ

って、これに外れた文章は疑問が残る翻訳であると考えざるをえない。
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吉氏は以下のように「もし医師が重き傷(大手術)を、ムシュケーヌムの

奴隷に、鉄の手術メス(? )をもって作りて(施して)、死亡せしめたる

ときは、〔その〕奴隷に相当する奴隷を賠償す。J(loc. cit.， p. 334) と翻訳

し、同じく同条をベツカー氏の著書から重訳した鈴木佳秀氏は「医者があ

るムシュケーヌムの奴隷に青銅のメスで大きな切開手術を施し、(そのた

めに彼を)死なせてしまった場合、彼は(死んだ)奴隷につき奴隷 1人を

もって償わなければならない。J(loc. cit.， p. 193J という風に鉄を青銅に

改めて訳し、同じく中田一郎氏も第 2行自にある gir2・zalsiparrimを相

変らず「青銅のランセット」として翻訳しているが、外科医が切開手術を

したのではなく、「医者が傷を負わせて殺した」と解釈して、以下のよう

に「もし医者がムシュケーヌムの奴隷に青銅のランセットで大傷を負わ

せ、死なせたなら、彼は同等の奴隷を償わなければならない。J(Ioc. cit.， 

p.60J と訳しておられるが、アッカド語の文章はともかく、法律の条文

の記述としてはやはり医療過誤について規定した条文と解釈するべきであ

って、これに外れた文章は疑問が残る翻訳であると考えざるをえない。
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第220条（原文・逐語訳）

　　　　　　　　　go
Sum一皿a　黙a－gab－ta　Su　i－na　gir2－zal　siparri皿

もし　　膿瘍を　彼（奴隷）の　で　　メス　青銅の

ip－te　ma　HnSu　uh2一しab－it

開いて、　　目が彼の　潰れた時は

kaspam皿レsHl言i皿i　Su　i－Sa－qal

銀を　　半分の　　値のその　支払う

daは　it　の誤り

言imu　く　忌am2

　第220条（試訳）

　（この条文のアッカド語の主語は、前述のように第215条の医師がその

まま続いているが文章として第219条のa－zuが主語とみてよい、なおこの

条文で目を潰されたのは直前の第219条に出てくる「ムシュケーヌムの奴

隷」であろう）医師が、奴隷の膿傷を青銅のメスで切開手術してその奴隷

の目が潰れたる場合は、その（奴隷を購入した時の）値の半額を支払うも

のとする。

　第220条の解釈

　医師が、この第220条の損害賠償として支払うのはその奴隷を購入した

時の値段の半額で、支払う先は直前の第219条に出てくるムシュケーヌム

に対してであろうと思われる。

　この第219条から続く条文を原田慶吉氏は「もし彼の角膜（？）を鉄の

手術メス（？）をもって切開して、彼の眼を潰したるときは、その値の半

を銀にて支払う。」〔10c．cit。，p．334〕とsiparrimを相変らず「鉄」と訳

し、na－gab－taも「角膜」と疑問符つきで翻訳しているが、その後にドイ

ツ語から重訳した鈴木佳秀氏は、「彼が眉毛の下部に青銅のメスで切開手

　　　　　　　　　　　　　一764一
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第220条(原文・逐語訳)

ゆ日帰国別岡田加併妙。畑山
Sum-ma na-gab-ta Su i-na gir2-za1 siparrim 

もし 膿蕩を 彼 ( 奴 隷 ) の で メス青銅の

|回附回11凶凶開時~

聞いて、 自が 彼の 潰れた時は

E息に予告やゆ4¥¥時罰百はこ射倖↓
kaspam mi-si-il simi Su i-Sa-qal simuく Sam2

銀を 半分の 伎のその支払う

第220条(試訳)

(この条文のアッカド語の主語は、前述のように第215条の医師がその

まま続いているが文章として第219条の a引 1が主語とみてよい、なおこの

条文で目を演されたのは直前の第219条に出てくる「ムシュケーヌムの奴

隷Jであろう)医師が、奴隷の膿傷を青銅のメスで切開手術してその奴隷

の目が潰れたる場合は、その(奴隷を購入した時の)値の半額を支払うも

のとするo

第220条の解釈

医師が、この第220条の損害賠償として支払うのはその奴隷を購入した

時の値段の半額で、支払う先は直前の第219条に出てくるムシュケーヌム

に対してであろうと思われる。

この第219条から続く条文を原田慶吉氏は「もし彼の角膜(? )を鉄の

手術メス(?)をもって切開して、彼の眼を潰したるときは、その値の半

を銀にて支払う。J(IoC. cit.， p.334J とsiparrimを相変らず「鉄」と訳

し、 na-gab-taも「角膜」と疑問符つきで翻訳しているが、その後にドイ

ツ語から重訳した鈴木佳秀氏は、「彼が眉毛の下部に青銅のメスで切開手
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のとするo

第220条の解釈

医師が、この第220条の損害賠償として支払うのはその奴隷を購入した

時の値段の半額で、支払う先は直前の第219条に出てくるムシュケーヌム

に対してであろうと思われる。

この第219条から続く条文を原田慶吉氏は「もし彼の角膜(? )を鉄の

手術メス(?)をもって切開して、彼の眼を潰したるときは、その値の半

を銀にて支払う。J(IoC. cit.， p.334J とsiparrimを相変らず「鉄」と訳
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術を行ない、（その時）彼の眼を潰してしまった場合、彼はその奴隷の購

入価格の半分を支払わなければならない。」〔10c．cit．，p．193〕とsiparrim

は「青銅メス」と訳しているものの傷の部位は「眉毛の下部」として具体

的な部位は避けている。また中田一郎氏の翻訳では、gir2－za1をオランダ

語で手術用メス「解剖等に使用される平たい両刃で先がとがっているも

の」をこの翻訳用語として使い「もし青銅のランセットで彼のこめかみを

切開し彼の目を損ったなら、彼は彼（奴隷）の値段の半分の銀を支払わな

ければならない。」〔loc．cit．，p．60〕という翻訳文を第215条から「ランセ

ット」として使い続けている。この当時1ancetとほぼ同様の手術器具が

古代バビロニアにもあったとは思われない。更に中田氏はna－gab－taを平

仮名で「こめかみ」と訳しておられるようであるが、顯額とは目尻と耳の

上の間に位置する顔の部分名称で、古代にこんなところを切開したら命取

りになると思われるのでこれは飯島氏の逐語訳のように膿傷という、傷の

外見的症状とみたほうが良いのではないか、と考えられる。

第221条（原文・逐語訳）

　　蕊
　Sum－ma　a－zu　gir3－pad－du　a－wHi皿

　　もし　医者が　骨を　　　　人の

盤ヤ

　／きe－bHr－ta皿US－ta－1i－i皿

　　折れた　　　　治療したら
Sal識u良くする、治尉る

　　　　　　　　則L喜
u3hきe－ir　ha－nam　mar－sa－am

又は　　肉を　　腸の　　病気の

一763一
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術を行ない、(その時)彼の眼を潰してしまった場合、彼はその奴隷の購

入価格の半分を支払わなければならない。JOoc. cit.， p.193) とsiparrim

は「青銅メス」と訳しているものの傷の部位は「眉毛の下部」として具体

的な部位は避けている O また中国一郎氏の翻訳では、 gir2・zalをオランダ

語で手術用メス「解剖等に使用される平たい両刃で先がとがっているも

のjをこの翻訳用語として使い「もし青銅のランセットで彼のこめかみを

切開し彼の目を損ったなら、彼は彼(奴隷)の値段の半分の銀を支払わな

ければならない。JOoc. cit.， p. 60) という翻訳文を第215条から「ランセ

ット」として使い続けている。この当時lancetとほぼ同様の手術器具が

古代パピロニアにもあったとは思われない。更に中田氏は na-gab-taを平

仮名で「こめかみ」と訳しておられるようであるが、顕頴とは目尻と耳の

上の聞に位置する顔の部分名称で、古代にこんなところを切開したら命取

りになると思われるのでこれは飯島氏の逐語訳のように膿傷という、傷の

外見的症状とみたほうが良いのではないか、と考えられるo

第221条(原文・逐語訳)

前|ぬQÞ!同T干岡l~勢同w-引
sum-ma a-zu gir3-pad-du a-wi-lim 

もし医者が骨を 人の

品閥幹r;:>;:::>口11伺ゆ機関~
/ se-bi-ir-tam us-ta-li-im 

Salamu良〈する、治指する

折れた 治療したら

時町田~ii>啄府関降下一存主主>1

又は 肉を 腸の 病気の
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的な部位は避けている O また中国一郎氏の翻訳では、 gir2・zalをオランダ

語で手術用メス「解剖等に使用される平たい両刃で先がとがっているも

のjをこの翻訳用語として使い「もし青銅のランセットで彼のこめかみを

切開し彼の目を損ったなら、彼は彼(奴隷)の値段の半分の銀を支払わな

ければならない。JOoc. cit.， p. 60) という翻訳文を第215条から「ランセ

ット」として使い続けている。この当時lancetとほぼ同様の手術器具が

古代パピロニアにもあったとは思われない。更に中田氏は na-gab-taを平

仮名で「こめかみ」と訳しておられるようであるが、顕頴とは目尻と耳の

上の聞に位置する顔の部分名称で、古代にこんなところを切開したら命取

りになると思われるのでこれは飯島氏の逐語訳のように膿傷という、傷の

外見的症状とみたほうが良いのではないか、と考えられるo

第221条(原文・逐語訳)

前|ぬQÞ!同T干岡l~勢同w-引
sum-ma a-zu gir3-pad-du a-wi-lim 

もし医者が骨を 人の
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ub－ta－al－1i－i‡　　　　be－el　　si一重皿一mi－im　　　　　　　　　　琴im皿u　駕

治療したなら主は　病人の　　4判く日軒1

薦1一〔1。cc圭t，〕a一聡a－zu5　siqii　kaspi凪　i－na－ad－di－iR

に医者5シェケルの銀を与える　尋l　d［ha　l与える

　第221条（試訳）

　医師が、ある者の折れた骨を治療するか内臓の病気である肉体を治療し

たような時に、病気の主（患者）はその医師に5シェケル（約42g弱）の

銀（貨）を（治療費として）与えなければならない。

　第221条の解訳

　この条文は、その第1行目の終りに記された懊形文字のアッカド語から

もわかるように患者（be－ebi－im－mi－im）がアウィルム階層の者で、第

215条がそのアウィルム階層の者を青銅メスを使用して完治させた場合に

10シェケル（約85g弱）の銀（貨）を治療費として支払う旨が規定してあ

ることに対比して、この第221条のほうは骨折と内臓に関わる病気を治療

したる場合には丁度その半額が治療費の謝礼として支払われることが規定

されていた、と思われる。この条文を原田慶吉氏は「もし医師が折れたる

人の骨を治療し、あるいはまた病みの腫物（？）を治療したるときは、傷

の主は医師に銀5シクルを与う。」〔10c．cit．，p．334〕と翻訳し、鈴木佳秀

氏の重訳は「医者がある人の折れた骨を直すか、痛めた腱を癒した場合、

患者は医者に銀5シェケル支払わなければならない。」〔10c．cit．，p．193〕

としている。この第221条の懊形文字原文§e－ir　ha－nam（第3行目の中ほ

ど）を、原田氏のように「痛みの腫物」とするか鈴木氏のように「痛めた

腱」と訳すか、あるいは以下に示す中田氏のように「ひどい筋の痛み」と

　　　　　　　　　　　　　一762一

古代法の翻訳と解釈 III 167 

51長<tt><J砂時翻I[民宿咽断e新 i

治療したなら 主は 病人の 今|寸|時

肝ゆ7干岡 IIW在三fl!r同11住帰関。議tl(loc. cit.，) 

に 医者 5シヱケルの銀を 与える (f- I .-t=J I ha I与える

第221条(試訳)

医師が、ある者の折れた骨を治療するか内臓の病気である肉体を治療し

たような時に、病気の主(患者)はその医師に 5シェケル(約42g弱)の

銀(貨)を(治療費として)与えなければならない。

第221条の解訳

この条文は、その第 1行目の終りに記された模形文字のアッカド語から

もわかるように患者 Cbe-elsi-im引lI-im)がアウィルム階層の者で、第

215条がそのアウイルム階層の者を青銅メスを使用して完治させた場合に

10シェケル(約85g弱)の銀(貨)を治療費として支払う旨が規定しであ

ることに対比して、この第221条のほうは骨折と内臓に関わる病気を治療

したる場合には丁度その半額が治療費の謝礼として支払われることが規定

されていた、と思われる。この条文を原田慶吉氏は「もし医師が折れたる

人の骨を治療し、あるいはまた病みの腫物(? )を治療したるときは、傷

の主は医師に銀5シクルを与う。JOoc. cit.， p. 334J と翻訳し、鈴木佳秀

氏の重訳は「医者がある人の折れた骨を直すか、痛めた臆を癒した場合、

患者は医者に銀5シェケル支払わなければならない。JOoc. cit.， p.193J 

としている。この第221条の模形文字原文言e-irha・nam(第 3行自の中ほ

ど)を、原田氏のように「痛みの腫物」とするか鈴木氏のように「痛めた

臆」と訳すか、あるいは以下に示す中田氏のように「ひどい筋の痛み」と
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肝ゆ7干岡 IIW在三fl!r同11住帰関。議tl(loc. cit.，) 

に 医者 5シヱケルの銀を 与える (f- I .-t=J I ha I与える

第221条(試訳)

医師が、ある者の折れた骨を治療するか内臓の病気である肉体を治療し

たような時に、病気の主(患者)はその医師に 5シェケル(約42g弱)の

銀(貨)を(治療費として)与えなければならない。

第221条の解訳

この条文は、その第 1行目の終りに記された模形文字のアッカド語から

もわかるように患者 Cbe-elsi-im引lI-im)がアウィルム階層の者で、第

215条がそのアウイルム階層の者を青銅メスを使用して完治させた場合に

10シェケル(約85g弱)の銀(貨)を治療費として支払う旨が規定しであ

ることに対比して、この第221条のほうは骨折と内臓に関わる病気を治療

したる場合には丁度その半額が治療費の謝礼として支払われることが規定

されていた、と思われる。この条文を原田慶吉氏は「もし医師が折れたる

人の骨を治療し、あるいはまた病みの腫物(? )を治療したるときは、傷

の主は医師に銀5シクルを与う。JOoc. cit.， p. 334J と翻訳し、鈴木佳秀

氏の重訳は「医者がある人の折れた骨を直すか、痛めた臆を癒した場合、

患者は医者に銀5シェケル支払わなければならない。JOoc. cit.， p.193J 

としている。この第221条の模形文字原文言e-irha・nam(第 3行自の中ほ

ど)を、原田氏のように「痛みの腫物」とするか鈴木氏のように「痛めた

臆」と訳すか、あるいは以下に示す中田氏のように「ひどい筋の痛み」と
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するかは各研究者の見解によるが、中田氏の「ひどい」という文章は何を

訳したのかわからない。その中田一郎氏は「もし医者がアヴィールムの折

れた骨を治したなら、あるいはひどい筋の痛みを治したなら、患者は医者

に銀5シキル（約41。7グラム）を与えなければならない。」〔10c．cit．，p．

60〕という翻訳文を掲げておられる。この第221条が記された懊形文字の

第2行目から、ハンムラピ法典石柱の裏面第18欄（縦書きの段落に区切ら

れたところ、欧米の研究者はコラムcolumnと記している）が終って第19

欄の右側の端から縦に読んで左に第3行目（欄の上では第2行目）へと進

んで読んでゆくことになる。

第222条（原文・逐語訳）

Sum一皿a　　mar　　　　maS－en－kak　　　　　　　s　iqi　l　　kasplm

（上記で）もしムシュケーヌなら　　シェケルの銀を

i－na－ad－di－in

与える

　第222条（試訳）

　（アッカド語の文章としては直前の第221条の「医者が」から始まって

いるが、条文としての医師の業務と治療費の件についてはすでに第215条

から始まっている）（医師が骨折と内臓の病気を治療した患者が）ムシュ

ケーヌム（階層）の人であった場合には3シェケル（約25g）の銀（貨）

を（治療費としてその医者に）与えなければならないこととする。
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するかは各研究者の見解によるが、中田氏の「ひどい」という文章は何を

訳したのかわからない。その中田一郎氏は「もし医者がアヴィールムの折

れた骨を治したなら、あるいはひどい筋の痛みを治したなら、患者は医者

に銀5シキル(約41.7グラム)を与えなければならない。J(loc. cit.， p. 

60) という翻訳文を掲げておられる。この第221条が記された模形文字の

第 2行目から、ハンムラピ法典石柱の裏面第18欄(縦書きの段落に区切ら

れたところ、欧米の研究者はコラム columnと記している)が終って第19

欄の右側の端から縦に読んで、左に第3行目(欄の上では第2行目)へと進

んで読んでゆくことになる。

第222条(原文・逐語訳)

初防i:>~~干ト堕t:::>-lmT四恩ヒチ|

(上記で)もしムシュケーヌなら 3シェケルの銀を

|住同主問。議t1
i-na-ad-di-in 

与える

第222条(試訳)

(アッカド語の文章としては直前の第221条の「医者が」から始まって

いるが、条文としての医師の業務と治療費の件についてはすでに第215条

から始まっている) (医師が骨折と内臓の病気を治療した患者が)ムシュ

ケーヌム(階層)の人であった場合には 3シェケル(約25g)の銀(貨)

を(治療費としてその医者に)与えなければならないこととする。
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　第222条の解釈

　前の第221条によって、骨折と内臓の病気の治療費は、患者がアウィル

ム階層の場合は5シェケルの銀（貨）だったが、その同じ医師にかかって

も患者がムシュケーヌムの時は治療費が3シェケルで良いというのが、こ

の第222条の規定である。この条文を初期に翻訳した原田慶吉氏は「もし

『ムシュケーヌムの息』（208条参照）なるときは、銀3シクルを与う。」

〔10c．cit．，P．334〕と訳し、ハンスJ．ベツカー（HansJochenBoeker）氏

のドイツ語からの重訳をした鈴木佳秀氏もまた同様に「ムシュケーヌムの

子を治療する場合、彼は銀3シェケル受け取ることができる。」〔10c．cit．，

p．194〕という訳文となり、この短文に関しては中田一郎氏も「もしムシ

ュケーヌム仲間なら、彼は銀3シキル（約25グラム）を与えなければなら

ない。」〔loc．cit．，p．60〕とほぼ同文の内容となっているが、marを原田

氏や鈴木氏が「息子」と解釈していたものを中田氏は「仲間」と解釈する

ところに特色がある。ここで最初に記されたmarは、すでに第216条のと

ころでも解釈したように、子供あるいは息子と限定的に翻訳するよりも、

アッカド語の卑小辞として当時の文章中にあまり意味もなく書き入れられ

たものと考えられ、あえて意識せず飛ばした形で訳すか、中田一郎氏のよ

うに「仲間」と解釈するしかないのではなかろうか。

第223条（原文・逐語訳）

Sum一皿a　　wara，d　　　a－wi－lim　　　　be－e王　　war（iim

もし　　奴隷なら　人の　　　主は奴隷の
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第222条の解釈
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のドイツ語からの重訳をした鈴木佳秀氏もまた同様に「ムシュケーヌムの

子を治療する場合、彼は銀3シェケル受け取ることができる。J[loc. cit.， 
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うに「仲間」と解釈するしかないのではなかろうか。
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防除〉阿ゆ打開←キイIK悶ゆヰ|

もし 奴隷なら人 の 主は奴隷の
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p. 194) という訳文となり、この短文に関しては中田一郎氏も「もしムシ

ュケーヌム仲間なら、彼は銀3シキル(約25グラム)を与えなければなら

ない。J[loc. cit.， p. 60) とほぼ同文の内容となっているが、 marを原田

氏や鈴木氏が「息子」と解釈していたものを中田氏は「仲間」と解釈する

ところに特色がある。ここで最初に記された marは、すでに第216条のと

ころでも解釈したように、子供あるいは息子と限定的に翻訳するよりも、

アッカド語の卑小辞として当時の文章中にあまり意味もなく書き入れられ

たものと考えられ、あえて意識せず飛ばした形で訳すか、中田一郎氏のよ

うに「仲間」と解釈するしかないのではなかろうか。
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・5　　　耳

a－na　　a－zu　　　　　言iqil　　kaspim　　i－na－ad－d孟一in

　に　医者　　シェケルの銀を　　与える

　第223条（試訳）

　（この条文も第221条から続く、医者がその患者として受け入れた者が）

アウィルム階層（所有の）奴隷ならば、その奴隷の主人は医師に対して2

シェケル（約17g弱）の銀（貨）を（治療費として）支払うものとする。

　第223条の解釈

　前の第222条と同じく、条文中には患者の身分を奴隷の主人（be－el　war－

dim）としか書かれていないが、治療内容は第221条に書かれている骨折

または内臓の病気と同じであると思われる。同じ病気を治療してもこの3

ケ条で、アウィルム階層の者が患者なら5シェケル、ムシュケーヌムなら

3シェケル、アウィルム階層の奴隷が患者なら2シェケルの治療費とな

る。この3ケ条には第219条のようにムシュケーヌムの奴隷のことが特記

されて書かれてはいない。

　その理由は、第219条の解釈にも記入したように、医師が青銅のメスを

使用して外科手術をおこない死亡させたような場合に、ムシュケーヌムの

奴隷の時はその奴隷と同じような仕事のできる同等の奴隷をつぐなう必要

があったから、わざわざこのような規定を設けたが、この第223条のよう

な治療費の場合、このアウィルム階層の奴隷の規定がそのままムシュケー

ヌムの奴隷にも適用されたのだろう。原田慶吉氏はこの条文を「もし人の

奴隷なるときは、奴隷の主は医師に銀2シクルを与う。」〔10c．cit．，p．334〕

と訳し、ドイツ語からの鈴木佳秀氏の邦訳も「ある人の奴隷を治療する場

合は、奴隷の主人が医者に銀2シェケル支払わなければならない。」〔10c．

cit．，p．194〕としているが、ハンスJ．ベッカー（Hans　Jochen　Boecker）
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151T干ゆTf阻!肝Eヨゐ口11回φ 関与議>-J

に医者 2シェケルの銀を 与える

第223条(試訳)

(この条文も第221条から続く、医者がその患者として受け入れた者が)

アウィルム階層(所有の)奴隷ならば、その奴隷の主人は医師に対して 2

シェケル(約17g弱)の銀(貨)を(治療費として)支払うものとする。

第223条の解釈

前の第222条と同じく、条文中には患者の身分を奴隷の主人 (be-elwar-

dim) としか書かれていないが、治療内容は第221条に書かれている骨折

または内臓の病気と同じであると思われる。同じ病気を治療してもこの 3

ケ条で、アウィルム階層の者が患者なら 5シェケル、ムシュケーヌムなら

3シェケル、アウィルム階層の奴隷が患者なら 2シェケルの治療費とな

る。この 3ケ条には第219条のようにムシュケーヌムの奴隷のことが特記

されて書かれてはいなし亙。

その理由は、第219条の解釈にも記入したように、医師が青銅のメスを

使用して外科手術をおこない死亡させたような場合に、ムシュケーヌムの

奴隷の時はその奴隷と同じような仕事のできる同等の奴隷をつぐなう必要

があったから、わざわざこのような規定を設けたが、この第223条のよう

な治療費の場合、このアウイルム階層の奴隷の規定がそのままムシュケー

ヌムの奴隷にも適用されたのだろう。原田慶吉氏はこの条文を「もし人の

奴隷なるときは、奴隷の主は医師に銀2シクルを与う。J(loc. cit.， p. 334) 

と訳し、ドイツ語からの鈴木住秀氏の邦訳も「ある人の奴隷を治療する場

合は、奴隷の主人が医者に銀2シェケル支払わなければならない。J(loc. 

cit.， p. 194) としているが、ハンスJ.ベツカー (HansJochen Boecker) 
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氏は、その後に、ハンムラピ法典の第215条からこの第223条までの総合的

解釈と旧約聖書との比較をおこない、旧約聖書にはなぜこのようなハンム

ラピ法典の条文が採り入れられなかったか、について言及している。これ

を鈴木佳秀氏の訳文で見てみることにすると「旧約聖書にはこれらの法文

の並行例がない。ずっと古い時代に、旧約聖書の世界でも一般に医者が固

有の職種として存在していたかどうかは疑問で、外科医がいたとは考えら

れない。イザヤ書3章7節、エレミヤ書8章22節は比較的後代のもので、

反証のための論拠とはならない。バビロニアやアッシリアの宮廷に仕えて

いたような、王の侍医についての言及は旧約聖書の何処にも出てこない。

注目すべきは、ハンムラピ法典第206条と出エジプト記21章19節との比較

が可能だという点である（本書231頁以下参照）。前提されている事例は同

じである。バビロニアの法の条文が医者への支払いを要求しているのに対

し、旧約聖書の法はより一般的な形で治療費に言及している。だがこの治

療費が何を意味しているのか、はっきりと定義はされていない。どこにも

医者への言及はない（この事実関係については、」．Hempe1，Heilung　als

Symbol　md　Wirklichkeit　im　biblischen　Schriftum，19652を参照のこ

と）。」〔ibid．，〕以上が、ベッカー氏の第215条からこの第223条までの解釈

とも言える文章なのであるが、自分のキリスト教研究者としての観点で、

旧約聖書の時代に固有の医者という職業の存在を疑うのはどうかと思う。

なお中田一郎氏の翻訳もほぼ同文であるが「もしアヴィールムの奴隷な

ら、奴隷の所有者は医者に銀2シキル（約16．7グラム）を与えなければな

らないQ」〔10c．cit．，p．61〕となっている。
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氏は、その後に、ハンムラピ法典の第215条からこの第223条までの総合的
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れない。イザヤ書3章 7節、エレミヤ書8章22節は比較的後代のもので、

反証のための論拠とはならない。パビロニアやアッシリアの宮廷に仕えて
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が可能だという点である(本書231頁以下参照)0前提されている事例は同

じである。パビロニアの法の条文が医者への支払いを要求しているのに対

し、旧約聖書の法はより一般的な形で治療費に言及している O だがこの治

療費が何を意味しているのか、はっきりと定義はされていない。どこにも

医者への言及はない(この事実関係については、J.Hempel， Hei1ung als 

Symbol und Wirl王lichkeitim biblischen Schriftum， 19652を参照のこ

と)0 J Cibid.，J以上が、ベッカー氏の第215条からこの第223条までの解釈

とも言える文章なのであるが、自分のキリスト教研究者としての観点で、

旧約聖書の時代に固有の医者という職業の存在を疑うのはどうかと思う o

なお中田一郎氏の翻訳もほぼ同文であるが「もしアヴィールムの奴隷な

ら、奴隷の所有者は医者に銀2シキル(約16.7グラム)を与えなければな

らない。J(loc. cit.， p. 61]となっている。
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氏は、その後に、ハンムラピ法典の第215条からこの第223条までの総合的

解釈と|日約聖書との比較をおこない、旧約聖書にはなぜこのようなハンム

ラピ法典の条文が採り入れられなかったか、について言及している o これ
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第224条（原文・逐語訳）

Sum一皿a　a－zu　alpim　u3　1U

もし　医者が　牛や

1u　a正pam　u3　1u　im6ra皿

　牛であれ　　　駿馬であれ

20

i皿erlm

襲馬の

一旧…翼si－i皿一ma－am　　kab－tam　　i－bu－u6　　ma

　傷に　　　重い　　　手術して、

バビロニアのロバ

皿
　
れ

a
　
あ

絵　文　字 古拙文字
古典的

穰形文字

愚 総 全艶 曾愈

第1行目と第4行目の末
参照箋

瞳冨
㎜胤鶏

〔10C，cit．，〕

ub－ta－al一正i－it

治療した時は 主は　　牛や

　1m6rl皿

駿馬の

。　　　　　　π
19・6gal　kaspi皿
　1／6（シェケル）の銀を

　　耳断
a－na　a－ZU

に　医者

ハンムラピ法典後の撰形文字

id　Su　i－na－ad－di－in

手当として　与える

後　期
梗形文字

音　価
意　味

シュメール アッシリア

ζ位 anse imeru 験馬

　第224条（試訳）

　医師（獣医）が、牛や騒馬の重大なる傷口を（青銅のメスで）切開手術

して、治療したる時には、その牛や縢馬の主人は、6分の1シェケル（約

1．5g弱）の銀（貨）をその医師に治療費として与えることとする。

　第224条の解釈

　この条文に出てくる医師（外科医）は、単にここで獣医としての役割り

をもっているだけでなく、この条文に先行する第215条～第223条にも登場

する医師と同じく、アッカド語のa－zuという職域の階層は、外科医とし

て人間も獣も手術した、と思われる。
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第224条(原文・逐語訳)

除除去ゴTf岡~I川智国関?1
sum-ma a-zu alpim U3 lu imerlm 

もし 医者が牛や 監馬の パビロニアのロパ

却 i回ゆ宇宙百閣匙~
lu alpam U3 lu imeram 

牛であれ 撞馬であれ

i増野日今回口l~ぬh何'国|

傷に 重い 手術して、

第 l行目と第4行目の末

参照

(Ioc. cit.，J 

竪野開型j尽伊uR守TF1齢~
治療した時は主は 牛や 撞馬の

お附打尽工A慰問1ftゆ H悶 i
rgr 6 g在 kaspim a-na a-zu 

116 (シェケル)の銀を に 医 者

医勾 占11m隊問総>1
id SU i-na-ad-di-in 

手当として 与える

第224条(試訳)

医師(獣医)が、牛や櫨馬の重大なる傷口を(青銅のメスで)切開手術

して、治療したる時には、その牛や!櫨馬の主人は、 6分の lシェケル(約

1.5g弱)の銀(貨)をその医師に治療費として与えることとする。

第224条の解釈

この条文に出てくる医師(外科医)は、単にここで獣医としての役割り

をもっているだけでなく、この条文に先行する第215条~第223条にも登場

する医師と同じく、アッカド語の a引 1という職域の階層は、外科医とし

て人間も獣も手術した、と思、われるO
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　すなわち外科医は、今日でいう医師法で認められたような医師として権

威ある存在ではなく、古代においては単に青銅のメスを使用して、人間で

も動物でもその患部を外科手術するメスの執刀職工ぐらいの地位しか占め

ていなかったようである。しかし動物を手術した時の治療費の安さは驚く

べきもので、今日の獣医もこれを参考にしてもらいたいぐらいである。こ

の第224条を原田慶吉氏は「もし牛あるいはまた馬の医師が、牛にせよあ

るいはまた馬にせよ、これに重き傷（大手術）を作りて（施して）、治療

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
したるときは、牛あるいはまた馬の主は、銀6分の1〔シクル〕を医師

に、彼の謝礼として与う。」〔10c．cit．，p．334〕と翻訳し、その後に註〔qq．

v．〕として、「（25行）あるいは買価の6分の1に相当する銀なるやも知れ

ず。Eilers参照。」〔ibid．，〕と記している。ハンスJ．ベッカー氏は、この

第224条の訳文を出していないが、その解釈については、それらの手工業

技術者の報酬と賠償の点についてのみ言及し、「医者の仕事に関わる規定

に続いて、ハンムラピ法典は、獣医、大工、水夫または船大工、そして特

別な事例として理髪師の仕事を取り扱っている（第224条一240条）。ここ

でも費用が定められ、手はず通り仕上げられなかった仕事に対する、賠償

義務が定められている。この関連で大工の仕事が規定の対象とされ、タリ

オの原則が適用されているのが、特に際立っている。」（op．cit．，鈴木佳秀

氏訳『古代オリエントの法と社会』ヨルダン社p．194．）というように述

べている。同じく中田一郎氏は、この第224条の翻訳として「もし牛ある

いはロバの医者が牛あるいはロバに大傷を負わせたが治したなら、牛ある

いはロバの所有者は銀6分の1（シキル）を彼の料金として与えなければ

ならない。」〔10c．cit．，P．61〕という文章を記しておられる。しかしなが

ら、この中田氏の翻訳文では、「牛あるいはロバの医者」という専門職が

当事存在していたかのような印象を受けるので、前条までの外科医がこの

ような牛あるいはロバ等の動物をも外科手術したことを示す記述が翻訳の

　　　　　　　　　　　　　一756一
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ていなかったようである。しかし動物を手術した時の治療費の安さは驚く

べきもので、今日の獣医もこれを参考にしてもらいたいぐらいであるo こ

の第224条を原田慶吉氏は「もし牛あるいはまた馬の医師が、牛にせよあ

るいはまた馬にせよ、これに重き傷(大手術)を作りて(施して)、治療

したるときは、牛あるいはまた馬の主は、銀 6分の 1 (シクル〕を医師

に、彼の謝礼として与う。J(lOC. cit.， p. 334J と翻訳し、その後に註 (qq.

v.Jとして、 1(25行)あるいは買価の 6分の 1に相当する銀なるやも知れ

ず。 Eilers参照。JCibid.，Jと記しているo ハンスJ.ベッカー氏は、この

第224条の訳文を出していないが、その解釈については、それらの手工業

技術者の報酬と賠償の点についてのみ言及し、「医者の仕事に関わる規定

に続いて、ハンムラピ法典は、獣医、大工、水夫または船大工、そして特

別な事例として理髪師の仕事を取り扱っている(第224条-240条)0 ここ

でも費用が定められ、手はず、通り仕上げられなかった仕事に対する、賠償

義務が定められているo この関連で大工の仕事が規定の対象とされ、タリ

オの原則が適用されているのが、特に際立つている。J(Op. cit.，鈴木佳秀

氏訳『古代オリエントの法と社会』ヨルダン社 p.194.) というように述

べているo 同じく中田一郎氏は、この第224条の翻訳として「もし牛ある

いはロバの医者が牛あるいはロパに大傷を負わせたが治したなら、牛ある

いはロパの所有者は銀6分の 1 (シキル)を彼の料金として与えなければ

ならない。J(lOC. cit.， p. 61]という文章を記しておられるo しかしなが

ら、この中田氏の翻訳文では、「牛あるいはロパの医者」という専門職が

当事存在していたかのような印象を受けるので、前条までの外科医がこの

ような牛あるいはロパ等の動物をも外科手術したことを示す記述が翻訳の
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中に必要なのではないかと思われる。

第225条（原文・逐語訳）

　Sum一皿a　alpam　u31u　i皿6ra皿　　　　　　alpu〈gud

　　もし　　牛や　　　　　駿馬に　　　　　　　　　1皿6「u〈a雌e

・・麟置ゴ瑚一　zi－i皿一皿a－am　　kab－ta皿　　i－bu－u菖　　ma
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下）古拙文字
　傷の　　　　　重い　　手術をして、

　uS－ta－mi－it　　　igi　4　　gal　　S五mi　　Su

　死なせたなら　　1／4を　　値の　その

　　　　　　　　4宙冨
　a－na　be－e互alpi皿　u3　1u　im6rim

　に　　主　　　牛や　　　　　駿馬の

濁　　　　　　　　　　　　　　　右はシュメール文字
　i－na－ad－di－in　　　　　　　　　の音価

　　与える

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリストファー・ウォーカー氏著
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大城光正氏訳『樫形文字』pユ3参照

　第225条（試訳）

　（アッカド語の文章は前の第224条から続いていて、前条の医師が）牛

や臆馬の重大なる傷口を切開手術して死亡させたる場合には、その（家畜

の）値の4分の1を牛や、臆馬の主人に支払うべきものとする。

　第225条の解釈

　外科医が獣医として、牛や驕馬などの家畜の傷を外科手術して、その家

　　　　　　　　　　　　　一755一

（
V
◇
仁
肇

X
》
蟻
燦
麟

初
期
懊

174 法学論集 49 (山梨学院大学〕
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険診泊。輔自欝?i
Sum-ma alpam U3 lu imeram alpu く gud

もし 牛や 撞馬に lmeru < an孟e

田肝奇襲断日砂丘主主11~主的h何回
zi-im-ma-am kab-tam i-bu-us ma (下)古拙文字

に主 牛や 撞馬の

A り。l

守 妙 O 
ロ匠 口美 〈に

anse gU4 ab 

ロハ 雄牛 錐牛

初
期
模

傷の 重い 手術をして、

|判明銭関11伺 E将到!
uS-ta-mi-it igi 4 gal Simi Su 

死なせたなら 114を 値のその

1ftゆく閉じb宇宙百種?1
a-na be-el alpim U3 lu imerim 

お!回φ問。議tl
i-na-ad-di-in 

右はシュメール文字

の音価

与える

クリストファー・ウォーカー氏箸

大城光正氏訳『模形文字.!p.13参照

第225条(試訳)

(アッカド語の文章は前の第224条から続いていて、前条の医師が)牛

や瞳馬の重大なる傷口を切開手術して死亡させたる場合には、その(家畜

の)値の 4分の 1を牛や櫨馬の主人に支払うべきものとする。

第225条の解釈

外科医が獣医として、牛や櫨馬などの家畜の傷を外科手術して、その家

-755-

174 法学論集 49 (山梨学院大学〕

中に必要なのではないかと思われるo

第225条(原文・逐語訳)

険診泊。輔自欝?i
Sum-ma alpam U3 lu imeram alpu く gud

もし 牛や 撞馬に lmeru < an孟e

田肝奇襲断日砂丘主主11~主的h何回
zi-im-ma-am kab-tam i-bu-us ma (下)古拙文字

に主 牛や 撞馬の

A り。l

守 妙 O 
ロ匠 口美 〈に

anse gU4 ab 

ロハ 雄牛 錐牛

初
期
模

傷の 重い 手術をして、

|判明銭関11伺 E将到!
uS-ta-mi-it igi 4 gal Simi Su 

死なせたなら 114を 値のその

1ftゆく閉じb宇宙百種?1
a-na be-el alpim U3 lu imerim 

お!回φ問。議tl
i-na-ad-di-in 

右はシュメール文字

の音価

与える

クリストファー・ウォーカー氏箸

大城光正氏訳『模形文字.!p.13参照

第225条(試訳)

(アッカド語の文章は前の第224条から続いていて、前条の医師が)牛

や瞳馬の重大なる傷口を切開手術して死亡させたる場合には、その(家畜

の)値の 4分の 1を牛や櫨馬の主人に支払うべきものとする。

第225条の解釈

外科医が獣医として、牛や櫨馬などの家畜の傷を外科手術して、その家

-755-



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古代法の翻訳と解釈　III175

畜を死なせてしまったような時は、その家畜の持ち主に対して、その家畜

価格の4分の1を支払わなければならない、というのがこの第225条の規

定である。古代における家畜価格は、その家畜を購入した時の値段がその

時現在の同じ価値であったかどうかわからないが、他の条文との比較考察

では購入価格と同一とみたほうが一般的だと思われる。この条文に対する

原田慶吉氏の訳文は「もし牛あるいはまた馬に重き傷（大手術）を作りて

（施して）、死亡せしめたるときは、その値の5分の1を牛あるいはまた

馬の主に与う。」〔10c．cit．，p．334〕であり、従来のこうした訳に対して、

おそらく中田一郎氏は、懊形文字の第3行目にあるigi4ga1の読み方で、

数詞の4の前にある模を分数を表わすものだけでなく後の4に1を足して

5分の1ではないかと考えて以下の如き翻訳をしておられる。その中田氏

の訳は「もし牛あるいはロバに大傷を負わせ、死なせたなら、彼（医者）

は牛あるいはロバの所有者にその値段の4（あるいは5？）分の1を与え

なければならない。」〔10c．cit．，p．61〕となっている。懊の数であらわす数

詞は、これより後のインド・ヨーロッパ語族に属するヒッタイト語になる

とかなりはっきりしてくるが、時としてアッカド語の段階では横に刻した

大きな懊を1と読むか10と読むかあるいは分数の記号と考えるか、かなり

不明なところがあり、それが研究者の翻訳と解釈にも深く影響を及ぼして

いると考えられる。

第226条（原文・逐語訳）

言α皿一皿a

もし

gallabum　ba－1um

烙印者がなしに

be－e1　　冊ardim

主の（了解）奴隷の

gaIlabu　〈　Su－i

なぜ5本の手と言うか不明
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ab－bu－ti

印を

war（li　　Ia　　蓉e－e－i皿

奴隷のない　売買でき

u2－gal－li－ib　　ritt壱

賂印したなら　　指を

趣o

i－na－ak－ki－su

切り落とす

　　　　レ冒闘
ga五1abil皿　　Su－a－ti

烙印者の　その

＿灘字吻
rittu　く　kisib－ia2

　　　（右〉初期の襖姻

　　シユメール文字訂

　　の音価
　　　　　　　Su
　　　　　　　　手

　第226条（試訳）

　烙印官が、その奴隷の主人の了解をえないで、（本来は）売買のできな

い奴隷の印を烙印したならば、その烙印官の指は（虚偽の烙印を押捺した

罪で）切り落とされるものとする。

　第226条の解釈

　古代バビロニアにおいても、奴隷となった者に一種の烙印を押してその

身分を明らかにしていただろうことは推測されるが、その烙印を押すこと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤキゴテを民間に勝手にまかせていたとは考えられない。おそらく焼饅で身体の一

部に特殊な刻印をつけていたものと思われるが、当時の奴隷のあいだで

も、売買できるものとできなかった者とが存在し、この第226条に規定し

たように売買できる奴隷にはそのことがすぐわかるような烙印が押されて

いたものと思われる。模形文字原文の第2行目にあるab－bu－ti（烙印）が

いかなる方法によってつけられたかについて研究者による解釈にも大きな

違いが出てくるが、以下に見るように原田慶吉氏はただの「目印」として

おり、中田氏は理髪師がつける髪形によって奴隷の地位を表わした、と考

えているようである。また原田氏と中田氏ともにgallabumを「理髪師」

と解釈しているようであるが、この古代バビロニア時代の「理髪師」は髪

　　　　　　　　　　　　　一753一
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印を 奴隷のない売買でき

ぺ部三任JFFi!l守Erst守ーや照時三lab-:!::!?7W
悠印したなら 指を 絡印者の その

IEOくあ評。岡|
i-na-ak-ki-su 

制欄の模組

切り落とす
シュメーノレ文字 ..F司
の音価

匂

手
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を刈るだけではなく、飯島紀氏が模形文字の逐語訳で入れてるように「烙

印者」としての役割りもはたしていたと思われる。現在、日本の床屋（理

髪師）が店の前にそのマークとして「赤白青」の斜線が回転する看板等を

っけているが、もともとそれを意味する血と脈がこの職業の広い業務内容

を暗示しているのである。それでは原田慶吉氏の翻訳をみてみると「もし

理髪師が奴隷の主〔の同意〕なくして、自己に属せざる奴隷の目印（136

条参照）を剃り落したるときは、〔彼等〕その理髪師の手を切り取る。」

〔10c．cit．，p．334〕となっており、その一方で、中田一郎氏の訳文のほう

はと言うと「もし理髪師が奴隷の所有者の承諾なしに彼に所属しない奴隷

の目印の髪形を剃り落したなら、彼らはその理髪師の腕を切り落とさなけ

ればならない。」〔10c．cit．，p．61〕となっている。奴隷の目印を、どのよう

につけたかということについては、奴隷に関する法的な解釈とみた場合、

古代インドの『マヌ法典』の内容がまさにこのハンムラピ法典の第226条

と第227条に相応するのではないか、と思われる。しかしながらマヌ法典

のほうは奴隷等につける（古代インドの場合は犯罪者につける場合が多い

が）「焼印」であるのが普通で、おそらく古代バビロニアにおいてもこの

ような「烙印」としての目印は焼ゴテにおいて刻印されたものと考えられ

る。この焼印についての詳細は『マヌ法典』第9章第237条以降を参照さ

れたい。なお古代バビロニアと古代アッシリアで、一般的な「烙印」を意

味する模形文字としては以下のようなものが使われていた。

薯姻 秤弱 孫仁口
gug gug

ellu

烙印

月々の奉献
純な

　更に、この模形文字第3行目にあるritt6が、手のどの部分にあたる

か、その解釈は分れていて、中田一郎氏は腕、原田慶吉氏は一般的な表現

としての「手」とだけ記述しているが、第218条で外科医の手術ミスで目

を潰した時の処罰においてもやはりアッカド語でritteと記述されていた
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が、同じ部位を切断したかどうかはよく判断できない。筆者も飯島紀氏同

様、烙印官の場合は、外科医よりも軽く「指」と解釈したほうが良いと思

うが、ritteをどのように解釈するかは、その後のセム系法文化、特にイ

スラーム法の窃盗罪に対する片手を切断する処罰などと総合的に比較して

考察せねばならないだろう。

第227条（原文・逐語訳）

Sum一皿a　　a－wi－1u皿　　gaLlabaLm

もし　　人が　　烙印者を

i一くla－a＄　　凪a

騎して、

　ab－bu－t　i

　印を

鶴

尉ar（1i　　la　　Se－e－im　　ug－da－a1－1i－ib
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a一冊i－1am　　言u－a－ti　　i一（lu－uk－ku　　Su　　ma
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　i－na　　babi　　Su　　i－ha－al－ia－1u　　忌u
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hala正u　投げ込む
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ト
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が、同じ部位を切断したかどうかはよく判断できない。筆者も飯島紀氏同
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ば、その者は殺されその都市の門のところに吊るされるが、烙印官がその

者について「（その事情を）知っていなかったからこそ烙印してしまった

ものである」と誓うならば、放免されるものとする。

　第227条の解釈

　奴隷制度については、古代社会においてかなり重要な役割りをはたして

おり、その厳正な運用がはかられてきたと思われる。

　この第227条にもあるように、烙印官を騙して烙印を押させた者がアウ

ィルム階層の者であってもそうした行為によって死刑となり、その死体を

その都市の城門のところに大衆が見られるように吊るされたのである。し

かし、騙されて烙印を押した烙印官は、そのことを正式に決められた手段

と方法で宣誓することによって、この第227条の末尾2行の文面によって、

その罪を免れたようである。

　古代バビロニア社会の担い手であったアウィルム階層の人間にとって、

その都市を維持する城壁に囲まれた「城門」はかなり重要な象徴的な存在

であったようで（バビロニアという名称もここから起ったという有力説が

ある）、その城門の定礎には懊形文字の石碑や粘土板が埋め込まれていた。

烙印に関する比較法的考察については直前の第226条の解釈において既述

したが、それはともかく原田慶吉氏の翻訳としては「もし人が理髪師を欺

きて（？）、自己に属せざる（前条参照）奴隷の目印を、〔彼（理髪師）

が〕剃り落したるときは、〔彼等〕その者を【彼を】殺して、彼の『門』

（126条参照）の中に彼を埋め、理髪師は『知って剃り落したのではあり

ません』と誓いて放免せらる。」〔10c．cit．，p．335〕となっており、その後

で原田氏の註〔qq．v。〕という形で、（44行）あるいは「強迫して」？Ebe－

1ing参照。」〔ibid．〕と記しておられる。

　なお中田一郎氏のほうの翻訳は、奴隷の刻印を烙印させたのではなく、

　　　　　　　　　　　　　一750一
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奴隷の髪形を理髪師が剃り落して一般人と同じ髪形としたと解釈しておら

れるようで、その訳文としては「もし人が理髪師を欺いて、彼（理髪師）

が彼（その人）に所属しない奴隷の目印の髪形を剃り落したなら、彼らは

その入を殺し、彼を彼の（市の）門に吊るさなければならない。理髪師は

『私は知っていながら剃ったのではない』と誓ったのち釈放される。」

〔正oc．cit．，p。61〕となっているが、この第227条と前の第226条にある「烙

印する」という動詞の「烙印」そのものを意昧する模形文字〔qq。幻は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔OP．cit．，〕

であり、この両条にあるu2－gaLli－bu（第226条の第3行目と第227条の第

2行目と第5行目）という動詞が、はたして「焼ゴテ」などを使用してお

こなわれたものであるかどうか、先行する第226条の解釈において、比較

法の観点から考察しておいた。またこの第227条の第5行目に記されたア

ッカド語の会話文体で使用されている「知るidu」という動詞の象形文字

からの変遷は、以下のように

耳姻 1ト創 孫虐ゴ
gug gug

ellu

烙印

月々の奉献

純な

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔10c．cit．，〕

と変化している。ところでこの第227条で使われている「知る」という動

詞は、これらセム系のアッカド語から模形文字としてヒッタイト語に影響

して、後のインド・ヨーロッパ諸語では「・・一その事実を認識していなか

った」場合という意味で使われており、印欧共通基語で＊帥o一という語根

から派生し、フランス語のrecoma父treドイツ語のer－kemenとして使わ

れるケース（拙著『法の源流』芦書房刊に詳述）が、これにあたるように

思われる。

禽 副 頑霧 副 一1 zu急 知る

一749一
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第228条（原文・逐語訳）

5um一皿a　　baI1｛jm　　b互ta皿　　a－na　　a－wi－1i皿

もし　大工が家を　のため　人

　i－bu－u＄　　ma　　u≧一Sa－ak－11－i　l　　5um

　建てて、　　　完成したときは彼に

a－na　l　sarb正tim　2言iqil　kasp夏m

　にっき1サル家（敷地）2シェケルの銀を

咽
　　kalalu　仕上げる

a－na　qi2－is－tiきu　i－na－ad－di－iS　Sum

として賃金　　彼の　与える　　　彼に

qiStu贈り物、賃金

　第228条（試訳）

　建築家が、ある者のために家屋を建築しその家が完成したる時は、その

建築家に建坪1サル（その1間）あたり2シェケル（約17g弱）の銀

（貨）をその建築費として、支給する（支払う）ものとする。

　第228条の解釈

　建物を建てる時、建築家（banam大工、石工）に支払う賃金を規定し

たものである。

　古代社会においても建築材料の入手等において、容易に手に入るものと

そうでなかったものがあった筈で、それも時代によって建造物の建築費は

かなり差があった、と思われる。

　ハンムラピ王の統治時代（B．C．1728～1686）ごろの古代バビロニアにお

ける建築に関する費用は、だいたい建坪1サルあたり2シェケルの銀貨だ

った、とみられている。勿論その家の建築を依頼した者は、アッカド語の

原文からもわかる通りアウィルム階層の者で、その階層特有の建築構造に

　　　　　　　　　　　　　一748一
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第228条(原文・逐語訳)

防位〉同区二flrIfrrヨT干ゆT干手守1ba凶く dim2

sum-ma banum bitam a-na a-wi-lim 

もし 大工が家をのため人

I~ 争仲間日|闘争隣県議制収斗吟þ1
i-bu-us ma uょ…Sa-ak-li-il Sum kalalu仕上げる

建てて、 完成 し た と き は 彼 に

曲ITf時T鶏口惇司llTTn;:r傷口j
a-na sar bitim 2 siqil kasplm 

につき iサル家(敷地) 2シェケルの銀を

肝}仲間時令聞fÉÞφほ博問時~
qiStu贈り物、賃金

として賃金 彼の与える 彼に

第228条(試訳)
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第228条の解釈

建物を建てる時、建築家 (banum大工、石工)に支払う賃金を規定し

たものである。

古代社会においても建築材料の入手等において、容易に手に入るものと

そうでなかったものがあった筈で、それも時代によって建造物の建築費は

かなり差があった、と思われる。

ハンムラピ王の統治時代(B.C.1728-'"'-'1686) ごろの古代ノてビロニアにお

ける建築に関する費用は、だ、いたい建坪 1サルあたり 2シェケルの銀貨だ

った、とみられている。勿論その家の建築を依頼した者は、アッカド語の

原文からもわかる通りアウィルム階層の者で、その階層特有の建築構造に
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第228条(原文・逐語訳)

防位〉同区二flrIfrrヨT干ゆT干手守1ba凶く dim2

sum-ma banum bitam a-na a-wi-lim 

もし 大工が家をのため人

I~ 争仲間日|闘争隣県議制収斗吟þ1
i-bu-us ma uょ…Sa-ak-li-il Sum kalalu仕上げる

建てて、 完成 し た と き は 彼 に

曲ITf時T鶏口惇司llTTn;:r傷口j
a-na sar bitim 2 siqil kasplm 

につき iサル家(敷地) 2シェケルの銀を

肝}仲間時令聞fÉÞφほ博問時~
qiStu贈り物、賃金

として賃金 彼の与える 彼に

第228条(試訳)

建築家が、ある者のために家屋を建築しその家が完成したる時は、その

建築家に建坪 1サル(その 1間)あたり 2シェケル(約17g弱)の銀

(貨)をその建築費として、支給する(支払う)ものとするo

第228条の解釈

建物を建てる時、建築家 (banum大工、石工)に支払う賃金を規定し

たものである。

古代社会においても建築材料の入手等において、容易に手に入るものと

そうでなかったものがあった筈で、それも時代によって建造物の建築費は

かなり差があった、と思われる。

ハンムラピ王の統治時代(B.C.1728-'"'-'1686) ごろの古代ノてビロニアにお

ける建築に関する費用は、だ、いたい建坪 1サルあたり 2シェケルの銀貨だ

った、とみられている。勿論その家の建築を依頼した者は、アッカド語の

原文からもわかる通りアウィルム階層の者で、その階層特有の建築構造に
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よって造られたもの、と思われる。この第228条の条文を原田慶吉氏は

「もし大工が家を人のために建てて、彼に完成したるときは、家〔の敷

地〕1サルに付き、銀2シクルを彼の報酬として彼に与う。」〔loc．cit．，p．

335〕と訳し、その模形文字原文の第3行目にあたるところに出てくる家

の面積の単位であるシュメール語のSARサルをアッカド語の呼称ムシャ

ルm鷹aru（m）とし、また貨幣単位ともいえるシェケルを原田氏がシクル

としていたところを中田一郎氏はシキルと改めて「もし大工が人のために

家を建て、彼のために完成させたなら、彼（その人）は家（の敷地面

積？）1ムシャル（約36平方メートル）につき銀2シキル（約16．7グラ

ム）を彼の贈物として彼（大工）に与えなければならない。」〔10c．cit．，p．

61〕という翻訳文を掲げておられる。はたして1サル（ムシャル）が、正

確にどの位の広さだったのか、不明であるが、今日でいう1D：Kの1間

（ヒトマ）位のものであったのではなかったのか、と思われる。

第229条（原文・逐語訳〉

き旺皿一皿a　　b吾nOm　　a－na．　a－w1－1i皿

もし　　大工がのため人

　　　　　　　　正
b亘ta皿　　i－bα一u言　　ma　　　　5i－bi－ir　　Su

家を　建てたが、　　　仕事が　彼の

sipru仕事、細工

epeSu作る、建てる

　la　u2－dan－ni－in　ma　bltu皿i－bu　Su　　　dananu堅固‘こする

　なくて、堅固で　　　　家が　建てた　彼の

　i皿一ku－ut　　皿a　　be－e　l　　　b　i　t　i　m　　u母一ta－m　i－i　t　　　　　　皿aqa　tu　落ちる、殿す

　倒れて、　　　主が　家の　　死んだなら　　　　matu死ぬ

　　　　　　　　　　　　　一747一
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よって造られたもの、と思われるo この第228条の条文を原田慶吉氏は

「もし大工が家を人のために建てて、彼に完成したるときは、家(の敷

地) 1サルに付き、銀2シクルを彼の報酬として彼に与う。J(loc. cit.， p. 

335) と訳し、その模形文字原文の第 3行目にあたるところに出てくる家

の面積の単位であるシュメール語の SARサルをアッカド語の呼称ムシャ

ルmusaru(m)とし、また貨幣単位ともいえるシェケルを原田氏がシクル

としていたところを中国一郎氏はシキルと改めて「もし大工が人のために

家を建て、彼のために完成させたなら、彼(その人)は家(の敷地面

積?) 1ムシャル(約36平方メートル)につき銀 2シキル(約16.7グラ

ム)を彼の贈物として彼(大工)に与えなければならない。J(loc. cit.， p. 

61)という翻訳文を掲げておられる。はたして 1サル(ムシャル)が、正

確にどの位の広さだったのか、不明であるが、今日でいう 1DKの 1間

(ヒトマ)位のものであったのではなかったのか、と思われるo

第229条(原文・逐語訳)

|めi:>~l=討l伍肝ゆ T干客一←4
きum-皿a banum a-na a-wl-lim 

もし 大工がのため人

1開律令ミ恒四日1l~守一ぱζEζ百l
bitam i-bu-us ma si-bi-ir Su slpru仕事、街ヱ

家を 建てたが、 仕事が 彼の epesu 

陶酔芋P秒間開院鈴←眉i
la u2-dan-ni-in ma bitum i-bu su dananu堅固にする

なくて、堅固で 家が建てた彼の

加悦粁一酉口問IIK~苫!間同制等閑|
im-ku-ut ma be-el bitim u~-ta-mi-it maqatu fi:ちる、援す

倒れて、 主が家の 死んだなら matu死ぬ
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182 法学論集 49 (山梨学院大学〕

よって造られたもの、と思われるo この第228条の条文を原田慶吉氏は

「もし大工が家を人のために建てて、彼に完成したるときは、家(の敷

地) 1サルに付き、銀2シクルを彼の報酬として彼に与う。J(loc. cit.， p. 

335) と訳し、その模形文字原文の第 3行目にあたるところに出てくる家

の面積の単位であるシュメール語の SARサルをアッカド語の呼称ムシャ

ルmusaru(m)とし、また貨幣単位ともいえるシェケルを原田氏がシクル

としていたところを中国一郎氏はシキルと改めて「もし大工が人のために

家を建て、彼のために完成させたなら、彼(その人)は家(の敷地面

積?) 1ムシャル(約36平方メートル)につき銀 2シキル(約16.7グラ

ム)を彼の贈物として彼(大工)に与えなければならない。J(loc. cit.， p. 

61)という翻訳文を掲げておられる。はたして 1サル(ムシャル)が、正

確にどの位の広さだったのか、不明であるが、今日でいう 1DKの 1間

(ヒトマ)位のものであったのではなかったのか、と思われるo

第229条(原文・逐語訳)

|めi:>~l=討l伍肝ゆ T干客一←4
きum-皿a banum a-na a-wl-lim 

もし 大工がのため人

1開律令ミ恒四日1l~守一ぱζEζ百l
bitam i-bu-us ma si-bi-ir Su slpru仕事、街ヱ

家を 建てたが、 仕事が 彼の epesu 

陶酔芋P秒間開院鈴←眉i
la u2-dan-ni-in ma bitum i-bu su dananu堅固にする

なくて、堅固で 家が建てた彼の

加悦粁一酉口問IIK~苫!間同制等閑|
im-ku-ut ma be-el bitim u~-ta-mi-it maqatu fi:ちる、援す

倒れて、 主が家の 死んだなら matu死ぬ
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ban〔互皿　　＄u－u2　　id－da－ak

大工はその　　殺される

　第229条（試訳〉

　建築家が、ある者のために家屋を建築したが、その仕事が堅固なもので

なかったためにその建築した家屋が倒壊して（そのために）その家屋の主

人が死亡したる場合には、その建築家は殺されなければならない（死刑の

判決が下される）ものとする。

　第229条の解釈

　典型的な同害報復のタリオ法規Lex　talionisの規範に従って、この第

229条は作成されていると思われるが、この建築家に対する処罰で、これ

に続く第230条～第233条はこの原則によって貫かれている。

　この第229条は原田慶吉氏の翻訳によって「もし大工が人のために家を

建てて、彼の仕事を堅固にせず、ために建てたる家が倒れて、家の主を死

亡せしめたるときは、その大工は殺さる。」〔10c．cit．，P；335〕と訳され、

ハンスJ．ベッカー（Hans　Jochen　Boecker）氏のドイツ語からの重訳と

思われるが鈴木佳秀氏の訳も「大工がある人のために家を建てたが、その

工事が（十分）堅固に施工されていなかったため、彼が建てた家が倒壊

し、その家の主人が死んだ場合、その大工は殺されなければならない。」

〔loc．cit．，p．195〕としており、この条文については中田一郎氏の訳も

「もし大工が人のために家を建てたが、彼が自分の仕事に万全を期さなか

ったので、彼の建てた家が倒壊し家の所有者を死なせたなら、その大工は

殺されなければならない。」〔10c．cit．，p。61～p．62〕とほぼ同じ内容の訳文

を掲げておられる。

　　　　　　　　　　　　　一746一
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|間S鮮問問骨|

大工はその 設される

第229条(試訳)

建築家が、ある者のために家屋を建築したが、その仕事が堅固なもので

なかったためにその建築した家屋が倒壊して(そのために)その家屋の主

人が死亡したる場合には、その建築家は殺されなければならない(死刑の

判決が下される)ものとする。

第229条の解釈

典型的な同害報復のタリオ法規 Lextalionisの規範に従って、この第

229条は作成されていると思われるが、この建築家に対する処罰で、これ

に続く第230条~第233条はこの原則によって貫かれている。

この第229条は原田慶吉氏の翻訳によって「もし大工が人のために家を

建てて、彼の仕事を堅固にせず、ために建てたる家が倒れて、家の主を死

亡せしめたるときは、その大工は殺さる。JOOC. cit.， p~ 335)と訳され、

ハンスJ.ベッカー (HansJ ochen Boecker)氏のドイツ語からの重訳と

思われるが鈴木佳秀氏の訳も「大工がある人のために家を建てたが、その

工事が(十分)堅固に施工されていなかったため、彼が建てた家が倒壊

し、その家の主人が死んだ場合、その大工は殺されなければならない。」

Ooc. cit.， p.195) としており、この条文については中田一郎氏の訳も

「もし大工が人のために家を建てたが、彼が自分の仕事に万全を期さなか

ったので、彼の建てた家が倒壊し家の所有者を死なせたなら、その大工は

殺されなければならない。JOoc. cit.， p. 61 '"'"'p. 62) とほぼ同じ内容の訳文

を掲げておられる。
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|間S鮮問問骨|

大工はその 設される

第229条(試訳)

建築家が、ある者のために家屋を建築したが、その仕事が堅固なもので

なかったためにその建築した家屋が倒壊して(そのために)その家屋の主

人が死亡したる場合には、その建築家は殺されなければならない(死刑の

判決が下される)ものとする。

第229条の解釈

典型的な同害報復のタリオ法規 Lextalionisの規範に従って、この第

229条は作成されていると思われるが、この建築家に対する処罰で、これ

に続く第230条~第233条はこの原則によって貫かれている。

この第229条は原田慶吉氏の翻訳によって「もし大工が人のために家を

建てて、彼の仕事を堅固にせず、ために建てたる家が倒れて、家の主を死

亡せしめたるときは、その大工は殺さる。JOOC. cit.， p~ 335)と訳され、

ハンスJ.ベッカー (HansJ ochen Boecker)氏のドイツ語からの重訳と

思われるが鈴木佳秀氏の訳も「大工がある人のために家を建てたが、その

工事が(十分)堅固に施工されていなかったため、彼が建てた家が倒壊

し、その家の主人が死んだ場合、その大工は殺されなければならない。」

Ooc. cit.， p.195) としており、この条文については中田一郎氏の訳も

「もし大工が人のために家を建てたが、彼が自分の仕事に万全を期さなか

ったので、彼の建てた家が倒壊し家の所有者を死なせたなら、その大工は

殺されなければならない。JOoc. cit.， p. 61 '"'"'p. 62) とほぼ同じ内容の訳文

を掲げておられる。
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